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第77回租税研究大会の開催に当たり，一言ご
挨拶を申し上げます。

租税研究大会は，当協会における税・財政に
関する調査・研究の成果を発表・発信する場と
して毎年開催しているものです。

昭和24年の協会設立直後に第 1 回を開催し，
今回で77回目を迎えます。

本年も，多くの皆様方にご参加いただき，心
からお礼申し上げます。

また，皆様方には，常日頃から，当協会の事
業活動に深いご理解と多大なご協力を賜り，こ
の場をお借りして，心より感謝申し上げます。

さて，昨今の世界情勢は，米国トランプ政権
による関税措置等に伴う各国の様々な対応や，
継続するウクライナやガザ地区の問題等，政
治・経済ともに，極めて混沌とした状況にあり，
先行きの不透明感が強まっています。

こうした中，わが国の経済は，雇用や所得環
境の改善，高い企業収益などを背景に，緩やか
な回復基調にありますが，エネルギーや食料価
格の高騰，円安などによる物価上昇の継続，米
国の関税措置による輸出や生産の下振れなどの
不確実要因も引き続き存在しております。

わが国の財政は，好調な企業業績，賃金・配
当の伸び，さらに，物価上昇分の消費の伸びな
どを反映して，税収が 5 年連続で過去最高を記

録しております。
今の賃上げのモメンタムが，大企業のみなら

ず，中小企業も含めて，さらに広がっていくこ
とを期待しています。

その一方で，「税収増の還元」，「物価高対策」
などの名目で実施された減税・給付，大型補正
予算の編成により，2025年度における国・地方
のプライマリーバランス黒字化が見通せなくな
るなど，財政規律の緩みが懸念されるところで
あります。

わが国の長期債務残高は，令和 7 年度末には
1,300兆円を超えると見込まれており，政府債
務残高の対GDP比が 2 倍を超えるなど，財政

会長挨拶
第77回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人 日本租税研究協会会長

宮永　俊一
（三菱重工業株式会社名誉顧問）
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が依然として深刻な状況にあることに変わりは
ありません。

大災害や有事に対応する財政余力を確保し，
将来の経済・財政・社会保障の持続可能性を確
保するためにも，まずは経済の再生と成長を促
しつつ，しっかりと財政健全化に向けた取組み
を着実に進めていくことが必要です。

なお，納税者である国民・企業の理解を得る
ことが非常に重要であり，極めて厳しい財政の
現状を分かりやすく伝え，受益と負担のあるべ
き関係についても理解が深まるような取組みが
欠かせないと思います。

令和 7 年度税制改正においては，「物価上昇
局面における税負担の調整及び就業調整への対
応」として，所得税の基礎控除及び給与所得控
除の最低保障額の引上げ，特定親族特別控除の
創設が行われたほか，防衛力強化に係る財源確
保，新たな国際課税ルールへの対応などの観点
からの措置が講じられました。

税制につきましても，昨年来の「年収の壁」
を巡る議論や参議院選挙で争点とされた物価高
対策としての消費税減税論など，ややもすると
短期的な視点からの議論に目が行きがちであり
ますが，わが国の将来を左右する人口減少・少
子高齢化，変容する国際関係，デジタル化と
AIの進化など，様々な経済・社会の構造変化
に対応した「税と社会保障の一体改革」を進め
ることが，大変難しいことですが，肝要です。

税は，公共サービスの財源を調達する手段で
あるとともに，社会保障制度とあいまって社会
の安定に不可欠な基盤的制度となっています。

したがいまして，社会の構成員がそれぞれの
負担能力に応じて支えあい，若者世代が将来に
希望を抱けるような制度を構築するため，中長
期的な視点から，公平・中立・簡素という税制
の基本原則をこれからの社会に適合させていく

努力がますます必要になると考えます。
当協会は，民間の中立的な立場から税制・財

政に関する調査・研究，提言活動を行い，毎年，
あるべき税制の実現に向けた「税制改正に関す
る意見」を取りまとめております。

私どもといたしましては，こうした活動が，
わが国の税制・財政の現状や課題に対する国民
の理解・認識を促進する一助となればと考えて
おり，今後も積極的に提言・情報発信を行って
まいる所存であります。

本年の租研大会は，今日明日の 2 日間にわた
って開催いたします。

この後は，東京大学の増井良啓教授から「大
企業の税務コンプライアンスを考える」と題し
て講演を行っていただきます。

コロナ禍を経て，この租研大会も主にオンラ
インでの対応とさせて頂いてきましたが，今回
は 6 年ぶりに会場でもご聴講いただける環境を
整えております。

明日午前には，当協会の財政経済研究会のメ
ンバーによる「税と社会保障のグランドデザイ
ン」についての報告，午後には，財務省の青木
主税局長と総務省の寺﨑自治税務局長をお招き
して，「税制改革を巡る現状と課題」と題した
討論会を予定しております。

ご登壇いただくのは，いずれも税制，財政に
精通された方々ばかりであり，それぞれのプロ
グラムが皆様にとりまして有意義なものとなれ
ば幸いでございます。

最後になりましたが，ご参加の皆様方のます
ますのご発展とご健勝を心からお祈り致します
とともに，当協会の活動につきまして，今後と
もなお一層のご支援，ご協力を賜りますようお
願い申し上げ，大会開催に当たっての私のご挨
拶とさせて頂きます。

ご清聴ありがとうございました。
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討論会 1 � 9 月17日㈬・午前

国際課税を巡る現状と課題

●参加者

吉村 氏（司会）

宇多村 氏 青山 氏

漆 氏 栗原 氏

	 財務省主税局参事官	 宇多村哲也
	 千葉商科大学大学院客員教授	 青山　慶二
	 慶應義塾大学法学部准教授	 漆　　さき
	 東レ株式会社シニアフェロー	 栗原　正明

	 司会　一橋大学大学院法学研究科教授	 吉村　政穂

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編 1頁～25 頁」に掲載されています。
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はじめに

（吉村）　それでは，国際課税に関するパネル
ディスカッションとして，「国際課税を巡る現
状と課題」と題するWebinarを始めさせていた
だきます。本日司会を務める吉村です。パネリ
ストは，ただ今ご紹介いただきました 4 人の
方々でございます。この 4 人の方々はそれぞれ
組織に属していらっしゃいますが，本日は組織
のメンバーとしての資格というよりは，パネリ
スト個人としてご参加いただいております。ま
た，意見も個人として言っていただくようにお
願いしております。従って，皆さまもご発言は
個人のものとして受け止めていただければと存
じます。ここでは，パネリストの方々のお名前
を肩書きなしで「○○さん」と呼ばせていただ
きます。その点もご了解いただきたいと思いま
す。

昨年まではパネルディスカッションのテーマ
として，国際課税ルール見直しの 2 つの柱の進
捗状況について，それぞれ関連する項目を取り
上げてきました。包摂的枠組みにおける国際課
税ルールの見直しが進められてきていたところ
ですが，最近の米国の動向を受けてさまざまな
動きが生じています。

本日は第 1 部，第 2 部と分け，第 1 部におい
ては国際課税を巡る最近の動向と「第 1 の柱」
についてお話しいただくことになっております。
2025年 1 月にトランプ大統領が就任し，第 2 次
トランプ政権が成立しました。その直後に，国
際課税プロジェクトに関する大統領覚書が公表
されて，非常に強い態度でプロジェクトの合意
からの離脱が宣言されました。またその後，税
制改正を巡る法案には，米国企業に対するデジ
タルサービス税（DST）や軽課税所得課税ル
ール（UTPR）の適用に対して報復税を課すこ
とを内容とした条項が盛り込まれました。2025
年 6 月には，こうした動きを受けて，G 7 にお
ける合意を背景とした宣言が出されています。

すなわち，米国企業をPillar 2 の対象外にする
ためのアプローチ（Side by Sideアプローチ）
を進めていくことで合意がなされたわけです。
こうした動きを受けて，今後OECD・包摂的枠
組みでのルール化が進められていくかと思いま
すが，第 1 部ではそういった動向についてご紹
介いただければと思っております。

第 2 部においては，「第 2 の柱（Pillar 2 ）」
の具体的論点について議論できればと考えてお
ります。多国籍企業が無税・軽課税国に利益移
転することによって生じる税源侵食のリスクに
対応することを目的としたグローバル・ミニマ
ム課税ルールですが，日本においても令和 7 年
度税制改正によって，IIRだけではなくUTPR，
QDMTTも法制化がなされたところです。これ
についても，今後，米国との関係での見直しも
予想されますが，まずは既に立法化されている
ミニマム課税に関する具体的な議論，また併せ
てCFC税制の見直しも進められると思います
ので，そういった論点を含めて議論できればと
考えております。また，国際的な取組みとして
情報交換が進められていますので，こちらで扱
います。

進め方としては，第 1 部，第 2 部それぞれに
ついて，最初に宇多村さんからご説明いただき
ます。その後，青山さん，栗原さん，漆さんの
順番でご意見，ご質問を頂戴し，さらに宇多村
さんからお三方のご意見，ご質問に対してお答
えいただくことにしたいと思います。
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それでは早速ですが，第 1 部について，最初
に宇多村さんからご説明をよろしくお願いいた
します。

Ⅰ．�第 1 部　国際課税を巡る最近
の動向

（宇多村）　皆さま，お早うございます。ただ
今ご紹介いただきました財務省主税局参事官の
宇多村哲也と申します。本年 7 月に着任いたし
ました。国際課税は，主税企画官以来の 3 年ぶ
りとなります。まずは司会の吉村さん，パネリ
ストの青山さん，漆さん，栗原さんとご一緒さ
せていただけること，山寺専務理事をはじめ租
研事務局の皆さまよりご招待いただき，私ども
の取組みを紹介させていただく機会を頂戴しま
したことに感謝申し上げます。

主税企画官をしていた折には，100年に 1 度
の歴史的な合意といわれた2021年10月の合意に
立ち会わせていただきました。その後，「第 1
の柱」の多数国間条約の条文が固まり公表され，
「第 2 の柱」は世界規模での実装・実施の段階
に入っていることを，ある種の感慨を持って見
ています。

ただ一方で，吉村さんからご紹介がありまし
たとおり，国際関係のダイナミズムと申します
か，米の政権交代によるポリシーチェンジやグ
ローバル・サウスの台頭といった大きな動きが
あり，やはり一筋縄ではいかないという思いも
新たにしているところです。この間，関係者の
ご尽力によって米国は引き続き議論に協力的に
参加している状況ですし，力を付けている途上
国との関係も，場合によっては日本が橋渡し役
をすることで協力していく流れになっておりま
すが，レジームチェンジの中に身を置く者とし
ては，国際課税システムの安定に向けプロフェ
ッショナルな解決策を粘り強く模索していきた
いと思っております。皆さまからのご指導，ご
鞭撻を引き続きいただければ幸甚です。

さて早速ですが，説明の方に入らせていただ

きます。本日は，現在進行中のいわゆる「 2 本
の柱」の解決策に基づく国際課税の見直しの動
きについての現状，今後の見通しを中心にお話
しさせていただければと思います。

まず前半は，BEPSプロジェクトから「 2 本
の柱」の解決策に至る全体の流れを振り返った
上で足元の状況として，直近のG 7 ，G20等で
の国際課税の議論，そしてPillar 1 の現状や国
連の動きなどをご紹介させていただければと思
います。後半は，Pillar 2 のグローバル・ミニ
マム課税及び外国子会社合算税制（CFC）税
制に関して，令和 7 年度税制改正の概要や今後
の見通しなどに触れて，最後に令和 6 年度に法
改正を行った暗号資産等に係る報告枠組みの動
きについてご説明させていただきます。

1 ．全体の概観「 2本の柱」の解決策
〔経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対
応について〕（ 5ページ）

まず，「 2 本の柱」全体を概観させていただ
きます。 1 つ目として，経済がグローバル化し，
電子化することによって，従来頼っていた物理
的拠点（PE）概念がなくてもビジネスができ
ることとなり，PE概念だけでは公平な課税配
分ができないといった問題があります。 2 つ目
に，経済の無形資産化も相まって軽課税国への
利益移転がいよいよ容易になったという状況も
あり，より根本的な対処の必要性も認識された
ということで，これら 2 つの問題に対応する解
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決策が模索されておりました。

〔国際課税に関するOECD/G20「BEPS包摂
的枠組み」 2本の柱について〕（ 6ページ）

1 つ目の問題は，プラットフォームビジネス
に対して市場国が十分に課税できないといった
問題意識があったわけですが，これに対してデ
ジタルサービスタックス（DST）と呼ばれる「一
方的な措置」を導入する国が出てきました。そ
れに対し，第 1 次トランプ政権のときには報復
関税の動きがあり，国際課税システムの不安定
化が起きました。もう 2 つ目の問題は，国レベ
ルでの法人税の引き下げ競争が相変わらず続い
ておりました。Inclusive Framework（IF）の
場において，こうした問題意識から「 2 本の柱」
と呼ばれる解決策が提案され，2021年にグロー
バルな合意に至ったという流れになります。

1 つ目の課題に対しては，「第 1 の柱」として，
多数国間条約によって市場国に新たな課税権を
創設する一方，DSTについては導入国に取下
げてもらう， 2 つ目の問題に対しては「第 2 の
柱」として，グローバル企業には営業場所によ
らず最低限15％の実効税率の負担を頂くようミ
ニマム税率の導入で合意がなされました。「第
1 の柱」は，これは利益Aと利益Bからなりま
すが，利益Aに関する多数国間条約の条文草案
が2023年10月に既に公表されており，残された
論点である利益Bに係る交渉が行われておりま
す。「第 2 の柱」のグローバル・ミニマム課税
については，条約ではなく各国の国内法により
実施することとされており，既に欧州，日本を
はじめとする多くの国でモデルルールに沿って
法制化が進行中です。日本では，所得合算ルー
ル（IIR）を2023年に法制化した後に，軽課税
所得ルール（UTPR）及び国内ミニマム課税
（QDMTT）を2025年に法制化しました。

〔米国の動向等〕（ 7－ 8ページ）
さて，ご承知のとおり，本年 1 月，トランプ

政権発足直後に大統領覚書が公表されました。

内容は，「Global Tax Dealに係る前政権による
いかなるコミットメントも米議会による立法措
置なしに米国において効力を有しないことを
OECDに通知する。域外適用又は米国企業に不
均衡な影響を与える外国の税制措置について調
査する」といった内容になります。関係者の努
力により，その後， 4 月のIF総会においては，
米国を含むIF参加国は「第 2 の柱」の実施と
進行中の「第 1 の柱」の交渉に関し，議論の継
続に合意した旨を公表され，一旦収まったかの
ように見えました。

ところが， 5 月に米国下院で可決された財政
調整法案に，米国が「不公平」と考える税制を
持つ外国の政府・企業等に対して，追加課税等
の「対抗措置」を課する規定が含まれていまし
た。いわゆる899条の問題です。具体的には，
米国が「不公平」と考える軽課税所得ルール
（UTPR）等を持つ国の居住者等が，米国で稼
得する所得について，法定税率に加えて，その
源泉徴収税率を毎年 5 ％ずつ最大20％まで引き
上げるといった内容でした。日本政府としては，
この899条は日本企業に不利益が生じるもので
あり，米国への投資にも悪影響を及ぼしかねな
いということで，米国に対して抗議の意思を伝
達する努力を続けました。幸い， 6 月末に通過
した上院の法案からは899条が削除され，合わ
せてグローバル・ミニマル課税と米国税制の
「共存」に関するG 7 声明が公表されたところ
です。

〔グローバル・ミニマム課税に関するG 7 声明
（抄）〕（ 9ページ）

G 7 声明においては， 1 つ目の○で共存シス
テムの背景として，OBBB法により米国の国際
課税はおおむね強化されたとの認識に加え，上
院で899条の削除がなされたこと，各国で
QDMTT実施が進んでいることについて明記さ
れています。

2 つ目の○では，共存システムの制度設計の
原則が書かれています。米国親会社の国内・国
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外の利益双方についてUTPR，IIRの適用を免
除すること，しかし，競争上の公平性やBEPS
リスクへの対処も合わせてなされるべきこと，
そして「第 2 の柱」全体の課題としての簡素化，
最後に税額控除の還付有り・無しに係る扱いを
より整合的にするといった内容が盛り込まれて
います。

3 つ目の○では，「共存システムの実現は，
デジタル課税に係る建設的な対話等の進展を促
進する」と記載されており，「第 1 の柱」も引
き続き重要であることが確認されています。

こうしたG 7 声明を踏まえ，現在IFにおいて
共存システムについてグローバルに合意すべく
議論が行われています。実は，2021年10月の合
意の時点で，既存の米国のミニマム課税と新た
なグローバル・ミニマム課税との関係をどのよ
うに整理すべきかという課題は認識されていた
わけですが，グローバル・ミニマム課税と米国
の制度とはBEPSへの対処という共通の政策目
標を有しているところでもあり，両制度の共存
の具体的なあり方を，競争上の公平性やBEPS
リスクにも留意しつつ議論を行っていくことに
なります。

〔G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳
抜粋）〕（10ページ）

幸い 7 月のG20においても，G 7 声明が理解
された流れになっておりまして，これを更に
147か国いるIFでどう合意に漕ぎ着けていくか
が目下の課題ということです。

2 ．第 1の柱（利益A，利益B）
次に，「第 1 の柱」の状況について説明させ

ていただきます。「第 1 の柱」の中には，利益A，
利益Bという 2 つのコンポーネントがあります。
利益Aは，市場国への新たな課税権の創設と配
分を行うもので，多数国間条約により実施され
るものです。利益Bは，基礎的なマーケティン
グ・販売活動を対象として，移転価格税制の適
用を簡素化・合理化しようというものです。

〔第 1の柱（市場国への新たな課税権の配分）〕
（12ページ）

利益Aについては，2023年10月に公表された
多数国間条約（MLC）の条文案には，もう 1 点，
課税権配分の安定化措置として，紛争の予防・
解決に係る規定も含まれています。新しい課税
権の創設・配分は，既存ルールの配分にも影響
しますので，そうした規定が含まれているわけ
です。

利益Aは，収入（売上高）200億ユーロ超の
大企業が対象になり，利益率の10％超部分を残
余利益と認識し，その 4 分の 1 が市場国に売上
高に応じて配分されます。MLCの今後ですが，
本年 6 月のG 7 声明においても，グローバル・
ミニマム課税と米国の制度の共存を実現するこ
とは，デジタル経済への課税に係る建設的な議
論を含めた国際課税システムの更なる安定化を
促すものと書かれており，引き続き重要との認
識です。

〔（参考）「第 1 の柱」の多数国間条約案にお
ける廃止対象の既存措置の概要〕（13ページ）

DSTの方は，英国，フランス，イタリア，
スペイン等が既に導入済みです。各国がばらば
らに課税するDSTが世界に広まると，納税者
側からすれば，それぞれのDSTに対応する必
要が生じてしまいますし，負担が増えることに
なり，報復の応酬という事態も当然リスクとし
て想定されてしまうわけです。現状，899条は
撤回されましたが，米国には依然として内国歳
入法891条が存在しています。この条項は，外
国が米国企業を差別的，域外的税制の対象とし
ていると大統領が認める場合，大統領令によっ
て当該外国の企業に対する税率を 2 倍にすると
いう規定です。そういった条項の適用も潜在的
にあり得るので，第 1 の柱による解決策も忘れ
てはなりません。DSTやそれに対する対抗措
置の応酬は，当然ながら企業にとって予見可能
性を損ない，世界経済に悪影響を及ぼすもので
すので，国際課税システムの安定性を実現する
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ため，多数国間条約（MLC）による早期の解
決を図るべきというのが，変わらぬ日本の立場
です。なお，カナダやインドがDSTを自ら廃
止する動きが見られたという点は注目すべき動
きかと思います。

〔OECD/G20「BEPS包括的枠組み」共同議
長声明　概要〕（14ページ）

本年 1 月中旬には，「第 1 の柱」の状況を示
すIFの共同議長声明が公表されています。声
明では，「利益Aの条文案については議論が収
束した状況であり，利益Bの枠組みの残存論点
解消に向けた交渉が焦点」とあります。MLC
参加国による義務的利益Bが残存論点になりま
す。

〔利益B：移転価格税制の適用に係る簡素化・
合理化のイメージ〕（15ページ）

では利益B，すなわち移転価格税制の適用の
簡素化の概略について紹介させていただきます。
第一の柱で市場国での適切な課税を考える際に
は，移転価格税制に係る紛争が増加しているこ
とや執行体制が弱い途上国の声を念頭に，税の
安定性を高めることも一緒に考えていくべきと
いう問題意識がありました。そのため利益Bは，
多国籍企業グループ内の企業から商品を仕入れ
て第三者に販売する卸売取引のような単純な取
引については，産業分類や財務指標に応じて
IFが作成した共通の利益率を用いることで，
独立企業間価格の算定結果に近似する解決策を
提供しようとするものです。

OECDの利益Bガイダンスでは，低キャパシ
ティの国のニーズに特に焦点を当てることとさ
れており，国外関連者が所在する進出先国・地
域において簡素化・合理化アプローチが適用さ
れた場合，当該進出先国・地域がcovered 
jurisdictionに該当し，かつ租税条約が締結さ
れているときは，簡素化・合理化アプローチを
適用した国外関連者との取引を行った法人所在
地国・地域内の法令や執行上の慣行の範囲内に

おいて，当該進出先国・地域の簡素化・合理化
アプローチの適用結果を尊重（リスペクト）す
る旨，記載されています。日本としても，利益
Bガイダンスの政治的コミットメントを踏まえ
て適切に対応していくこととなっています。

3 ．国連
〔国連における国際租税協力に係る議論につい
て〕（17ページ）

OECDを中心とした国際租税協力が進む中，
途上国を中心に，国連においても国際租税協力
の議論を進めるべきとの声が高まり，2023年末
の国連総会で，国際租税協力に関する枠組み条
約の策定を求める決議が可決されました。これ
を受けて，条約交渉の基本的指針が臨時委員会
において途上国の賛成多数で可決され，2027年
にかけて条約交渉が行われる見込みです。

枠組み条約と並行して議論される早期議定書
のトピックとしては，「デジタル化・グローバ
ル化経済における国境を越えた役務の提供から
生じる所得の課税」，「租税に関する紛争の予
防・解決」の 2 つとされており，これまでの
IFでの議論と重複する部分もあります。日本
としては，より包摂的で効果的な国際課税協力
を求める観点から，参加国による広範なコンセ
ンサスに基づく意思決定の必要性を主張してい
ましたが，実際の議論ではこれまで途上国を中
心に単純多数決で決められてきたのが現状です。
日本としては，よりコンセンサスを重視する立
場から，国連の交渉には積極にとはいきません
が引き続き関与しつつ，推移を注視することと
しています。

前半の私からの説明は以上です。

Ⅱ．第 1部に関する質問・意見

（吉村）　政治的に動きが速い分野ですが，限
られた時間で簡潔にまとめていただきました。
宇多村さん，どうもありがとうございます。そ



―9―

れでは，ここでパネリストの皆さんから順次ご
質問，ご意見を頂戴したいと思います。最初に
青山さん，どうぞよろしくお願いいたします。

（青山）　千葉商科大学の青山です。よろしく
お願いいたします。ただ今，国際課税の最大の
テーマである「 2 つの柱」の改革の進捗状況に
ついて，OECD IFの中心メンバーとして活躍
されている宇多村さんから詳しくご説明いただ
けたことに，まず感謝を申し上げたいと思いま
す。

私からは， 3 つの切り口でコメントと質問を
させていただきます。 1 つ目は，全体像につい
てのコメントです。先ほどのご説明にもありま
したが，今年初めのアメリカ大統領の覚書発表
は，10年かけてつくり上げてきたOECD/G20
での国際課税ルール改革路線に不安な影を投げ
かけたわけですが，その後のIF総会やG 7 の声
明，さらには米国議会での税制改正決着を通じ
て「 2 つの柱」の改革が米国国内税制と共存す
る方向が政治的に確認され，不安な状況はひと
まず回避されたように見えます。元々，BEPS
プロジェクトでのデジタル経済下での税ルール
を巡る議論は，米国で先行していたGILTIなど
のミニマム課税制度を参照したもので，米国と
の共存の理念はOECD IFにおいても当初から
前提とされていたものであったと思います。た
だし，これからは先行していたグローバル・サ
ウスとの協議の課題に加えて，米国との今後の
共存の在り方いかんが新しい国際課税ルールの
成否を左右することになると考えられます。そ
こで，上記の諸課題について次に具体的な質問
をさせていただきます。

2 つ目は，米国との共存に関した質問です。
アメリカのOBBBAの中では国際課税ルールも
今回，改革されているわけですが，特に新しく
NCTIという名前に変わるGILTIを中心とした
改正は，「 2 つの柱」構想との共存を担保でき
るに足るものと評価できるのかどうか。今回の

アメリカの税制改正では，ミニマム課税の税率
も変わりました。しかし，グローバル・ブレン
ディングについての規定は残っているし，また
具体的な投資の控除について廃止が決まったと
いうことで，今までOECDで検討してきたもの
と違う方向が見えてきているので，まさに共存
を担保できるような評価ができるのかどうかと
いうことを確認したいというのが 1 点目です。

2 点目，IFにおいても「 2 つの柱」の改革
については，全ての関係者にとって受け入れ可
能な解決を目指す方向性が 7 月のG20声明で再
確認されましたが，中身を拝見すると取組み課
題の列記にとどまっており，各論の方向性まで
はまだ明らかにされておりません。G 7 提起の
共存体制については，今後，IF参加国に広げ
たコンセンサスの確保に向けた議論も行われる
と思われますが，具体的な議論展開をどのよう
に予測されているのか，もし差し支えなければ
教えていただければと思います。特に，最近の
報道によると，検討のたたき台ペーパーが既に
IFで発出されていると報道されていますので，
可能であればその検討，進捗状況などについて
ご説明を頂戴できればと思います。

3 点目，共存体制を許容する前提に立つと，
各国での税制改正においても，アメリカ企業と
それ以外の企業との間にダブルスタンダードと
もいうべき二重の扱いを許容することになり，
複雑化することが懸念されます。IFでは，こ
れらの議論を踏まえた新たなガイダンスも検討
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されることになるのか，そして既に立法化を終
えているわが国での対応はどのようになるのか，
この辺について可能なコメントを頂戴できれば
と思います。

3 つ目は，グローバル・サウスの対応につい
ての質問です。先ほど国連での動きの説明があ
りましたが，グローバル・サウスの国々との協
調に関して，まずデジタル経済の果実からの税
収を源泉徴収の形で確保したいとするグローバ
ル・サウスの国々の意欲は，国連モデル条約で
言うと12B，そして12AA条などの形で具現化
させる動きが明らかになっていて，加えて「 2
つの柱」も含めた国際課税のテーマを念頭に置
いた枠組み条約での議論も始動しようとしてい
ます。途上国も参画しているIFでの「 2 つの柱」
の各論の議論では，国連等での動向はどのよう
な影響を及ぼしているのか，可能な範囲で教え
ていただければと思います。

そして，グローバル・サウスとの関係の 2 点
目，不要な努力の重複を避けるとの方針はIF
合意の成果を毀損しないために重要であって，
G20でも繰り返し確認されていますが，BEPS
に加えDomestic Resource Mobilization（DRM）
や情報交換など，税制，税務行政全般のプロジ
ェクトに広げたG20のアプローチは，逆に「 2
つの柱」における残された各論に関する意見統
一の困難さを暗示しているのではないかとも感
じられます。重複を避けるための他のマルチの
国際機関との連携などは大変と思われますが，
国連枠組み条約交渉の見通しや，今後わが国が
DRMでのイニシアティブをとることを発表さ
れていますが，これらの狙いなどについて，も
し追加的なご説明があれば承りたいと思います。
私からは以上です。

（吉村）　青山さん，どうもありがとうござい
ます。それでは，続きまして栗原さん，お願い
いたします。

（栗原）　東レの栗原でございます。宇多村さ
ん，わかりやすいご解説をどうもありがとうご
ざいました。コメントする機会を与えていただ
き，お礼申し上げます。また，BEPSプロジェ
クトが始まってからもう十数年もたちまして，
ご対応いただいている皆さまに心より感謝申し
上げます。私の方からは，利益BとDSTについ
て質問，コメントをさせていただきます。

まず，利益Bです。利益Bは2025年 1 月以降，
導入が可能な状況ですが，どこの国が導入した
のか，私は存じません。導入国に関し，最新の
情報があればご教示ください。

また，日本は「当面導入せず」との方針が明
らかにされています。現地国が利益Bを導入す
るかどうかに拘らず，従来の独立企業間価格と
することとされています。それが現地国の利益
Bによる課税と異なる場合，二重課税が発生し
ます。相互協議で整理することとされています
が，相互協議案件が大幅に増加する恐れがあり
ます。どのような対応をされるご予定なのかご
教示ください。件数が膨大となって対応不能と
なり，企業が泣き寝入りせざるを得ないような
状況は避けたいところです。また，従来の相互
協議では税理士法人を起用して対応しています
が，今回の場合ですと非常にコスト高になって
しまうため，利益Bについては簡易的な協議が
必要と考えております。あと，先ほど少しご説
明がありましたが，OECDの利益Bガイダンス
に，covered jurisdictionの地域が利益Bを導入
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した場合，尊重されること，また相互協議でも
これを踏まえ対応すると，わが国のFAQに書
いてあります。「これを踏まえ」の意味合いが
少々わかりにくいのですが，covered jurisdic-
tionの地域が利益Bを導入した場合に限り，そ
のまま認めていただきたいと思います。日本が
利益Bを導入せずにcovered jurisdictionの扱い
を認めるというのは，法対応として難しいとい
うことでしょうか。

また，利益Aと利益Bはセットで導入される
べきと，以前からいわれております。利益Aと
の関連性がなくなれば利益Bの導入が促進され
るといわれておりますが，どのように見ていた
らよいのでしょうか。二重課税の懸念があるま
ま利益Bの導入が進んでも，企業としては困り
ます。その点では，利益Aが消えないことが良
いことなのかもしれません。元々，APAや相
互協議をしないで済ませる簡易的な移転価格管
理を目指して導入されたはずですので，導入に
際してはトラブルの元は消し去っておくことが
良いと思います。利益Bの価格マトリクスで示
された利益率は，私個人では高いと感じており
ます。社内で事業部を説得して進めるには，
少々ハードルが高いと思います。利益Bを導入
しようとしまいと 1 つの利益率が示されたので，
多くの国が活用すると思いますが，非導入国が
この利益率に機能とリスクに応じた利益を加算
して移転価格税制を執行すると，移転価格管理
そのものが混乱しかねません。利益Bを導入し
ない国については価格マトリクスを乱用しない
ように，BEPS包摂的枠組み（IF）で合意する
などしておくことが肝心と思います。

次に，DSTです。利益Aが合意に達しなかっ
た場合は各国がDSTを適用せざるを得ないと
いわれてから，かなり時間がたちました。その
割にDSTの話題が出ません。先ほど少し解説
もありましたが，各国の対応状況について追加
すべきことがありましたらぜひご教示ください。
DSTは導入当初より悪者扱いをされていて，
税額控除ができないことから企業は反対してお

ります。しかし，それを除けばそれほど悪い制
度ではないように感じております。特定のビッ
グ・テック狙いというイメージで導入されたた
め悪い印象が先行しましたが，デジタル経済に
適切な課税を行うという点では，間違いではな
いように感じております。時間がたち，少しず
つ評価が変わってきているようにも思います。
アメリカは当初，UTPRとDSTを狙い撃ちすべ
く899条をちらつかせましたが，G 7 合意を受け，
撤回しました。合意内容を十分に理解しており
ませんが，UTPRの対象としないことがメイン
で，DSTはそれほど意識していないように感
じています。日本は導入しない方針と伺ってお
りますが，今後も検討しないのか，各国の導入
状況を見ながら検討は継続していくのか，どち
らのお立場でしょうか。以上です。

（吉村）　栗原さん，ありがとうございます。
それでは，漆さん，お願いいたします。

（漆）　貴重なお話をどうもありがとうござい
ました。青山先生，栗原さんに比べると抽象的
な質問が多くて恐縮なのですが，DSTについ
て主に伺いたいと思っております。

DSTの性格については，いまだに学問的に
もどのようなものなのか合意には至っていない
と考えておりますが，DSTの性格を物品税的
なものとして捉えると，その最終的な負担者は
消費者，特に米国外の消費者で，Pillar 1 より
もDSTの方が結果的に米国に有利な可能性が
あると指摘されています。また，DSTが物品
税的なものではなくレント課税で，米国の株主
に帰着するならば，この場合はアメリカにとっ
て不利ですが，どちらの要素が強いか，転嫁の
有無は企業とケースによると指摘されています。
具体的には，Facebookは転嫁していないけれ
ども，Amazon，Apple等は転嫁しているとい
われています。Shaviro先生の25年 8 月20日の
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Tax Noteの記事でそのように拝見しました。
そうすると今，各国はDSTを導入・施行し

ていますが，今後，恒久的に各国に導入されて
いくことになるのか。その場合，DSTを対象
とした租税条約等，DSTの二重課税に対する
対策がとられる可能性があるのか。先ほど栗原
さんが，税額控除ができないから反対されてい
るけれども，デジタルサービスに対するある程
度の課税を確保するという意味ではそこまで悪
く捉えることもないのではないかとおっしゃっ
ていましたが，二重課税に対する対策がとられ
た上で恒久化していく可能性はあるのでしょう
か。

或いは，先ほど物品税的な性格であれば，最
終的な負担者が米国外の消費者になるという話
をしましたが，DSTが自国の消費者に転嫁さ
れることが実証的に示されれば，デジタルサー
ビスに対する課税と言いつつも，実態的には国
内の消費者が負担しているということで自然と
人気がなくなって，そういう意味であまり課税
がされなくなっていくのか。もしくは，891条
なりアメリカの報復を恐れてDSTも下火にな
っていくこともあり得るのか。この点について
伺いたいと思います。

その他の点はPillar 2 との関係がありますの
で，また後ほどお伺いさせていただければと思
います。ありがとうございました。

（吉村）　漆さん，ありがとうございます。そ
れでは，お三方から頂いたご意見，ご質問につ
いて，宇多村さんからご回答いただければと思
います。宇多村さん，よろしくお願いいたしま
す。

（宇多村）　まずは皆様方からの示唆に富むコ
メントとご質問を賜りまして，感謝申し上げま
す。このような形で直接ご意見，ご見識に接す
る機会は私としても大変貴重で，感謝する次第
です。今日うまく答えられない点が仮にあった
としても，今後の政策検討に十分に活かしてま
いる所存です。

青山さんからは，共存システムに関してご質問
を賜りました。まず，OBBB法の中身で，NCTI�
（旧GILTI），FDDEI（旧FDII）やBEATなど
を指しているかと思いますが，米国の税制改正
が「共存」するに足り得るのかという点だと思
います。私の認識としても，OBBB法における
この度の税制改革はかなり適正化の方向だった
のだろうと思います。単にNCTI等の実効税率
が13.125％から14％に上がったということだけ
でなく，ご指摘のとおり課税ベースでもQBAI
廃止がございました。

ただ，米国の制度とOECDの「第 2 の柱」の
比較をどのような視点で見るかについては，恐
らく様々な観点があるのだと思います。アメリ
カの税制の根本には，強い意味での全世界所得
課税があると考えています。この強い意味での
全世界所得課税と私が申し上げるのは，国外の
支店はもちろん子会社についても配当前の能動
所得まで把握し，それらを米国の株主レベルで
課税する点です。そういった視点で見ると，例
えばNCTI（旧GILTI）だけ見ればグローバル・
ブレンディングでは勿論あるものの，米国税制
全体としての国外所得の捕捉の射程は恐らく
IIRよりも広い面もあると思います。なので，
Apple-to-Appleの比較がもともと困難な面があ
ります。
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先行する米国のミニマム課税制度との関係性
については，OECDがPillar 2 の議論をし始め
た当初から論点として認識されており，この度
の共存メカニズムのG 7 合意で生まれた問題で
はないという点は，青山さんのご認識の通りで
す。そもそも，Pillar 2 （GloBEルール）はコ
モンアプローチをとっており，グローバルの合
意されたスタンダードがありつつ，その採否は
先ず主権国家の判断に委ねられ，スタンダード
を採用した国については，その遵守状況をお互
いにピアレビューで実施を担保していきましょ
うというものです。

ただアメリカという国の独自性，世界経済に
占める類まれなる存在規模は無視し得ない現実
としてあり，その制度との「共存」の在り方に
ついては，まさに国際交渉していくことなりま
す。レベル・プレイング・フィールド（競争上
の公平性）やBEPSリスクの観点，そして簡素
かつ予見可能性が高まるような技術面での調整
が非常に大事な論点になってくると思います。

そうした次第で，ダブルスタンダードなのか
という点については，コモンアプローチの下で
は，190か国が税制をそれぞれ持つことを前提
とすれば，本来的にダブルと言わずマルチスタ
ンダードな世界で，それらをできるだけ一貫性
のあるスタンダードで，経済取引に障害がない
ようにしていこうという地道な取組みが国際課
税であり，共存システムの議論はあくまでその
一環であるという見方を私としてはしておりま
す。

それから，グローバル・サウスの論点も頂き
ました。確かに途上国は，デジタルやサービス
といった所得について，源泉徴収で課税を先取
りしておきたいという動機が強いわけです。
OECDだけでなく，国連の方でも課税権の配分
の議論があり，どういった影響を双方の交渉に
及ぼしているのかということですが，私の経験
上，途上国の議論への関わり方は，非常に積極
的かつ協力的ですらあると思います。途上国と
先進国という区切りの妥当性はさておき，これ

までの取組みの結果，途上国はかなり論客とし
ても，執行主体としても実力を付けてきている
と思います。それは本来喜ばしいことですが，
交渉の相手として見ればとても手ごわい相手と
いうことになっている状況だと思います。彼ら
は双方のフロントでそれぞれの国益を最大化す
べく一生懸命議論しているということになりま
す。そこにポリシーの一貫性はあるのか問われ
れば，ある国もあれば，ない国もあり，グロー
バル・サウスのリーダーであるインドは全く違
ったビジョンを持っているとは思いますが，大
宗の途上国の正直な動機は，双方の議論で都合
の良い結果に乗りたいというところではないか
と思います。

何れにせよ，日本はOECD/IFに軸足を置い
て議論しているわけですが，そちらで議論の差
し障りになっているようなところはまだ感じて
おりません。

そして，双方で議論の重複をなるべく避ける
としても，共通のテーマがあるとすれば，それ
は論点の困難さを逆に示しているのではないか，
とのご指摘は，仰るとおりとしか言いようがな
いのですが，例えばDomestic Resource Mobi-
lization（国内資金動員）や情報交換といった
課題は，日本としても双方の橋渡しの論点とし
て重視しており，積極的に推進しているもので
す。DRMというのは，要するに国家運営に必
要な財政資源は自国内で調達できるようにしま
しょうという，極めて真っ当な，誰も否定でき
ないテーマです。開発途上国向けの「開発」と
いった大きなテーマがあるとすれば，Domestic 
Resource Mobilization，繰り返しになりますが，
自国で必要な財政資金は自分の国で賄って国家
運営をできるようにするというのが，恐らく
「開発」の究極の目標なのだと思います。その
ような普遍的な命題こそが，恐らくOECDと国
連の議論の橋渡しとなるだろうという思いで，
日本として推進しているものであり，来年 3 月
に東京でDRMのイベントを開催する予定です。
情報交換については，OECD/GFの方で取組み
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が先行しており，システムも全世界的に展開し
ている自動的情報交換といったものがあるので，
情報交換については視界不明瞭なことは恐らく
ないのだろうと思っております。

栗原さんからは，利益Bについて多々ご指導
いただきまして有難うございます。導入国のリ
ストは，OECDはかねがね発表すると言ってい
るのですが，現状のところ明確な形で発表され
ていないようです。利益Bは簡素化を志向しつ
つも，二重課税の排除に係る相互協議が大幅に
増えてしまい，適切に二重課税が排除されず，
かえって企業の負担の増加につながるのではな
いかということですが，そうならないようにし
ていくべく，具体的には，相互協議は必要に応
じて電話やWeb会議などを活用しながら効率
的な事案の解決に努めていくといった地道な努
力ももちろん，相手国にマトリクス原理主義に
ならないように相互協議で働きかけ，お互いの
国の法令や規則は尊重した上で，独立企業間価
格を見い出し，二重課税の解消を図る努力をす
べきものだと考えています。何れにしても利益
Bというのは移転価格ガイドラインに取り込ま
れた内容で，独立企業間価格の算定結果に近似
する解決策を提供する一手段と私は理解してお
りますので，その精神さえ忘れなければ，大き
く外れたり相手国が乱用してきたりするような
ことはないのではないか。そういう根本的な位
置付けを当局間できちんと意思疎通していくこ
とが大事なのではないかと思っております。

次に，利益Aと利益Bの関係についてもご質
問いただきました。利益Aがなくなれば利益B
の採用が促進されるのではないかというのは，
別物と言えば別物なのでしょうが，一体と言え
ば一体。利益Aが大きな，グループワイドな，
ある意味で取引ベースではない課税権の配分の
論理だとすると，恐らく利益Bは従来ベースの，
取引ベースに着目した課税権の配分の在り方で，
独立企業間価格を模索していくという原理は変
わっていない一方で，とにかく合意に至るツー
ルとして有用なものを，という発想で作られた

のだろうと思います。大きく輪切りにしてしま
えば，利益Aは課税権の配分を変更する，利益
Bは効率性を促進するというコンセプトで，そ
ういう意味では少なくとも利益Aがなくなった
ところで利益Bが進むという関係でもないのか
なと思います。とはいえ，取引単位であれ，グ
ループ単位であれ，課税権の配分の側面がある
という面では，利益A・利益Bを一緒に議論し
ていくことはなじむのではないかな，という見
方を，私自身はしております。

最後に，栗原さんと漆さんからDSTの話が
ありました。デジタル産業への課税の在り方と
して，実は二重課税除去の措置があればそんな
に悪くないのではないか，何もないよりは良い
のではないかというご見識でした。更に，価格
転嫁で，最終的な負担の帰着点は消費者にいっ
ているとすれば，例えばアメリカ産業サイドか
らするとDSTを打たれてもあまり影響がない
のではないか，逆に負担が株主サイドに来てい
るとすれば，アメリカは再度DSTを問題視す
ることになるのか，といった論点をいただいた
と理解しています。

何れも極めて重要な論点と認識しています。ま
ず，DSTはグロス課税なので表面税率が 2 ％，
3％と一見低く見えますが，利益率が例えば10％
の企業で考えてみますと，法人税の負担と所得
の関係にならすと20％，30％といった水準にな
ってしまい，かなり大きな負担になります。そ
うしたことから二重課税除去の方策にご関心を
持たれるのも当然のことかと思います。ただ，
DSTは所得課税ではない以上，今のところは
「ない」という話に尽きてしまうのですが，よ
り根本的には，無形資産やデジタル由来の収益
を所得概念でどこまで把握できるのかというと
ころまで立ち返って議論しなければならない，
とても大きな問題と認識しています。

1 つ忘れてはならないのは，BEPS1.0のデジ
タル課税の報告書でなされた整理です。それは
消費税（VAT）を仕向地主義で課税するとい
うもので，日本もその整理に従って対応してい
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るわけです。アメリカがDSTを問題視してい
る点が「差別的」であることだとすると，一般
的な間接税での方策を強化し，きちんと捕捉し
ていくことが，真っ当な，しかも少なくとも過
去の大いなる遺産である国際合意に沿った対応
なのだろうと思うところです。

何れにしても，各国個別にそれぞれの定義で
DSTを措置する，しかも何となく欧州に偏重
しているので，グローバルな米欧対立のように
見えつつ，米国は報復関税を行う，というよう
な負のダイナミクスにより世界経済が不安定化
するのは，DSTそのもの以上に望ましくない
ことであり，日本はやはり利益Aによる国際合
意によって秩序を見い出していこうという立場
になるわけです。DSTについては，最近トラ
ンプ大統領が「DSTをやる人たちは許せない」
とSNSで投稿し，欧州委員会も「デジタル課税
は大事だからちゃんと議論を巻いていきなさ
い」とコメントを寄せていると報道ベースでは
承知していますので，デジタル・グローバル経
済下の課税のあり方の議論はまだ終わっていな
いと認識しています。

（吉村）　宇多村さん，どうもありがとうござ
います。具体的なルールからは離れた質問もあ
り，答えにくかったかと思いますが，率直かつ
わかりやすいご回答を頂きました。どうもあり
がとうございました。

Ⅲ．�第 2 部　第 2 の柱（グローバ
ル・ミニマム課税）情報交換等

（吉村）　それでは，第 1 部の「最近の動向」
及び「第 1 の柱」については，以上で終わらせ
ていただきます。引き続き，第 2 部の「第 2 の
柱」，また情報交換その他の最近の動きに入ら
せていただきます。それでは，最初に宇多村さ
んからご説明をお願いいたします。

1 ．第 2の柱
〔第 2の柱（グローバル・ミニマム課税）〕（20
ページ）
（宇多村）　では，第 2 部で「第 2 の柱」と情
報交換に移ります。グローバル・ミニマム課税
は，グローバル化する企業活動に対してどのよ
うに最低限の負担をしていただくかという観点
とともに，そういった秩序をもってどのように
主権国家の税率引き下げ競争に歯止めをかけて
いくか，という論点になります。具体的には，
グローバルに活動する年間総収入金額が7.5億
ユーロ以上の多国籍企業グループに対し，各国
に国際的に合意された最低税率である15％の税
を国ごとに確保する仕組みです。

3 つのルールがありまして， 1 つ目が所得合
算ルール（IIR）で，子会社や支店等の税負担
が15％に満たない場合に，その満たない部分を
親会社の方でトップアップ課税する仕組みです。
2 つ目が軽課税所得ルール（UTPR）で，IIR
だけでは，親会社がIIRを持たない軽課税国に
移ってしまうようなケース（インバージョン）
に対応できませんので，子会社の方でトップア
ップ課税する仕組みです。IIRのバックストッ
プとしての役割を果たすものです。 3 つ目が国
内ミニマム課税（QDMTT）で，自国に所在す
る多国籍企業グループの税負担を15％になるよ
うに課税できる仕組みです。こちらが導入され
ると，他国のIIRやUTPRによってトップアッ
プ課税を受けることがなくなるという効果が生
まれます。この 3 つのシステムによって，各国
において法人実効税率15％のフロアが敷かれる
動きが見られています。日本においては，IIR
は令和 5 年度税制改正，UTPRとQDMTTにつ
いては令和 7 年度税制改正において法制化され
ました。

〔所得合算ルール（IIR：Income Inclusion Rule）
のイメージ〕（21ページ）

ある国における日本企業の海外子会社につい
て，財務諸表の税引前利益をベースに必要な調
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整を行い，その子会社が所在する国の実効税率
を計算します。実効税率を計算し，それと最低
税率15％との差分のパーセンテージポイント
（トップアップ税率）を算出します。それを課
税ベースに掛け合わせるわけですが，課税ベー
スについては有形資産と支払給与の一部につい
て差し引くことが決められております。この課
税ベースにトップアップ税率を掛け合わせたも
のがトップアップ税額になります。最終親会社
サイド，つまりこのケースで言うと日本におい
て，各国のそのトップアップ税額を課税するの
がIIRです。実効税率の計算は子会社が所在す
る国の単位で行われます。

〔軽課税所得ルールの概要〕（22ページ）
UTPRは，先ほど申し上げたとおりIIRを補

完するもので，トップアップ税額を子会社側か
らも計算できるようにすることを担保する制度
です。これによってIIRを持たない国でのミニ
マム課税に穴がなくなります。

〔国内ミニマム課税の概要〕（23ページ）
QDMTTは，自国内でトップアップ税額が発

生する場合，当該国の課税当局がまず課税する
仕組みです。 3 つの適用順は，QDMTT，IIR，
UTPRで優先されますので，何らかの事情で企
業グループの実効税率が15％を割ってしまう場
合には，QDMTTを自国の中でまず適用して15％
を確保することを通じて，他国の当局からIIR
やUTPRが課税されることを防ぎます。OECD
から適格の認定を得ることができればQDMTT
セーフハーバーにより，IIRやUTPRの計算で
トップアップ税額がゼロとみなされる効果を生
みます。ちなみに日本は，既にQDMTTセーフ
ハーバーの適格認定を受けていますので，日本
でのビジネスは他国からIRRやUTPRを打たれ
る心配はありません。

〔グローバル・ミニマム課税に関するOECD
のルール等（IFで承認されたもの）〕（25ページ）

グローバル・ミニマム課税に関するルールは，
各国の産業界の意見なども踏まえてIFの下で
モデルルールが策定され，その後モデルルール
に沿って各国で法制化することによってグロー
バルに統一的な制度を導入するということです。
各国の制度がモデルルールに沿っているか否か
はIFによるレビューにより，その一貫性を担
保する仕組みになっています。2021年，2022年
にモデルルールとそのコメンタリーという基本
的な枠組みを示す文章が公表され，その後，執
行ガイダンスが順次公表されています。ルール
の明確化は非常に大事で，執行ガイダンスにつ
いては今後とも必要に応じて継続的に追加され
ていくと見込んでおります。

〔IIR・QDMTTの適格国リスト（2025年 8 月
時点）〕（26ページ）

相互レビューにおいては適格性のステータス
を認定します（ピアレビュープロセス）。適格
性が得られない場合にはトップアップ税額に対
する課税権を失い，適格性のある他国に課税権
が移ることになります。本年 1 月からIIRと
QDMTTの適格国リストがOECDから公表され
ていますが，UTPRについても今後レビューが
開始されるということで，公表が待たれます。
日本は，IIRもQDMTTも双方適格となってい
ます。

適格国リストのIIR適格国の中で下線が引か
れ て い る の はIIRだ け 導 入 し て い る 国，
QDMTT適格国の中で下線が引かれているのは
QDMTTだけ導入している国です。QDMTTだ
け導入してミニマム実効税率まで自国の課税権
を守る判断をしたものであり，興味深いのは，
有名な投資ハブであるバルバドスは，恐らく
UTPRにより他国からミニマム課税を受けるこ
とを防ぐため，無税・低税率国というステータ
スを遂にやめて自国に15％フロアを敷く決断を
しております。アラブ首長国連邦のQDMTT導



―17―

入も同様の判断と思われますが，こういった形
で全世界に法人実効税率15％フロアがどんどん
敷かれていくと，政策効果がより一層深まるこ
とになるのだろうと思っています。

〔グローバル・ミニマム課税に関する周知・広
報活動〕（27ページ）

グローバル・ミニマム課税は全く新しい制度
ということで，その導入には実務担当者の多大
なる苦労があることは想像に難くなく，企業の
皆さまのご協力には感謝する次第です。関連す
る情報は，国税庁のホームページにまとめて掲
載している他，情報提供や説明会等々，継続的
に努力していきたいと思っています。円滑な実
施のため，皆さまのご協力を引き続きいただけ
れば幸甚です。

〔UTPRセーフハーバー〕（28ページ）
UTPRは，子会社側から他の領域にあるグル

ープ会社の所得を把握する必要があるため，そ
の執行には情報の共有化のインフラが十全に働
いている必要があります。導入当初，多くの場
合情報システムを司る最終親会社の事務的な負
担が非常に大きかろうということで，UTPRセ
ーフハーバーが導入されています。現状，本年
末までに開始する会計年度との期限付きで設け
られているものです。最終親会社の所在地国の
法人税の名目税率が20％以上のとき，UTPRト
ップアップ税額には当該最終親会社の所在地国
に係る部分の金額を含まないという制度です。
名目税率20％は地方税も勘案されます。現状，
米国に所在する最終親会社に係る米国利益につ
いては，UTPRトップアップ税額は発生しませ
ん。

〔移行期間CbCRセーフハーバーと恒久的セー
フハーバー〕（29ページ）

企業の事務負担への配慮については，他にも
移行期間CbCRセーフハーバーがあります。
2026年12月31日以前に開始し，2028年 6 月30日

以前に終了する会計年度に適用可能で，CbCR
をETR計算の一部で使用するものです。移行
期間CbCRセーフハーバーの制度終了後の本則
計算の適用の際の事務負担軽減も課題として認
識されていて，計算を簡略化する別途の方策
（恒久的セーフハーバー）について現在議論が
行われているところです。

2 ．外国子会社合算（CFC）税制
〔外国子会社合算税制について〕（31ページ）

外国子会社合算（CFC）税制は，日本企業
が実質的活動を伴わない外国子会社等を利用す
ることによる税負担の軽減・回避行為に対処す
るため，一定の場合に外国子会社の所得に相当
する金額について，内国法人の所得とみなして
合算して課税するという制度です。

〔外国子会社合算税制（CFC税制）の見直し（令
和 7年度改正）〕（33ページ）

グローバル・ミニマム課税の導入によって追
加的に事務負担が生じる企業が，GloBEルール
の対象企業と一定程度重なり，追加的な事務負
担があるという事情を踏まえて，令和 5 年度，
令和 6 年度税制改正に引き続き令和 7 年度税制
改正において，外国子会社合算税制（CFC税
制）の見直しを行いました。具体的には，所得
合算から申告までの間に十分な期間を確保する
ため所得の合算時期の見直しを行った他，書類
添付の保存義務の緩和を行いました。

今後に関しては，CFC税制とグローバル・
ミニマム課税の関係に影響を与え得る国際交渉
が，米国との共存システムも含め進行中ですの
で，短期的にCFC税制の抜本的見直しを行う
ことは，手戻りが生じる恐れもあるため困難で
はないかと認識しております。しかしながら，
こうした国際状況の帰趨を踏まえ，中長期的に
はグローバル・ミニマム課税との併存を前提と
した検討が必要だと認識しているところです。
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3 ．情報交換
〔非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的
交換のための報告制度の整備等〕（36ページ）

「税の透明性」としての税情報の当局間での
交換については，OECDでは非居住者の金融口
座情報等の情報交換に取り組んでいるところで
す。最近では，暗号資産による脱税リスクの議
論がなされており，非居住者の保有する暗号資
産等の取引情報の報告制度についても合意とい
う成果が上がっています。

OECDの合意に沿って，各国は原則2027年か
ら取引情報の交換開始を目指して制度整備を進
めているところです。日本でも，暗号資産交換
業者等に対して非居住者の取引情報の報告をお
願いする制度を令和 6 年度税制改正で整備した
ところで，2027年に当局間で情報交換を開始で
きるように2026年 1 月から報告制度の適用を開
始予定です。この辺も関係事業者のご協力を頂
ければ幸いです。以上で私の発表を終わらせて
いただきます。

Ⅳ．第 2部に関する質問・意見

（吉村）　宇多村さん，どうもありがとうござ
います。最近，日本でもUTPR，QDMTTが創
設されていますが，各国で実施が進むグローバ
ル・ミニマム課税の動向，また，わが国での実
施状況及びCFC税制の見直しの状況，そして
国際的な情報交換の取組みとしてCARFが実施
されていることについてご紹介いただきました。

それでは，先ほどと同様，パネリストのお三
方から，今頂いたご説明に関するご質問，ご意
見を頂戴したいと思います。最初に青山さん，
よろしくお願いいたします。

（青山）　ありがとうございました。今のご説
明で「第 2 の柱」の詳細についてよくわかりま
した。

令和 7 年度改正でQDMTTとUTPRの立法化
が行われて 3 点セットが成立したわけですが，
私からこの国内法制化の完成において確認した
い点として，まずUTPRについて今もアメリカ
はクレームをつけてきています。その関係でア
メリカの反UTPR論の根拠である領域外課税と
いう議論については，わが国でも立法化に当た
って何らかの検討がされたと思います。これに
ついて，もし差し障りなければどのような検討
がされたのか，教えていただければと思います。

それから，アメリカとの共存の関係で，移行
期間UTPRセーフハーバーが継続する期間は問
題は生じないのですが，先ほどのご説明にもあ
りましたとおり，今年でその期限が切れるとい
うことです。そうすると，この状況を踏まえて
GloBEルール全体でのセーフハーバーの在り方
について，先ほどCbCRセーフハーバーの展開
もご説明いただいたわけですが，セーフハーバ
ーを巡るIFでの議論の行方，及びそれを今後
受けると思われる国内法対応の見込みについて，
コメントいただけるようでしたらお願いしたい
と思います。

それからグローバル・ミニマム課税の制度で，
IFが現在も引き続き，非常に長期にわたって
産業界からのフィードバックを反映しながらガ
イダンスを繰り返し更新されているというご説
明が先ほどありましたが，今後どのようなもの
が残っているのか。そして基本的なものはもう
出来上がっていると思うのですが，どのような
項目が今後想定されるのかということについて，
共存条件との関係で議論すべき項目も含めて教
えていただければと思います。

また，先ほど外国子会社合算税制の改正につ
いてコメントを頂戴しました。わが国では，産
業界から外国子会社合算税制と新しいミニマム
課税との二重の事務負担について，長年にわた
っていろいろな要望を出してきたと聞いており
ます。その要求を徐々に消化して税制改正に反
映されているということが，先ほどのご説明で
もわかりました。そうしますと令和 8 年度以降，
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事務手続きの配慮については，今回，申告期限
の延長まで来たということですが，その点でも
うかなり行き着いているのか，まだ情報申告面
での事務手続きの負担について何か課題が残っ
ているのかを確認させていただくとともに，よ
り基本的なところで，将来的には両制度間の調
整の在り方について何か議論が残っているのか。
令和 7 年度与党大綱の中では，令和 8 年度以降
の改正について「第 2 の柱の環境変化に伴う検
討の余地」という表現を使っておられますが，
この検討の余地というのは両制度の課税要件規
定面での統合或いは調整の可能性まで見通した
ものなのかどうか。例えば，国際的な税制改正
の動向がどのようになるかも念頭にあると思う
ので少し抽象的な質問になって，宇多村さんか
らはなかなかお答えが頂きにくいと思いますが，
そういったものも必ずしも排除しない，現時点
ではそういったことも将来的な視野に入ってい
るのかどうかについて，教えていただければと
思います。私から以上です。

（吉村）　青山さん，ありがとうございます。
それでは，続きまして栗原さん，お願いいたし
ます。

（栗原）　ご説明どうもありがとうございまし
た。私の方からは，グローバル・ミニマム課税
とCFC税制について質問及びコメントをさせ
ていただきます。

最初に，UTPRの行方です。グローバル・ミ
ニマム課税はIFで合意され，多くの国が導入
して今に至っております。以前，アメリカが利
益Aの原案を提案してきたので税金の再配分に
同意していると思っていましたが，昨年の
UTPRに対する不満ということで風向きが変わ
ってきたのかなと感じました。UTPRの行方は
非常に気になっています。UTPRはIIRのバッ
クストップですから，現在のグローバル・ミニ

マム課税の根幹を成しています。従って，いろ
いろアメリカのご主張もありますが，UTPRを
やめてしまうと制度として根本的に見直す必要
が出てくると思います。一方で，アメリカを特
別扱いすると他の国が納得しないと思います。
既に多くの国がグローバル・ミニマム課税を導
入しました。UTPRをまだ導入していない国も
あると思います。今回のアメリカの899条騒ぎ
で導入をためらう国もあると思います。制度と
して欠陥があるかもしれませんが，UTPRがな
くとも大きな問題にならないかもしれません。
いっそのことUTPRをやめてしまうというのも
1 つの考え方と思います。一度入れたIIRを取
りやめるということは，15％以下にして企業を
誘致すると宣言することに等しいので，世界合
意に反することになり，その点では目立つと思
います。いっそのこと，IIRは情報申告制度に
移行するという考え方もあるのかもしれません。
UTPRの見通しについてご教示いただければと
思います。

ご解説にもありましたが，アメリカのGILTI
をグローバル・ミニマム課税として認めること
になると，GILTIがグローバル・ブレンディン
グであることから，IIRの国別ブレンディング
もグローバル・ブレンディングに変更になるの
ではないないかという期待が生まれます。先ほ
どのコメントは課税という点ではちょっと微妙
な問題があるということだったと思うのですが，
一方，事務に関しては楽になるのではないかと
期待してしまいますが，いかがでしょうか。

あと，CbCRセーフハーバーの延長について
です。2024年度からIIRが適用され，来年2026
年 9 月末の申告に向け，各社，CbCRセーフハ
ーバーを軸に申告体制を構築してきました。初
めてということもあり，監査法人対応も非常に
大変です。来年 9 月の申告が終わり，ほっとし
ていたら，2026年度は最終年度で，来年からは
本則計算で頑張りましょうと言われても対応し
切れません。ぜひCbCRセーフハーバーを今の
まま延長していただけるようにお願いいたしま
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す。ご紹介にもありましたが，改良された上で
恒久的セーフハーバーに格上げされるという話
もあります。本当に必要な改良なのかどうか吟
味いただき，なるべく変更せずに導入いただけ
ると助かります。

あと「Once out, always out」は，ある年に
たまたまCbCRセーフハーバーの基準を満たせ
なかった国・地域は，それ以降CbCRセーフハ
ーバーを適用できないというルールですが，あ
まりよろしくない不要な制度と考えております。
本来ならばすぐに撤廃すべきですが，CbCRセ
ーフハーバーが恒久的セーフハーバーの 1 つに
格上げされるなら，そのときで良いのかもしれ
ません。

UTPRとQDMTTの事務についてです。UTPR
もQDMTTもGloBE情報申告書（GIR）で集め
た情報で申告するので，事務は別に発生しない
と理解しておりますが，全くなしとも思えませ
ん。追加の事務がどの程度発生するのでしょう
か。海外子会社のQDMTTは各地の申告です。
本社で計算して海外子会社に申告させる企業，
各子会社が計算して申告するものの本社として
フォローアップする企業など，さまざまです。
本社の関与は企業によって違いますが，本社が
全く関与しないケースはないようです。QDMTT
は各国の制度となっていますが，各国における
QDMTTの申告計算の把握が大変で，かつ各国
で独自の上乗せ要件が課されないように，ぜひ
OECDとしてモニタリングしていただければと
思います。

あと，ご解説にもありましたが，恒久的セー
フハーバーについて，そのうち出るといわれな
がら今に至っております。状況は先ほどご解説
がありましたが，QDMTTを入れている多くの
国を拝見すると，例えばアメリカや中国に子会
社を多く持つ企業にとっては，この 2 国が採用
しないことから事務の軽減効果は小さくなると
考えます。

最後にCFC税制です。グローバル・ミニマ
ム課税の導入により，事務が増加する見通しで

す。各社鋭意頑張っていますが，対応し切れる
かどうか，不安の声をよく聞きます。企業によ
って事情は違いますので，「この点だけはお願
いします」と発言すると，登壇者特権になって
しまいますから控えます。ただ，ご解説にあり
ましたように，令和 7 年度改正で12月決算子会
社の申告を翌年度にずらしていただきました。
年度末から 2 カ月を 4 カ月に変えただけと言え
ばそうですが，単なる数字の変更，非常にわか
りやすい改正で事務の変更もしやすいと思いま
す。先ほど，個別の要望はしないと申し上げま
したが，例えば租税負担割合20％未満を15％未
満に変更すると，15％がグローバル・ミニマム
課税の最低ラインですので，20～15％の範囲に
入ってくる国が多くなってくると思います。弊
社でも20％を切るあたりの国が多く，事務が大
変です。20％を切ったかどうかを判定する作業
を極力減らせば，事務量は相当減るのではない
かと期待しております。企業にとっては改正直
後の切り替えコストも馬鹿になりません。簡単
でわかりやすい改正をお願いいたします。

最後に感想です。各社から出されている改正
要望は多岐にわたっております。それだけ複雑
になってしまっているということだと思います。
課税とのバランスを取っていく必要はあります
が，コメントにもありましたけれども数年先の
見直しが必要と考えます。 1 つには，データの
利活用がテーマとなっております。二度手間を
回避するのなら，先ほど青山さんからもコメン
トがありましたが，IIRと統合し同じデータを
使い，実体のある低税率国はIIR，実体のない
ペーパーカンパニーはCFCの役割とするのが
良いのではないかと思います。以上です。

（吉村）　栗原さん，ありがとうございます。
それでは，漆さん，お願いいたします。

（漆）　貴重なお話をありがとうございました。



―21―

先ほどの「第 1 の柱」に対する青山先生のコメ
ント，それから今お聞きした栗原さんのコメン
トとかなり被るところもあるのですけれども，
先ほどDSTについてPillar 1 よりかなりアメリ
カ企業に有利なのではないかと申し上げたので
すが，Pillar 2 についてもアメリカに対してSide 
by Sideアプローチを取ることについて，先月
の時点でも28カ国が懸念を示しているという報
道を拝見しました。その懸念の中には，栗原さ
んがおっしゃっていたように，IIRが国別ブレ
ンディングであるのに対してNCTIがグローバ
ル・ブレンディングであることからNCTIが有
利であって，これによって競争条件がゆがめら
れる可能性があるのではないかという指摘も含
まれています。また，アメリカが提案するSide 
by Sideアプローチの下で，任意の選択肢とは
いえ，アメリカの親会社が支払うNCTIが子会
社の所在する各国に割り当てられて，外国子会
社の所在国で支払う税から税額控除されるとい
う提案がされているので，このプッシュダウン
アプローチについて，外国子会社の所在国の課
税主権が脅かされるのではないかという指摘が
されていると拝見しました。

先ほどの質問と合わせて，Pillar 1 の先行き
がちょっとわからなくなって，各国がDSTを
施行して，現在提案されている形でのSide by 
Sideアプローチになるとすると，やはりDSTの
部分についてもPillar 2 の部分についても，ア
メリカの方が有利なのではないかという気がし
てしまいます。そうだとすると，先ほどDST
について，報復の連鎖になってしまうという意
味では望ましくはないのではないかという話が
あって，本当にそのとおりだと思うのですが，
アメリカがどちらについてもやや有利という状
況だと，アメリカとそれ以外，特に欧州の間で
の分断をより深める可能性があるのではないか
と感じました。その辺はどうなのでしょうか。

それから，先ほど栗原さんが，IIRもグロー
バル・ブレンディングにならないかとおっしゃ
っていたと思います。もしかしたら先ほど質問

すべきことだったのかもしれませんが，
Pillar 1 の方の 9 ページで競争条件をそろえる
という話があって，その意味でPillar 2 の方を
NCTIに寄せていくことはあるのかなと私も気
になりました。税額控除の還付の有無が既に議
論に上がっているとお伺いしましたが，グロー
バル・ブレンディングにするとか，カーブアウ
トも実質的に 2 つの制度を近づけていくとか，
そんな感じで 2 つの制度が実質的により近づい
ていく可能性はあるのでしょうか。先ほど，ア
メリカの制度の方が発想としては射程が広くて
根本的に違いがあるとおっしゃっていたので，
もしかしたら難しいのかもしれませんが，競争
条件をよりそろえて分断を少しでも生じないよ
うにしていくという意味では，表面的な制度に
せよ， 2 つを近づけていく可能性はあるのかな
と感じました。

それから，これも先ほどのパートでの青山先
生のご質問と被るかと思いますし，それに対す
るお答えも拝聴して，日本の国内法をPillar 2
とアメリカ対応の二重構造にするとダブルスタ
ンダードになるのかといった話をしていらっし
ゃったかと思いますが，Qualified IIRとして認
められることがアメリカ以外の国でもあり得る
のかということです。私の質問は以上です。あ
りがとうございました。

（吉村）　漆さん，どうもありがとうございま
す。実施面における課題等も含めて，お三方か
ら幅広く質問が出ております。それでは，今の
ご意見，ご質問を受けまして，宇多村さんの方
からご回答を頂ければと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

（宇多村）　有難うございます。では，私の力
の及ぶ限りにはなりますが，基本的には頂いた
順番にお答えいたします。

青山さんからは，軽課税所得ルールについて
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アメリカから領域外課税という批判があったと
ころを，わが国法制ではどのようにその論点を
クリアしたのかというご質問を頂いたかと思い
ます。この辺は，理論的に明確というよりは，
趣旨を理解していただいたと思っております。
軽課税所得ルールについては，所得合算ルール
の潜脱を防止しつつ，これを補完するものであ
るという制度的な趣旨に正当性が認められると
いう点，すなわち所得合算ルールは日本にある
親会社に軽課税国の子会社に係る上乗せ分を課
税する仕組みですが，これだけではわが国に所
在する親会社が軽課税国に移転して潜脱を図っ
た場合に最低課税ルールを課すことができない
という趣旨をご理解いただいたと考えておりま
す。

次に，「共存」のためのUTPRセーフハーバ
ーの恒久化の見込み，あとは執行ガイダンスの
今後の見込みに関するご質問だったかと思いま
す。これについては，共存の具体的な制度設計
はまさに交渉中であるところ， 6 月の合意の後，
秋の国際会議シーズンがまさに始まっている段
階でして，見通しについては正直何とも申し上
げられないのですが，セーフハーバーの重要性
はそれとして理解しております。しかし，セー
フハーバーの一方の性格として，長期化すれば
政策目的が減殺されるリスクもあるということ
を，政策担当者としては念頭に置かざるを得ま
せん。何れにしても競争条件の公平性やBEPS
リスクの低減，そして簡素化の観点を念頭に置
きつつ，丁寧に議論を積み重ねていくべきもの
と思っております。説明の際にも申し上げまし
たが，Administrative Guidanceの残された論
点という点で言えば，恐らく 1 丁目 1 番地であ
るETR計算の恒久的なセーフハーバーや，目
下進行中の共存システムの具体化，あとはG 7
声明にもあった税額控除の取扱いなどがあるか
と思います。

外国子会社合算税制の改正における今後の見
通しについて，情報申告的な内容にとどまるの
か，要件面に踏み込んだ「第 2 の柱」との統合

調整まであり得るのかという点につきましては，
議論のスタート地点は，外国子会社合算税制
（CFC税制）は，国際協調というよりもわが
国独自の租税回避防止措置だろうということで，
その趣旨からわが国の所得だとみなせる部分に
ついて，わが国が必要と考える法人税率で課税
する措置として極めて重要な制度だということ
です。先々の改正なのですが，既に立法化され
ているIIRやUTPRの実施状況だけでなく，今
まさに議論中の共存システムの制度設計や，そ
こで検討される簡素化の考え方など，国際的な
議論の帰趨も踏まえる必要があり，丁寧に検討
していくべき論点だと思っております。

東レの栗原さんのご質問は，UTPRの行方や，
NCTI（旧GILTI）をグローバル・ミニマム課
税として認めるという観点，こちらは漆さんも
挙げておられた論点だと思いますがIIRをグロ
ーバル・ブレンディング化する動きはあるのか，
そしてグローバル・ブレンディングの方が事務
的には楽なのではないかという論点をいただい
たかと思います。

ご指摘のとおりUTPRはIIRのバックストッ
プで，双方合わせてGloBEルールと申しまして，
これにQDMTTを加えたものがPillar 2 全体の
パッケージ（グローバル・ミニマム課税）とな
ります。GloBEルールはIIRとUTPRからなる
ということの私なりの解釈は，IIRとUTPRは
コインの裏表で，機能的にも理論的にも 2 つ組
み合わさって穴がないからこそ各国でQDMTT
の導入が進んでいて，この仕組みこそが主権国
家による法人税の引き下げ競争への歯止めとい
う政策効果を生んでいるものであると思ってお
ります。この意義は，今般の共存システムの議
論を受けても恐らく変わらないのだろうと思っ
ております。

繰り返しになりますが，Pillar 2 は採用しな
い国の存在がある意味で所与とされるコモンア
プローチの位置付けですが，その中でも，採用
国からいつIIRやUTPRを打たれるのかわから
ないという各国の自覚がこれらの国の投資戦略
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に影響を与え，各国の自発的なQDMTTの導入
を促している面があります。先ほども申し上げ
ましたが，バルバドス，ブラジル，アラブ首長
国連邦，スロバキアといった国は，恐らく自国
の課税防衛のために導入していると私は見てい
ます。こういった動きの根幹には国ごとに実効
税率を計算していく仕組み（国別ブレンディン
グ）があるわけで，これが現在の軽課税国に対
して法人税率を15％以上に引き上げるインセン
ティブを与えているものになっていると思って
います。この意義については変わらないと思っ
ております。

そう考えてみると，IIRがGILTIのようなグ
ローバル・ブレンディングになると，少なくと
も各国ごとに実効税率を計算させることで成り
立っていたインセンティブが，恐らく弱まって
いくことになるでしょう。先ほど少しだけ申し
上げましたが，そもそものアメリカとの税の成
り立ちの違い，子会社を広範にカバーして，所
得の分類も変えてまで株主レベルで課税してい
くということで，かの国は想像するに，世界の
どの国よりも租税回避に悩んできた国で，プレ
ーヤーも規制する側も相当な能力の持ち主たち
が日々やりとりしている中で生まれた制度であ
ることが想像に難くないのですが，そういった
根っこの強靭さを度外視して，IIRだけを表面
的に捉えてグローバル・ブレンディングに変更
したときにどうなってしまうのか，率直に申し
上げて私は懸念せざるを得ません。

そして，軽税率国へのモニタリングの労など
色々ある中で，グローバル・ブレンディングで
事務負担軽減されるのではないかという点です
が，これも実務経験者でもない者が甚だ僭越な
のですが，私の理解では，グローバル・ブレン
ディングであろうが国別ブレンディングであろ
うが，恐らく世界に散らばっている数ある
entityの所得と税額を計算，把握する労は変わ
らないのだろうと思います。大きく言えば，そ
れを国別でまとめ上げて実効税率を計算するの
か，全世界でまとめ上げて計算するのかといっ

た違いになるわけですが，ここで私が想像する
のは，親子間の取引が，子会社－子会社間の取
引に比べ圧倒的に多いのだろうということです。
親会社のシステムが集約的にデータを把握する
世界だとするならば，取引の量とデータの集約
量は親子間の方が強かろうと思います。この親
子間の膨大な取引をネットアウトし各種の調整
をしてグローバル・ブレンディングをしなけれ
ばなりません。これが，子会社－子会社の間の
データの集約というのは，同じ国の中であれば
当局なりルールなり規則が同じなのでまだいけ
ると思うのですが，国を越えてブレンドが始ま
ると一体どうなのだろう，少なくとも親会社で
データを集約すると思いますが，各国の税会計
制度が区々ななかその労苦は少なくとも国別ブ
レンディングに勝るとも劣らないのではないか
と想像します。この辺は，現にアメリカに進出
されている企業の方々がGILTI課税でどのよう
なご経験をされているのかというところに，私
としては興味があるところです。

次に，CbCRセーフハーバーの延長のご要望
と，もう 1 つ「Once out, always out」は一体
どのような意義があるのかということですが，
ご要望の趣旨はよく理解できるところで，少な
くともまさに本丸の恒久的セーフハーバーの議
論にとにかく全力を尽くすことが先決かと思い
ますし，BIACや産業界の方からも色々と要望
がOECDの方に届いているように聞いておりま
すのでそちらにも十分関心を払いつつ，引続き
主体的に議論に参加していきたいと思っており
ます。

「Once out, always out」というのは，セー
フハーバーはあくまで暫定的な取り扱いであっ
て，本来は全て本則ルールで計算してください
という政策・交渉担当者の考えの反映なのだと
思います。こちらも制度の効果やプレーヤーの
実態などを踏まえて恒久的セーフハーバーの議
論の中で論点になるのだろうと思います。

また，GIRの事務負担の追加はどの程度かと
いう話だったかと思います。わが国では，
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UTPRとQDMTTの申告書の様式はまだ公表さ
れていませんが，実効税率の計算は基本的に
IIRと共通ですので，大きな事務の違いは発生
しないと思っております。ただし，UTPRにつ
いては，わが国で課税される金額及び各構成会
社等で課税される金額を配分するので，経済活
動実態を表す配分ファクター（従業員の数や有
形資産の額）に基づいた金額が必要となるため，
その点の追加はあるかと思います。また
QDMTTですが，各構成会社等で課税される金
額を配分するため，個社単位の実効税率の計算
に用いた数字を利用することになります。何れ
の計算もGIRに記載されている数字か個社単位
のバックデータを用いるものですので，新たな
情報収集が必要となるものではないと考えてお
ります。なお，各国制度のQDMTTはIIRと同
様にIFで制度やセーフハーバーの適格性につ
いて審査することとなるので，ある程度一貫性
は維持される方向ですが，各国の課税主権に基
づく部分もあります。すなわち，コメンタリー
ではSBIEとデミニマス基準を採用する・しな
い，その範囲の限定，そして15％を超えるミニ
マム課税の設定については，モデルルールとの
乖離を認めております。

さらに恒久的セーフハーバーの見通しと，関
連してアメリカや中国はQDMTTの非導入国な
のでQDMTTセーフハーバーが効かないのでは
ないかという点をいただいたかと思います。恒
久的セーフハーバーについては，一生懸命議論
しておりますが，現状，公表時期などについて
確約できない状況であり，当方としては鋭意努
力を積み重ね，働きかけているところです。

CFC税制については，租税負担割合20％未
満という閾値の基準を15％に合わせてはどうか
という点と，もう 1 つ，データの統合利活用や，
ペーパーカンパニーはCFC，それ以外はIIRで
対応するといった整理も可能ではないか，そう
いったことを踏まえてCFC税制の在り方を見
直してはどうかといった点をいただいたかと思
います。CFC税制は，対象企業にグローバル・

ミニマム課税による追加的な事務負担が生じる
ことを踏まえ，令和 5 年， 6 年， 7 年で税制改
正を行ったところです。令和 8 年度税制改正に
おいても同様に必要な措置の検討を行っていく
所存です。ご質問の中で計算が必要な子会社が
20～15％の間に多くいるという点をご紹介いた
だきましたが，そうした情報をシェアいただき
まして有難うございます。閾値の設定の仕方に
よっては，計算の必要がなくなる子会社が増え
るため事務負担が軽くなるといった事情も分か
りますが，他方で，当該数値（15～20％）の範
囲には有名な投資ハブ国が沢山落ちるところで
す。そして経済合理性の有無を問わずに国単位
で計算するグローバル・ミニマム課税の15％と，
個社単位で経済合理性の有無を問うCFC税制に
おける20％とは，その政策的な機能なり意義が
自ずと異なるものなので，実務の観点のみで議
論せずに，じっくり丁寧に議論，検討していけ
ればと思っております。

最後に，データの共通化と数年先の見通しに
ついてです。「第 2 の柱」については，米国制
度との共存や簡素化など，制度設計に関する重
要な議論がなされているなか，データの収集・
利用については見通しづらいですが，両制度で
用いるデータの共通化というご提案に対しては，
今後の議論の進展を踏まえつつ検討する必要が
あると思っております。合理的なやり方でGIR
の細かな作り込みの中で共通化できる要素があ
るのかないのかといった点は，重要な論点とし
て認識させていただければと思います。何れに
しても，事務負担やわが国の競争力の観点など
には十分留意していきたいと思っております。

漆さんのご意見ですが，非常に的を射たとい
うか，あり得るご批判と認識しています。アメ
リカが結局有利になるのではないか，放置すれ
ば逆に分断が進んでしまうのではないかという
ことですが，先ほど申し上げたとおり，OBBB
法ではそれなりに課税強化を行ったと認識して
おります。現段階でなかなか比較が困難という
ところもあり，一方が確定的に有利かというと
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正直まだわからないというか，研究しても恐ら
く難しい論点が残されるでしょう。むしろその
後，何が重要になるかというと，恐らく国際社
会の関係者の納得感をどれくらい得られるかだ
と思います。少なくとも納得が得られ，分断が
起こらないような結論を何とか導き出したいと
いうことで，粘り強くやっていくしかないと思
っています。

そして，分断は進むのかというのは，まさに
私の能力を超える大きな論点なわけですが，国
のガバナンスは常にそれぞれで，アメリカは連
邦レベルでは政府と議会，そして州との関係も
ユニークでしょうし，何れにしても国際社会で
は多様性を認め合わないと何も進まないことだ
けは事実だと思います。意見の違いはありつつ
も，米国，イギリス，フランス，ドイツ，EU等，
各国の財務省の担当者レベルでは率直に意見交
換できる関係ではありますので，少なくとも実
務担当者レベルでの分断を生まないように，と
にかく政治レベルが納得できるような結論を導
き出したいと思っています。

また，GloBEルールをNCTIに近づけるのか
という点は，先ほどのグローバル・ブレンディ
ングに近づけることが現実的にどの程度実務負
担の軽減に繋がるのかという話と，政策目的を
毀損せずにできるものなのだろうかという点で
ご回答差し上げましたので，そちらに代えさせ
ていただければと思います。

アメリカとの二重構造については，青山さん
の質問でも軽く触れさせていただいたと思いま
すが，国際課税の世界は先ず各国の課税主権が
前提となっていますので，そもそも多重構造で
あることがスタートラインかと思います。その
中で，企業の活動のグローバル化でゆがみが生
じている部分をなるべくfit for purposeという
か，完全主義を目指さないにしてもスタンダー

ド化して企業の投資活動に税由来のゆがみが生
じないようにしていこうという地道な世界なの
だと，私は思っています。現実的にアメリカは
大きなプレーヤーですので，少なくともそこと
の取引上のゆがみが生じないように，企業が投
資を選択する際に税の違いが投資判断の違いを
生まないような仕組みにいていくのが，大事な
ことなのだろうと思っています。そして，技術
的な作り込みでどのように解消していくのかを
考えるのが，今後の課題なのだろうと思ってい
ます。以上です。ありがとうございました。

おわりに

（吉村）　宇多村さん，どうもありがとうござ
いました。残念ながらここで時間となりました
ので，第 2 部を終了したいと思います。

2025年 1 月に米国でトランプ政権が誕生して
以降，税に限らず国際秩序に大きな動揺が走っ
ています。皆さんも，朝，テレビをつけて新し
いニュースに驚くという日々を送られているか
と思います。国際的に大きな動きが生じている
一方で，内に目を転じると，国内では新しくで
きたルールに基づいた対応を淡々と進めている
ということで，税に携わる皆さまは大きなギャ
ップを感じているのではないかと思います。今
後を見通していくのは難しいですが，本日の議
論が将来或いは現在の課題を整理するのに役立
っていくのではないかと，われわれは考えてお
ります。パネリストの皆さまに改めて感謝を申
し上げたいと思います。

それでは，これで国際課税に関するパネルデ
ィスカッションをお開きにさせていただきます。
ご協力どうもありがとうございました。
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1 ．はじめに

（1）AI時代のリサーチ
本日の論題は，「大企業の税務コンプライア

ンスを考える」です。
生成AIを使ってリサーチができる時代にな

りました。みなさまも，お好みのAIで「大企
業の税務コンプライアンスを考える」と打ち込
んでみてください。たちどころに，関連項目と
それらをサポートするウェブサイトのリンク先
が表示されます。

もちろん私もやってみました。ChatGPTや
Perplexity，Copilot，Geminiなど複数のAIが，
かなりの水準のものを即座に出してきます。大
企業の税務コンプライアンスは世の中で話題に
なり，インターネット上の公開情報が豊富です。
それらをAIが学習しており，情報集約してく
るのでしょう。

もっとも，AIの回答は，私が一番論じたい
こととはちょっと違っていました。そういうわ
けで，本日は，ある人間研究者が面白いと思っ
ているところをお話しします。

（2）実務と理論
この分野はとりわけ第一線の企業実務が大事

です。しかし，私の能力の限界ゆえに，税務調
査の現場でこう対応すべきだ，といった生々し
いお話はできません。やや理屈っぽい話になり
ます。

私はここ数年，自発的納税行動のメカニズム
に関心をもち，「人はなぜ納税するか」という
問いにとりくんでいます1。

人の納税行動は，単純な損得勘定だけでは説
明できません。脱税が摘発され制裁を受けるか
ら納税するといった単純な話ではない。代わり
の説明として，社会規範を守る，損失を回避し

講演� 9 月17日㈬・午後

大企業の税務コンプライアンスを考える

東京大学教授

増井　良啓
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たい性向がある，外的環境が遵守行動を促す，
といった具合に，さまざまな説明が試みられて
います。社会実験やラボ実験も盛んで，日々文
献が量産されています。

本年度前半は，「人はなぜ納税するか」とい
うテーマで大学のゼミを開きました。ある本2

を会読して，国によって納税協力の度合いが異
なるのはなぜか，学生のみなさんとあれこれ議
論しました。

本日の報告は，このような研究プロジェクト
の一環です。これまで主に個人の納税行動に関
する研究をサーベイしており，企業の納税行動
は検討できていませんでした。そのようなとき，
山寺尚雄専務理事から租税研究大会の講演依頼
を頂戴しました。そこでよい機会だと思い，特
に大企業に着目して，大企業の税務コンプライ
アンスを考えることとした次第です。

（3） 5つの問い
今日の報告では， 5 つの問いをたてて，考え

てみます。
●�大企業の税務コンプライアンスがなぜ重要か
●�協力的コンプライアンスの研究状況はどうな

っているか
●応答的規制の理論的基礎はどこまで強靭か
●日本の取組みはどうなっているか

●租税の確実性は神話なのか

（4）補足
本論に入る前に， 2 点補足します。

●�以下のご報告で「大企業」というとき，おお
まかに，移転価格税制の国別報告書を提出す
るような企業をイメージします。日本では，
大法人と中小法人を区別するときに資本金 1
億円超といった基準をよく用いますが，その
ような特定の基準は意識していません。上
場・非上場を問わず，かなり売上の大きい会
社で，企業グループを形成して国際的に展開
している，というイメージです。

●�2012年 9 月の第64回租税研究大会で，私は
「租税手続法の新たな潮流」という報告をし
ました3。また，2014年11月と2017年 7 月の
国際課税研究会で，関連のOECD報告書を紹
介しました4，5。本日の報告は，これらをアッ
プデートするものです。

2 ．�大企業の税務コンプライアン
スの重要性

大企業の税務コンプライアンスを考えること
には，重要な意義があります。なぜなら，法人
企業が情報の結節点として，課税システム6の
要になっているからです。この点につき，

1	 �これまでの成果として，増井良啓「納税協力と納税非協力－税務長官会議の報告書を中心として」フィナンシャル・
レビュー 156 号（2024）145 頁，増井良啓「準自発的コンプライアンスについて」増井良啓・渕圭吾・浅妻章如・吉
村政穂・藤谷武史・神山弘行編『市場・国家と法－中里実先生古稀祝賀論文集』（有斐閣 2024）87 頁，増井良啓「納
税協力のシグナル行動モデル」トラスト未来フォーラム『金融取引と課税（7）』（2025）121 頁，増井良啓「タックス・
ギャップ推計の有用性」斎藤誠・山本隆司編『行政法の理論と実務　宇賀克也先生古希記念』（有斐閣 2025）1011 頁。

2	 �Sven Steinmo and John D’Attoma （2022）, Willing to Pay? A Reasonable Choice Approach, Oxford University 
Press. この書物は，スウェーデンで脱税が少なくイタリアで脱税が多いという点について，その違いは文化によるの
ではなく制度による，と主張する。歴史的制度論（Historical Institutionalism）の知見を，行動科学に基づくラボ実
験で補おうとする試みである。

3	 �増井良啓「租税手続法の新たな潮流」日本租税研究協会『税制抜本改革と国際課税等の潮流（公社）日本租税研究協
会第 64 回租税研究大会記録』（2012）98 頁。

4	 �増井良啓「OECD, Co-operative Compliance： A Framework： From Enhanced Relationship to Co-operative Com-
pliance（2013）」租税研究 783 号（2015）334 頁。

5	 増井良啓「『租税の確実性』報告書を読む」租税研究 815 号（2017）156 頁。
6	 �課税システムとは，渡辺智之『インターネットと課税システム』（東洋経済新報社 2001）2 頁の用語であり，課税制

度と税務執行の総称である。
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Richard Bird教授は，「効果的な課税の鍵は情
報であり，現代経済における情報への鍵は法人
である」と述べています7。

法人企業は情報の結節点ですので，課税ポイ
ントが法人企業に集中します。このことは税目
を問いません。企業は法人所得税を納付するだ
けでなく，社会保険料や付加価値税，源泉徴収
税を納付し，税制全体において大きな役割を果
たしています。

中でも，大企業の納税は特に重要な位置を占
めています。
●�OECDが58か国にアンケートをとった結果，

次のことがわかっています。課税当局の中で
大企業を対象にする部門は，法人納税者数の
1.7％をカバーするだけで，全ネット税収の
44％を徴収していました8。

●�日本のデータとしては，令和 5 年度の数字で9，
資本金階級100億円超の法人数は1018社にす
ぎませんが，申告所得金額に所定の税率を乗
じた法人税の算出税額は全体の16％に相当し
ます。
以上から，企業は課税システムの要であり，

中でも大企業の果たす役割が大きいといえます10。
超大企業に連年調査が入る理由はここにありま
す。また，税務調査が入らなくても企業の自主
点検で適正納税になることが重視される理由も
ここにあります。

3 ．�協力的コンプライアンスに関
する内外の研究

（1）BEPSプロジェクトと並行する展開
協力的コンプライアンスに関する研究状況を

レビューする前に，前提知識として，OECDの
動きをおさらいしておきます。これまでの動き
を通覧すると，協力的コンプライアンスの展開
がBEPSプロジェクトの進行と並行していたこ
とがわかります。

日本で「税務に関するコーポレートガバナン
ス」と呼ばれる取組みは，国際的には「協力的
コンプライアンス（Cooperative Compliance）」
といいます。協力的コンプライアンスの実施例
は国によってさまざまですが，共通項をまとめ
ると，課税当局と納税者の間の透明性を高めて
信頼関係を構築し，納税者の法令遵守を促す取
組みといえます。

この取組みが注目を浴びた背景には，多国籍
企業のアグレッシブなタックス・プランニング
がありました。2008年にOECDが税務仲介者の
役割に関する報告書11を出し，タックス・プラ
ンニングの需要側（＝企業）に働きかける余地
があるとして，納税者と課税当局の間の「より
高められた関係（Enhanced Relationship）」の
構築を提言しました。これに先立つ2007年の租
税研究には，当時の谷口和繁審議官が「コーポ
レートガバナンスと税務リスク」という講演を

7	 �Richard Bird （2002）, Why Tax Corporations?, Bulletin for International Fiscal Documentation 56, 194. これを引用
しつつ，Jonathan Shaw, Joel Slemrod and John Whiting （2010）, Administration and Compliance, in Institute for 
Fiscal Studies, Dimensions of Tax Design： The Mirrlees Review 1100, 1124 は，英国税収の約 90％が企業によって
納付されていると述べる。

8	 OECD （2024）, Tax Administration 2024, 94. これは各国の平均値で，従業員賃金の源泉徴収税を含めた数字である。
9	 国税庁『令和 5 年度分会社標本調査』（2025）28 頁，第 1 表総括表。
10	 �ただし，租税を「負担」するのは生身の人間であり，法人ではない。シャウプ勧告が述べたように，法人は擬人
（impersonal entities）である。シャウプ使節団日本税制報告書（1949）第 6 章 A（日本税理士会連合会出版局による
復元版（1979）74 頁を参照した）。擬人という表現を現代的に言い換えると，法人は各種ステークホルダーの利害を
調整するためのアレンジメントである，ということである。したがって，法人には自然人のような担税力を観念でき
ない。増井良啓『租税法入門第 3 版』（有斐閣 2023）182 頁を参照。念のため付言しておけば，このことは大企業で
あるか中小企業であるかを問わない。

11	 �OECD （2008）, Study into the Role of Tax Intermediaries, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264041813-
en.
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掲載されており12，議論が進んでいたことがわ
かります。

2012年にBEPSプロジェクトが始まります。
この時期に出たのがOECDの2013年報告書13で，
協力的コンプライアンスに関する基本的な文書
です。

2013年報告書は，透明性と開示を支えるコー
ポレートガバナンスが重要であるとともに，課
税当局もそれに応えて行政組織の良き統治を達
成すべきだ，としました。より具体的には，協
力的コンプライアンスが機能するためには，企
業の「税務統制枠組み（Tax Control Frame-
work, TCF）」が重要であるとしています。
TCFは，コーポレートガバナンスの内部統制
に税務を組み込むものです。税務戦略を企業の
上級管理者のレベルで文書化し，そこに盛り込
んだ方針と過程を遵守しているかを定期的に監
視する。TCFを効果的に実施している企業は，
内部統制を効かせているから，非違を行うリス
クが小さい。だから，これを課税当局によるリ
スク評価に反映できる，という考え方です。こ
のようにして，納税申告書の信用度に関して客
観的に正当化できる保証を課税当局が与えるこ
とになります。

2013年報告書について注目されるのは，協力
的コンプライアンスに関する 2 つの懸念に応答
したことです14。一方で，大企業優遇ではない
かという懸念，他方で，大企業に法律以上の遵
守義務を負わせるのでないかという懸念が，当
時語られていたからです。これら 2 つの懸念に
対し，報告書は次のように応答しています。す
なわち，協力的コンプライアンスであってもな
くても法律の定める以上の課税はすべきではな
い。法律の定める以下の課税もすべきではない。
協力的コンプライアンスに入る企業に対しても，

そうでない企業と同様に，あくまで法律の定め
るラインの納税を求める。この点について裁判
所の審査が保障されていれば，平等原則や合法
性原則の関係で問題がない。こういう応答でし
た。

2015年にはBEPSプロジェクトの15の行動に
つき最終報告書が公表され，ルーリングの見直
しや，義務的開示ルール，移転価格の文書化・
国別報告，紛争処理メカニズムなどが盛り込ま
れました。

2016年に，OECDはTCFに関する報告書を出
します15。

さらに2018年 1月，ICAP（International Com-
pliance Assurance Program）を試行します。
ICAPは，リスク評価と保証のプログラムです。
そのポイントは，多国籍企業が自発的に参加す
ること，透明かつ協力的な関与であること，複
数の課税当局が関与する多国間プログラムであ
ることです。具体的には，企業が文書パッケー
ジをリード課税当局（lead tax administration）
に提出する。そこに含まれる移転価格国別報告
やTCF詳細などを判断材料にして複数課税当
局がリスク評価を行う。対象項目につき低リス
クだと判断すれば保証（assurance）を与え，
一定期間は当該リスクについて追加的審査を行
わない旨の結果レター（outcome letter）を発
出する，というものです。ICAPで低リスクと
判定されれば，企業会計上の開示目的でも有利
に働きます。

2019年 3 月に19か国が参加してICAPの第二
次試行を行いました。試行に対する多国籍企業
からのコメントとしては，好意的評価と並んで，
各国課税当局すべての合意が困難だ，予想以上
に時間と労力がかかる，ICAPで検討中の論点
につき移転価格調査がはじまるなど課税当局内

12	 谷口和繁「コーポレートガバナンスと税務リスク」租税研究 694 号（2007）110 頁。
13	 �OECD （2013）, Co-operative Compliance： A Framework：From Enhanced Relationship to Co-operative 

Compliance, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264200852-en.
14	 増井・前掲注 4・341 頁。
15	 �OECD （2016）, Co-operative Tax Compliance： Building Better Tax Control Frameworks, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264253384-en.
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で統一がとれていなかった，などの問題点も指
摘されていました16。

このような試行経験をもとに，OECDは2021
年にICAPハンドブックを出し17，プログラム
を恒久化しました。

2021年秋にはBEPS2.0の 2 つの柱が合意され
ます。グローバル最低課税の実施には詳細な情
報申告が必要です。その対応がたいへんだとい
う点については，今年 6 月末に米国第二次トラ
ンプ政権とG 7 の間で合意された共存アプロー
チ（side-by-side approach）の下でも，変わり
がありません。

このように，協力的コンプライアンスの取組
みは，BEPSプロジェクトと相前後して進んで
きました。OECDの税務行政年次報告書の最新
版（Tax Administration 2024）によると，実
施国が増加しています。2022年の段階で，調査
対象58か国のうち74％の課税当局が大企業に対
するプログラムを用意していた，と報告されて

います18。

（2）日本の研究
それでは，協力的コンプライアンスに関する

内外の研究状況は，どうなっているのでしょう
か。まず日本の研究をみてみましょう。日本で
協力的コンプライアンスの比較法的研究が盛ん
になったのは，10年ほど前のことです。

2014年から2015年にかけて，同志社大学の坂
巻綾望教授は，当時の日本の取組み19や，オー
ストラリアの応答的規制理論20，OECDの報告
書21について，論文を公表しました。

ほぼ同じ時期から，明治大学の岩崎政明教授
は，英米の取組みを研究した成果を複数の論文
で公表し22，日本租税研究協会でも2016年 5 月
に講演しました23。岩崎教授はその後，コロナ
禍で海外出張が困難であった時期にも税務コー
ポレートガバナンスの研究を続けています24。

2017年の論文25で，当時アジア開発銀行で働

16	 Martini and Russo （2021）, infra note 28, 181.
17	 �OECD （2021）, International Compliance Assurance Programme： Handbook for tax administrations and MNE 

groups, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a44d51e2-en.
18	 �OECD, supra note 8, 136. 日本の参加につき参照，中村稔「税の執行当局間協力について」租税研究 908 号（2025）

33 頁，39 頁。なお，注目すべき動きとして，富裕層（HNWI）を対象にした協力的コンプライアンスの取組みを行
う課税当局が増えていることを，この年次報告書は報告している。この動きは日本の税務行政にとっても示唆的であ
る。

19	 �宮崎綾望「『税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組』の背景と今後のあり方」税研 177 号（2014）
110 頁。

20	 �宮崎綾望「現代税務行政の課題と理論：オーストラリアにおける応答的規制理論を中心に」同志社法學 67 巻 2 号（2015）
920 頁。

21	 �宮崎綾望「租税行政の国際的動向：協力的コンプライアンス（Co-operative Compliance）の意義と課題」一橋法学
14 巻 2 号（2015）495 頁。

22	 �岩﨑政明・川島いづみ「コーポレートガバナンスとタックスコンプライアンス」日税研論集 67 号（2016）219 頁，
岩﨑政明「英国における租税回避スキームの義務的開示・プロモーター規制」論究ジュリスト 23 号（2016）190 頁，
岩﨑政明「企業のタックスコンプライアンス向上のための方策：その目的，内容，期待される効果について」税大ジャー
ナル 27 号（2017）1 頁，岩﨑政明「税務コーポレートガバナンスの現状と動向」税務弘報 66 巻 4 号（2018）2 頁，
岩﨑政明「税務コーポレートガバナンスに関する民間の認証評価：英国における大企業の税務戦略の開示義務と外部
評価の意義」論究ジュリスト 31 号（2019）208 頁，岩﨑政明「英国における税務コーポレートガバナンスの開示規制」
税研 217 号（2021）15 頁。

23	 岩﨑政明「税務コーポレートガバナンス導入の現状と課題」租税研究 801 号（2016）317 頁。
24	 �岩﨑政明「科学研究費助成事業　研究成果報告書」（2024）https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-

20K01275/20K01275seika.pdf。
25	 �Satoru Araki （2017）, Co-operative Tax Compliance： An Asia-Pacific Perspective, Asia-Pacific Tax Bulletin, Vol.23, 

No. 2（オーストラリア・日本・韓国・ニュージーランドが大企業を対象にプログラムを実施）.
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いていた産業能率大学の荒木知教授は，アジア
太平洋地域の協力的コンプライアンスの実施例
をサーベイしました。

最近のものとしては，2024年に，名古屋商科
大学の中村信行教授の海外論文紹介があります26。

国税庁の税務コーポレートガバナンスの取組
みについては，租税研究に多くの論説が掲載さ
れており，あとでまとめて触れます。

なお，協力的コンプライアンスに限らず大企

業の税務コンプライアンス一般に視野を広げる
と，当然のことながら，さらに多くの研究があ
ります27。

（3）海外の研究－博士論文
海外でも調査研究が継続しています。協力的

コンプライアンスは欧州で好まれる論題で，単
発の雑誌論文は枚挙に暇がありません28。ここ
ではそれらには触れず，まとまった書物をいく

26	 �中村信行「税務に関するコーポレートガバナンスの展開」租税研究 895 号（2024）253 頁。これに先立って，中村信行・
荒木知「効果的な税務コンプライアンスの確保に関する国際的な議論の動向」租税研究 789 号（2015）401 頁は，
van der Enden and Bronzewska （2014）, infra note 28 などを紹介していた。

27	 �吉村政穂「『税の透明性』は企業に何を求めるのか ? －税務戦略に対する市場の評価」民商法雑誌 153 巻 5 号（2017）
632 頁，中里実「アグレッシブな租税回避と租税法－ Tax compliance の視点からの研究ノート－」法学新報 123 巻
11 ＝ 12 号（2017）221 頁，片山直子「イギリス歳入関税庁（HMRC）の租税紛争解決におけるガバナンス－大企業
との合意に向けた交渉をめぐる諸問題を中心に－」税法学 580 号（2018）3 頁，金山知明「申告納税制度下における
税務行政の公正と自発的コンプライアンスの研究 －公正理論とオーストラリアの実例に基づく考察－」公益社団法
人租税資料館『第 30 回租税資料館賞入賞論文』（2021）https://www.sozeishiryokan.or.jp/030-005/，伊藤公哉「持
続可能性のための多国籍企業の税務情報開示のあり方－税務コーポレートガバナンスの取組みの次段階としての税の
透明性の検討－」成蹊大学経済経営論集 53 巻 2 号（2022）79 頁，稲葉知恵子「タックスガバナンスとその開示に係
るアプローチの日英比較」経営経理研究 123 号（2023）13 頁。

28	 たとえば，次のものがある。
	 -�Eelco van der Enden and Katarzyna Bronżewska （2014）, The Concept of Cooperative Compliance, Bulletin for In-

ternational Taxation, Vol.68, No.10, 567.
	 -�Katarzyna Bronżewska and Eelco van der Enden （2014）, Tax Control Framework-A Conceptual Approach：The 

Six Nuances of Good Tax Governance, Bulletin for International Taxation, Vol.68, No.11, 635.
	 -�Jose Manuel Calderón Carrero and Alberto Quintas Seara （2016）, The Concept of ‘Aggressive Tax Planning’ 

Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era：Redefining the Border between Legitimate 
and Illegitimate Tax Planning, Intertax, Vol. 44, Issue 3, 206.

	 -�Maarten Siglé and E.C.J.M. van der Hel-van Dijk （2016）, Cooperative Compliance：Tax Risk Management and 
Monitoring, Intertax, Vol. 44, Issue 8/9, 642.

	 -�Alicja Majdańska and Pedro Guilherme Lindenberg Schoueri （2017）, Tax Compliance in the Spotlight-The Chal-
lenges for Tax Administrations and Taxpayers, Bulletin for International Taxation, Vol. 71, No. 11, 630.

	 -�Anna-Maria Hambre （2019）, Cooperative Compliance in Sweden：A Question of Legality, Journal of Tax Admin-
istration, Vol. 5 No. 1, 6.

	 -�Lotta Björklund Larsen （2019）, What Tax Morale? A Moral Anthropological Stance on a Failed Cooperative Com-
pliance Initiative, Journal of Tax Administration, Vol.5 No. 1, 26.

	 -�Sjoerd Goslinga, Maarten Siglé & Robbert Veldhuizen （2019）, Cooperative Compliance, Tax Control Frameworks and 
Perceived Certainty About the Tax Position in Large Organisations, Journal of Tax Administration, Vol. 5 No. 1, 41.

	 -�Esther Huiskers-Stoop （2019）, Cooperative Compliance and the Dutch Horizontal Monitoring Model, Journal of 
Tax Administration, Vol. 5, No.1, 66.

	 -�Alicja Majdanska & Jonathan Leigh Pemberton （2019）, Different Treatment, Same Outcome：Reconciling Co-op-
erative Compliance with the Principle of Legal Equality, Journal of Tax Administration, Vol. 5 No. 1, 111.

	 -�Dennis de Widt, Emer Mulligan & Lynne Oats （2019）, The US Compliance Assurance Process：A Relational Sig-
nalling Perspective, Journal of Tax Administration, Vol. 5 No. 1, 145.

	 -�Katarzyna Bronżewska and Alicja Majdańska （2019）, The New Wave of Cooperative Compliance Programmes 
and the Impact of New Technology, European Taxation, Vol. 59, No. 2=3, 99.
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つかみておきます。
まず，個人研究者による博士論文です。 2 つ

あります。
その 1 として，2014年に，ポーランドのウッ

チ（Łódź）大学でBronżewska氏が博士論文を
書きました。これが書物として2016年に公刊さ
れました29。この論文のリサーチ・クエスチョ

ンは，協力的コンプライアンスについて，法の
支配の観点から正統性があるか，また，費用分
析の観点から効率的であるか，というものです。
Bronżewska氏は，協力的コンプライアンスを
アドバンス・ルーリングよりも一歩先のものと
位置付けて，オーストラリア・オランダ・英
国・米国における実施例を検討します。協力的

	 -�Florian Fiala and Lisa Ramharter （2019）, Cooperative Compliance in Austria, European Taxation, Vol. 59, No. 8, 
385.

	 -�Francesco Cannas and Kristof Wauters （2019）, The Rise of Cooperative Compliance Programmes and the Rule of 
Law：A Comparison between Belgium and Italy, European Taxation, Vol. 59, No. 12, 561.

	 -�Jose M. Calderón （2020）, Corporate Tax Governance 2.0：The Role of Tax Control Frameworks Following the 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Bulletin for International Taxation, Vol. 74, No. 3, 110.

	 -�Mário H. Martini, Ronald Russo and Yevhenii Pankov （2020）, An Analysis of the Russian Tax Monitoring Pro-
gramme in Light of the OECD Concept of Cooperative Tax Compliance and the Experience of Other Countries, 
European Taxation, Vol. 61, No. 1, 29.

	 -�Sjoerd Goslinga, Janneke de Jonge, Maarten Siglé & Lisette van der Hel-Van Dijk （2021）. Cooperative Compliance 
Programmes：Who Participates and Why?, Journal of Tax Administration, Vol. 6 No. 2, 95.

	 -�Mário H. Martini and Ronald Russo （2021）, The International Compliance Assurance Programme Revisited：Re-
view of the Full Programme, Bulletin for International Taxation, Vol. 76, No. 4, 174.

	 -�Eva Eberhartinger and Maximilian Zieser （2021）, The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax 
Risk Management and Compliance Costs, Schmalenbach Journal Business Research, Vol. 73, 125.

	 -�Ronald Russo, J.J. Engelmoer and Mário H. Martini （2022） Cooperative Compliance in the European Union：An 
Introduction to the European Trust and Cooperation Approach, Bulletin for International Taxation, Vol. 76, No. 2, 
83.

	 -�Mário H. Martini （2022）, A Review of China Approach to Cooperative Compliance in light of the International 
Tax Practice and the OECD Framework, Journal of Chinese Tax & Policy, Vol. 12, No. 1, 45.

	 -�Mário H. Martini （2022）, A Review of Brazil Approach to Cooperative Compliance in light of International Tax 
Practice and the OECD Concept, Intertax Vol. 50, No. 2, 177.

	 -�José Manuel Calderón and Alberto Quintas （2022）, The EU Cooperative Compliance Programme for Large Multi-
national Enterprises：A Promising Mechanism for Tax Certainty in the Uncertain Tax World Following the 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative?, Bulletin for International Taxation, Vol. 76, No. 12, 578.

	 -�Mário H. Martini and Tandon （2023）, A Review of India Approach to Cooperative Compliance in light of the In-
ternational Tax Practice and the OECD Framework, Intertax Vol. 51, No. 10, 1.

	 -�Luigi Quaratino （2023）, Italy’s Cooperative Compliance Regime Broadened in Scope under 2023 Tax Reform Law, 
European Taxation, Vol. 63, No. 11, 500.

	 -�Marco Allena （2024）, The New Italian Cooperative Compliance Regime, European Taxation, Vol. 64, No. 10, 479.
	 -�Cornelia Andree and Christian Heider （2024）, New Legal Basis for International Risk Assessment Procedures in 

Germany：ICAP, ETACA, International Transfer Pricing Journal, Vol. 31, No. 4, 233,
	 -�Maria Kalitsi （2025）, The New Greek Voluntary Compliance Regime, European Taxation, Vol. 65, No. 1, 42.
	 -�Marco Allena and Alessandro Turina （2025）, Cooperative Compliance Programmes Across Europe-Two Decades 

of Experience and Possible Future Trajectories, European Taxation, Vol. 65, No. 6, 237.
	 -�Gribnau, Hans and J. M. van der Hel, Lisette E. C. and Sigle, Maarten, Tax Assurance Unveiled：A Stakeholder 

Model and Its Relationship with Cooperative Compliance （April 04, 2025）. Tilburg Law School Research Paper, 
Available at SSRN：https://ssrn.com/abstract=5205547 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5205547.

29	 �Katarzyna Bronżewska （2016）, Cooperative Compliance：A New Approach to Managing Taxpayer Relations, 
IBFD Doctoral Series Vol. 38.
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コンプライアンスが効率的かについては，いわ
ゆるSWOT分析により，強み・弱み・機会・
脅威をみています。正統性があるかについては，
協力の任意性・書面による合意・課税当局の裁
量統制・平等原則・紛争処理・協力終了・秘密
保持・専門家特権といった点をみています。そ
の上で，ポーランドへの協力的コンプライアン
スの導入可能性を論じ，BEPSプロジェクト以
後の協力的コンプライアンスのあり方を展望し
ました。

この論文の意義は，比較的早い時期に協力的
コンプライアンスの輪郭を描き，その得失をま
とめたことにあります。この論文が出た後，ポ
ーランドは協力的コンプライアンスのプログラ
ムを2020年 7 月から実施しています30。

博士論文その 2 として，2018年に，オースト
リアのウィーン経済大学で，Majdańska氏が博
士論文を書きました。2021年に出版しています31。
この論文は，協力的コンプライアンスプログラ
ム実施のための法的・制度的条件を検討し，途
上国にとっての意義を検討します。協力的コン
プライアンスの概念を定義するために，オラン
ダ・イタリア・英国の実例を比較分析し，協力
的コンプライアンスに関連する他の 4 つの手法
と対比します。その 4 つとは，早期税務調査・
開示ルール・ルーリング・大企業フォーラムで
す。米国の法令順守確認手続（CAP）32につい
ても，協力的コンプライアンスとは区別して早
期税務調査の一類型として検討しています。協
力的コンプライアンスにどのような法的制約が
あるかという問いについては，合法性原則・平
等原則・法的安定性・専門家特権などの論点を
検討し，欧州特有の問題として企業への協力的

コンプライアンスプログラムの供与が国家補助
に当たるかという論点に及びます。また，統制
と監視のための制度的メカニズムを論じ，規制
の虜（regulatory capture）の防止を検討しま
す。これらを踏まえて，途上国への適用可能性
を論じています。

この論文の長所は，合法性原則・平等原則な
どの法的制約や，課税当局の組織整備などの制
度的論点を詳しく論じた点にあります。他方で，
途上国への適用としてこの論文が念頭に置いて
いるのはサブサハラのアフリカ諸国ですが，こ
れが法の移植（legal transplant）の試みとして
どこまで成功しているかには議論の余地があり
ます。

（4）海外の研究－組織的研究
次に，組織的な研究成果をまとめた書物を 3

つみておきます。
その 1 として，20 1 9年1 1月にオランダ

Tilburg大学で開かれた国際研究集会が，2020
年に成果物として書物になっています33。編者
はTilburg大学のHein氏とRusso教授です。こ
の研究プロジェクトの課題は，各国の協力的コ
ンプライアンスの具体的な仕組みがどうなって
いるか，また，協力的コンプライアンスと
ICAPの相違点は何か，を明らかにすることで
した。12カ国からの国別報告書を集めています。
日本からは明治学院大学の川端康之教授が寄稿
しています34。

組織的研究その 2 として，2018年から，ウィ
ーン経済大学のOwens教授らのグループは，25
カ国の利害関係者を巻き込んで，協力的コンプ
ライアンスのベスト・プラクティスをまとめまし

30	 �Malgarzata Sek, Co-operation Programme： A Novelty in the Polish Tax System, in Hein and Russo, infra note 33, 
177. 

31	 Alicja Majdańska （2021）, An Analysis of Cooperative Compliance Programmes, IBFD Doctoral Series Vol. 58.
32	 米国 CAP のこの訳語は，岩崎・川島・前掲注 22 による。
33	 �Ronald Hein and Ronald Russo ed. （2020）, Co-operative compliance and the OECD’s International Compliance 

Assurance Programme, Eucotax Series on European Taxation, Vol.68, Wolters Kluwer.
34	 �Yasuyuki Kawabata, Japanese International Compliance Assurance in Practice, in Hein and Russo, supra note 33, 

137.
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た。その成果が2021年に書物として公刊されて
います35。Owens教授は英国出身で，BEPSプ
ロジェクトの開始直前までOECD租税委員会で
事務局を率いていました。彼は退官後，ウィー
ン経済大学のグローバル租税政策センターで教
授をつとめています。

彼らは， 5 つの作業部会を設けて，企業・当
局・会計事務所・大学といった複数のステーク
ホルダーを集めて意見交換しています。各作業
部会の担当は，①協力的コンプライアンスへの
アクセス基準，②モデル立法の要否，③TCF
のための監査保証基準，④協力的コンプライア
ンスの費用便益分析，⑤市場や社会への発信で
す。とくに重要なのが③の監査保証基準で，ト
ップマネジメントがステートメントを出し，そ
の適正さを外部監査でもって保証することを想
定しています。これらの内容については，先に
述べた中村教授の記事が，Owens教授らの
2023年Tax Notes International論文36を参照し
つつ，TCFの保証基準・成熟度モデル・デジ
タル化について研究を続けていることを紹介し
ています37。

Owens教授らは，協力的コンプライアンス
への取組みが画一的な「One size fits all」では

ありえないとして，各国はベスト・プラクティ
スを自国の社会・文化・政治・制度の状況に適
合させ，プログラムの設計と実施に柔軟に取り
組むべきだとしています38。これは常識的な態
度です。日本で協力的コンプライアンスを実施
する場合にも，日本の企業風土と行政慣行に合
ったやり方を工夫すれはよいわけです。

なお，Owens教授のグループは，この書物
を出したのち，2024年に，協力的コンプライア
ンスを利用して越境VAT紛争を減らそう，と
いう提案を行いました39。さらに，2025年に，
国別の協力的コンプライアンスから，事業プロ
ジェクトごとの多国間協力的コンプライアンス
に進むべきだと提言しています40。

組織的研究その 3 として，先に言及した
Tilburg大学のRusso教授とHein氏が，2022年に
Tax Assuranceという概説書を編集しました41。
これは2015年の初版を全面改訂したもので，オ
ランダの官民から多くの著者が寄稿しています。

この本の題名のTax Assuranceは，直訳する
と税務保証です。これは，狭い意味では，財務
諸表における税務ポジションの正確性に対する
保証を意味します。この書物は，それよりも広
い意味でTax Assuranceをとらえ，会社の税務

35	 �Jeffrey Owens and Jonathan Leigh-Pemberton ed. （2021）, Cooperative Compliance：A Multi-stakeholder and 
Sustainable Approach to Taxation, Eucotax Series on European Taxation, Vol.69, Wolters Kluwer. この書物の概要
を紹介する記事として，Jeffrey Owens, Jonathan Leigh-Pemberton, and Angelina Papulova （2021）, Cooperative 
Compliance：A Multi-Stakeholder and Sustainable Approach to Taxation, Tax Notes International, Vol. 103, No.10, 
1351. この記事の抄訳として，中村・前掲注 26・267 頁以下。

36	 �Jeffrey Owens, Daniel Simon Dallhammer, Jonathan Leigh-Pemberton, and Timoleon Angelos Christodoulopoulos 
（2023）, The Role and Evolution of Tax Control Frameworks, Tax Notes International, 111, 1059.

37	 中村・前掲注 26・258 頁。
38	 Owens and Leigh-Pemberton, supra note 35, 5.
39	 �Jeffrey Owens, Anastasiya Piakarskaya, Timoleon Angelos Christodoulopoulos, and Olena Sushkova （2024）, The 

Use of Cooperative Compliance for Minimizing Cross-Border VAT/GST Disputes. World Tax Journal, 16（3）, 561.
40	 �Timoleon Angelos Christodoulopoulos, Jeffrey Owens, Jonathan Leigh-Pemberton, Daniel Dallhammer, Richard 

Stern （2025）, From National Cooperative Compliance to Project-related Multilateral Cooperative Compliance. 
World Tax Journal, 17（2）, 329. この提言は，既存の APA と相互協議が限界に達したという認識に基づいている。
各国の協力的コンプライアンス取組みを概観し，クロス・ボーダーの取組みとして OECD の ICAP や EU のプログ
ラムを参照して，企業の事業プロジェクトに関する税務を協力的コンプライアンスの多国間枠組みに取り込むことを
提言する。

41	 �Ronald Russo and Ronald Hein ed. （2022）, Tax Assurance：Latest developments on tax control frameworks, 
technology and governance, Wolters Kluwer.
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全般を対象にします。 5 編構成で，①ガバナン
スと内部統制一般，②TCF，③協力的コンプ
ライアンス，④税務申告，⑤個別税，を扱いま
す。中でも，③では，手続法とICAPを論じま
す。⑤では，法人税だけでなく賃金税と間接税
をカバーし，移転価格について独立の章を設け
ています。

この書物は研究書というよりは概説書であり，
オランダの税務専門家層の積極的な活動を反映
しています。オランダの税務行政は，2006年か
ら「水平的監督（horizontal monitoring）」モ
デルを実施してきました42。「水平的」という
意味は，当局と企業が垂直的な命令支配
（command and control）関係にあるのではな
く，対等に相互対話するというイメージです。
こういうネーミングで自国の税務行政を売り出
すのは，いかにも通商の国オランダという感じ
がします。日本の専門家も，日本法の良いとこ
ろをもっと積極的に国際的に発信すべきかもし
れません43。

4．応答的規制の理論的基礎を洗う

（1）執行ピラミッドを支える事実認識
協力的コンプライアンスの先行実施例として

オランダや英国と並んでよく知られているのが，
オーストラリアです。1997年に納税者憲章をつ
くり44，1998年に現金経済タスクフォースがコ
ンプライアンス・モデルを提示しました。オー

ストラリア国税庁が採用したモデルは，応答的
規制（responsive regulation）の考え方を応用
しています。

応答的規制は規制理論の一種で，規制対象者
の態度（motivational posture）に応じて規制
のやり方を変化させます。これを税務執行につ
いていえば，自発的納税を促すサービスを提供
し，これに非協力の納税者に対して現況調査や
査察調査を行う。つまり納税者の態度に応じて
執行を強めていきます。

応答的規制の執行戦略を直感的に示すのが，
三角形の「執行ピラミッド」です。これについ
ては坂巻教授が詳しく紹介しています45。簡単
に説明すると，政府に対する信頼があつい民主
主義国家では，納税者の大部分は納税に協力的
だから，これを三角形に図式化するとピラミッ
ド型になる。下部に協力的なボリュームゾーン
があり，上にいくにつれ人が減っていって，上
部に少数の非協力的な人たちが位置する，とい
うものです。上部に書いてあるから望ましいと
いうのではなく，上部の納税者は非協力的なの
で強化された執行手段を講ずる，という意味で
す。

私が指摘したいのは，これがもともと心理学
の実証研究のための仮説だったということです。
Valerie Braithwaite教授は，2000年にオースト
ラリアで7754名の質問調査を行い，人々の態度
がどう分布しているかを調べ，協力的態度が優
勢であるという結果を得ました46。こういった

42	 �Lisette van der Hel-van Dijk and Theo Poolen （2013）, Horizontal Monitoring in the Netherlands：At the 
Crossroads, Bulletin for International Taxation, Vol. 67, No. 12.

43	 �なお，ポーランドからの発信として，Piotr Karwar, Katarzyna Kimla-Walenda and Aleksander Werner ed. （2024）, 
Tax Compliance and Risk Management： Perspectives from Central and Eastern Europe, Routledge.

44	 ダンカン・ベントレー（中村芳昭監訳）『納税者の権利： 理論・実務・モデル』（勁草書房 2023）。 
45	 �宮崎・前掲注 20・150 頁以下。また，早い時期に応答的規制に着目していた研究として，高野幸大「イギリスにおけ

るネゴシエーション」日税研論集 65 号（2014）157 頁，180 頁。いずれも，Judith Freedman （2012）, Responsive 
Regulation, Risk, and Rule：Applying the Theory to Tax Practice, 44（3） UBC Law Review 627 を参照する。

46	 �Valerie Braithwaite （2003）, Dancing with Tax Authorities, in Valerie Braithwaite ed. Taxing Democracy：Under-
standing Tax Avoidance and Evasion, Ashgate, 13, 19. また，Valerie Braithwaite （2009）, Defiance in Taxation and 
Governance： Resisting and Dismissing Authority in a Democracy, Edward Elgar は，広義の租税反抗（defiance）
に抵抗型（resistant）と無視型（dismissive）の二種があることを主張する書物であるが，その第 3 章において，人々
の態度（motivational posture）に関する理論枠組みを詳しく説明する。



―36―

実証研究に依拠して，人々の態度の分布を推定
し，執行ピラミッドをモデル化しています。

彼女が注意深く断っていることとして，ひと
りの納税者が複数の態度を同時に有することが
あります。また，納税者の態度は変化します。
さらに，態度と行動は必ずしも一致せず，協力
的納税者が申告を怠ることもありますし，非協
力的納税者が適正納付することもあります。要
するに，「執行ピラミッド」は時代と地域を超
えて普遍的にあてはまるモデルではない。「も
し人々の態度の分布がこうだったとしたら」と
いう事実認識に依存するモデルです。

（2）大企業の納税協力分布は卵型か？
そうなりますと，知りたいのは，大企業につ

いて協力的納税者と非協力的納税者の分布がど
うなっているかです。

John Braithwaite教授は，大企業にもオース
トラリア国税庁のコンプライアンス・モデルが
基本的にあてはまると主張しました47。その議
論の中で，興味深いことを述べています。彼は，
個人の法遵守のパタンがピラミッド型に分布し
ているのと異なり，法人のパタンは卵型である
といいます。つまり，協力的な納税者と非協力
的な納税者の間にグレーゾーンの納税者が沢山
いて，それをイメージ図にすると卵型になると
いうのです。

卵型だと応答的規制のアプローチがうまくい
きません。応答的規制は，大多数の納税者が協
力的だから納税サービスをいきわたらせ，それ
に協力しない納税者に執行レベルを強化してい
く，というやり方です。グレーゾーンの納税者
が沢山いれば，当局側にとっては執行コストが
かかりすぎますし，納税者側でも「他の人もル
ールを守っていないから自分も守らない」とい
うことになってしまい，うまくいかないのです。
そこで，彼は，グレーゾーンの企業を協力的な

ほうにもっていき，卵型をピラミッド型にすべ
きだと述べています48。

これは興味深い指摘で，執行ピラミッドがい
ろいろな形をとりうることをよく示しています。
また，グレーゾーンの納税者が沢山いたら応答
的規制のアプローチがうまくいかない，という
のも大事なポイントです。

しかし，オーストラリア企業の納税態度分布
が卵型だ，というBraithwaite教授の想定は論
証不十分だと私は思います。彼が論拠として挙
げるのは，オーストラリアの半分以上の企業が
複数年にわたって納税していないという事実に
とどまります。この事実だけでは，多くの企業
が法律の趣旨を遵守していない，という彼の想
定を支えることはできません。ましてや，日本
の大企業についてどうなっているか，について
はそもそも認識が及んでいない，というべきで
しょう。

仮にオーストラリア企業の納税協力分布が卵
型だという想定が正しかったとしても，卵型を
ピラミッド型に変えることは容易ではないでし
ょう。納税者の態度を変えるためにBraithwaite
教授が提示する対策は，法改正・民主的討議・
国際協力というものです。これだけでは具体性に
欠けており，どこまで効果的かがわかりません。

こういうわけで，「執行ピラミッド」は示唆
に富む考え方であるけれども，納税者の協力具
合がどのような分布になっているかが実はよく
わからない，という弱点があります。

（3）協力的納税者と非協力的納税者の判別
（3－1）問題の所在

根本の問題は，納税者と課税当局の間で情報
が非対称であるため，課税当局からすると，ど
の納税者が協力的でどの納税者が非協力的であ
るかがわからない点にあります。課税当局とし
ては，協力的納税者と非協力的納税者をいかに

47	 �John Braithwaite （2003）, Large Business and the Compliance Model, in Valerie Braithwaite ed., Taxing 
Democracy： Understanding Tax Avoidance and Evasion, Ashgate, 177.

48	 Braithwaite, supra note 47, 179.
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判別するか，という課題があるわけです49。
そこでこの点について手がかりを得るために，

応答的規制を出発点とし，それ以外にも視野を
広げます。 3 つの素材を対比してみます。
（3－2）応答的規制における判別

第 1 に，応答的規制では，大多数の納税者が
協力的であるという想定から，まずは納税者全
体に納税サービスを及ぼして自発的納税を促し
ます。これに協力しない場合には徐々に説得の
強度を上げていき，記帳指導とか実地調査とか
の段階を経て，それでも協力しない場合に刑事
罰や営業停止といった強い制裁を発動します。
つまり，執行を徐々に強めていく過程で，非協
力者があぶりだされます。作業手順の中に，非
協力者の判別が埋め込まれています。

このやり方の長所は，納税サービスを出発点
とすることで納税者の自由を尊重している点で
す。非協力の度合いに応じて執行強度をエスカ
レートさせるやり方は，比例原則にかなってい
ます。また，説得を重視する点で民主的です。
短所は，先に述べたように，大多数の納税者が
協力的であるという想定が成り立たなければう
まくいかないという点です。
（3－3）Raskolnikov論文における判別

これとは異なり，第 2 の素材は，納税者に選
択させることで協力者と非協力者を分離します。
これを理論化したのが米国コロンビア大学の
Raskolnikov教授です。彼は2009年の論文50で，
納税者に自らの選好を顕示させる仕組みを論じ
ました。①抑止レジーム（deterrence regime）
と②遵守レジーム（compliance regime）を用
意して，そのいずれかを納税者に選ばせるとい
うものです。こうすることで納税者を納税動機
によって区別し，それぞれに見合った執行方法
をとることができる，というのです。

そのメカニズムは，おおむね次のようなもの

です。
①抑止レジームとしては，米国の現行税制を

ベースにして，制裁を強化したものを想定して
います。これに対し，②遵守レジームとしては，
制裁を弱くする代わりに，内国歳入庁との紛争
において政府の立場に適法性の推定を働かせる，
拘束力ある仲裁を設ける，申告代理人特権を廃
止する，などの措置を組み合わせつつ，補償措
置を講じます。そして，この 2 つのレジームの
間で，納税者がいずれかを選択できます。する
と納税者はどういう選択をするか。

これは，納税者がgamerであるか否かによる，
と彼はいいます。ここにgamerとは，非協力の
コストがその便益を上回る場合にのみ納税する
者のことです。

一方で，納税者がgamerであれば，遵守レジ
ームは選択しません。遵守レジームだとアグレ
ッシブなプランニングが摘発される可能性が高
まりますので，「合理的」に損得勘定をするタ
イプのgamerにとっては不利だからです。

他方で，社会規範や互酬性原理などにより法
を遵守するタイプの納税者（non-gamer）は，
遵守レジームを選択します。もともと協力的な
納税者は，訴訟が制約されたり情報開示が強化
されたりしていても，痛いことはないからです。

こうして納税者が自らの選好を明らかにし，
当局と納税者の間の情報非対称性が解消される。
こうして納税者層は大きく二分されますから，
当局としては，抑止レジームに属するgamerを
標的にして，より効果的な執行をかけていける。

以上がRaskolnikov論文の骨子です。
これは興味深い思考実験ですが，もちろん問

題があります。納税者の権利が切り下げられて
しまいます。これに対しては，遵守レジームが
いやならそれを選択せず，抑止レジームにとど
まれば現行法と（より重い制裁の点を除けば）

49	 �2024 年 10 月の租税法学会シンポジウムでも，協力的な納税者と非協力的な納税者をどう区分するかという問題が議
論された。租税法研究 53 号（2025）114 頁（駒宮史博・佐藤英明）。

50	 �Alex Raskolnikov （2009）, Revealing Choices： Using Taxpayer Choice to Target Tax Enforcement, 109 Columbia 
Law Review 689.
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ほぼ同じレベルの権利が保障される，という反
論も可能ではあり，評価が分かれるところでし
ょう。昨年，大学のゼミでこの論文を会読した
ときには，遵守レジームの中身として提案され
ている内容に現代日本法の実態に近いところが
ある，という指摘もありました。

もうすこし内在的な問題もあります。この論
文は，発見確率と処分確率を変数とみて，その
変数に影響を与えるために制度をいじって遵守
レジームを構想しています。しかしその過程で
考慮しているのは納税者の動機だけであり，税
務職員の動機を無視しているように私には思え
ます。

このように，Raskolnikov論文は思考実験と
位置付けるべきもので，現実の制度改革に至る
には埋めるべき穴がある，というのが私の評価
です。
（3－4）青色申告制度における判別

第 3 の素材は日本の青色申告制度です。青色
申告制度は，記帳慣行を育てるために特典を付
与します。これを別の角度からみると，青色申
告の承認を受けることで，きちんと記帳する協
力的な納税者であることが明らかになります。
第 1 の応答的規制の出発点が万人への納税者サ
ービスであるのと異なり，青色申告の承認を与
えた納税者だけに特典を与えます。第 2 の
Raskolnikov論文と似ているのは納税者の選択
による点ですが，青色申告の場合には記帳義務
が生ずるのであって，抑止レジームの制裁強化
と遵守レジームの権利制約とは異なります。

さて，ここで，青色申告が協力的納税者の証
になるのであったならば，その情報を利用して
課税当局が執行手段を使い分ければよいはずで
す。ところが，青色法人割合は，平成年間に入
ってから100％近くで推移しています51。大企
業にとって青色であることはあまりに当然で，
青色であるというだけでは協力的納税者である

ことのシグナルになりません。それゆえ，現状
の青色申告制度では，大企業の内部で協力的か
非協力的かを判別する機能を果たすことができ
ません。

ではこの点につき，何か改善策を考えること
はできるものでしょうか。 2 つのやり方があり
うるのではないか。
●�ひとつは，申告状況が良好な企業について特

典を深堀りするなど，現行の青色申告制度に
上乗せして，いわば強化版青色申告の各種誘
因措置（「スーパー青色申告」とでも呼ぶべ
きもの）を設けることです。この可能性につ
いては，すぐあとで，国税庁の税務コーポレ
ートガバナンスの取組みについて述べる際に，
再度触れます。

●�いまひとつは，税務戦略の開示義務を設け，
外部評価によって格付けを行うことです。英
国に例があり，Fair Tax Markが認証を行っ
ていることを岩崎政明教授が紹介しています52。
これら 2 つは相互背反的ではなく併存可能で

す。また，これら 2 つ以外の改善策も考えられ
るでしょう。

5 ．日本の取組みについて考える

（1）日本企業は協力的か？
ここまでのところで，協力的コンプライアン

スに関する内外の研究をレビューし，応答的規
制の理論的基礎を洗いました。これを一歩進め
て日本の現実に近づけていくとき，避けて通れ
ない問いがあります。それは，「日本企業は納
税協力的か」という問いです。というのも，多
数の日本企業の中で協力的企業と非協力的企業
がどう分布しているかによって，先ほどのピラ
ミッド型か卵型かのような議論がでてくるから
です。ここで日本企業というときには，長期に
わたってグループ親会社が日本を拠点としてき

51	 �税制調査会第 5 回納税環境整備に関する専門家会合（2021）資料 1-6。参照，日野雅彦「青色申告制度の意義と今後
の在り方」税大論叢 60 号（2009）35 頁。

52	 岩崎（2019）・前掲注 22。
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た，いわゆる伝統的日本企業（Traditional 
Japanese Company）をイメージします。

日本企業は欧米企業と違ってアグレッシブな
タックス・プランニングをしない，というお話
をよくききます。租税回避に精を出すというよ
りは，適正納税した上で二重課税の排除に注力
する，というイメージです。すこし前の文献に
なりますが，税務リスク管理の国際比較をした
2010年の書物で，伝統的日本企業について，タ
ックス・プランニングが概して否定的にみられ
てきたこと，その当時まで税務統制枠組みがほ
とんど存在しなかったこと，専属の租税専門家
を雇用せず経理部門から数年単位で担当が交替
してきたこと，リスク回避的な社会環境の中で
腰掛けの担当者がタックス・プランニングで波
風をたてたくないこと，が指摘されています53。
みなさまの中にも，同様の感触を抱いている方
がいらっしゃることでしょう54。

しかし，科学的態度としては，このイメージ
がどの程度現実を反映しているかは，データを
用いて検証しなければなりません。ひとつ参考
になる定性的データが，上場企業が公表する税
務方針です。明治大学の鈴木孝直教授は，上場
会社の税務方針をレビューして，大手日本企業
が税負担の最適化について，「事業目的や実態
を伴わない人為的な租税回避行為は行いませ
ん」とか，「意図的な租税回避行為のためにタ
ックスヘイブンを利用しません」とか記載して
いることを示しています55。これは，日本企業
が自ら公表している税務方針ですから，自己認
識の宣明として受け取ることができます。もっと
も，実際の企業行動は別かもしれません。また，

サンプルを増やしたとき，日本の大企業の分布
が正確にどうなっているかも知りたいところです。

さらに，日本企業が納税協力的であるとした
場合，どのようなメカニズムによってそうなっ
ているのか。いつからそうなったのか。これら
は挑戦的な知的課題で，きちんと解明できれば
すばらしいのですが，今の私にはその準備があ
りません。とりわけ，2000年代以降は日本企業
に対する外国投資家の比率が高まっていますの
で56，それなのに外国企業と行動が異なるとす
ればそれはなぜなのか，という点がパズルです。

このように肝心なところが私にはよくわから
ないのですが，傍証になりそうな点もあります。
日本でBEPSプロジェクトの各種行動を国内実
施する際には，海外企業のアグレッシブなタッ
クス・プランニングを抑制することで日本企業
にとっての競争条件を回復する，という説明が
されてきました。まさに，日本企業は納税協力
的であって，アグレッシブなタックス・プラン
ニングをしない，という見立てです。

なお，念のために申し上げておくと，私は，
日本企業は協力的で外国企業は非協力的だ，と
主張しているのではありません。納税協力的企
業が内外でどう分布しているかは，あくまでデ
ータで検証すべきことがらです。この点，誤解
を避けるために付言しておきます。

（2）国税庁の税務CGの取組み
「税務に関するコーポレートガバナンス（税

務CG）」の取組みの内容については，みなさまよ
くご案内と思いますので，ごく簡単に申します57。
●�税務CGは，税務についてトップマネジメン

53	 �Hitoshi Takano, Kanji Ariyasu and Ryan Angell, Chapter 10 Japan, in Anushka Bakker and Sander Kloosterhof 
ed., Tax Risk Management： From risk to opportunity （2010 IBFD） 289, 291.

54	 �研究大会当日の質疑応答において，日本企業におけるタックス・プランニングとタックス・コンプライアンスの相対
的比重が欧米企業のそれとどう違うか，望ましい比重があるとすればどのようなものか，という点に関する問題提起
があった。

55	 �鈴木孝直「税務に関するコーポレートガバナンスの更なる充実に向けて－企業と税務当局の協働の視点から－」租税研
究 888 号（2023）322 頁，325 頁。また，稲葉千恵子「日本企業の税務ガバナンスの開示」会計 203 巻 6 号（2023）
629 頁も，日本企業の開示内容がタックス・プランニングよりもタックス・コンプライアンスを強調していると指摘する。

56	 河野太志「経済産業政策を巡る情勢と課題」租税研究 908 号（2025）4 頁，31 頁。



―40―

トが自ら適正申告の確保に積極的に関与し，
必要な内部体制を構築することを指す。

●�対象法人は，実地調査を実施する国税局特別
調査官所掌法人。

●�担当特官（調査を担当する国税局特別国税調
査官）は，調査着手後の早い段階で，税務
CGの取組みの趣旨を調査対象法人に説明し，
税務CG確認表の作成・提出を依頼する。

●�担当特官は，税務CGの確認項目の評価ポイ
ントに基づき，評価・判定を行い，その内
容・結果を評価書に記載する。

●�担当特官は，調査対象法人の担当者に対して，
評価書の税務CG評価結果をその評価に至っ
た根拠とともに説明し，意見交換を行う。

●�しかるのち，調査査察部長または次長は，調
査対象法人のトップマネジメントとの面談を
行い，評価書の税務CG評価結果をその評価に
至った根拠とともに説明し，意見交換を行う。

●�税務CGの判定結果は，税務リスク判定の重要
な判断材料のひとつとして活用する。
これを要するに，課税当局が，税務調査の着

手時に行政指導として確認表の作成を依頼し，
法人がこれに応じる。そこから得られる情報をも
とに，課税当局が評価書を作成し，結果を法人
の税務担当およびトップマネジメントに伝達する。
このプロセスによって，大企業の税務コンプライ
アンスの維持・向上を図ろうとする取組みです。

税務CGの取組みは，国際的に協力的コンプ
ライアンスと呼ばれている取組みの，日本版と
いうことができます。したがいまして，先に協

力的コンプライアンスについて述べた点，すな
わち，法律に従った適正な執行がモニターされ，
裁判所による審査が保障されていることが必要
だ，という点58が，税務CGの取組みに対しても
そのままあてはまります。

さて，先にすこし触れましたように，「租税
研究」誌には，税務CGの取組みに関する記事
が多数掲載されてきました。その時々の講演を
簡単に振り返ると，次の通りです。
●�2011年 5 月に当時の藤田利彦国税庁調査査察

部長が講演しています59。これは，2010年11
月から2011年 2 月にかけて日本租税研究協会
で企業と国税当局の勉強会を開催し，意見交
換した成果を取組みとして示したものです。
川北力国税庁長官の時代です。

●�2015年 2 月に，小山浩弁護士が，会社法の角
度から，取締役の税務上の善管注意義務につ
いて講演しました59A。内部統制システム構
築義務の内容として，タックス・コンプライ
アンス体制とタックス・リスクマネジメント
体制に触れています。

●�2016年 5 月には先に触れた岩崎政明教授の講
演があります60。

●2�016年 9 月には当時の鈴木孝直調査査察部調
査課長が講演しています61。

●�2019年 8 月の古川勇人調査査察部調査課長ら
の講演は，その前年の見直し内容を解説して
おり，対象法人が約500社ある中で，調査時
期の延長等の対象となったのが平成30事務年
度末で97法人だったと報告しています62。

57	 �国税庁のウェブサイト https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm を参照。中田
悟「国税庁の『税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組み』に関する考察」税大ジャーナル 35 号

（2023）59 頁は，この取組みの概要を示し，会社法の内部統制システム整備，金商法の内部統制報告制度，コーポレー
トガバナンスコードとの関係に触れる。

58	 増井・前掲注 4・341 頁。
59	 �藤田利彦「税務コンプライアンスの維持・向上に向けたコーポレートガバナンスの充実について」租税研究 741 号
（2011）31 頁。

59A	小山浩「会社法から見た税務上のコーポレートガバナンス・コンプライアンス」租税研究 789 号（2015）232 頁。
60	 岩崎（2016）・前掲注 23。
61	 �鈴木孝直「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組みについて」租税研究 805 号（2016）36 頁。
62	 �古川勇人・小澤聡司・川口真聡「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組等について～取組概要，

最近の取組状況・改訂事項等～」租税研究 841 号（2019）4 頁，10 頁。
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この間，租税研究には「税務CG通信」が連
載され，租税研究協会の会員意見調査の項目を
紹介したり，取組み内容のアップデートを解説
したりしています。

注目すべきは，2023年に税務CG通信番外編
が組まれたことです。これは，2011年の取組開
始から10年以上が経過した時期のことです。取
組みを推進してきた国税庁調査課長経験者 3 名
が，将来展望を寄稿しています。それぞれに味
のある論説です。

中でもとくに参考になる指摘は，以下です。
●�鈴木孝直教授63は，企業における事業計画の

策定プロセスにおいて「税務部門が事業計画
の早期の段階から関与」することが重要であ
ると指摘します。また，企業が課税当局に事
前相談する場面を念頭に「実効性ある相談枠
組みが必要となる」ことを指摘します。

●�池田義典教授64は，税務CGの対象法人を特官
所掌法人以外に順次拡大するという課題を指
摘します。また，2021年 6 月の見直しにより
調査間隔の延長からリスク評価に切り換えた
ことは妥当であったとしたうえで，企業側の
インセンティブをどうするかという課題があ
ると指摘します。

●�古川勇人氏65も，2021年 6 月の見直しが適切
であったとします。今後の課題としては，取
組対象法人の拡大と，評価結果 3 区分の明確
化を指摘します。税務項目には基礎的なもの
と特別なものの 2 タイプがあるとしたうえで，
特別な税務項目に相当の非違があっても「良
好」評価がありうること，施策実効性の向上

により特別な税務項目のウェイトが上昇する
こと，を指摘しています。
これらの指摘を踏まえ， 3 点コメントします。
第 1 は，対象法人の拡大です。これは池田教

授と古川氏に共通する指摘です。先に論じたよ
うに66，協力的コンプライアンスの基礎はTCF
の実装にあります。企業が効果的なガバナンス
を効かせていることが課税当局のリスク評価に
反映するわけです。このロジックからすると，
プログラムの対象としては，税務について内部
統制体制ができている中堅企業にも門戸を開い
ていくことが望ましいと考えます。そうしてい
くことは，法の下の平等の要請にも適合します。

第 2 は，企業のインセンティブです。一方で，
企業が自発的に参加するメリットが小さいと，
取組みは定着しません。他方で，特定の大企業
だけに優遇扱いをしている，などという誤解が
世の中に広まると，取り返しのつかないことに
なってしまいます。つまり，執行面でのインセ
ンティブ付与には限界があります。あくまで合
法性原則と平等原則に適合する形で，低リスク
だからリスク評価に反映する，そのことを明確
に伝達する，といったレベルにとどまらざるを
得ません。そこで，発想を広げて，制度面の手
当てを考えてもよいのではないでしょうか。先
に述べたように67，青色申告制度の成功体験を
参考にして，効果的なTCFを実施する企業に
対して特典の上乗せ措置を制度的に講ずること
が，検討に値します68，69。

第 3 は，複雑な項目に対応することです。古
川氏は，特別な税務項目を基礎的な税務項目か

63	 鈴木・前掲注 55・328 頁。
64	 �池田義典「税務 CG について－経緯及び環境変化（サステイナビリティ／ESG，情報開示の要請等）も踏まえて－」

租税研究 889 号（2023）118 頁，122 頁。
65	 �古川勇人「税務 CG に係る取組みの今後の見直しの考察」租税研究 890 号（2023）197 頁，204 頁。
66	 本文 3（1）を参照。
67	 本文 4（3-4）を参照。
68	 �研究大会当日，このような誘因措置を講ずる場合の具体的イメージについて質問を頂戴した。現行法の下でも，青色

申告の承認が各種租税特別措置の適用要件に組み込まれている例が多数存在する。これらを参考にして，税務 CG 高
評価の法人について特典の上乗せを考える，といったイメージである。逆の方向の措置として，納税非協力を対象に
する既存制度の適用対象からの除外措置も，設計のやり方によっては効果的なインセンティブとして機能しうる。

69	 �研究大会終了後，特典の深堀りに関連して，日本の税務行政において，以前から「優良申告法人の表敬制度」が存在
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ら区別しています。この区別は，2024年12月に
実施された剱持敏幸調査課長へのインタビュー
にも引き継がれています70。すなわち，剱持氏
も，組織の第一線現場における不適切処理と，
法適用が複雑な取引に係る税務処理で見解の相
違が生ずるものとで，質的に異なるリスクがあ
るとしています。後者についてはトップマネジ
メントが税務処理の適否の検討に関与する体制
を整備し，それでも判断が難しい場合は各種個
別照会を活用してほしい，と述べています71。
この発想が，新規性の高い形態の取引に関する
個別確認プログラムにつながっています。

（3）J-CAP制度
2023年10月から，東京国税局で「J-CAP制度

（Compliance Assurance Program of Japan，
新規性の高い形態の取引等に関する個別確認プ
ログラム）」が試行的に開始されました。東京
国税局調査部のパンフレットによりますと72，
調査第一部特別国税調査官が所掌する法人を対
象として，新規性の高い形態の取引であって個
別性の高いものを対象とし，原則として申出か
ら45日以内に回答するもので，利用した企業の税
務コーポレートガバナンスの評価に反映します。

この取組みについて，2024年 7 月の講演で，
平川雄士弁護士は，「全体的にかなり良い制度
ではないか」と評価したうえで，企業側としては，

当局を法的に説得する主張を展開することに加
え，そもそも照会すべき疑義があることをあわ
せて説得的に示す必要があると述べています73。

先ほどの剱持インタビューは，J-CAP制度は
税務コーポレートガバナンスの充実に向けた取
組みの一環としての行政指導と位置付けていま
す74。この点で，事前照会が納税者サービスの
一環であるのとは区別されます。また，事前照
会に対しては文書回答がなされますが，J-CAP
制度の場合は書面ではなく口頭で回答します。
また，回答は非公開です。

J-CAP制度については，今後の展開を見守り
たいところです。本日は，一般的角度から 3 点
のみコメントします。

第 1 に，行政指導については行政手続法の規
律が及びますが，国税通則法74条の14で書面交
付の規定が適用除外されています。そのため，
調査官は口頭のみで回答して差し支えないこと
になります。

第 2 に，信義則の適用要件との関係は必ずし
も明らかではありません。教室設例になります
が，行政指導を信じて納税者が申告したところ，
税務署長が更正した，というような局面で，信
義則の適用が問題になります。信義則適用にあ
たり最高裁75が示した最低限の考慮要素のうち，
「公の見解の表示」があるといえるかどうかが
微妙です。信義則については最近の研究で読み

することについて，山寺尚雄専務理事からご教示を頂いた。参照，国税庁長官「優良申告法人に対する表敬について
（事務運営指針）課法 4-31　平成 26 年 6 月 30 日」。これは，税務署所管法人を対象とするもので，国税局の特官所掌
法人を対象とする税務 CG 取組みとは対象法人が異なる。また，既往の調査・申告事績に基づき表敬が行われるもの
であり，リスク判定や TCF の整備状況の確認に基づく総合的な評価によるものではない。しかし，税務 CG の進化・
対象拡大を構想する際にも，この表敬制度は参考になる。とりわけ上場会社の場合，投資家に対する開示において優
良評価を活かすことで，企業にとってのメリットを創出できるであろう。

70	 �剱持敏幸「大法人を巡る税務執行の現状（国税庁の取組）について～国税庁剱持調査課長インタビュー～」租税研究
904 号（2025）5 頁（聞き手，山寺尚雄）。

71	 剱持・前掲注 70・11-12 頁。
72	 �令和 6 年 7 月東京国税局 調査部「J-CAP 制度について」https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/j-cap/

leaflet.pdf。
73	 �平川雄士「事前照会にどう臨むべきか：アイルランド法人の PE の有無に係る照会回答を得た実務経験を踏まえて」

租税研究 900 号（2024）154 頁，171 頁。
74	 剱持・前掲注 70・14 頁。
75	 最判昭和 62 年 10 月 30 日訟務月報 34 巻 4 号 853 頁。



―43―

直しが進められています76。本税についてではな
く加算税賦課との関係で「正当な理由」ありと
解する方向の議論は，検討のしがいがあります77。

第 3 に，国際展開の可能性です。J-CAP制度
は日本の国税庁限りです。この点，OECDの進
めるICAPは複数国の課税当局の関与がありま
す。Owens教授らのように，事業プロジェク
トに対して複数国の課税当局が保証を与える構
想もあります。ではJ-CAP制度をすぐに国際展
開できるかというと，すこしハードルが高い。
新規性のある取引の扱いについて，短期間で相
手国課税当局と足並みをそろえるというのはな
かなか難しそうです。とはいえ，既存のMAP
やAPAで移転価格事案の協力実績のある国と
の間では，連携のあり方について前向きに検討
すべきでしょう。

6 ．「租税の確実性」をめぐって

（1）租税の確実性
税務長官会議（Forum on Tax Administra-

tion）は，「租税の確実性（Tax Certainty）」を
課題として掲げ，2022年から毎年，「租税の確
実性の日（Tax Certainty Day）」という催し
を開催しています78。そこでは，相互協議や事
前確認の統計を公表したり，クロス・ボーダー

紛争について情報共有したりすることと並んで，
APAやICAPについても議論しています。

Tax Certaintyは「税の安定性」と訳される
ことが多く，この訳語は，課税関係において法
的安定性を確保するという点をとらえています。
他方で，certainという言葉は，アダム・スミ
スの租税原則にいう「明確の原則」につらなり，
自由主義の伝統を受け継ぐ用語です79。課税ル
ールとその適用が明確である，確実性がある，
という意味です。そのため私自身はちょっと訳
語にこだわって，かねてより「租税の確実性」
と訳しております80。

（2）「役立たずの神話」だというエッセイ
Tax certaintyという概念はそのコアがはっ

きりしません。その結果，厳密にそれを達成す
ることは困難です。多義的で，論者が希望する
ことを何でも盛り込むことができるきらいがあ
ります。

この点を鋭く指摘したのが，米国のPeter 
Barnes教授です。彼は国際課税に関する官民
の経験が豊富で，デューク大学とニューヨーク
大学でも教えていました。国際租税協会の前会
長です。

彼は2023年に，「租税の確実性という役立た
ずの神話」というエッセイを公表しています81。

76	 藤谷武史「金子租税法学における信義則」日税研論集 86 号（2025）157 頁。
77	 �研究大会の当日，フロアから，加算税における「正当な理由」の範囲についてコメントを頂戴した。J-CAP 制度は信

頼関係を前提に行政指導を行うものであるため，課税当局が回答を覆すといった事態はあまり想定されていないのが
実態であるかもしれない。もっとも，対象取引の微妙な評価について事後的に見解の相違が生ずる可能性は，机上で
考えてみるだけでもすぐに想定できる。法律論としては，加算税の賦課が問題になる場面を想定した検討が必要であ
る。なお，加算税制度のあり方については，佐藤英明「租税法上の行政制裁の現状と課題」『市場・国家と法　中里
実先生古希祝賀論文集』331 頁（2024）をはじめとして，改革論が唱えられている。各種制裁が納税者行動に及ぼす
影響の実証研究の評価を含め，私自身の宿題としたい。参照，横山直子『徴税と納税制度の経済分析』（中央経済社
2016），村上裕太郎「税務法令遵守研究と制度設計」鈴木一水ほか編『税務会計研究ハンドブック－EBPM のための
理論・実証分析序説－』（同文舘 2024）257 頁。

78	 https://www.oecd.org/en/events/2024/11/oecd-tax-certainty-day-2024.html.
79	 �確実性の強調は，予測可能性と法的安定性を重視した金子宏教授の学説と響き合う。参照，金子宏「市民と租税」『租

税法理論の形成と解明　上巻』（2010，初出 1966）3 頁，14 頁。
80	 �増井・前掲注 5・156 頁。安定性という訳語がぴったりする英単語は stability である。Certainty と stability は，似

てはいるが，別の言葉である。
81	 �Peter Barnes, The Unhelpful Myth of Tax Certainty, 29 （2023）, Journal Articles & Opinion Pieces IBFD.
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「役立たずの神話（unhelpful myth）」という
タイトルがいかにも挑発的で，考えさせる内容
を含んでいます。

Barnes教授の主張は，租税の確実性はもと
もと達成不能であり，捉えどころのない確実性
の追求は現実的目標を見失わせてしまう，とい
うものです。すなわち，企業は租税以外にもさ
まざまな不確実性に直面している。労働力供給
や原材料価格は常に変動するが，その不確実性
に文句をいう企業経営者はいない。税制も例外
ではない，と彼は主張します。彼によると，課
税ルールに事実をあてはめる際の不確実性はシ
ステムのバグではない。むしろシステムそのも
のだ，というわけです82。

この認識にたって，Barnes教授は，より現
実的な目標を追求すべきであるといいます。具
体的には 3 点です。第 1 は，長大で詳細な租税
法令を改めること。第 2 は，APAやICAPよりも，
争訟やMAPに資源を振り向けること。第 3 は，
過度ではなく適度なコンプライアンス（“good 
enough” tax compliance）でよしとすることで
す。

このエッセイが書かれた時期，OECDが
Pillar Oneの利点としてtax certaintyを挙げて
いました。Barnes教授はこれに異論を唱えた
わけです。その後，2024年のTax Certainty 
Dayでも同様に，グローバル最低税の執行につ
いてcertaintyが語られていますから83，彼の批
判の射程は現在の取組みにも及びます。

（3）増井のコメント
私は，Barnes教授のこの主張について，是々

非々で考えたいと思います。
一方で，彼は，事実認定が不確実性の主要な

発生源であり，事実の認定に関する意見の食い
違いを完全に除去することは不可能だと指摘し
ます。これはもっともです。また，彼はそこか
ら，過度にわたらず，あくまで適度なコンプラ
イアンス（“good enough” compliance）を求め
るべきだと主張しています。これももっともな
ことだと思います84。彼が具体例として出して
いるのは米国の外国税額控除のルールで，この
分野の米国法の異様な細かさを少しでも知って
いる方は，私と同様に，彼が適度さを求めるこ
とに共感してくださるでしょう。日本の公法学
説でも，合法性原則を再構成して，課税庁が調
査義務を尽くしたうえでそれ以上の調査検討を
取りやめることは禁じられていない，と論ずる
ものが登場しています85。

他方で，APAやICAPに対する彼の懐疑的な
スタンスには，議論の余地があります。彼が
APAを低く評価する理由は，それが潜在的な
移転価格事件のごく一部しかカバーしないこと，
税務当局の資源をやたらに食うこと，にありま
す。政府はむしろ，税務調査と大規模事件解決
に資源を振り向けるべきだ，というのです。こ
れは，米国の実務を知り尽くした彼の発言です
から，重みがあります。しかし私は，APAが
未然に紛争を防止するという利点との間で，も
うすこしバランスのとれた立論が可能だと思い
ます。

ICAPに対する彼の低い評価も同じ理由によ
ります。彼は，早期税務調査によって潜在的課
税に対応することが，限られた政府資源の良い
使い方とはおそらくいえないだろう，と述べて
います。ここでも，早めに紛争を防止すること
の価値は，低く見積もられてしまっています。

たしかに，APAやICAPを動かすための労力
82	 �“The uncertainty caused by imprecise and incomplete tax rules and pesky facts that are not true （or are 

interpreted differently by taxpayers and tax auditors） are not a bug in the system： they are the system.”
83	 https://www.oecd.org/en/events/2024/11/oecd-tax-certainty-day-2024.html#agenda.
84	 �やや文脈が異なるが，藤岡祐治「徴収の制度設計についての理論的検討」租税法研究 53 号（2024）84 頁，99 頁は，

BETR という最適課税論の枠組みを紹介し，コンプライアンス・ギャップの最小化は政策の目的とはならないと論じ
ている。

85	 �巽智彦「租税手続法の規範的意義－合法性原則の再構成－」フィナンシャル・レビュー 156 号（2024）4 頁。
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が大きいという彼の事実認識には留意が必要で
す。企業側の情報提供の負担や課税当局側の審
査の負担を小さくするための工夫は当然必要で
しょう。

しかし，私としては，APAやICAPの便益を
もっと重視すべきだと考えます。見解の食い違
いを早期解決することで，企業の経済活動が円
滑になり，課税当局の資源が有効活用できます86。

なるほど，企業は租税以外にもさまざまな不
確実性に直面しています。しかしだからといっ
て，租税の不確実性を放置してよいということ
にはならない。政治経済情勢が流動的になれば
なるほど，せめて租税立法と執行の上で不確実
性のコストを減らすことが，ますます重要にな
ると考えます。

（4）既存ツールの展開
実際，確実性という概念を使うかどうかにか

かわらず，企業の納税協力コストを軽減する必
要のある項目は多数あります87。最近の「租税
研究」誌から例を挙げておきましょう。

角田伸広氏の講演は，トランプ関税が日本親
会社に後方転嫁すると移転価格課税の問題が生

ずることを指摘します88。ハイレベルの国際政
治経済がからんで，企業側だけではなかなか対
応が難しいところでしょう。日米の課税当局間
で協議して方針を示すことが望まれます。具体
的には，米国側のコンパラブルを関税賦課後の
ものに見直すことや，価格調整金の支払いにつ
き日本側で寄附金課税が生ずるか否かをめぐっ
て「合理的な理由89」につき個別ルーリングを
出せる体制を構築することなども，検討してし
かるべきかと思います。

比田勝隆博氏の講演は，MAP/APAの協議
が困難な相手国の存在を指摘しています90。相
手方のある話なので，地道に相手国との対話を
継続し，能力開発に助力していくしかなさそう
です。アジア開発銀行やJICAのプログラムは，
その意味で重要です。また，2026年 5 月には東
京で，IFA日本支部主催のアジア太平洋地域会
合が開かれます。近隣国から専門家が集う機会
ですので，この地域の納税環境向上のためにも
ご参加いただければありがたく存じます。

鍋谷彰男氏の講演は，租税条約について，毎
年の税制改正プロセスと異なり，関係省庁が民
間の要望をとりまとめて財務省主税局に提出し，

86	 �インドのボーダフォン事件の例をひくまでもなく，何年も訴訟が決着せず，ようやく最高裁判決が出ても立法でそれ
が遡及的に覆されるようなことでは，あまりに法的安定性を欠く。参照，居波邦泰「インドのボーダフォン判決に係
る考察（上）ボンベイ高裁判決の分析」税大ジャーナル 18 号（2012）119 頁，居波邦泰「インドのボーダフォン判
決に係る考察（下）インド最高裁判決の分析」税大ジャーナル 19 号（2012）119 頁。

87	 �研究大会当日の質疑応答において，Pillar Two の GloBE ルールの遵守が至難の業であること，執行ガイダンスが制
裁について謙抑的な態度を求めていることの指摘があった。OECD （2025）, Tax Challenges Arising from the 
Digitalisation of the Economy-Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules （2025）：
Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/a551b351-en の Article 8.1.8, Para. 28. には，次のように，比例原則を求める一文がある。“New 
penalties and sanctions in respect of the GloBE Information Return should be commensurate with penalties or 
sanctions in respect of other information returns and other information return filing obligations in the jurisdiction.” 
さらに参照，南繁樹・伊藤昌夫・松岡亮伍「グローバル・ミニマム課税に関する情報申告（GIR）の概要～ミニマム
課税の構造に沿った情報申告の要点と記載事項～」国際税務 43 巻 10 号（2023）12 頁，南繁樹・伊藤昌夫「グロー
バル・ミニマム課税に関する執行ガイダンスの要点～ OECD ガイダンス（2 月・7 月公表）で示された重要ポイント
について～」国際税務 43 巻 11 号（2023）30 頁。

88	 �角田伸広「トランプ関税の移転価格への後方転嫁について」租税研究 910 号（2025）68 頁。
89	 �移転価格事務運営指針 3-21。参照，井上康一・大沢拓・高名祐治「トランプ関税と日本企業による移転価格対応（下）」

国際税務 45 巻 8 号（2025）14 頁，20 頁。
90	 �比田勝隆博「最近の相互協議の状況について」租税研究 907 号（2025）206 頁。なお，これは ICAP についてもボト

ルネックになる。
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議論するといった枠組みが存在しないことを指
摘します91。そのうえで，租税条約の実務的な
課題を取りまとめて官民で情報を共有する場を
設けることを示唆しています。全面的に賛同し
ます。

5 ．おわりに

（1）まとめ
本日は，大企業の税務コンプライアンスにつ

いて考えました。冒頭に示した 5 つの問いに対
する検討結果をまとめると，次のようになりま
す。
●�大企業の税務コンプライアンスが重要なのは，

企業が情報の結節点であり，課税システムの
要であるからだ。

●�協力的コンプライアンスは，OECDの2013年
報告書を基本文書として，内外で意欲的に研
究されてきた。

●�応答的規制の理論的基礎は，協力的納税者と
非協力的納税者の分布に依存しており，その
ため両者をどう判別するかという課題がある。

●�日本の取組みとしては，2011年から税務CG
の働きかけがはじまり，対象拡大やインセン
ティブ付与をめぐって議論が続いている。

●�租税の確実性については，適度なコンプライ

アンスを求めるべきである。

（2）AI時代の人材育成
本日の報告は，これまでの社会構造の継続を

前提としています。最後に，この前提を相対化
しておきます。

いま私たちは，議論の前提ががらりと変わっ
てしまう時代の分かれ目に立っているのかもし
れません。というのも，AIの急速な発展とと
もに，官民を問わず情報処理や意思決定のやり
方が大きく変わりつつあるからです。OECDの
「税務行政3.0」が描く将来像に，AIが加わり
ます92。納税者の用いる自然システムと課税プ
ロセスが融合する中で，AIエージェントが企
業と課税当局の業務の中核に食い込みます。税
務コンプライアンスのあり方が根本的に塗り変
わっても，決しておかしくありません。

しかし，仮にそうなったとしても，最後に決
め手になるのは人ではないでしょうか。組織は
人で動くからです。菖蒲静夫氏の『税務担当奮
闘記』93を読むと，税務担当者が果たす役割の
大きさと，そのことを企業組織内の人々に訴え
続けることの重要性がよくわかります。AI時
代にこそ，対応できる人材育成が重要であるこ
と94を強調して，報告を終わります。

91	 �鍋谷彰男「日本の租税条約の “ 常識 ” の変化：日米租税条約全面改定以後 20 年の動向等を踏まえて」租税研究 906
号（2025）296 頁。

92	 �OECD （2025）, Governing with Artificial Intelligence： The State of Play and Way Forward in Core Government 
Functions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/795de142-en. 同 169 頁以下は，税務行政における AI の
現状，リスクと課題，潜在力と将来，を論じている。

93	 菖蒲静夫『税務担当奮闘記－企業税務の心得と体制強化』（中央経済社 2024）。
94	 �AI 推進法 14 条。さらに参照，山本隆司「情報秩序としての行政過程の法問題」太田匡彦・山本隆司『行政法の基礎

理論　複眼的考察』（日本評論社 2023）159 頁，164-165 頁。
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討論会 2 � 9 月18日㈭・午前

財政経済研究会報告：
税と社会保障のグランドデザイン

土居 氏（司会）

和泉 氏 國枝 氏

駒村 氏 林 氏
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	 司会　慶應義塾大学経済学部教授	 土居　丈朗
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はじめに

（土居）　皆さま，おはようございます。本日
は租研大会の討論会にご参加いただきまして誠
にありがとうございます。私は日本租税研究協
会の財政経済研究会の座長をさせていただいて
おります，慶應義塾大学の土居でございます。
本日はこの討論会の司会をさせていただきます。

まず，会を始める前にこの財政経済研究会に
ついて簡単にご紹介したいと思います。日本租
税研究協会の事務局にサポートしていただき，
経済学者が財政・税制・社会保障についてほぼ
毎月研究会を開催して，それぞれに研究発表を
していただくという形で開催しております。こ
の研究会に対してご支援を頂いていることにつ
いて心から感謝を申し上げたいと思います。

本日は研究会のメンバーのうち，私を含めて
5 人が代表してこの討論会に参加させていただ
いております。この研究会では特にわが国の財
政・税制・社会保障に関する研究を発表，討論
しているということですけれども，皆さまもご
承知のようにわが国の財政に関する議論の状況
はこれまでに類を見ないほど厳しい状況に置か
れていると思います。必ずしも自由な言論が保
障されていないということすら巷間ではあった
りもするように思いますけれども，幸い日本租
税研究協会の皆さまに支えられて，この研究会
の中では自由闊達に議論を進めさせていただい
ております。もちろんわが国の財政・税制・社
会保障においてはさまざまな課題があって，そ
れをいろいろな形で克服していかなければいけ
ないという状況にあろうかと思います。特に，
これまでずっとデフレが続いておりましたけれ
ども，物価上昇に転じる経済局面に入り，これ
をどういう形で財政・税制・社会保障で受け止
めるかということもまだ議論は半ばというとこ
ろではないかと思います。

そうでありながら，改革すべきことについて
は着々と改革が進んでいる分野も中にはあった

りします。例えば公的年金に関して申しますと，
5 年に 1 度の財政検証が昨年行われ，それを踏
まえた年金制度改革法案が国会で成立し，そし
て年収の壁に関する問題など課題とされていた
公的年金制度のさまざまな問題について，幾つ
かは解決の方向に向かうものになったと思いま
す。

ただ，必ずしも全てが十分に議論され尽くし
ているというわけではないと思います。例えば
税制がそうでありまして，確かに国民の関心は
高まっているように思いますけれども，「103万
円の壁」といいながら，税制と関係がないにも
かかわらず所得税制の控除が見直されるような
議論が進んでいたりいたします。さらには外国
人労働者の問題も別の形で議論されております
けれども，社会保障制度と極めて密接に関係し
ているところであったりもします。そうしたと
ころについてこれから 4 名の研究会メンバーの



―51―

先生方に順次お話しいただくことにしたいと思
います。

それではまず財政税制部門に関する研究を代
表しまして，中央大学の國枝先生にご報告をよ
ろしくお願いいたします。

Ⅰ．研究会報告
1．財政再建とわが国の税制
（國枝）　中央大学の國枝でございます。私か
らは財政と税制について，財政再建の必要性を
踏まえた上でわが国の税制がどうあるべきかと
いう話をさせていただきます。

（1）財政の持続可能性
〔プライマリーバランスと財政の持続可能性〕

まず堅い話で恐縮ですけれども，財政再建が
必要ということは，逆に言いますと今のままだ
と財政が持続可能でないということになります。
なので，まずは財政の持続可能性とはどういう
ことなのかということについてご理解いただく
必要があります。

スライド 2 の数式はそう難しい式ではないと
思いますけれども，財政の持続可能性確保のた
めに最低限必要なプライマリーのGDP比の黒
字の数字です。これは名目利子と名目GDP成
長率の差に，公債比率－日本の場合はGDP比
で250％という世界でも一番悪い状況にありま
すけれども－を掛けたものという単純な式から，

必要なプライマリー黒字の幅が出てきます。こ
れを下回るプライマリー黒字しか確保できない
ときには公債比率が増加を続けて，その国の財
政はいずれ破綻するという関係にあります。

ここでご認識いただければと思うのは，例え
ばプライマリー収支がゼロになりました，或い
は若干黒字が出ましたというだけではこの条件
は満たされないということです。従って財政の
持続可能性が確保できないということになりま
す。

これをグラフで表したのがスライド 3 の図に
なります。横軸に取っているのが公債比率であ
り，縦軸が基礎的財政収支，プライマリーの財
政収支で，黒字・赤字を示しています。この図
の中で，薄い線で書かれている斜めの線があり
ますが，仮に利子率と成長率の差が 1 ％のとき
に，この線の上であれば公債比率は減っていき，
この線の下であれば公債比率が増えていって財
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政破綻に至ってしまう関係を示しています。先
ほどの式の関係からしますと，公債比率が大き
いと当然ながら大きな額のプライマリーの黒字
がないといけないということになります。

ちょっと古い数字で恐縮ですけれども，2023
年の時点で，例えばイギリスはちょうど線の上
にありました。だからこの状況だと，財政の持
続可能性をちょうど維持できる最低限のところ
にいるということになります。それから，ドイ
ツやフランス，イタリアといった国は斜めの線
よりも上にいますので，財政再建に至り，公債
比率が小さくなっていくということになります。

さて，この時点でわが日本はどこにいるかと
いうと，後でご説明しますように最近はプライ
マリー赤字がもう少し小さくなってきています
けれども，図の右下で，斜めの線を大きく下回
っています。この状況の下では普通であれば全
く財政再建はできずに財政破綻に確実に近づい
ていくことになります。この状況を抜け出すに
は何が必要かというのを示したのがこの図の右
側にあるA，B，Cと書いてあるところで，ま
ずは当然ながらプライマリーの財政赤字をゼロ
にする。これがAという矢印で示している財政
再建の努力というところです。さらにそれだけ
では足りずに，次にBというのが必要で，日本
のように公債比率が非常に高い国においてはそ
れだけ高い幅が必要になってきます。さらには，
250％のままだと例えば災害があったときに十
分対応できないことになってしまうので，公債
比率を下げる必要があります。そうなると，さ
らに一番上にあるCぐらいのプライマリー財政
黒字が必要になってくるということで，相当大
変な努力が必要になることがおわかりになると
思います。逆に言うと，この図を見ますとAぐ
らいまでの財政再建をして，プライマリー財政
収支がゼロになったとしても財政は破綻してし
まうということになります。

ただ，日本ではこうした財政の危機的状況が
あまり認識されてこなかった理由がありまして，
それをスライド 4 で示しています。実際には日
本の場合，いわゆるマイナス金利が日銀の政策
もあって行われていましたので，一時的に先ほ
どの斜め上にあった線が右下がりの線になって
いました。この状況下だと，公債比率の非常に
大きい日本でもかろうじて右下がりの線よりも
上にあるので，財政再建しているように見えて
います。ただ，この状況がずっと続くわけはあ
りませんので，正常化されれば先ほどのA，B，
Cという 3 つの財政再建が必要になるというこ
とになってきます。

〔わが国の財政状況：国・地方のプライマリー
バランス（PB）〕

では日本の現状はどうかというと，これは 8
月 7 日に経済財政諮問会議に提出された中期試
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算ですけれども，2025年度は既にプライマリー
バランス（PB）が赤字になっています。2026
年度はこのグラフにおいては一応黒字になって
います。ただし，今後の経済政策で，例えば補
正予算が今後組まれることになると，その影響
を受けてこれが恐らく下がってくることになり
ますので，2026年度もプライマリーバランスが
黒字になるかどうかということだと思います。

加えて，このグラフは国と地方の両方を合わ
せたものですけれども，国と地方を別々に見ま
すと，地方は全体で見ると財政が非常に裕福な
状況にありまして，プライマリーバランスが黒
字の状況なのですが，国はプライマリーバラン
スが赤字です。国単独のプライマリーバランス
の黒字を確保していかないといけないというこ
とですけれども，2026年以降も国のプライマリ
ーバランス赤字が継続することになっています。

〔わが国の財政状況：公債比率の見通し〕

公債比率の見通しとしては，この試算の中で
は 3 つのケースが想定されていまして，過去投
影ケースというのが過去と同様の状況が続くケ
ースで，恐らくこれが一番現実的と思われます。
成長移行ケース，高成長実現ケースというかな
り楽観的な見方の場合には公債比率が減るとい
うことになっていますが，現実的な過去投影ケ
ースでは公債比率が途中から増加に転じるとい
うことになっています。

楽観的な方が公債比率が下がっている理由と

しては，2031年までのこの試算の前提として，
成長率の方が長期金利よりも高いという仮定が
置かれているからということになります。果た
してそううまくいくかというところも疑問があ
るということになってきます。

〔わが国の財政状況：財政の持続可能性回復の
ために必要な増税幅〕

今言いましたように，適切なプライマリー財
政黒字を確保しないと日本の財政は確実に破綻
してしまうという状況にあります。これを何と
かするためには歳出削減がまず考えられますが，
後でお話があると思いますけれども少子高齢化
ということで，どうしても社会保障の支出は拡
大せざるを得ないので，そのスピードを遅くす
るというのがぎりぎりのところであろうと考え
られます。だとすると歳入増加が必要になるわ
けで，増税が必要になってきます。ちまたでは
むしろ減税をどうするかという議論が政治家の
間ではなされているわけですけれども，日本の
現実は全く違う状況にあるということになりま
す。

それから減税を主張される方たちの間では，
他に財源があるぞということを言う方もいらっ
しゃいます。 1 つはMMT（現代貨幣理論）と
呼ばれるものです。ここで詳しくお話しするの
は難しいのですが，「租税研究」の雑誌のバッ
クナンバーを会員の方々は見られると思います
ので，MMTの問題点を批判した私の論文（「租
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税研究」2021年 7 月）を見ていただければと思
います。

それからもう 1 つ，国のバランスシートは実
は資産超過だから問題はないのだということを
言っている人がいます。これは，IMFが出した
レポートを誤って読まれているのでこういった
間違った主張をしているものです。

このレポートなのですが，厚生年金の積立金
がGPIFで運用されていて，確かに巨額の資産
があるわけですが，これが国のバランスシート
に計上されていることで一見，資産超過に見え
ます。ところが，このバランスシートには年金
負債が計上されていません。もちろん積立金は
年金を支払うために使われるわけですから，借
金は載せずに，それに充てるための積立金だけ
を計上しているので，資産超過に見えているだ
けで，重大な負債が欠落したバランスシートで
国の財政状況が厳しくないとする主張は，誤り
でございます。

MMT等の誤った主張について本当は経済財
政諮問会議で誤った主張だということを指摘し
なければいけないのですが，残念ながら自民党
の中にもこういう間違ったことをおっしゃって
いる方がいるので，これまで政府として否定す
る見解が出ていないという状況であります。

（2）考え得る財源

さて増税と言いましたが，どういったことが
考えられるかということですけれども，ヨーロ

ッパ等の経験から考えると次の 3 つが有力では
ないかと考えられます。まずは消費税です。ヨ
ーロッパの場合は付加価値税と呼ばれています
が，我が国よりずっと高い税率が設定されてお
り，我が国でも消費税増税が自然な選択肢にな
ります。それからもう 1 つがいわゆる環境税，
特にCO2にかかる炭素税ということになります。
それから金融所得課税の強化ということになり
ます。

〔消費税の増税〕

まず消費税は，効率性の観点から望ましいと
いわれていて，また世代間の公平にも貢献しま
す。世代間とはどういうことかといいますと，
各世代で見ると高齢者の方が社会保障の利益を
享受している一方，それに見合うだけの負担を
していないという状況があるので，受益超過に
なっていて，若者や将来世代が負担超過になっ
ています。世代間のこういう不公平を是正する
ために高齢者も支払っていただくという税にな
るのですが，高齢者，退職者の方は既に給与等
はもらっていませんので，そうすると消費税と
いう形で負担していただくことが必要になって
きます。

また消費税収は景気変動に対して安定的であ
り，社会保障の財源としては安定した財源が望
まれているので，そういった面でも優れている
ということになります。それから，日本の消費
税率は日本国民からすると重いと思われる方も
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いらっしゃるかもしれませんが，実は世界で見
ますと決して重くなくて，むしろまだまだ軽い
方になります。スライド10の図で見ますと，例
えば北欧諸国等では25％といった税率が支払わ
れています。

国際機関や専門家も財政再建のためには，例
えばIMFですと15％，OECDですと20％という
消費税率が中期的には必要になってくるであろ
うと言っていますし，さらには公債比率60％と
いったEUの基準と同じようなところまで財政
再建を進めようとすると，東大にいらっしゃっ
たBrown先生たちの研究では消費税率30％以
上が必要だということがいわれています。

なので，日本では消費税減税を話し合ってい
るような状況では実際は全くないということに
なるのですが，ご存じのとおり残念ながら消費
税に対する反感が非常に強く，野党を中心に消
費税率引き下げという話が出てきているので，

消費税増税は必ず必要になってきますが，今す
ぐこれを行うことは政治的に難しいところなの
かもしれません。

〔環境税（炭素税）（又は有償の排出取引権）〕

もう 1 つの有力な財源が環境税（炭素税）に
なります。同様の効果を持つ排出取引権制度と
いうのがあります。炭素税は二重の配当がある
といわれていまして，どういうことかといいま
すとCO2排出量を抑制する効果があるとともに
税収が上がってくるということです。この税収
を財政再建に回すことで，炭素税という 1 つの
税によって 2 つの利益があるということになっ
ています。

なので，有力な財政再建の財源なのですが，
実は日本においてはいわゆるGX推進のための
財源ということで位置付けられてしまっており，
既にGX経済移行債を発行して20兆円規模のGX
投資を支援することになっています。GX経済
移行債の償還財源として，名前は化石燃料賦課
金，それから特定事業者負担金という形ですけ
れども，実はこれは炭素税や排出権の有償での
割り当てに対応しますので，それで使ってしま
うということになっています。財政が大変な中，
GXにのみこの財源を使うのは非常に問題だと
思いますけれども，日本ではそうなってしまっ
ているということになります。
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〔金融所得課税〕

最後に金融所得課税です。これまで日本でも
所得格差が広がっていて，その際に経済学者の
中でも日本の場合にはスーパーリッチみたいな
人への所得集中は問題でなく，貧困層の拡大だ
けが問題なのだという主張が実は多かったとい
うことになります。ところがその主張は，そも
そも超高額所得者を含まないサンプルで，或い
はキャピタルゲインを除外した所得で分析をし
ていました。

私自身の研究ですが，国税庁の所得税データ
へのアクセスが認められまして，所得税データ
の中にはもちろん超高額所得者も入っておりま
すので，彼らのデータを使った研究を行ってお
ります。

この所得集中を示す基準としてパレート係数
というものがあります。これが小さければ小さ
いほど所得が集中しているということなのです

が，2003年のデータで私が昔行った研究ですと
2.1ぐらいだったのが，2020年には合計所得で
1.45，資本所得だけを見ると1.35，労働所得で
1.95という数字になってきて，小さくなってい
るので所得集中が進んでいるわけです。

高額所得者の方たちの主な所得ということに
なるのですが，スライド16の茶色で見えるのが
給与所得です。高額所得者といっても給与所得
を主にもらっている方が多いのですが，所得が
2,000万円を超える方のうちのトップの 1 ％，
一番右側を見ていただくと，水色が一番大きく
なっています。これが株式譲渡益になります。
なので，こういった方にとっては株式譲渡益と
不動産譲渡益が最大の所得源ということになり
ます。

ところが税負担を見てみますと，給与所得或
いは営業所得，自営の方については45％程度の
税負担をしているということなのですが，スラ
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イド17の図の緑色が金融所得ですけれども，こ
れについては20％を下回るような負担しかして
いないということになります。なぜそういうこ
とが起きるかというと，金融所得に元々国税で
原則15％しかかかっていないからということに
なります。

（3）結論

これを是正するためにはどうすべきかという
ことで，国税・地方税で今20％が利子配当，キ
ャピタルゲインにかかっていますけれども，こ
れを引き上げることになってくるのだろうと思
います。現実においても，岸田政権・石破政権
で，当初は金融所得課税強化をおっしゃってい
たのですが，途中からむしろ減税の話になって
しまったので，今後の新しい政権においては金
融所得課税強化を考えてもらいたいというのが
私からの発表でございます。

（4）各論文の紹介
税財政においては，私とこの後ご発表になら

れる林先生のほか何人かの先生も研究されてお
ります。今日は出席なさっておりませんので私
からごく簡単にご紹介しますと，中野先生は相
続税制における小規模宅地等の特例制度の課題
についての議論をしておられます。ちょっとテ
クニカルになりますけれども，小規模宅地の特
例制度における限度面積の拡大というのがあっ
たのですけれども，貸付事業用の宅地について
特例対象を拡大させているのではないか，その
結果住宅価格等の上昇に結び付いたということ
を指摘されています。

それから別所先生の論文では，税制において
は執行も重要なわけですけれども，わが国税務
行政の電子化の効果についての分析をされてい
ます。これも国税庁のデータを使われていて，
修正申告が減少したということで納税コストの
減少に貢献したわけですけれども，税収や租税
回避への効果は小さかったということが紹介さ
れています。

それから広田先生の論文においては，法人住
民税均等割の超過課税制度の導入が事業所の流
動を引き起こしているのではないかということ
が指摘されております。

西川先生の論文においては，歳出の方の効率
化ですけれども，愛媛県での落札比率のデータ
を用いて，その中で談合の可能性を指摘なさっ
ています。

最後になりますけれども，中里先生の論文に
おいては，急激な少子化の進展につきまして異
次元の少子化対策がなされているわけですけれ
ども，その問題点を論じています。少し時間を
超過してしまいましたが，私からは以上でござ
います。

（土居）　ありがとうございました。それでは，
続きまして慶應義塾大学の駒村先生から社会保
障分野につきましてご発表をよろしくお願いい
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たします。

2 ．2025年年金改革と社会保障制度横断的な
改革について
（駒村）　慶應義塾の駒村でございます。よろ
しくお願いいたします。社会保障グループは，私
以外に一橋大学の山重先生，お茶の水女子大学
の大森先生，それから今日参加いただいている
嘉悦大学の和泉先生の4人で構成しております。

（1）各論文の紹介
最初に社会保障の各論文についてご紹介した

いと思います。社会保障制度はやはり人口問題
が極めて重要ということで，出生率の低下，少
子化がなかなか止まらないということで，昨年
度は出生数が70万人を切っている状況です。今
年もかなり厳しい状態が続いていて，低位推計
を下回るピッチで下がっているのではないかと
いう予測も出ています。社会保障は世代送りの
仕組みを取っていますので，支える側を増やさ
なければいけないということで，高齢者，それ
から女性，外国人といったところが重要な支え
手として期待されているということになります。

山重先生の論考は「男女格差と税社会保障制
度」というタイトルで，まさにジェンダーギャ
ップ，女性の可能性を生かし切れていないとい
うところにフォーカスした論文となっておりま
す。次に和泉先生の方は，後ほどお話があると
思いますけれども，外国人をどういうふうに戦
力化していくのかというのも大事な議論だと思
っております。

それからテーマ別に考えると，私は今日年金
をお話しする予定ですけれども，高齢化インパ
クトは医療・介護にも影響を与えていくととも
に，医療の方は特に新しい医療技術の発展によ
って高額化しています。この辺の医療保障制度
の持続可能性をどう高めていくのかという点に
ついて，大森先生の方から医療サービスの費用
負担の在り方について，諸外国において民間医
療保険をどのように活用しているのか，これは

最近もドイツなど大陸の国でさまざま類似の問
題を抱えていますので，その中で，日本ではあ
まり注目されていませんけれども民間医療保険
をどう使っていくのかということが議論してい
ます。

年金については今日私がこれからお話しした
いと思っております。年金は 5 年間隔で，年金
財政検証に基づいて， 6 月に参議院選挙の前に
法改正が成立しています。今回の法改正は非常
に複雑な経緯がありましたので，少しその辺も
踏まえたいと思っております。

お話しする内容は，改革の評価についてと，
特に評価が分かれた基礎年金の給付水準の問題
を巡るさまざまな課題といったものを簡単にご
紹介できればと思っております。

（2）評価：年金制度改革の評価軸
〔年金制度改革の評価軸〕
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まず年金制度の評価軸については， 1 つは財
政的な持続可能性があるかということです。現
在は，マクロ経済スライド，わかりやすくいえ
ば高齢化率に連動して 1 人頭の年金給付水準を
実質的に下げていくことで持続可能性を高めて
いくということになっています。

一方で，持続可能性は高まったけれども年金
制度として機能しないほどのレベルまで下げて
しまうとどうなのかという議論がありますので，
同時に給付の十分性も確保しなければなりませ
ん。ただ，高齢化が非常に厳しくなっています
ので，持続可能性と給付の十分性のバランスは
現在極めて厳しい状態になっています。この中
で基礎年金の給付水準が急速に低下する問題に
どう対応するのかというのが今回の年金改革の
主要なポイントでありました。

3 番目のポイントは，年金制度は不断に改革
を行う必要があるわけです。就業構造や家族形
態の変化に対して年金制度は対応する必要があ
ります。特に今回は短時間労働者に対する適用
拡大，それから遺族厚生年金の改革が一部行わ
れていて，子どもがいない配偶者に対する遺族
厚生年金を有期にするという改革が行われまし
た。このほか在職老齢年金においては，65歳以
上の高齢者が働きながら年金をもらうと年金が
削られるという制度がありますが，これを一部
改正したということで，高齢者の就業率を後押
しする政策が採用されているということで，お
おむね適切な方向の改革が行われていると思わ
れますが，基礎年金の給付水準引き下げに対す
る措置は 5 年後にさらに再検討するということ
になっております。

（3）課題：基礎年金の給付水準の動向
〔課題：基礎年金の代替率の低下と同時停止に
よる底上げについて〕

今回の年金改革で，大きな議論になったのは，
基礎年金の給付水準の低下への対応です。基礎
年金を含めて厚生年金に対するマクロ経済スラ
イドは，2004年の年金改革で導入されています。
そのときの見通しは，賃金・物価が上昇し，19
年間マクロ経済スライドが順調に適用できれば，
モデル年金の所得代替率が当時の59.3％から
50.2％になります。この際に，厚生年金と基礎
年金（ 2 人分）のバランスが 4 対 6 ，厚生年金
が 4 ，基礎年金が 6 というバランスでそのまま
相似形で小さくなるはずでした。つまり，マク
ロ経済スライドを基礎年金にも厚生年金にも同
じ期間，同じペースで適用するというのが前提
だったということになります。

しかしながら，この図の中段にありますけれ
ども，年金財政検証を2024年に行ったところ，
マクロ経済スライドがデフレで適用が遅れた弊
害が大きくなっていることが確認されました。
特にデフレ対応能力が低い，国民年金制度の財
政調整の欠陥が一部あるのですけれども，基礎
年金に対してマクロ経済スライドが長期化して
しまっていて，逆に厚生年金は短期化するとい
う問題が起きました。その結果，所得代替率は
50.4％という政府目標を維持できているものの，
基礎年金と厚生年金のバランスが 5 対 5 までい
びつに下がってしまったということが起きてい
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ることが確認されました。
基礎年金の給付水準が大幅に下がるというこ

とは，所得保障政策上どういう問題が出てくる
かというと，単純に言うと生活保護受給者が増
える，年金制度における再分配機能が低下して
しまうということがあります。さらに困ったこ
とに，基礎年金に対するマクロ経済スライドは
2057年まで適用されますが，その前の2040年に
氷河期世代が退職を開始すると，氷河期世代が
退職した後もマクロ経済スライドは影響を受け
ることになります。この氷河期世代の年金は低
いのですが，もっと低くなります。

今回の年金改革では，将来の年金額の分布推
計というのが行われています。分布推計を見る
と，氷河期世代の年金はそれほど低くないとい
うふうに見えるのですが，よくよく分布推計の
前提を見ると，それ以前の世代は40年加入で計
算しているのですけれども，氷河期世代は44年
加入で計算していますので，加入期間を延ばし
ているのです。だから年金額が減少しないわけ
です。しかし，これが本当にそうなるかどうか
わからないわけです。

基礎年金へのマクロ経済スライドの長期化は，
氷河期世代を直撃することになりますので，氷
河期世代が退職する前に基礎年金のマクロ経済
スライドを終わらせておかないと，貧困高齢者
が急増します。

なおこの推計は，先ほど國枝先生からPBの
ところで何通りかの経済成長モデルが紹介され
ましたけれども，こちらの方も過去30年投影ケ
ースです。正確に言うと，過去30年で日本経済
はさまざまなひどい目に遭いましたが，そのこ
とがもう一回起きても大丈夫と言っているので
はなくて，過去30年の全要素生産性の上昇レベ
ルだという前提で計算しており，手堅いケース
だということです。ただ，一部の識者の中には
この手堅いケースをホラーストーリーだといっ
て，こんなにひどいことが起きるわけがないと
いう紹介をしている人もいます。これは手堅い
推計で議論しているということです。この辺は

後ほどもしかしたら國枝先生とも経済前提をど
う考えるかということが議論になるかもしれま
せんが，いずれにしても2036年までに基礎年金
へのマクロ経済スライドを終わらせておこうと
いう議論が出てきたということです。

〔基礎年金の給付水準が下がるとはどういうこ
となのか〕

基礎年金の給付水準が低下することのイメージ
が一体どこまで人々の中で共有されているかと
いうことなのですが，基礎年金というのは障害
年金，遺族年金，老齢年金があり，これらの年
金がすべて所得代替率ベースだと 3 割下がりま
すので，生活保護受給者が急激に増えるでしょ
う。例を挙げると，障害基礎年金をもらってい
る方が218万人いて，20歳前障害が120万人近く
いますので，この人たちが現在生活保護を受け
なくてもいいレベルにいても，基礎年金の低下
を放置すれば将来生活保護を受けるようなこと
になるでしょう。

生活保護の話はもう少し本当は踏み込まない
といけない話になってくると思いますが，いず
れにしても生活保護の場合は生活を全部保障す
ることになり，このまま放置するとかなりの財
政負担が将来的にかかることが予測されますの
で，基礎年金の低下をどう食い止めるのかとい
うことが大事になってきます。
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（4）基礎年金の底上げを巡る政策の選択肢
〔選択肢の比較〕

基礎年金の低下を食い止めるためには，いろ
いろな対応方法があります。例えば現在基礎年
金の加入期間が40年，国民年金加入は20歳から
60歳未満となっていますけれども，これを 5 年
延長して45年加入にするというのも選択肢であ
ったわけですけれども，今回この選択肢のカー
ドを切ると，自営業の方は 5 年余計に保険料を
払うことになると考えられますし，基礎年金を
上げると，国庫負担が増えますので，国庫負担
をどうやって確保するのかということもありま
したので，2025年の改革からは落とされていま
す。

なお，2025年度から年金支給開始年齢が男性
は65歳になっていますから，多くの方が実は65
歳まで働くということで，45年加入の条件をサ
ラリーマングループは満たしつつある中でこれ
を見送ったということは，政治が過大に自営業
者等の声を引き受けてしまった部分もあると思
っています。

その他適用拡大を徹底的に行う，仮に900万
人近くまで短時間労働者の適用拡大を行うと，
基礎年金の低下を構造上食い止めることができ
るという効果もありますが，いきなり今回の適
用拡大でも200万人レベルですから，900万人近
くまで適用するのは大変難しくなります。では，
基礎年金の給付水準の低下を食い止めるために
は，結局どういう方法が使われたかというと，

厚生年金の積立金が活用されました。厚生年金
の積立金が250兆円あって，国民年金の20倍以
上の非常に大きな積立金があります。国民年金
の積立金は非常に小さくなっていますので，し
かもデフレで安定性も損なわれています。そこ
で，国民全員がもらう基礎年金の給付の財源に
厚生年金の積立金を部分的に使っていくことで，
基礎年金の低下を厚生年金の積立金で下支える
改革案が提案されました。しかし，参議院選挙
を前に，これは「厚生年金の流用」であるとい
うSNSで見当違いの意見が非常に広まって，与
党からその案が一度削除され，再び立憲・公
明・自民党の合意によって回復して， 5 年後に
もう一度再検証しようという結論になりました。
まさに多党化，少数与党の中で年金改革を選挙
前に行うのは一体どれだけ政治的コストがかか
るのかということがわかった事例だと思います。

（5）基礎年金の底上げ政策を巡る「 3つの壁」
と解決方法
〔底上げに立ちはだかる 3つの壁〕

この問題は，私自身が2019年の日経の「経済
教室」で指摘して，対応策を考えた政策案です。
しかし，国民年金と基礎年金と厚生年金の関係
がわかっていない方が非常に多くて，国民年金
イコール基礎年金，国民年金イコール自営業年
金，自営業者がもらう年金が基礎年金であると
かいう誤解がありました。

厚労省も，「国民年金 1 号＝基礎年金）とい
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う誤解を招く表記を今後改める必要があります。
説明が非常に悪くて，年金加入の制度と年金給
付の制度をごっちゃにして説明していますので，
国民の理解が広まらなかったということもあり
ます。

今回の年金改革で，基礎年金の低下を厚生年
金の積立金を使って止めていくというのは，恐
らく過去の年金改革の中でも一番難しいパター
ンだと思いますので，説明力も大変必要だった
のだろうと思います。

〔長期的・論理的・横断的な改革を担う「会議
体」の必要性〕

このような多党化・少数与党の中で今後も持
続可能な社会保障制度を作っていくとなると，
やはりさまざま工夫をしていく必要があるので
はないかと思います。今日は医療・介護の話は
できませんでしたけれども，年金・医療・介
護・労働・居住・福祉・生活保護・税制，こう
いったものを横断的に議論していく必要がある
のではないかと思います。

そのためには，かつて総理府に社会保障制度
審議会というものがありました。ここは非常に
ユニークな審議会でして，与野党の議員，それ
から学識者，担当省庁責任者，労使関係者が同
じ立場で審議会に入っていました。これは21世
紀の冒頭に廃止されました。私は，社会保障制
度の横断的な改革のためにこの制度審議会を復
活させるべきと提言しています。私の報告は以

上とさせていただきたいと思います。ありがと
うございました。

（土居）　ありがとうございました。それでは，
続きまして東京大学の林先生，ご発表よろしく
お願いいたします。

3 ．個人所得課税における控除について
（林）　個人所得課税における控除ということ
で簡単にお話ししたいと思います。

（1）所得控除
〔所得控除の問題点？〕

所得控除をなくして税額控除に変えようとい
う議論があります。それは次の 2 つの観点から
主張されているようです。 1 つは低所得者対策
の観点で，超過累進課税を前提にすると，高い
所得ブラケットほど限界税率が増加しますから，
低い所得では所得控除による税の軽減額が小さ
くなるという仕組みにもとづきます。

もう 1 つは，去年からのいわゆる○○の壁に
かかる議論の混乱からわかるように，一般の人
には，所得控除の種類が多過ぎで，それらの仕
組みがわかりにくくなっている点です。今回の
改定でさらに複雑になってしまっています。一
方の税額控除の場合，いったん計算した税額か
ら一定金額を引くだけですので，所得控除に比
べて非常にわかりやすいと思われます。
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（2）所得控除から税額控除へ
〔税額控除の利点（？）と所得控除からの転換
の提言〕

所得控除から税額控除への転換をもとめてい
る人達は，税額控除のほうが低所得者に恩恵が
あると考えているようです。海外を見れば，所
得に応じて変化する税額控除の制度はあるので
すが，多くの人達は税額控除を定額と考え，そ
の場合は低所得者でも高所得者でも税の軽減額
は同じになるので，低所得者対策としては優れ
ていると考えるのでしょう。また，先ほど触れ
たように，定額の場合，税額控除自体が分かり
易い制度になっています。

（3）税額控除と所得階級
〔税額控除は低所得者に対して優しい？〕

税額控除は低所得者に対して優しいかという
点については，所得控除か税額控除かという区
別ではなく，還付型か非還付型かという区別が
重要です。控除の場合，所得控除であろうが税
額控除であろうが，所得が低いと，控除する前
の金額よりも控除額が大きくなり，税額はゼロ
となります。この問題は，控除の際にマイナス
になった部分に応じて給付すれば緩和します。
そのような対応をするのが還付型の所得控除や
税額控除です。

〔負の所得税（negative income tax）〕

いわゆる「給付付き税額控除」という言葉を
皆さんも聞いたことがあると思います。それは，
ここでいう還付型の税額控除を指します。ただ，
ゼロブラケットにおいては，還付型である限り，
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所得控除であろうが税額控除であろうが同一の
効果をもち得ます。

この 2 つのグラフは，縦軸に可処分所得を，
横軸に稼得所得を図って，限界税率mを用いた
負の所得税の効果を描いています。左側のグラ
フは所得控除Dを用いた所得控除方式の負の所
得税，右側のグラフは税額控除Eを用いた税額
控除方式の負の所得税による予算線の変化です。
これらの図から分かるように，mD＝Eとすれば，
全く同じ予算線になりますので，所得控除と税
額控除の違いは本質的な違いではありません。

（4）所得控除と所得階級
〔所得控除は高所得者に有利？〕

もちろん，超過累進課税では，所得が増加す
るほど上位のブラケットに移動し，限界税率が
大きくなりますから，所得控除額に限界税率を
掛けた金額で表される税の軽減額も大きくなり
ます。しかし，税負担が累進的か逆進的かと考
える場合，私たちは金額そのものではなく，所
得に対する税額の比率を用いて考えています。
ですから，税の軽減額だけを用いて税負担を考
えることは，本来の作法からは逸脱しているよ
うに見えます。

図には，超過累進課税下における，所得控除
および税額控除による税の軽減額（縦軸）が描
かれています。ここで所得控除による軽減額は，
所得（横軸）に応じて段階的に増加しています。
一方の税額控除は，所得に応じて変化しない定

額E＝mDの金額として描かれています。これ
ら 2 つの「控除」による税の軽減度を，所得に
対する軽減額の比率を用いて表すと，その比率
は，原点とグラフの任意の点を結ぶ直線の角度
で表されます。税額控除の場合，この比率は所
得が増えるほど減少し，所得が増えるほど税の
軽減度が小さくなることがわかります。一方の
所得控除による，当該比率は，必ずしも所得が
増えると増加するわけではありません。この図
の場合，所得がかなり大きくならない限り，ゼ
ロブラケットでの比率mより小さくなることは
ありません。実際の制度でもそうですが，この
ように比率で考えると，必ずしも所得控除は高
所得者に有利な制度とは言い切れません。

（5）所得控除と税額控除はどう整理すべきか
〔そもそも所得控除と税額控除の機能は異なる〕

日本語としての所得控除と税額控除は同じ
「控除」という言葉を使っていますが，この 2
つの機能は異なります。所得控除の機能は，異
なった状況にある個人間での担税力の調整であ
り，それによって同じ担税力の者は同じ税額を
負担するという水平的公平性の達成がめざされ
ます。例えば，同じ所得を稼得しているが，家
族を扶養しなければならない人と，扶養家族が
いない独身者・単身者の担税力は異なるでしょ
う。同様に，所得を含む他の条件が等しくとも，
病気にかかって治療費が嵩む人とそうでない人
も担税力は違うでしょう。もちろん，所得控除
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の中には水平的公平性とは関係のない控除もあ
りますし，水平的公平性に関係があっても実際
の控除額が適切かどうかは不確かです。しかし，
担税力の減殺要因がある場合に，そのような要
因を調整する必要があるのは明らかでしょう。

つまり，所得控除は水平的公平性を達成する
ための仕組みと言えます。そして、いまひとつ
の垂直的公平性は，所得控除を行った後の課税
所得に対して累進的な税率を適用することで担
保されます。

一方の税額控除は，英語でtax creditと呼称
されるように，教科書的には，債務としての税
を支払う際に現金の代わりに利用できる政府発
行の権利と定義されています。つまり，クレジ
ットですから，何らかの目的の為に税額の軽減
を「認める」ことを意味しているわけです。例
えば，低所得者救済を含む，特定の施策の推進
のためにそうされることもあります。このよう
に，所得控除と税額控除は全く違った役割が与
えられています。

〔所得控除と税額控除はどう整理すべきか〕

このように考えると，所得控除は担税者の水
平的公平性の維持を目的としたものに限定すべ
きでしょう。実際の所得控除の中には，特定の
政策的意図や誘導的目的をもつものが複数あり
ますが，そのような所得控除はできるだけ税額
控除に転換する必要があると思います。

（6）�低所得者対策としてのいわゆる「給付付
き税額控除」について

最後は，いわゆる「給付付き税額控除」につ
いてです。時間をオーバーしているので簡単に
しか触れられませんが，これに関しては税額控
除の仕組みに泥濘する必要はないというのが重
要な点です。例えば，アメリカの還付型税額控
除のうちEITCと呼ばれているものの実態は賃
金補助です。また，カナダの給付付き税額控除
といわれている消費税クレジットは，カナダが
消費型付加価値税を導入したときに，低・中所
得者対策として導入した所得制限つきの定額給
付です。

〔日本における低所得者対策について〕

賃金補助や定額給付ということであれば，特
に課税当局による税額控除の仕組みに拘る必要
はありません。賃金補助であれ定額給付であれ，
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そのような給付を執行できるところがそれをや
れば良いということです。アメリカやカナダの
場合，たまたま連邦政府の課税当局が，その実
施に必要な情報を持っていたということです。
また，連邦国家であるアメリカやカナダでは，
福祉の権限は州政府にあるので，連邦が率先し
て低所得者対策を行う場合は，連邦税の仕組み
を利用するほうが手っ取り早かったのかもしれ
ません。一方，日本の場合，国税が必要な全て
の情報を持っているという訳ではありません。
また，日本は単一国家なので，必要な手続きを
踏めば，地方公共団体に様々な仕事を国が作っ
たルール通りに実施させることもできます。し
たがって，日本の場合，地方公共団体や源泉徴
収義務者を含め，どの主体がそういった「給付
付き税額控除」をやりやすいかということを加
味して，制度設計を進める必要があると思いま
す。

（土居）　ありがとうございました。それでは
続きまして嘉悦大学の和泉先生にご発表をよろ
しくお願いいたします。

4 ．�移民受け入れに伴う社会保障
制度改革の課題

（和泉）　嘉悦大学の和泉です。本日は，昨年
の「租税研究」の 6 月号に掲載させていただい
た論文を基にご報告したいと思っております。
「移民受け入れに伴う社会保障制度改革の課
題」「移民受け入れに伴う社会保障制度改革の
課題」というテーマで，外国人の受け入れを巡
っては最近さまざま政治的議論が起こっていま
す。そこで，社会保障制度の観点で見たときに，
移民や外国人労働者の受入れがどのような影響
をもたらすかについて考えてみたいと思います。

（1）報告概要
今日ご報告する内容は大きく三つあります。

まず，日本には体系的な移民政策，つまり長
期的な戦略がまだ存在していないという点です。
現状では，各業界の人手不足を補うために，い
わばなし崩し的に受け入れが進んでいるという
状況にあります。

次に，経済学の議論として，移民をどう受け
入れるかについては日本に限らず多くの研究が
あります。その中でも，とくに高スキルの移民
を受け入れることが経済成長に貢献するという
考え方が一般的です。では日本の場合はどうな
のか。その体系や実態を見ていきたいと思います。

そして三つ目に，社会保障制度の問題です。
移民が日本人と同じ制度に加入できるのか，そ
れとも独立した別制度を設けるべきなのかとい
う議論もあります。これについても検討したう
えで，最後に，日本の持続的な経済成長と共生
社会の構築という観点から，移民の受け入れが
不可欠ではないかという点をまとめとしてお話
ししたいと思います。

（2）日本の外国人労働者受け入れの現状と課題
まず現状と課題について，ご存じの方も多い

かもしれませんが，現状の数字も含めて見てい
きたいと思います。

〔わが国の移民政策〕

まずわが国の移民政策を見ますと，先ほども
お話ししたように，これは全く移民政策ではな
い」という国会での政府答弁が繰り返されてい
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ます。これは現在も維持されたままです。長期
的な受入れの方向性が示されず，実際には出入
国について管理するのみとなってしまっています。

〔在留資格別外国人労働者数の推移〕

厚生労働省が毎年10月末時点で公表している
調査によると，外国人労働者の数は年々増加し
ています。特に注目すべきは，2019年に政府が
掲げた『留学生30万人計画』が達成された点で
す。留学生30万人計画は，文部科学省を中心に
大学などが協力して進めたもので，コロナ前に
目標を達成し，その後一時的に減少したものの，
再び回復傾向にあります。

では，実際にどのような外国人が，どのよう
な在留資格で働いているのか。都市部ではコン
ビニで働く留学生をよく見かけますし，地方に
行くと農業や製造業などで多くの外国人が働い
ています。留学生として日本語学校や大学・専

門学校を卒業した人が日本に定着し，『専門的・
技術的分野の在留資格』で就労するケースが近
年増えています。たとえば中国からの留学生の
場合，以前は帰国を希望する人が多かったので
すが，最近は中国経済の低迷もあって，日本企
業に就職するケースが増えています。こうした
層は後で触れる高スキル移民に分類され，多く
が大卒以上です。一方で，高卒程度で来日する
『技能実習生』も増えています。グラフ中央の
部分にあたります。彼らは主に農業や製造業で
働いており，日本人の担い手が少ない職種を支
えています。たとえば都市近郊の農業で言えば，
私たちが日常的に食べているレタスやキャベツ
は，こうした実習生が畑で働いてくれているお
かげともいえます。

また，在留資格の中でも『身分に基づく在留
資格』を持つ方々，つまり元日本人や日系人の
方々も長年日本社会を支えてきました。静岡県
や群馬県などでは，製造業で働く日系人が多く
見られます。最近では，そうした伝統的な層以
外の在留資格を持つ外国人も増加しており，日
本の労働市場における多様化が進んでいるのが
現状です。

〔産業格別外国人労働者数の推移〕

産業別に見ますとやはり製造業が一番伸びて
います。サービス業も増えていますが，私の専
門分野である社会保障の観点から特に注目した
いのは，介護や医療・福祉の分野です。とくに
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老人ホームなどでは外国人の受け入れが進んで
いますが，同じ高卒程度の人材であっても，日
本語能力を必須とするなど条件が厳しく，この
分野の伸びはなかなか見られません。こうした
人材不足を放置すれば，家族が介護を担わざる
をえなくなり，結果的に離職を招くおそれがあ
ります。そうした意味で，私はこの状況を非常
に懸念しています。

〔在留外国人と労働者〕

さて，現在日本に在留している外国人は300
万人台，そのうち実際に働いているのはその中
の200万人台で， 3 分の 2 程度になっています。
この差は，家族として定住されている方々が含
まれているためです。国籍別に見ると，在留外
国人で最も多いのが中国籍の方ですが，労働者
に限るとベトナムの方が中国より多くなってい
ます。労働者でいえばベトナム・中国・フィリ
ピン・ネパール・インドネシアの順に日本では
多く働いていることになります。

（3）人口減少と移民の経済効果
人口減少と移民の経済効果について，経済学

の議論から少し紹介してみたいと思います。

〔外国人入国超過数による総人口試算（出生中
位・死亡中位）〕

まず社会保障は人口と切っても切れない関係
にあります。日本の人口は2050年代には 1 億人
を下回る見込みになっています。これは国立社
会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口
にある数字です。

今お見せしているグラフは私の方で作成した
もので，定住する外国人（移民）がどれくらい
純増していけば，どれ程度の人口減少で済むの
かを示したものです。極端なケースとして毎年
100万人ずつ入ってくれば人口は増加に転じま
す。日本は少子化が進行していますが，外国籍，
外国ルーツの方が入ってくることによって日本
の人口全体は増えます。ただ一方で，年間の純
増が6.9万人は，かなり人口の落ち込みが早い
ということもわかっています。試算では，純増
10万人ではまだ足りず，やはり10万人から25万
人の間ぐらいまでのところに置かないとなかな
か人口の急激な落ち込みは避けられない状況に
なっております。

そもそも外国人を入れるな，上限を設けろと
いった議論が政治の世界ではありますが，そう
いったことをやってしまうと日本の人口が急激
に減少して，しかもまだらに都市部以外の所か
ら大幅な減少が起きてしまうということも懸念
されます。2050年代， 1 億人になった頃に，恐
らく外国人の定住者が総人口の10％を占めると
いうことです。
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〔是川（2023）：在留外国人女性の出生力〕

留学生のケースで見たときに，日本では中国
人の高学歴の留学生が多かった歴史があります。
アメリカ，フランスでは移民が出生率を押し上
げていて子どもが多いという話があったのです
が，日本には当てはまりません。ただ，これか
ら移民の人口が増えていくことによって変わっ
てくる可能性はあります。

〔Boubtane他（2016）：移民とGDP〕

移民のスキルレベルについては，やはり高い
スキルを持っていると， 1 人当たりGDPと正
の相関があるということになっております。

〔移民の経済効果〕

高スキルの移民を優遇する一方で，技能実習
や特定技能といった中低スキルの労働者の受け
入れも拡大しています。この人たちは人手不足
解消に貢献する反面，生産性の低い産業を延命
させているのではないかとみられますが，一方
で移民が国内で生活することによる消費拡大効
果がありますので，これも無視できません。

（4）移民と社会保障制度の関係
さまざまな研究がありますが，このあたりは

「租税研究」をご覧いただければと思います。

〔社会保障協定締結国（抜粋）〕

次に，社会保障協定について触れておきたい
と思います。これは，日本と一部の国との間で，
社会保険料の二重払いを防ぐために，お互いの
制度を調整する仕組みです。具体的には，一定
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期間内に帰国する場合には保険料が免除された
り，適用除外になったりします。ただし，多く
の場合， 5 年以内に帰国するという条件が付い
ており，日本で直接雇用されているケースには
適用されない場合もあります。また，相手国側
の社会保障制度が十分に整備されていないこと
も多く，制度の運用には限界があります。私が
特に問題だと考えているのは，厚生年金の「脱
退一時金」の仕組みです。これは，外国人労働
者が 5 年以内に帰国する場合に支給されるもの
ですが，結果的に“ 5 年で帰らせてしまう制度”
になっている面があります。事実上，退職金の
ような扱いになっており，長期的な定着を阻む
要因にもなっているのです。

〔議論：国民と移民労働者向けの社会保障を分
離すべきか？〕

移民のために独立した社会保障制度を設ける
べきかどうかという点に関しては，基本的に多
くの国では，定住資格を持つ移民労働者を国民
と同じ制度に含めています。例外的に，シンガ
ポールのように国民と移民を分けている国もあ
りますが，一般的には同一制度のもとで運用さ
れています。日本も同じです。

（5）今後の移民政策と社会保障改革の方向性
現在，世界的に人材獲得競争が激化していま

すが，その中で日本は，いわゆる日本型の雇用
慣行や，最近の円安の影響もあって不利な立場

に置かれています。たとえば，外国人労働者が
母国に送金しようとしても，円の価値が低いと
実質的な報酬水準が下がってしまうのです。結
果として，日本で働く魅力が相対的に小さくな
っている面があります。その一方で，日本の社
会保障制度は一定の充実度を持っています。も
しこの制度の安定性や生活の安心感が，移民に
とって“暮らしやすい国”という魅力につながれ
ば，それが新しい強みになり得ます。ですから，
今後は社会保障制度と経済成長戦略と整合的に
位置づけていくことが重要だと考えます。長期
的な視点で，移民政策をどのように設計してい
くかが問われているのではないでしょうか。

Ⅱ．討論

（土居）　ありがとうございました。 4 人の先
生からご発表いただきました。簡単に総括しま
すと，この 4 人の先生方にご発表をお願いした
のですけれども，図らずも極めて時宜を得た内
容だったかなと思います。國枝先生の財政再建
の話は，まさに2025年度はプライマリーバラン
スの黒字化目標の年次であったということで，
その達成は困難な感じではありますけれども今
後どうやって達成するのかということ，それか
ら駒村先生のご議論はまさに今年の通常国会で
議論のあった年金改革，そして林先生のご議論
も通常国会で成立した所得税制改正の関連する
ところ，さらには参議院選挙で若干話題になっ
ておりますけれども給付付き税額控除に関連す
るところ，そして和泉先生のご議論はまさに参
議院選挙で話題になった外国人政策と社会保障
に関連するところでした。

早速ですけれども，このご発表を踏まえて討
論に移りたいと思います。発表順にまずは質問
を投げかけていただくような形を取らせていた
だきたいと思います。最初は國枝先生のご発表
に対する意見・質問ということで，駒村先生と
和泉先生にまずお話しいただきたいのですが，
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手短によろしくお願いしたいと思います。それ
では駒村先生，よろしくお願いいたします。

（駒村）　國枝先生に関して，ご報告について
2 つです。もし先ほどの成長率の話の前提があ
ればコメントを頂きたいと思います。

まず炭素税については，GXに使われてしま
っているという部分をもう少し見直すというご
趣旨かなと思います。一方で逆進的な性格があ
って，それに対する手当てが必要だという点か
ら何か別に使われてしまうというか，社会保障
の分野でも活用可能な税の性格だと思います。

それから先ほど時間がなかったのでしょうか，
退職金課税に関しては別稿で論考されるという
ことなのですが，高齢者に関する税制，特に65
歳以降の在職老齢年金が完全廃止された場合に
は税制優遇が大き過ぎるのではないかという議
論もあります。この辺についてコメントを頂き
たいと思いました。

（土居）　それでは和泉先生，よろしくお願い
いたします。

（和泉）　資本所得課税強化の政策的インプリ
ケーションについてお尋ねしたいと思います。
國枝先生の推計から，超高額所得者の所得が資
本所得に大きく依存していることが明らかにな
ったわけです。一般的に税制は所得課税，消費
課税，そして資本課税に区分されるわけですけ
れども，資本所得課税の在り方にどのような見
直しを促すものであると考えられるでしょうか。
再分配機能強化の観点から何か具体的な政策対
応がありそうなのか，興味がありますのでよろ
しくお願いいたします。

（土居）　それでは國枝先生，よろしくお願い

いたします。

（國枝）　ご質問どうもありがとうございます。
まず駒村先生への回答になりますが，炭素税は
確かに逆進的な側面があるのですが，とはいえ
影響は限定的かなという気がします。もちろん
影響が深刻ということであれば，本来であれば
炭素税収入の一部を給付に回すということにな
ると思うのですが，先ほども言いましたように
実質上の炭素税を日本でも予定しているわけで
すけれども，これをGX投資関連の支出に限定
してしまうということになってしまったので，
給付で手当てをするのが難しくなっています。
そこがGX投資関連に支出を限定することの問
題点だろうと思います。

それから年金税制の関係ですけれども，まさ
にご指摘のとおり，在職老齢年金の部分も含め
て年金所得控除の対象になるわけですが，現在
でも年金所得控除については寛大過ぎるのでは
ないかと指摘されており，ますます年金所得控
除について縮小していく必要性が増していくと
思います。

それから時間の関係で触れられなかった退職
金課税改革の話なのですが，今議論になってい
るのが退職一時金課税の在り方の問題です。退
職金を一度にもらうので，累進課税をそのまま
当てはめると過重な税負担になってしまうので，
現行で例えば 2 分の 1 に課税するということな
のですが，これが逆に労働市場の流動性を阻害
しているという話があって，退職一時金課税の
平準化をどうすべきかという話があります。

私の提案自体は，年金数理を用いてちゃんと
給与年金・退職一時金について中立的な税制と
すべきという提案であります。この詳細は他の
ところの雑誌になって申し訳ないのですが，日
本税務研究センターが出されている「税研」に
近く掲載予定ですので参考にしていただければ
と思います。

成長率の関係で，財政・社会保障の見通しと
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いう関係でいいますと，特に安倍政権以降，楽
観的な見通しに基づいて大丈夫だということが
続いてきたわけで，過去投影ケースの方が恐ら
く現実的だろうと思います。日本での試算につ
き議論したときに，例えば 1 ％の成長率という
と低いのではないかと言い出す人たちがいて，
昔の高度成長期のイメージがあってそういうイ
メージを持たれていると思うのですが，今後は
そもそも労働人口自体が減っていくので， 1 人
当たりの生産性が多少伸びたところでなかなか
日本全体のGDPはプラスになっていかないと
いう部分はあります。そこまで考えるとなかな
か楽観的なことはいえないだろうと思います。

それから和泉先生からのご質問にありました
資本所得課税の部分ですけれども，先ほども指
摘しましたように，資本所得を中心にスーパー
リッチの方々に所得が集中しているのですが，
日本の税制では金融所得税制についてむしろ軽
い税金になってしまっている部分がありますの
で，まずは国税・地方税を合わせて20％のとこ
ろを例えば30％に引き上げるところから始める
のかなと思っています。

（土居）　ありがとうございました。それでは
2 番目のご報告であった駒村先生のご発表に関
連しまして，國枝先生と林先生から意見・ご質
問を頂戴したいと思います。それではまず國枝
先生，よろしくお願いいたします。

（國枝）　駒村先生のご発表は基本的に私も同
意見でありまして，特に氷河期世代のうち，貧
困に苦しむ高齢者が出てきてしまうと思います
ので，基礎年金の底上げは必要だと思います。
ただ，必ずしも強調されなかった点として，基
礎年金の底上げのためにはまさに国庫負担の増
加も不可欠であり，国庫負担が増えるだけでは
なくて，そうすると当然ながら財源確保のため
の増税も必要になってきます。今後底上げの話

をする際に，国庫負担を増やせというだけでな
く，そのための具体的な増税の手段まで踏み込
んだ正直な議論が必要かなと思います。逆に言
うと，積立金の流用と呼ぶかどうかはわかりま
せんけれども，制度間調整を行わなければ基礎
年金底上げのために必要な増税幅が大きくなる
けれども，それでいいのかということでもある
と思います。基礎年金底上げのための国庫負担
の財源確保の議論の必要性について，駒村先生
はどうお考えかということを聞きたいと思いま
す。

（土居）　それでは林先生，よろしくお願いい
たします。

（林）　どうもありがとうございます。年金財
政については，若い人の数が減っているなかで
収支バランスをいかに達成するかという問題で
すから，単に粛々とやっていくしかないと思い
ます。

基礎年金の底上げをするにしても，生活保護
で面倒を見るにしても，結局は誰かのお金を使
うわけですから，重要なことは，いかに効率的
な方法をみつけるという一点しかないでしょう。

質問です。年金財政としての収支をバランス
させることは当然必要なのですが，例えば，基
礎年金を上げることで，個人ではなく世帯単位
での年金受給額の分布がどうなるかというのが
わからないところです。それをやったら大騒ぎ
になるのでやらないということもあるのかもし
れませんが，本来はそのような情報も堂々と出
していくべきでしょう。これは駒村先生という
よりも政策当局に対する意見です。

（土居）　ありがとうございました。それでは
駒村先生，ご回答をよろしくお願いいたします。
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（駒村）　國枝先生のご質問は，一部恐らく林
先生からのご質問に重なる部分があると思いま
す。これは要するに基礎年金の底上げを行う意
義なのですけれども，放置して生活保護に委ね
てしまう場合，生活保護の財源の確保が可能な
のか，何の財源で確保するのかということで，
これはかなり難しい話だと思います。

それに対して基礎年金を底上げして生活保護
に負荷をかけない場合は，基礎年金の底上げで
あれば消費税で確保することは社会的にコンセ
ンサスが得ることは相対的には理解され易いだ
ろうと思います。消費税は現在は高齢者 3 経費
プラス少子化対策ということなので，財源の調
達しやすさというか，政治的な負担と考えれば，
総体的には基礎年金を底上げして消費税などで
財源を確保した方がよろしいのではないか，こ
れは政治的なプロセスも考慮してそういう判断
をしているということです。まずお二人の共通
部分についてです。

それから積立金も使えなかった場合どうなる
かというと，基礎年金の方に公費をもっと入れ
なければいけなくなり，現行の基礎年金国庫負
担 2 分の 1 をもう一回り上げないと間に合わな
くなりますので，積立金の活用はそういう面で
も必要ではないかと思います。

それから林先生のお話はおっしゃるとおりで，
今回の年金財政検証においては年金分布推計と
いうものをシミュレーションで出して，年金記
録の 5 分の 1 抽出で，これは実際にコロナの期
間の年金の種別間の移動の遷移確率を使ってシ
ミュレーションをつくっています。ただ，年金
記録は個人単位になっているので，世帯単位で
はできていません。世帯単位で年金の加入状況
を見るためには別途の統計を使って，かなり強
い前提でシミュレーションしなければいけない
ということで，適用拡大をどんどんやっている
文脈でいうと，モデル年金のイメージが世帯単
位になっていますけれども，あれは給付率の変
化を見るだけの道具になっていますので，適用
拡大の流れを考えると個人単位でのシミュレー

ションが重きを持っていると思います。ただ，
世帯単位の情報も必要なのかなというのはご指
摘のとおりで，これは研究者側でも考えていか
なければいけないテーマだと思います。

（土居）　ありがとうございました。それでは
3 番目のご報告で，林先生のご発表に関連して
駒村先生と和泉先生からご意見・ご質問を頂き
たいと思います。よろしくお願いいたします。
駒村先生，どうぞ。

（駒村）　 2 つの控除の違いで，tax creditと
いうのは本当はこういう意味なのだということ
が非常によくわかりました。林先生の研究会の
報告のときにも私は質問させていただいたので
すが，社会保障の分野では先ほどもお話しした
ようにマクロ経済スライドのような形でスライ
ド率が大変に重要になってきます。給付の方は
インフレに対応していますが，課税，負担の方
について物価の変動や賃金の変動がどういうふ
うに考慮されているのか。これはかつてボスキ
ンレポートの中で議論されていますけれども，
林先生のご報告の中でも 2 つほど教えていただ
きたい点があります。

1 つは，インフレは賃金上昇率のスピードに
よって逆進性があります。こういうインフレに
よる低所得者の可処分所得の低下に対して，林
先生が考えられる適切な税制での対応は何かあ
るのでしょうか。 2 つ目はもう少し大きい話に
なるのですけれども，インフレ局面では，所得
は実質的に変わらないけれども，隠れ増税のよ
うな形で税負担が増えてくるというところがあ
ると思います。インフレに対して税制が全般と
してどう対応すべきなのかという動態的な視点
を頂ければと思いました。

（土居）　それでは和泉先生，よろしくお願い
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いたします。

（和泉）　林先生に所得を巡るさまざまな控除
を整理していただいたことで，改めて所得をど
のように捉えたらよいのかという迷いを感じて
おります。私自身は社会保障が専門なので，所
得税，個人住民税と社会保険料を合わせた負担
感が気にかかる一方で，一般の方々が再分配所
得というものについて意識していない，認知し
ていないというのが気がかりです。2010年に廃
止された16歳未満の年少扶養控除の復活を望む
声がいまだにあるということもその 1 つです。
公的年金や医療保険といった目に入りやすい再
分配だけではなくて，最近では教育の無償化が
3 歳から大学卒業まで範囲を広げていて，さま
ざまな再分配の対象が全世代に拡大している状
況があります。

林先生の議論の中で，還付型税額控除という
のが本質的に低所得者への給付であり，各国の
行政インフラに応じて設計されるべきだという
ご意見もありました。低所得者への給付という
観点でどのような税制が望ましいのか，またさ
らに社会保障の選択と集中だとすれば最優先課
題に何を据えるべきなのか，お考えを教えてく
ださい。

（土居）　それでは林先生，ご回答をよろしく
お願いいたします。

（林）　どうもありがとうございます。初めの
駒村先生のご質問に関する答えは簡単で，単に
税制のパラメータをインフレにインデックス化
すればいいだけの話です。そうすれば，所得控
除の水準やブラケットの閾値はインフレの影響
を相殺するように変化しますから，ご質問の 1
番目も 2 番目もそれで対処できます。実際，私
の記憶違いがなければ，米国やイギリスはその

ような制度を採用していますので，これらの国
の制度を真似すれば良いだけです。ただ，財政
当局としては，税収を確保したいときにインデ
ックス化はしたくないでしょうね。なぜかとい
うと，控除額や所得ブラケットが名目値に固定
されている状況でインフレがおこれば，それは
実質的な増税ですからね。

和泉先生のご質問における所得の意味につい
ては，シャンツ＝ヘイグ＝サイモンズ的な包括
的所得概念を用いると整理ができます。ここで
所得か否かの判断は，懐に入ってきたお金のイ
ンフローを全部考慮して，それが消費と純資産
の増加につながるか否かで判断しようという話
です。したがって，社会保障給付として懐に入
ってきたお金は，それが消費もしくは純資産の
増加につながるならば，所得としてみなされま
す。その一方で，納税者個人の消費者や純資産
の増加につながらない支出は所得から除かれる
べきで，所得課税において，それらは所得控除
を通じて課税標準から排除されることになりま
す。

どういった税制が望ましいかというご質問に
ついては，課税を給付とは別に考えるのではな
く，課税と給付の制度を合わせて低所得者の予
算制約がどう変化するかを検討することが重要
です。したがって，税制だけ取り上げて，議論
することは難しいと思います。例えば，いわゆ
る「給付付き税額控除」の議論は，税制を用い
て低所得者対策を行うという議論になると思い
ますが，それと同じ効果は給付制度を用いても
達成できることもあります。

（土居）　ありがとうございました。それでは
最後のご発表を頂きました和泉先生のご発表に
つきまして國枝先生と林先生からそれぞれご意
見と質問を頂きたいと思います。それではまず
國枝先生，よろしくお願いいたします。
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（國枝）　和泉先生のご報告，どうもありがと
うございました。わが国に整合的な移民政策が
存在しない点についてはまさに同意いたします。
それから高スキル移民がわが国の経済成長に貢
献する可能性も十分あると思います。ただ，問
題はいわゆる低スキルの移民の方たちで，ライ
フサイクルを通じて考えると，まさに先ほどの
氷河期の日本人と同じように，若いうちに低い
給与しかもらっていない中でずっと定住すると
なると，むしろわが国の社会保障制度の負担を
増加させる恐れが強いのではないかと思います。

また高スキル移民で，特に高い報酬を得てい
る人にとっては，わが国の社会保障のメリット
というのは恐らく限定的ではなかろうかと思い
ます。他方，低スキル移民の中にわが国の社会
保障制度にかかるいわゆるモラルハザード的な
行動を取る者が存在する可能性があります。こ
れが難しいのは，ネットなどだと恐らく事実に
即していない過剰な批判がなされている部分が
あるのですが，反面モラルハザード的な行動は
全くないということでもないだろうと思われま
す。

そう考えると，社会保障の充実を特に高スキ
ルの移民をわが国に招くインセンティブとする
のは，よほどうまくやらないとリスキーではな
かろうかという気がします。いろいろ意見はあ
るところですが，世界でいうとシンガポールの
ような高スキルの移民と低スキルの移民をかな
り厳格に分ける，セレクティブな移民政策が必
要になってくるのではないかと思うのですが，
いかがお考えでしょうかというのが私の質問で
す。

（土居）　それでは林先生，よろしくお願いい
たします。

（林）　どうもありがとうございます。ここで
おっしゃっている，高スキル・中スキル・低ス

キルのイメージについてです。高スキル者をど
ういう人たちと見なすのかはよくわからないの
ですが，例えばわれわれの学術の分野だと，日
本の大学は，特にパフォーマンスが高い研究者
に対しては海外の大学とくらべて給与がかなり
低いです。したがって，海外で高いパフォーマ
ンスを上げている日本人研究者はなかなか日本
に戻ってくることはありません。他の業界でも
同様であるのならば，既に日本は，高スキルの
労働者を獲得するために，競争ができる段階で
はなくなっているのではないでしょうか。つま
り，高スキル人材の獲得について政策的な議論
をしてもあまり意味がないという気がします。

中スキルのイメージもよくわかりません。日
本に留学して大学学部を卒業し，日本の企業に
就職するような感じでしょうか。そういう人た
ちは，今後どれぐらいのウエートになるのかと
いうのもよくわかりません。また，そういう人
たちは既存の日本人と労働市場で競争すること
になるわけですが，そこから起こる緊張関係に
関しても，心配すべきことかどうかも含め，ど
のように考えるべきなのかというのもよくわか
りません。

結局，プラクティカルには，日本人がやりた
がらないような人手不足のところの人手をどう
するかという問題になりそうです。また，今後
日本で現実的に増やすことができるのも，そう
いう部分の人材しかいないのではないかと思い
ます。しかし，先ほど仕送りの話が出ましたが，
日本円がこのままならば，十分な仕送りもでき
なくなる可能性もあります。その場合，低スキ
ルの人々の中でもさらにクオリティが低い人々
が来日することになるのでしょうか。そのよう
な人々を大量に受け入れて，労働力としては働
いてもらっている間はそれで良いのかもしれま
せんが，その後はどうなるかというのがまず見
えていません。このように，私は悲観的な見方
をしているのですが，低スキルの人々に対する
公共サービス提供や公的なフォロー，そして，
彼らの子どもに対する教育を継続的にしっかり
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行わないと，どちらかというと将来の負債の方
が大きくなるのかなという気はしています。

（土居）　それでは和泉先生，ご回答をよろし
くお願いいたします。

（和泉）　両先生のご質問ありがとうございま
す。國枝先生からはシンガポールのように高ス
キルの移民と低スキルの移民を選別すべきだと
いうご意見を頂いたところで，高スキルの移民
というのはどう定義するのかという林先生のご
質問にも重なる部分があると思います。やはり
大卒或いは大学院卒レベルを基本線で考えてい
ます。例えばアメリカであればいわゆるテッ
ク・ジャイアントといわれるようなITのエン
ジニアの人たちが高スキルと位置付けられてき
ました。そのテック・ジャイアントみたいな産
業や企業だけしか成長していなかったのではな
いかという議論もあります。そこが経済成長の
原動力になったという事実があります。高スキ
ル移民の受入れについては，日本企業の皆さん
がどのようにそういった高報酬の専門職，エン
ジニアといった人たちを受け入れるかどうかに
かかっていると思います。

ただ現状として見たときに，日本の大学を卒
業した留学生が日本企業に就職して，ある程度
日本に同化した形で入ってきてくれているとこ
ろは評価できるのではないかと思うのです。そ
こが他の英語圏の国々とは違う部分かなと考え
ています。

低スキルの移民が定住してもらっては困ると
いう考え方ももちろんわかるのですが，技能実
習生などは今のところ 3 年， 5 年で帰ってくれ
ています。ただ帰ったきり新規で入ってこない
ということが今後問題になるのではないかと懸
念されている部分があります。そもそも定住し
てくれるなというよりは，今はなし崩し的に定
住させる方向に在留資格が緩和されつつありま

す。その意味でも，移民政策を長期的な視点が
ないままなし崩し的にやっているのはまずいの
ではないかという考え方を持っています。

林先生は先ほど，高スキル移民はなかなか日
本に入ってこないという悲観的な見方をされて
いたことには同意します。日本の大学に留学し
てから日本で就職するという経緯で，日本社会
に同化してくれる外国人労働者を増やすという
イメージがいいと思います。

農業や製造業の人手不足をどう解決していく
のかという問題があります。これらの分野では，
そもそも日本人が集まらない，あるいは働きた
がらないという現実があります。

さらに背景として，日本の教育も変化してい
ます。小・中・高の学習指導要領の方向性を見
ても，かつてのように“定型的な労働”に向く人
材を育てるのではなく，“非定型的な労働”，つ
まり創造的・柔軟な働き方ができる人材の育成
へと移りつつあります。

そうした中で，これまで日本人が担ってきた
現場の労働分野で人材不足が生じています。し
たがって，そうした領域を外国人の移民労働者
がどのように補っていくのか，その方針を明確
に定めることが今後の移民政策の大きな課題だ
と考えています。

（土居）　ありがとうございました。

Ⅲ．質疑応答

（事務局）　國枝先生宛てです。金融所得，一
時所得の増税については岸田政権下などでマー
ケットが過敏な反応をしました。そのような問
題にどのように対処する方法が考えられ，増税
に結び付きますかというご質問です。

（國枝）　ご指摘のとおり，金融所得の増税に
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ついてマーケットが過敏に反応したということ
があって，それによって岸田政権等が増税に慎
重になるということが確かにあったと思います。

ただ， 1 つには株式市場で株価が下がるとい
うことがあったとしても，応分な税負担をした
分だけ下がるということにすぎない。とにかく
常に株価がどんどん上がっていかなければいけ
ないということになると，いつまでたっても税
負担を求めることができないことになってしま
います。税負担については投資家にも受け入れ
てもらう必要があります。

他方，急激な株価変動となると影響も大きく
なります。

財政学では，特に資産市場で過敏なショック
がないようにするためには比較的早めにアナウ
ンスをして，時間を置いて税制改正を行うこと
が望ましいということがいわれています。そう
いう意味では，早めに「金融増税をします」と
毅然とした形で表明し，急激な株価変動を避け
るとともに，多少の株価等の変動については，
これまで税負担が軽かった金融所得者について
応分の税負担をしてもらうということをきちん
と説明していくプロセスが必要になってくるの
だろうと思います。

（土居）　ありがとうございました。私から林
先生に簡単な質問をいたします。日本の所得税
制はおっしゃるように所得控除が相当手厚く，
課税対象となっている所得の半分以上は，所得
計算上の控除も含めて広義の所得控除で既に控
除されていて課税所得が小さくなっているとい
う問題を指摘する声もあるわけですけれども，
それに対してどういうご見解かというのをお伺
いできればと思います。

（林）　どういった控除でどれぐらい課税所得
が減っているかということなので，本来あるべ
き控除で減っているのだったらそういう制度で

すからしょうがないとしか言いようがありませ
ん。やはり所得控除，特に人的控除のところは
しっかりそれを裏付けする議論がありますし，
その他のところにさまざまな控除がありますの
で，そこら辺の整理はもちろんしかるべきやり
方で行っていって，税額控除に転換できるとこ
ろは税額控除に転換すべきでしょう。所得控除
の機能としては，やはり担税力を横でならすの
が基本だと思いますので，その点はしっかり保
持して，他のところはしっかり考えて整理する
というのがまず必要なのではないかと思います。

（土居）　ご回答ありがとうございました。次
は和泉先生に質問させていただきたいと思いま
す。最後のスライド（和泉（18ページ））で，
日本の充実した社会保障制度は定住を希望する
移民にとって魅力的になり得ると書いてあって，
そのご指摘はそのとおりだと思います。むしろ
それを悪く評価する方も一部にはいて，日本人
にもっと手厚く社会保障してほしいのに，在留
しているだけで外国人にも随分寛容に社会保障
制度が適用されているではないかという声も日
本人の中に一部あったりするのですが，その見
解に対して和泉先生はどのようにご覧になって
おられるかというところについて，何かご見解
があればいかがでしょうか。

（和泉）　最後のスライドだけ共有させていた
だきましたけれども，全世代型の社会保障とい
うことで，高齢者だけではなくて子どもから働
いている世代の子育て支援も含めたさまざまな
社会保障が充実してきております。もちろん金
額的，財源的にいえば高齢者の年金や医療が一
番大きいわけですけれども，例えば教育の無償
化を取ってみても，幼稚園或いは保育園から，
3 歳の時点から，所得制限はあっても大学卒業
まで教育の無償化が一貫したものとして出てき
ております。
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家族を連れて定住するような人たちというの
は，日本で生まれ育った子どもたちが日本の教
育を受けると，やはりそこに同化した形で，分
断されないような形でコミュニティを形成でき
る，共生社会をつくれるといった意味合いで，
社会保障制度というものが社会をつくっていく
ための 1 つの材料になっていくのではないかと
思っていますし，また若い人たちが労働者とし
て入ってきますので，基本的に医療などがまだ
必要ではなく，年金にたどり着くまでに時間が
かかるという中でいうと，今は少子化，人口減
少が進んでいる中でこの人たちが社会保険料の
負担，税の負担も含めて社会保障の財源を支え
てくれる形になるのではないかと考えておりま
す。

（土居）　ありがとうございました。続きまし
て駒村先生に質問させていただきたいと思いま
す。先ほどご説明があった基礎年金の底上げに
関して， 5 年後見直しという格好で法律が通っ
ています。確かに必ずしも積立金を使って底上
げしなければいけないというわけではなくて，
もし経済成長率なり賃金上昇率が高ければそこ
まで必要はないというシナリオも財政検証では
示されています。けれども，やはり積立金を使
った底上げというのは 5 年後結局実施せざるを
得ないのかどうなのかという見通しについて簡
単にご回答いただければと思います。

（駒村）　ありがとうございます。 3 党で法改
正をするときに加わった附則では，マクロ経済
スライドのギャップが 5 年後もどのくらい続く
のかを見て判断しましょうというのが 1 項とし
て入っていて，第 2 項には基礎年金の底上げを
すると，厚生年金の積立金を使うと，一時的に
報酬比例部分が落ちる層があるので，その落ち
方がひどい場合はそこの手当てもしましょうと
いう 2 つの附則がセットで入っています。

今お話がありましたように， 5 年後の財政検
証でどの程度になるかを見ましょうというふう
に，ちょっと時間稼ぎ的な部分が入っています。
これは先ほど國枝先生のところでも少し議論に
触れたのですが，成長モデルと過去30年モデル
の 2 つがあって，さらに代替率を左右する，或
いはマクロ経済スライドを左右する要素として
は，出生率，寿命の伸長，外国人の状況，この
辺を全部加味して 5 年後やるわけですけれども，
出生数はむしろ厳しくなっているということだ
と思います。成長の方もまだ不確実性が強くて
運用もどうなるかわかりませんけれども，改善
するということはあまり期待できないと思いま
す。附則に書いてあるマクロ経済スライドによ
るギャップは引き続き発生するので， 5 年後は
積立金の活用がほぼ不可避ではないかと思って
います。

ただ，基礎年金の底上げだけで，つまりマク
ロ経済スライドの影響を除外して基礎年金の底
上げだけでやればという話があって，それは60
歳から65歳の加入期間を基礎年金の加入期間に
カウントする，国民年金 1 号の方にはそこに入
っていただくということが必要になるのですが，
もう 1 つややこしい課題は，それを成立させて
2030年からそれができるというと，45年加入に
よる計算はそこから先の未来世代だけに適用さ
れるのか，遡及するか公費がもう 1 段かかりま
す。ただ遡及しないと，国庫負担が同時に発生
したら遡及しない世代はなぜその費用を何で払
うのか，基礎年金上増し分を消費税で払うのか
という不満も出ますので，実は45年加入も今回
見送ったことでもう 1 つ難しい問題を抱えてい
るということも考えなければいけないと思いま
す。さらに 5 年後が楽かというと，かなり負荷
がかかる改革になると思います。

（土居）　ありがとうございました。それでは
オンラインでご参加の方から 2 つご質問を頂い
ておりますので，この 2 つをお受けしたいと思
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います。私から読ませていただきます。
これは恐らく國枝先生に対する 2 つのご質問

と思いますけれども，金融所得課税の増税は超
富裕層のキャピタルフライトを招く可能性があ
りますが，対策が必要になるでしょうかという
ご質問です。

それからもう 1 つは，最近MMTを主張する
議員がかなり多くなってきました。自民党でさ
えもそのような主張をする方がおられるぐらい
です。MMTを否定しないとプライマリーバラ
ンスなどの議論も全て無価値になり，あらゆる
負担について納得を得られないと思います。國
枝先生以外の方からももしコメントがあれば頂
ければと思います。

それから，BEPS後のグローバルルールなど
が行われている国際課税ですけれども，財政上
海外取引やデジタル課税にかかる捕捉などにつ
いてどのようにお考えか，もし國枝先生にお答
えいただけるならばお答えいただければと思い
ます。

そしてもう 1 つ最後に参りましたけれども，
考え得る財源 3 つに入っておりませんけれども，
資産への課税についてのご見解をお願いしたい
と思います。ではまず國枝先生，いかがでしょ
うか。

（國枝）　 1 つは金融所得課税強化に伴うキャ
ピタルフライトの可能性ということで， 1 つに
はどのくらいの増税幅かということにもなるの
だと思います。今ちょうどイギリスでキャピタ
ルゲイン課税の強化の話があって，キャピタル
フライトの話が確かに出ていたりはするわけで
すけれども， 1 つの対応策としては海外とも協
力していくということで，タックスヘイブンや
それに近いような世界であれば各国の税務当局
で協力して租税回避を防ぐということだと思い
ますし，これはなかなか実現が難しいかもしれ
ませんけれどもズックマン教授などは世界で協
調して資産課税を導入するということを言って

います。
ただ他方で，先ほど私が申し上げたのは国

税・地方税合計で今20％の税率を30％まで引き
上げたらどうかという話です。例えば総合課税
にして国税45％および住民税10％で，合計55％
まで上げるということになるとキャピタルフラ
イトの心配を確かにしないといけないと思うの
ですが，20％を30％ということでどれぐらいの
キャピタルフライトが出てくるのか，そこはそ
れほど深刻に考えなくても，先ほど言ったよう
な所得把握の強化策と併せて考えれば大丈夫で
はなかろうかとは思っております。

それからBEPS等の話についてもご質問を頂
きました。これはOECDで議論しているわけで，
それについてはこの会の会員様は他のセッショ
ンなどでも話があったので内容についてはご存
じだろうと思いますけれども，基本的にはせっ
かくOECDで合意したものについてぜひ推進し
ていくべきというふうに思っております。

ただ問題は，これも皆さまご存じのとおり，
トランプ政権がこれを全面否定のような形にな
っていまして，全面否定すると今度はヨーロッ
パのデジタル課税が復活するわけですけれども，
デジタル課税をするような国に対してまた関税
を引き上げるぞという話になっております。こ
こについてはやはりトランプ政権，或いはその
後の政権になってしまうのかもしれませんけれ
ども，国際協調に早く復活してもらいたいとい
うことになります。

（土居）　 3 番目のご質問はいかがでしょうか。

（國枝）　それも私の方からお答えした方がい
いですね。資産課税の話なのですが，例えばア
メリカ等で資産課税，英語ではwealth taxで，
日本では富裕税と呼ばれることが多いのですが，
富裕税を導入したらどうかということになると
思うのですが，資産価値に課税しようとすると，
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どうしても資産評価を適正に行えるのかという
のが問題になってきます。上場の株式等であれ
ば時価がありますので大丈夫なのですが，非上
場の株式，或いは土地につきましてもどれだけ
適正な評価が可能になるかということがありま
す。

実は世界で見ますと資産課税，日本でいう富
裕税に当たるようなものを適用している国は減
ってきています。もちろんフランスのように復
活させたらどうかという議論もあったりするの
ですが，アメリカのスレムロッド教授なども言
っておりまして，私も同意するところではあり
ますけれども，そういう資産評価の難しさを念
頭に置くと，資産を持っていればそこから所得
が上がってくるわけですから，資本所得課税の
強化ということでまずは適用していくことが優
先されるのではないかと思います。もちろん資
産課税のうち相続税などについては，経済格差
の世代を超えた継承は望ましくないことなので，
そこはそこでもちろんしっかり拡充していくべ
きと考えております。

（土居）　ありがとうございました。MMTに
ついてどなたか，他のパネリストの方でお答え
になられる方はいらっしゃいますか。いかがで
すか。林先生，もしよろしければ。

（林）　僕もMMTはよく勉強していないので
すが，要するにあの議論の要は，インフレの場
合には，ちゃんと税金を上げて対策をとれば良
いという議論だったと思います。したがって，
インフレがあるかどうかが重要で，現状はイン
フレが続いている訳ですから，仮に彼らの議論
が正しいとしても，既にMMTが成立する環境
ではないという気はしています。

（土居）　では國枝先生，何か付け加えたいこ

とは。

（國枝）　私の方からも一言付け加えますと，
MMT自体問題が多々あるということで，そも
そもMMTの理論が実ははっきりしたものがな
いものですから，MMTの論者の人たちはいろ
いろなレベルで間違っているのです。その批判
は難しいところがあるのでちょっと詳しくお話
しできませんけれども，「租税研究」に問題点
を書いていますので見ていただければと思いま
す。

それからもう 1 つ，先の報告でも申し上げま
したけれども，まさにご質問で頂いたように
MMTを否定しないと，財源確保をどうするか，
或いは減税は難しいという話にならないという
ことがあります。これまでは確かに自民党の中
にもMMT的なことをおっしゃる方がいたので
難しいところはあったかもしれませんけれども，
政府としてMMTを否定してこなかったわけで
すけれども，実際自民党なり政府なりというこ
とでMMTを否定するということをしないと，
これからは野党が消費税減税をと言ったときに
財源がないという話がきちんとできなくなる。
恐らくMMTは誤りとの指摘をする場としては
経済財政諮問会議などが考えられると思います
けれども，政府として正式にMMTは間違って
いるということをそろそろ言うべきではないか
と思っています。

（土居）　ありがとうございました。確かに
MMTがここまで話題になった最初のきっかけ
と私が認識しているのは，「ワシントンポスト」
にハーバード大学のサマーズ教授，財務長官も
務められましたけれども，彼がMMTは間違って
いると言って大きく取り上げたことによって，そ
ういう理論があったのかということが世の中に知
れ渡ったという皮肉的なところもあるわけです。
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まとめ

（土居）　皆さまのご協力を頂きまして充実し
た討論ができたと思います。ご協力いただきあ
りがとうございました。無事に時間内に収める
形で議論ができました。最後に一言だけ申し上
げますと，これまで財政経済研究会で議論させ
ていただいたことの一端を，今日は会員の皆さ

まにオンラインを通じてご紹介させていただい
たというところであります。われわれとしても
こういう自由闊達に財政・税制・社会保障につ
いて議論できる場というのは非常に貴重な機会
だと思っておりまして，今後とも引き続きご支
援のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。

それではこの討論会「税と社会保障のグラン
ドデザイン」につきましてはここまでとさせて
いただきたいと思います。
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はじめに 

 

慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗 

 

 団塊世代が全員 75 歳以上となる 2025 年を迎えた。2025 年は、そうした人口動態の節目となる年とし

て位置づけられ、わが国ではこれまで「社会保障・税一体改革」が取り組まれてきた。2025 年までに税

制や社会保障制度を改革して、洋の東西でも稀にみる高い高齢化率の社会でも持続可能にしてゆきたい

という思いが政策を動かしてきた。 

 「社会保障・税一体改革」が、2012 年に法制化されて以降、累次の社会保障改革が実施されるととも

に、2014年 4月に消費税率を 5％から 8％に引き上げ、その間２度の消費税率引上げの延期があったもの

の、2019年 10月に標準税率が 10％に引き上げられて今日に至っている。 

 しかし、2020年代に入り、税制改革論議は鳴りを潜めてしまった。社会保障改革については、「全世代

型社会保障の構築」という新たなキャッチフレーズの下で、改革を継続しているが、これには税制改革が

伴っていない。税制改革が行われなければ、社会保障のための追加的な税財源を確保することは難しい。

すると、追加で必要となる社会保障財源は何かと社会保険料で賄わざるを得なくなる。 

 現に、2023年 12月に閣議決定された「こども未来戦略」の実行にあたり、2028年度までに追加で必要

とされる 3.6兆円のうち１兆円は「子ども子育て支援金」という名で社会保険料として賄うこととした。

追加財源には増税を一切含めなかった。これに対して、現役世代の社会保険料負担が増えるとして強い

批判が出た。社会保険料の引上げならば、増税よりも反対が少ないから通しやすいというのは過去の話

となったことが顕在化した。 

 このように俯瞰すると、2025 年以降の経済財政のあり方を考えるには、税制抜きでは議論が成り立た

ないと言わざるを得ない。そこで、財政経済研究会では、新たなテーマを「税と社会保障のグランドデザ

イン」として、2025年以降の税・財政と社会保障のあり方を虚心坦懐に議論することとした。2023年の

11 月より夏や年末年始の時期を除いて、月に 1 回のペースで研究会を開催し、財政経済研究会のメンバ

ー間で研究発表や討論を重ねてきた。そして、こうした研究会で得られた学問的成果をまとめたものが

本報告書である。 

 財政経済研究会では、メンバーのほかに外部講師の方をお招きして全体テーマに資する内容の講演を

頂いている。2025年 2月 13日の会合では、同志社大学大学院ビジネス研究科の奥平寛子准教授にご講演

頂いたが、その内容は本報告書に含めていないため、ここで簡単に触れておこう。この講演は、一橋大学

大学院経済学研究科の森悠子准教授との共同研究をもとに、最低賃金の上昇が日本の女性労働者に与え

る影響、とくに就業調整と収入格差の観点から分析したものである。厚生労働省「賃金構造基本統計調
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査」の個票データを用いて、時給・年収・労働時間の変化を詳細に検証している。主な発見は、最低賃金

の上昇が女性の短時間労働へのシフトを促し、結果として年収 100 万円前後に収入が集中する傾向が強

まったことである。これは賃金格差の縮小という最低賃金制度の目的に反して、収入格差の縮小効果を

弱める可能性があると示唆される。特に既存の女性従業員において、週 25時間以上の仕事が減少し、週

25 時間未満の仕事が増加する傾向が確認された。 

 分布頻度アプローチと UQPE（Unconditional Quantile Partial Effect）推定という分析手法を用い、

最低賃金の上昇が賃金率には強い影響を与える一方で、年間収入への影響は限定的であることが示され

た。背景には、社会保障制度による「年収の壁」が就業調整を誘発している可能性があり、労働供給と需

要の双方に影響を及ぼしていることがうかがえる。 

 この講演は、最低賃金政策の効果を評価する際に、労働時間の調整や制度的要因を考慮する必要性を

示した点で、大変興味深いものであった。特に、政府が現在、2020 年代後半までに全国加重平均の最低

賃金を 1,500 円にすることを目標としているから、この施策がどのような効果をもたらすか、慎重に見

極める必要があると痛感させられる。 

 以上が、外部講師による講演内容の概略であるが、詳しくは、『租税研究』の 2025年 5月号に掲載され

ている論稿をご覧頂きたい。 

 次に、財政経済研究会メンバーの論稿からなる本報告書の構成を紹介したい。報告書は、第 1 章「財

政・税制」、第 2章「社会保障」の 2つの章から成る。第 1章は冒頭の総論に続いて 7つの各論、第 2章

は総論に続いて 4つの各論から構成されている。各論についての概要は、総論を執筆されている國枝、駒

村両主査が総論の中でより詳しく書かれておられるので、以下では各章の内容を整理してごく簡単に触

れるに止めたい。 

 第 1 章の各論は、第 1 節「相続税制における小規模宅地等の特例制度の課題とその見直しの方向性」、

第 3 節「電子申告と納税コスト」、第 4節「超過課税制度と課税ベースの移動」、第 6 節「我が国における

税務データに基づく分析の意義について」、第 7節「いわゆる『年収の壁』と所得課税における控除につ

いて」が税制に関する論稿で、第 2節「『異次元の少子化対策』について」と第 5節「行政の効率化：談

合と裁量」が財政支出に関する論稿である。さらに、税制に関する論稿のうち、第 1節は相続税、第 3節

と第 4 節が地方法人課税、第 6 節と第 7 節が所得税に関する論稿となっている。また、第 3 節と第 6 節

は、税務申告書を使って分析した論稿である。税務申告書を用いた分析は、近年わが国でも盛んになって

きている。 

 第 2章の総論に続く各論は、社会保障制度の現状と課題について、4つの論稿がそれぞれの重要な視点

を提供している。第 1節「男女格差と税・社会保障制度」は男女格差の背景にある性別役割分担の社会規

範について、第 2節「移民受け入れに伴う社会保障制度改革の課題」は外国人労働者と社会保障制度の関
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わり、そして外国人労働者のわが国の社会保障制度に対する貢献について、第 3節「医療サービスの費用

負担のあり方について」はわが国の医療提供体制やその費用負担について、第 4 節「2025 年年金改革制

度改革と残された課題」は 2024 年に行われた年金の財政検証を踏まえた改革課題について、有意義な示

唆を導いている。 

 いずれの論考も、それぞれのテーマについて読み応えのある内容となっている。本文に目を通して頂

ければ幸いである。 
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第 1章 財政・税制 〔総論〕 

 

中央大学法学部教授 國枝 繁樹 

 

１． 政治に左右された税財政を巡る議論 

 2024 年夏の衆議院選挙で、衆議院で与党が過半数を失ったことから、予算成立のためには、野党の一

部の要求を呑む必要が生じ、我が国の税財政は、政治動向に大きく左右されることとなった。まず、自民

党・公明党は、「手取りを増やす」をスローガンとして「103 万円の壁」の廃止を訴えて、同衆議院選挙

で躍進した国民民主党と協議を行い、2024年 12月 11日に、三党は、「一、いわゆる『103万円の壁』は、

国民民主党の主張する 178万円を目指して、来年から引き上げる。一、いわゆる『ガソリンの暫定税率』

は、廃止する。 上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進め

る。」との合意文書をまとめ、国民民主党は、補正予算に賛成することとなった。年末の政府・与党の税

制改正案においては、① 基礎控除が 48万円から物価上昇を勘案し、58万円に、② 給与所得控除の最

低保障額が、55万円から 65万円に引き上げられた。 

しかし、国民民主党は、政府・与党の税制改正案には納得せず、2025年度の当初予算については、2025

年 2月 28日に、自民党・公明党・日本維新の会が、教育無償化や社会保険料軽減の検討を盛り込んだ合

意文書に調印し、三党による賛成多数で、衆議院を通過することとなった。また、税制改正についても、

異例の与党修正案が提出され、基礎控除の上乗せ特例として、低所得者層の税負担への配慮として、課税

最低限が 160 万円に恒久的に引き上げられた。政府原案および与党修正案に含まれる措置は、所得税の

大幅な改正であり、国税だけで、平年度 1.2兆円を超す巨額の減収が見込まれている。 

 

図１ 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設 

 

                           （出所 財務省） 
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  一方、当初予算に含まれていた高額治療費の負担限度額引上げ措置につき、がんや難病の患者団体

の反発を受け、世論の反対が高まり、引上げを見送ることが決まった。このため、きわめて異例だが、参

議院で予算が修正され、修正後の予算を衆議院で再可決するという形で、予算が成立することになった。 

 その後、与野党は、2025年夏の参議院選に向け、それぞれ公約を提示した（図２）。 

 

図２ 各党の参議院選挙公約（財政関連） 

 

        （出所 日本経済新聞 2025.7.4） 

 

 野党の公約は、物価高対策として、消費税の税率引下げや廃止が中心なのに対し、与党側は、賃上げに

よる対応を基本としつつも、実現まで時間のかかる消費税減税ではなく、給付の方が迅速な対応が可能

だとして、給付策を中心として公約を提示した。 

 参議院選挙の結果は、新興政党が急伸する一方、与党が参議院でも過半数を失う結果に終わった。本稿

の執筆時点では、石破政権の去就も明らかでないが、今後の我が国の税財政政策も、当分の間、政治動向

に左右されるのは間違いなさそうである。 
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２．深刻さを増す財政状況と事実と経済学に基づく政策提言の必要性 

 不確実性を増す政治状況に対し、我が国の財政の中長期的な状況は深刻さを増している。世界では、

2025年1月に２期目に就任したトランプ大統領の政策により、世界経済の大きな枠組みが動揺している。

財政政策に絞っても、米国では、巨額の減税を含むいわゆる「1 つの大きく美しい法案」の成立により、

巨額の財政赤字が懸念されている。欧州では、米国からの要求もあり、各国とも防衛費の増加を図ってお

り、財政状況は悪化している。世界の債務残高の増加を懸念して、世界的に長期金利は上昇してきてい

る。 

 我が国においても、日本銀行の異次元の金融政策終了に伴う金利の引上げに加え、参議院選での野党

の勝利により財政規律が一段と緩むのではないかとの懸念から、長期国債金利が、７月には、一時、17年

ぶりの約 1.6％に上昇する場面もあった。金利の上昇は、国債費を増加させ、持続可能な財政のために必

要なプライマリー黒字を増加させる。公債の GDP 比率が世界でも最悪の我が国にとっては、国債金利の

上昇は、英国のトラス危機のような財政危機を招く可能性も小さくない。 

 そうした状況にもかかわらず、我が国の選挙においては、残念ながら、財源を無視した所得税減税や消

費税減税の議論のみなされている、代替財源を提示しないばかりか、日本銀行が通貨を発行すれば問題

がないとする現代貨幣理論(MMT)を主張し、財源の必要性すら認めない政党も存在する。（現代貨幣理論

(MMT)の根本的な問題点については、國枝(2021)を参考にされたい。）我が国の今後の政治に関し、ポピュ

リズムの悪影響を憂う声も聞かれるが、我が国の財政政策を巡る環境も同様である。 

 こうした中、現在の我が国の財政政策に必要なのは、税制や財政に関する経済学の理論や実証研究に

基づく確かな議論である。後述するように、本研究会では、税財政につき、「103 万円の壁」を巡る議論

の当否、所得格差是正の方策等の課題につき、専門家の研究に基づく議論を続けてきた。以下の論文は、

そうした議論をまとめたものである。 

 

 林論文では、まさに国会の論議で問題になった「年収の壁」および所得課税の控除について論じてい

る。専門家の間ではよく知られていたが、そもそも昨年時点の所得税制においては、配偶者が 103万円以

上の所得を得ても、手取りの所得が大幅に減少するという「103万円の壁」は存在していなかった。限界

税率の変化により就労が抑制される可能性を考慮した実証分析でも、配偶者控除をした場合の効果は限

定的である。また、同論文は、所得控除の意義の観点からも、配偶者控除を巡る議論について論じている。 

 國枝論文は、国税庁の税務データを用い、我が国の所得格差の実態につき解明している。高額所得者の

所得分布は、パレート分布で近似でき、パレート係数が小さいほど、高額所得者中で、超高額所得者に所

得が集中していることになる。税務データを利用して推計された我が国の 2020年の合計所得のパレート

係数は、1.45 で過去の推計より大幅に低くなっており、我が国でも超高額所得者の所得集中が生じたこ
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とがわかった。その中心は、株式譲渡益等の資本所得であり、所得格差解消のためには、資本所得課税の

強化が不可欠である。 

 中野論文は、相続税制における小規模宅地等の特例制度の課題について検討している。1999 年度税制

改正以降の小規模宅地の特例制度における限度面積の拡大が、法的には見直しされていない貸付事業用

の宅地についてもその特例の対象を拡大させる結果をもたらした。中野論文は、その結果、間接的に節税

対策としての貸付事業用地（駐車場や貸家用のマンション購入）の需要が高まり、住宅価格の上昇をもた

らす要因の一つとなっていると指摘している。現在、都心部等でのマンション価格の上昇が著しく、その

抑制のための政策の議論がなされているが、中野論文は、相続税制がその一因となっていることを指摘

している点で、非常に有用である。 

 租税政策においては、税制のみならず、執行も重要である。別所論文においては、我が国の税務行政の

電子化の効果についての分析を紹介する。2020 年より資本金１億円超の大企業の電子申告が義務化され

たのに対し、資本金１億円以下の企業では義務化なされなかった事実を活用し、電子申告の効果を推計

している。その結果、電子申告により修正申告が減少したことが確認され、納税コストの減少に貢献した

ことが明らかになった。ただし、途上国の研究で指摘される税収や租税回避への効果はなかった。 

 税制においては、国税だけではなく、地方税も重要な役割を果たしている。広田論文は、法人住民税均

等割の超過課税制度の導入が、事業所の移動を引き起こすのかを検討している。1996～2014 年の事業所

データを利用し、法人住民税均等割における超過課税制度の導入が、課税ベースである事業所数、特に小

規模事業所や県境付近を中心に負の影響を与えることを確認している。 

 財政の健全化のためには、歳入だけでなく、歳出の効率化も重要である。西川論文は、我が国の公共調

達の効率性につき、愛媛県での落札率のデータを用い、分析を行っている。分析の対象となるのは、落札

率の「95%ルール」と呼ばれるルールの存否である。民間団体の調査により、落札率が 95%を超えている、

と、談合の可能性があると予測されるようになったのに対し、談合を図る業者は、事前調整で、落札予定

者のみが 95%を下回る価格で入札し、他の者は 95%以上で入札することで対抗するようになったとの指摘

がある。これが、「95%ルール」である。西川論文は、愛媛県発注工事のうち、指名競争入札の場合、一般

入札にはない、不自然な落札率のジャンプが 95%であることを発見し、談合の可能性を指摘している。 

 我が国の税財政が厳しい状況となっている根底には、急激な少子化の進展がある。中里論文は、少子化

傾向を反転させることを目的としたい「異次元の少子化対策」につき問題点を論じている。同論文は、少

子化対策予算は、2010年代にほぼ倍増したが、出生率は 2010 年代半ばから低下しており、少子化対策を

充実させれば出生率が上がるという簡単な関係ではないことを指摘する。仮に出生率が上がったとして

も、出産可能年齢の女性の数は既に大幅に減少しており、出生数が増加に転じることは困難である。そう

した認識の下、中里論文は、異次元の少子化対策に過大な期待を寄せることは避け、人口減少を前提とし
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て社会の仕組みを変えていくことに重点を置くべきと結論づけている。 

 

 本報告書で示した真摯な分析が、今後の財政を巡る議論に反映されることを強く希望するものである。 

 

 

 

（参考文献） 

國枝繁樹(2021),  「MMT（現代貨幣理論）はどこが間違っているのか？」、『租税研究』 861巻  108 – 124

頁   2021年 7月 
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財政・税制 〔各論〕 

 

第１節 相続税制における小規模宅地等の特例制度の課題とその見直しの方向性  

 

専修大学経済学部教授 中野 英夫 

 

１．小規模宅地等の特例制度を利用した節税行為の問題 

 我が国の相続税では、被相続人等の居住や事業などの用に供されていた宅地の相続について、小規模

宅地等の特例と呼ばれる、その課税価格を減額する措置がある(措置法第 69 条の 4)。その特例の趣旨は、

事業または居住の用に供されていた宅地のうち最小限必要な部分については、相続人などの生活の基盤

の維持のために欠くことのできないものであること、また、その処分について売却なども相当の制約を

受けることに配慮したものとされている。 

 しかし、近年、この特例の趣旨に反し、節税を目的として本特例を利用する相続の実態が指摘されてい

る。平成 29 年度の会計検査院の報告書（租税特別措置（相続税関係）の適用状況等について）によれば、

小規模宅地等の特例が事業用又は居住用宅地等の相続税の課税価格を軽減することで相続人の事業又は

居住の継続等に配慮することを目的として創設された制度であるのに、相続人が、小規模宅地等の特例

を適用した土地等を、特に貸付事業用宅地等について短期間しか所有していないものが見受けられ、事

業又は居住の継続への配慮という小規模宅地等の特例の政策目的に沿ったものとなっていないと思料さ

れる状況となっている。 

近年、日本経済の低迷が長期化するなかで、小規模宅地等の特例制度は数次にわたって緩和の方向に見

直しが進む一方で、それにつれて上述のような特例の趣旨に反する相続の横行が後を絶たない。以下で

は、本特例を利用した小規模宅地等の特例を利用した節税行為の背景とその見直しの方向性について考

えてみたい。 

 

２．小規模宅地等の特例制度の変遷とその見直しの方向性 

はじめに、小規模宅地等の特例制度の概要について説明する。相続時に本制度で課税価格の軽減の対象

となる宅地は、事業用と居住用の宅地である。前者の事業用の宅地は、不動産貸付業、駐車場業、自転車

駐車場業などの貸付事業用の宅地とそれ以外の宅地である。それぞれの宅地には特例の適用面積の上限

である限度面積と減額割合が定められている。 

現在、貸付事業を除く事業用宅地の限度面積は 400 ㎡、減額割合は 80％である。また、貸付事業用宅

地の限度面積は 200 ㎡、減額割合は 50％となっている。そして、居住用宅地の限度面積は 330 ㎡、減額
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割合は 80％である。このほか、貸付事業用宅地を含む 2 つ以上の用途の宅地の相続については、特例の

対象となる面積それぞれの合計を一定に抑える要件が別に定められている。 

 この小規模宅地等の特例における宅地の限度面積は、1973 年度(昭和 48 年度) 税制改正の創設時に事業

用、宅地用宅地共に 200 ㎡に定められて以降、長年にわたりともに同水準に据え置かれていた。しかし、

1999 年度(平成 11 年度)の税制改正を契機に、円滑な相続に配慮するとして、事業用宅地の限度面積が 200

㎡、から 330 ㎡に引き上げられた。さらに 2001 年度(平成 13 年度)や 2015 年度(平成 27 年度)の各年度の改

正においても、特例の限度面積を段階的に引き上げる措置が講じられ、相続税の負担軽減が図られてい

る。その一方で、不動産の貸付事業用の宅地については、創設から限度面積は 200 ㎡に据え置かれ、減額

割合も見直しがされていない。 

貸付事業用の宅地がこれまで見直しの対象とならなかった理由は、不動産の貸付事業用地は、借地権割

合などによりその評価額が低く抑えられているほか、生活の基盤の維持のために欠くことのできないも

のとは言えないこと、また、貸家などの処分や売却もそう制約を受けないことによって、その限度面積を

低い水準にとどめていると思われるが、最も大きな理由は、賃貸アパート経営やマンション建設は、相続

税対策において非常に有用な手段として広く活用されており、安易な貸付事業用宅地の限度面積の拡大

は、こうした節税行為を助長することになるからである。 

しかし、特例の適用可能な貸付事業用宅地の面積は、近年続く小規模宅地等の特例の見直しによって実

質的に拡大している。それは、貸付事業用宅地を含む２つ以上の宅地に対しての適用要件を通じて、居住

用宅地等の限度面積の拡大が間接的に貸付事業用宅地の限度面積も拡大させているためである。このこ

とを直近で相続税の重要な改正が行われた 2013 年度(平成 25 年度)税制改正で確認する。 

2013 年度(平成 25 年度)税制改正では、相続税の基礎控除の引き下げや税率構造の引き上げなどの相続

税の増税が行われ、その負担増に配慮するとして居住用宅地の限度面積が 240 ㎡から 330 ㎡に引き上げ

られた。また、事業用と居住用の宅地などの２つの宅地について特例を受ける場合には、その宅地の面積

の合計額を一定の面積に制限する限度面積の要件が設けられていたが、本改正ではこれを撤廃し、居住

用宅地、事業用宅地を同時に限度面積の上限まで適用する完全併用化が可能となった。 

 一方で、貸付事業用宅地を含む 2 つ以上の用途の宅地の特例の適用についての要件(限度面積要件)は撤

廃されなかった。しかし、居住用宅地の限度面積の 240 ㎡から 330 ㎡への引き上げは、貸付事業用宅地の

特例の対象となる限度面積の実質的な拡大をもたらしている。この 2 つ以上の用途の宅地に課せられる

限度面積の要件の式は下記の通りである。 

 

平成 25 年度税制改正前 

貸付事業用宅地等の限度面積 = 200-(A×200/400+B×200/240)  (1) 
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ただし、A:特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等の面積の合計、B:特定居住用宅地等の面積の合計 

 

これは、限度面積で加重した各用途の適用面積の合計値が１を超えないことを表している。平成 25 年

度の税制改正では、居住用宅地等の限度面積 240 ㎡が 330 ㎡に引き上げた。これによって、新たな限度面

積の上限は(2)式に改められている。 

 

平成 25 年度税制改正後 

貸付事業用宅地等の限度面積 = 200-(A×200/400+B×200/330)    (2) 

 

 

図１は、限度面積上限の要件を満たす特定居住用宅地の面積と貸付事業用宅地の面積の組み合わせを

平成 25 年度の税制改正前と後で比較したものである。単純化のため特定事業用宅地等の面積はゼロと考

える。 

縦軸は貸付事業用宅地の限度面積、横軸は居住用宅地の限度面積である。右下がりの直線は、適用の対

象となるそれぞれの面積の組み合わせを表している。(1)の破線は改正前、(2)の実線は改正後であり、切

片の値は変わらないまま、傾きが緩やかになり、居住用宅地等の限度面積 240 ㎡を 330 ㎡に引き上げた本

改正によって適用可能な面積は拡大していることが分かる。 

このように貸付事業用宅地が居住用宅地と同時に相続が行われるときには、税制改正による居住用宅

地の適用面積が拡大したことで、貸付事業用宅地に特例の適用が可能な面積もまた拡大し、相続税対策

のための駐車場経営やマンションへの投資を増やす余地が生じている。 

例として、特例の適用を受ける居住用宅地の面積が 240 ㎡の場合、改正前であれば特例の対象となる貸

付事業用の宅地の面積はゼロであるが、改正後は、約 54 ㎡の面積が特例の対象となる。 

近年は、相続税対策として、アパート経営よりも地価の高い地域のマンションを購入し、貸家として運

用する事例が多いと言われている。特に、都心の高層マンションは、時価と相続税評価額との乖離が大き

いだけでなく、取引価格が１億円を超える物件であっても、その敷地利用権の面積は小さく、適用を受け

る貸付事業用宅地も小さい面積で済むことから、複数戸の取得も可能であり、特例の対象となる面積が

54 ㎡増えるだけでも節税を行うのに十分な規模である。 

 以上のように、2000 年頃から数次にわたって行われてきた小規模宅地の特例制度の見直しは、法的に

は見直しされていない貸付事業用の宅地についてもその特例の対象の限度面積を拡大させる結果をもた

らした。 

1999(平成 11)年度税制改正以降の小規模宅地の特例制度における限度面積の拡大のねらいは、相続時に
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おける円滑な事業の承継にあったが、行き過ぎた限度面積の拡充は、間接的に節税対策としての貸付事

業用地の需要を高め、住宅価格の上昇をもたらす要因の一つとなっている。 

 

図１：2 つ以上の用途の宅地を対象とする小規模宅地の特例制度の限度面積の要件 

 
 

３．おわりに 

1990 年代からの長期にわたる経済の低迷を通じて、特例制度の居住用や事業用の宅地の減額割合や限

度面積は、相続人等の生活の基盤維持のために欠くことができない最低限の水準を超えて拡大している。

これによって、間接的に貸付事業用宅地の特例対象となる限度面積も拡大し、相続税対策としての節税

行為に走るインセンティブを与えている。 

従来の相続税対策は、賃貸アパート経営やマンション建設が主なものだった。現在、最も節税効果を発

揮するのは、立地性の高い都市部に立地する高層マンションである。その相続税評価額の低さと小規模

宅地等の特例の活用によって、高所得者層の節税対策の手段としてその有用性を高め、相続税対策とし

ての高層マンションへの需要を高め、その価格の高騰を招いている可能性も否定できない。 

過度な節税対策を招く税制は、課税の公平性を自ら損なうものである。現行の小規模宅地等の特例制度

は、その本来の趣旨に立ち返り、限度面積などの要件を改めて検討する時期にある。 

  

200

240 330

貸付事業用宅地等の
限度面積(㎡)

特定居住用宅地等の
限度面積(㎡)

貸付事業用宅地の特例面積の創出
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第２節 「異次元の少子化対策」について 

 

上智大学経済学部准教授 中里 透 

 

「異次元の少子化対策」が始まった。少子化と人口減少への対応は喫緊の課題であり、出生率の引き上

げを通じて「少子化傾向を反転させる」ことが期待されている。 

 はたしてこの取り組みはうまくいくのだろうか。少子化と人口減少への対応についてはどのようなこ

とに留意すればよいのだろうか。以下ではこれらのことについて考えてみたい。 

 

１．出生率のこれまでの推移 

 議論の出発点として、まずは戦後の出生率の推移を振り返ってみることにしよう。 

 終戦直後には４を上回って推移していた出生率（合計特殊出生率）は 1950 年代に入ると急速に低下

し、1952 年以降は３を下回って推移するようになった。もっとも、1970年代前半までは出生率は基調的

に人口置換水準（2.06～2.07）を上回る水準で推移し、1960 年代までは人口減少よりもむしろ過剰人口

が人口問題を考えるうえでの大きな課題とされていた。 

 1970 年代に入り、オイルショック（第一次石油危機）で高度経済成長が終焉を迎えたのと同じ頃、出

生率は２を下回って推移するようになり、長い目で見ると人口減少が生じる社会が出現することが予想

された。もっとも、当時は第二次ベビーブーム（1971～74 年）の直後だったため、このことはあまり強

く意識されることはなかった。 

 その後も出生率の低下はさらに続き、1990年の「1.57ショック」を迎える。同年６月に公表された人

口動態統計（速報値）で、1989年の合計特殊出生率が「ひのえうま」で出生率が下がった 1966年の 1.58

を下回ったことが報じられると、出生率の低下が現実の問題として広く認識されるようになった。 

  少子化の問題への関心の高まりと少子化対策の取り組みにもかかわらず、出生率はその後も基調的に

低下が続いている。2000年代半ばから出生率は上昇に転じたが、2010年代半ばには再び低下に転じ、2023

年の合計特殊出生率は既往最低の 1.20となっている（2024 年の計数については本年６月に公表される見

込み）。 

 

２．これまでの少子化対策の経緯 

  こうしたもとで、1990年代以降、累次にわたり少子化対策が進められてきた。伝統的な少子化対策は、

待機児童対策をはじめとする「家庭と仕事の両立支援」を中心とするものであったが、2010 年代には地

方創生との関連で少子化対策をとらえる取り組みがそれに加わった。 
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 ここからわかるのは、少子化対策がそれぞれの時代の社会的要請を反映する形で進められてきたとい

うことである。少子化対策の当初の取り組みが家庭と仕事の両立支援を中心とするものであったのは、

1986年に男女雇用機会均等法が施行され、それをうけて男女共同参画の取り組みが進められていた 1990

年代初頭の社会の状況と無縁ではないだろう。もっとも、そのことはバブル崩壊後の経済停滞の中で不

安定な就業を強いられ、苦境のもとにあった若年層への経済的な支援が相対的に手薄になって、団塊ジ

ュニア世代の家族形成にマイナスの影響をもたらした可能性がある。 

 2010 年代に少子化対策が地方創生と結びつけて論じられてきたのは、日本創成会議の報告書（いわゆ

る「増田レポート）と、それをうけて政府において実施されてきた「まち・ひと・しごと創生」の取り組

みにおいて、少子化の克服と人口減少への対応が重要な政策目標として掲げられてきたためである。ま

ち・ひと・しごと創生法に基づいて各自治体には「地方人口ビジョン」と、そのビジョンを実現するため

の方策を示した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定が求められた。2015年には「希望出生率 1.8」

の実現が政府目標として掲げられ、この目標は 2020年に閣議決定された少子化社会対策大綱においても

少子化対策の基本的な目標とされているが、「希望出生率 1.8」は残念ながら未達のままとなっている。 

 

３．少子化への対応をめぐる論点 

 出生率の推移は結婚をしている女性の割合（有配偶率）と、ひとりの女性が生む子供の数（有配偶出生

率）に分けて考えることができる（日本では非嫡出子の割合がとても少ないことに留意）。 

「1.57 ショック」のあった年（1990年）と最近時点で国勢調査が行われた年（2020年）のデータをも

とにそれぞれの要因について確認すると、有配偶率は 2020年のほうが低い一方、有配偶率出生率につい

ては 2020年のほうがむしろ高くなっている。別のデータ（国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基

本調査」）で夫婦が最終的に持つ子どもの数（完結出生児数）をながめると、最近時点についてはやや低

下がみられ、そのことには一定の留意が必要となるが、総じてみると未婚率の上昇が出生率低下の大き

な要因になっていることがわかる。 

 少子化というと出生率の低下のことに注目が集まりがちになるが、出生数は子どもを産むことができ

る年齢の女性の数から大きな影響を受ける。この観点から出産可能年齢（15～49 歳）の女性の数を確認

すると、この年齢層の女性が 2020 年には 30 年前に比べて２割以上減ってしまっている。少子化をめぐ

る議論では出生数の基礎となる出産可能年齢の女性の数の推移についても十分な留意が必要となる。 

 これらのことを踏まえると、少子化への対応について考えるうえでは子育て支援だけでなく結婚をし

やすい環境づくりをしていくことが重要ということになる。少子化対策というとどうしても子育て支援

策の充実に関心が向かいがちになるが、出生率の引き上げのために必要な対策と、すでに子どものいる

世帯に対する家計支援の話は、ひとまず分けて考えるほうがよいかもしれない。 
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図１ 少子化をめぐる状況（1990年と 2020年の比較） 

 

       （資料出所）総務省「国勢調査」、厚生労働省「人口動態統計」 

 

４．「異次元の少子化対策」について 

 「異次元の少子化対策」では「2030 年代に入るまでのこれからの６～７年が、少子化傾向を反転でき

るかどうかのラストチャンス」ということが強調されてきたが、このことについてはいくつか留意すべ

きことがある。 

 「2030 年代に入るまでのこれからの６～７年」が「ラストチャンス」であるという説明については、

2030 年代に入ると若年人口が急減することが論拠とされているが、将来推計人口（厚生労働省）のデー

タを確認すればすぐにわかるように、出産可能年齢の女性人口について 2030年代に入ると不連続な変化

が生じるということはない（これまでと同様に緩やかな漸減傾向が続いていくことになる）。 

 少子化傾向の「反転」が意味することについては明確な説明がなされているとはいえない状況にある

が、出生数に関してはその基礎となる出産可能年齢の女性人口が大きく減ってしまっていることに留意

する必要がある（少子化対策が奏功して 35年前の水準まで戻ったとしても、出生数において少子化傾向

の「反転」は見込めない）。 

 「異次元の少子化対策」においては少子化対策予算を「倍増」させることが強調されてきたが、2010年

代に少子化対策予算の規模はほぼ２倍になった。安倍内閣（当時）のもとで少子化対策の予算は大幅な増

額が実現し、最近では待機児童の問題もほぼ解消に向かいつつある（ただし、保育の質的な充実について
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はさらなる改善が求められる）。こうしたもとでも 2010 年代半ばから出生率が低下してきたことを踏ま

えると、出生率はさまざまな社会的・経済的要因から影響を受けるものであり、少子化対策を充実させれ

ば出生率が上がるというほど話は簡単ではないことがわかる。 

 

５．人口減少を前提とした社会の仕組みづくりを 

  少子化と人口減少の進展は大きな懸念材料であり、少子化傾向の「反転」は強く望まれることである

が、ここまで確認してきたことを踏まえると、少子化対策によって出生率を大幅に引き上げることには

困難が伴う。仮に少子化対策が奏功したとしても人口減少は続いていくことになる。 

 こうしたもとで現実的な対応を考えると、「異次元の少子化対策」に過大な期待を寄せることは避け、

人口減少を前提として社会の仕組みを変えていくことに重点をおいて、適切な対応がなされていくこと

が望まれる。   
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第３節 電子申告と納税コスト 

 

早稲田大学政治経済学術院教授 別所 俊一郎 

 

１．行政の電子化 

DX（デジタルトランスフォーメーション）はさまざまなところで進められており，日本政府も DXを推

進している．2020年には「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を策定し，2021 年にはデジタ

ル庁を発足させた． 

税務行政も DXの例外でない．国際的には，OECDの Forum on Tax Administrationが 2020年に「Tax 

Administration 3.0」を公表し，税務行政の DXの推進を求めている．この報告書では，例えば「build-

in compliance」，すなわち取引がデジタル化され情報が半自動的に税務当局に送られるような仕組みを

実装することによる納税費用の節約が議論されている．日本の国税庁も「税務行政の将来像 2023」を発

表し、税務行政の DX による手続きや業務の在り方の根本的な見直しを目指している．大きな柱として、

納税者の利便性の向上、課税・徴収事務の効率化・高度化、事業者のデジタル化が挙げられている． 

税務行政の電子化のひとつに，申告書類や必要書類を電子的に提出する電子申告がある．電子申告は 3

つの段階でメリットがあるとされている．第 1 が identification、すなわち納税義務者の確定である．

とりわけ途上国ではインフォーマルセクターで働く人が多いため，特定の機械やアプリケーションの利

用によって納税者の確定がより容易になる．第 2は detection、すなわち納税額の確定であり，ここには

第三者の情報利用も含まれる．第三者とは納税者と国税庁以外の人を指し，たとえば所得税の源泉徴収

や付加価値税のインボイスも第三者情報の利用に当たる．第 3 が collection、すなわち徴税である．電

子化により，計算・入力間違いを減少させるといったわかりやすい効果から、対面での徴税がなくなって

汚職や結託、恐喝が減るという効果まで期待される．もちろん，電子申告にもデメリットはある．たとえ

ば，電子申告には機械やアプリケーションが必要であり，導入費用がかかるため，その費用が納税者の負

担になったり，負担しない納税者になんらかの不利益があったりする可能性がある． 

税務行政の DX はとりわけ途上国で注目を集め，2010 年ごろからこれに関する実験がいくつか行われ，

その結果が論文としてまとめられてきている．例えばタジキスタンの例では、納税者を電子申告を案内

したグループとしないグループに分け、それぞれの納税額の変化などを分析している。これらの論文で

は，徴税が対面でなくなることによって汚職が減る、国庫に納められるべき税収を税務職員が取ること

がなくなる、税務職員が納税者を脅すことが減る，といった結果が得られている。また、汚職が減ると同

時に税収が増えるという現象も広く検出されている。 

日本においても，2000 年代前半から電子申告が導入されている．以下では，日本での電子申告の効果
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についての分析結果を説明する． 

 

２．大法人の電子申告の義務化 

日本の電子申告である e-Tax, eL-Taxはそれぞれ 2004年，2005年に導入されている．しかし 2017年

の政府税調の中間報告はこれらが十分に使われていないことを指摘している．実際，OECD 各国と比べて

みると，いずれの国でも電子申告の導入は 2000年代前半であり，日本と大きくは異ならない．ところが，

アメリカを除く多くの国で 2010 年代後半になると利用率は 90％を超えている一方で，日本では 2020 年

時点でも 90％に達していない． 

これは，企業活動では情報処理技術が広く普及しているにも拘らず、申告・申請のデータが電子的には

提出されず、書面で提出されたものが税務当局において再び電子化されていることが少なくなかったこ

とを意味している．以下で分析する地方税については，事業所が立地するすべての自治体に申告書を送

付する必要があるため，会計システムのデータをスプレッドシートに抜き出して、紙ベースで申告書を

作るには，費用がかかる上に誤申告のリスクもつきまとっていた．このような費用とリスクにもかかわ

らず電子申告の利用が十全に進まなかった理由については必ずしも明らかではないが，e-Tax や eL-Tax

がファイル形式を指定していたためそもそも使いにくいものであり，会計システムに実装されていない

ケースが多かったことが考えられる． 

このような状況下で，政府税調は 2017 年に電子申告 100％を目指すべきであると提言した．これをう

け，2018 年度税制改正で大法人の電子申告が義務化された．ここでいう大法人とは資本金 1 億円を超え

る企業とされ，申告書・必要書類の全てが対象となった．大法人のみが義務化の対象となった理由は、電

子申告にはシステム投資が必要であるため、財務基盤が安定した法人に限定するためとされた．また，期

限は 2020年 4月 1日以降に始まる事業年度からとされた．これと同時に，申告書類のフォーマットとし

て CSV ファイルや PDF ファイルも認められた．書類の提出は国税・地方税を通じて 1 回でよいとされ，

国税当局と地方税担当部署で情報共有が進められることとされた． 

この改正では資本金 1 億円以下の企業では電子申告が義務化されなかった．そこで，資本金が１億円

の近辺にある企業の状況を比較すれば，電子申告の義務化の影響を検証できると考えられる．以下では，

このような見方に従っておこなった研究の結果を紹介する． 

 

３．電子申告の義務化の効果 

ここで紹介する研究では，東京大学政策評価研究教育センターで収集している，ある県の法人事業税の

2016～2022 年度のデータを用いた．資本金 1 億円で電子申告の義務化の対象になるところとならない法

人が分かれるから，分析対象は普通法人で資本金 1,000 万円から 4 億円の企業とした．県外本店分割法
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人、つまりこの県以外の所に本店があって事業所がこの県の中にあって県に事業税を払っている法人は

分析から除外している．この県に本店がない企業は全国展開していて東京に本店があるような企業であ

る確率が高く、電子申告システムの導入という点において行動パターンが特に違うのではないかと思わ

れるからである．2016～2022 年度のデータがそろっている法人に限定すると，資本金 1 億円以上の大法

人が 112、中小法人が 9,217が分析対象となった． 

分析対象となった法人の電子申告の利用率は下図のとおりである．黒い丸と実線が大法人の利用率、三

角の印と破線が中法人、すなわち資本金が 1,000 万円から 1 億円までの法人を表している。電子申告が

義務化された 2020年度に大法人についてのみ利用率のジャンプが見られ，中法人についてはあまり変化

がないことから，電子申告の義務化が利用率に影響を与えたことがわかる． 

次に，修正申告をした法人の割合に注目する．電子化により計算・入力間違いが減少することが期待さ

れるから，その効果は修正申告の減少という形で検出されると思われるからである．さきほどと同様に，

大法人と中法人について比率を描いたのが図 2である．この図を見ると，両方とも減少傾向にあり、2019

年から 2020年にかけて大企業では大きく減っており，期待に沿った結果となっている． 

 

 

＜図１：電子申告の利用率＞ 
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＜図 2：修正申告の比率＞ 

 

 

この修正申告の減少を統計的に処理をして推定すると，12％ポイントほどである．大法人の修正申告の

比率は制度改正前で 30%後半だから、比率にして 3分の 1 も減っていることとなる．同様の分析を加算金

の有無や納税額について行ってみたところ，効果はほとんど検出されない．これは，日本では電子申告は

租税回避には影響せず、他方で，修正申告の減少にみられるように納税コストの減少のみに寄与したこ

とを示唆している． 

前述した途上国の先行研究と比較すると、途上国での研究ではしばしば検出される税収や租税回避に

たいする効果は，電子化そのものの効果というよりは，電子化がもたらす税務行政の変化に起因してい

るということがわかる．言い換えると，日本のように納税意識が高く，税務職員の質が比較的高い環境に

おいては，電子化は納税コストの減少のみをもたらすと考えられる．ただし，ここでは電子化にかかる費

用は考慮していない．これは将来の課題である． 

 

 

  



―104―

 
 

21 
 

第４節 超過課税制度と課税ベースの移動 

 

武蔵大学経済学部教授 広田 啓朗 

 

本研究は、都道府県の超過課税制度、特に法人住民税均等割の超過課税制度の導入が、課税ベースであ

る事業所の移動を引き起こすのかを実証的に明らかにすることを目的としている。本研究の結果は、

Hirota et al.(2024)に基づいている。地方政府の政策決定における相互依存性を検証するための租税競

争分析の補助的証拠としつつ、超過課税制度を導入した都道府県と標準税率の都道府県における事業所

数の違いを分析し、地域間の税率差が課税ベースに与える影響や、租税競争に代表される政策の相互依

存性を識別することを目指している。 

2000 年の地方分権一括法を契機に、地方分権改革への関心が高まった。財政学の分野では、Oates 

(1972) の理論が示すように、地方のニーズに応じた分権的な公共サービス供給は資源配分の効率性を高

める可能性がある。しかし、一方で、租税競争や財政外部性といった地方政府間の戦略的相互依存関係

は、資源配分の非効率性を招く可能性も指摘されている。理論研究では様々な結果が示されているが、そ

の具体的な影響に関する実証研究は十分ではない。 

日本の地方自治体は、大都市から小規模自治体まで多様な地域性を有しており、地方分権のあり方やそ

の効果については更なる実証研究が求められている。日本の地方税財政は、標準税率制度が存在する一

方で税源がほぼ共通しており、地方政府間の制度的・時点的な違いを疑似実験的に活用できるという実

証分析上の利点がある。本研究では、この点を活かし、2001 年度の大阪府を嚆矢とする都道府県の法人

住民税均等割における超過課税制度の導入に着目し、税率引き上げが事業所数に与える影響を検証する。 

2000年代の地方税の特徴として、都道府県の法人課税への依存度の高さがあげられる。2006年度には

地方税収の約 40%を法人 2税（法人住民税・法人事業税）が占めており、その水準は国際的にも高いとさ

れていた。また、法人税収の地域格差も顕著であり、このような状況下で導入された法人住民税均等割の

超過課税制度は、税率変更に対する事業所の反応を引き起こしやすい可能性がある。 

地方法人 2 税は、法人事業税と法人住民税から構成される。法人事業税は事業活動そのものに課税さ

れる一方、法人住民税は地域社会の費用を広く負担させる税であり、法人税割と均等割の 2種類がある。

本研究が焦点を当てるのは、法人所得に関わらず課税される均等割であり、標準税率が存在するものの

制限税率がないため、都道府県の裁量によって超過課税制度の導入と税率決定が可能となっている。 

2001年の大阪府を皮切りに法人住民税均等割の超過課税制度は全国に広がり、2023年 4 月時点では 35

都道府県が導入している。他の税目における超過課税制度の導入団体数が減少傾向にあるのに対し、法

人住民税均等割における超過課税制度は地方分権一括法を契機として急速に拡大した。 
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地方政府の政策選択に関する実証研究は、Agrawal et al. (2022) によって包括的にレビューされて

いる。理論的枠組みとしては、財政競争、ヤードスティック競争、支出のスピルオーバーの 3つのモデル

が考えられている。本研究は、この中でも財政競争、すなわち課税ベースの移動に起因する競争圧力に着

目する。地方政府の政策選択に関する実証研究は、戦略的相互依存関係の有無、その要因の特定、そして

政策の相互依存性に関する因果メカニズムの識別の 3 つを主な目標としてきた。最終的な目標は、分権

的な政策決定における地方政府の競争が社会厚生にとって「良い競争」か「悪い競争」かを明らかにする

ことである。 

空間計量経済学の手法は広く用いられてきたが、Revelli (2005) や Gibbons and Overman (2012) は、

理論的識別問題や因果メカニズムの実証的識別問題を指摘している。Revelli (2005) は、租税競争の存

在には課税ベースの移動と税率差に対する課税ベースの反応という補助的証拠が必要であると主張して

いる。Gibbons and Overman (2012) は、空間計量モデルを用いた推定が政策の相互依存関係を示すに過

ぎず、そのメカニズムを特定できないと批判がある。 

本研究は、日本の地方分権改革の初期の効果を検証し、法人住民税均等割における超過課税制度の導入

を契機とした地方税率の変化が引き起こす影響、特に事業所に与える影響に焦点を当てる。さらに、超過

課税制度の導入が地価に与える影響も分析し、社会厚生への影響を考察する。本研究では、自然災害の影

響を受けた地域を除く 1705 市町村を対象に、『事業所・企業統計調査』および『経済センサス』の 1996

年から 2014年までの 8期間の事業所数データを使用する。経営形態別、経営組織別、産業別、従業者規

模別のデータも用いている。共変量として、市町村別の人口、年齢構成、失業率、所得、産業構造、土地

利用に関するデータを使用している。 

本研究では、Difference in Differences (DID) 分析と Event Study Design と呼ばれる疑似実験的

な計量手法を用いている。アウトカム変数は事業所数である。介入群は超過課税制度を導入した都道府

県に属する市町村、対照群は標準税率のままの市町村とする。 

ベースラインモデルの分析結果では、超過課税の導入により事業所数が約 2.7%減少することが示され

た。また、Event studyと呼ばれる手法を用いた分析より、超過課税制度導入以降、当該都道府県では事

業所数が減少傾向にあることが示されている 

カテゴリー別の分析では、会社形態、個人・共同経営、単独事業所、建設業、サービス業、製造業、運

輸・通信業、そして小規模な事業所（従業者数 1-19人）において、超過課税導入後の事業所数の減少が

確認された。特に、小規模な事業所ほど減少幅が大きい傾向が見られる。分析結果は、超過課税を導入し

た都道府県では事業所数が減少し、標準税率のままの隣接都道府県では事業所数が増加することを示唆

しており、事業所の移転の可能性を示唆している。特に小規模な事業所ほどこの傾向が顕著である。 
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県境に近い事業所ほど移転コストが低いと考えられるため、県境に近いかどうかという視点を導入し

た異質効果を検証した。分析結果は、すべてのカテゴリーにおいて、県境付近の事業所が他県へ移転しや

すい傾向を支持している。 

さらに、分析結果の頑健性を確認するため、従業者数と昼間人口をアウトカムとした追加分析を実施し

た。従業者数をアウトカムとした分析では、事業所数と同様に統計的に有意な負の影響が確認された。一

人当たり昼間人口をアウトカムとした分析では、超過課税を導入した都道府県において昼間人口の減少

が確認され、県境付近の事業所の移転が示唆された。 

地域経済に与える影響として、地価への影響を分析した結果、住宅地地価には正の効果（公共サービス

向上によるスピルオーバー効果の可能性）、商業地地価には負の効果と近隣地域への正の効果（事業所移

転の影響の可能性）が確認された。工業地地価には統計的に有意な効果は確認されなかった。 

本研究は、法人住民税均等割における超過課税制度の導入が、課税ベースである事業所数に負の影響を

与える可能性を実証的に示したものである。特に小規模事業所や県境付近において事業所数が減少して

おり、これらの影響は事業所の移転を含む可能性もある。その移転先として隣接都道府県が選択される

傾向が示唆された。また、地価分析からは公共サービス効果と移転効果が存在する可能性がある。長い

間、都道府県の税収において法人税に依存する割合が高かったことを考慮すると、2000 年代初頭の超過

課税制度の導入は、課税ベースである事業所に対して負の影響を与えたと考えられる。 

 

表：事業所数の推定結果 

 

注：共変量は、人口、15 歳未満人口割合、65 以上人口割合、納税義務者あたり課税対象所得、失業率、社会環境共変量は、第 1 次産業

比率、第 2次産業比率、第 3 次産業比率、住宅地面積割合、商業地面積割合、工業地面積割合、湖沼面積割合を利用している。また、カ

ッコ内は市町村ごとにクラスタリングした標準誤差を用いている．***、**、*は、それぞれ、1%，5%，10%での統計的な有意水準を示して

いる。 

 

事業所数
[1] [2] [3]

超過課税 -0.027*** -0.029*** -0.027***
[0.004] [0.004] [0.004]

観測値 13,640 13,640 13,640
市町村固定効果 Yes Yes Yes
年度固定効果 Yes Yes Yes
共変量 No Yes Yes
社会環境共変量 No No Yes
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第５節 行政の効率化：談合と裁量 

 

青山学院大学経済学部教授 西川 雅史 

 

1．考察の動機 

本稿は，日本の公共調達の効率性に関する考察であり，特に地方自治体が発注する舗装工事に着目し，

入札における「落札率」（落札価格/予定価格）の動向とその背景を明らかにすることを目的としている．

公共工事の必要性は，老朽化対策や防災・減災をめぐる政策的背景から極めて高まっている．公共投資全

体の年間規模は 20 兆円代半ばに達しており，仮に調達制度を改革し，落札率を 5％程度引き下げること

ができれば，歳出削減効果は 1 兆円規模となる算段である．不相応に価格が高止まりしているようなこ

とがあれば，限られた予算の中でより多くの社会的必要を満たすために，それは是正されるべきであろ

う． 

 

2．落札率の現状 

 実際の落札率がどのような水準で推移してきたのかを示したものが図 1 であり，落札率は全国的に緩

やかな上昇傾向にあることがわかる．関東地方整備局の発注工事においては，2008年に 0.88程度であっ

た落札率が，2020 年には 0.93 程度まで上昇している．小規模な市町村の落札率は，0.93〜0.95 で高止

まりしているようにも見える．次に，図 2では地域差を見るために，山梨・富山・大阪・高知の 4府県に

おける県下の市町村の落札率の分布をカーネル密度で表している．それぞれ太実線が 2008 年，細線が

2015年，太点線が 2020年の分布を示している．図１で確認したように，落札率の平均値は全国的に上昇

傾向なのであるから，山梨県，大阪府，愛媛県のように，落札率が過去から現代に近づくにつれて分布が

右側へ動いていくのは自然である，ところが，高知県下の市町村では，落札率の分布が時間とともに左側

へ動いている．これは，2012 年 9 月に国土交通省が高知県内に発注した工事で不公正な入札（いわゆる

談合）があったとして，公正取引委員会により改善要求がなされたことが影響していよう．つまり，その

後の制度改革や意識改革によって，入札参加者の行動に変化が生じたものと考えられる．逆に言えば，行

動が変化する前には，事業者間の協調関係などによって，価格が引き上げられていたとも解釈できる． 

こうした事業者間の協調関係を事前に探知することはできないのであろうか．筆者は，落札率が高止ま

りしているものの，談合事件が露顕したことのない愛媛県が久万高原町地域で行った入札に着目し，探索

を試みた1．そこでは，事業者間の協調関係の兆候を見つけることができず，久万高原町の落札率の高さ

は，過疎的な山間地という市場特性に基づくものであると判断した．その後，同地域で官製談合が摘発さ

れることになるが，それは，最低制限価格に関する情報漏洩であった．この種の官製談合は，事業者間の

協力関係が築けない時に，価格競争で勝つために，非公表である最低制限価格付近で落札することを企図

して発生する．つまり，事業者間の協力関係は不在だったとする筆者の観察そのものが間違えていたわけ

ではない． 

 

  

 
1 西川雅史（2024）「地方自治体の公共調達の一断面」『青山經濟論集』76，pp.171-216． 
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図 1：落札率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：市町村の落札率のカーネル分布（2008 年，2015年，2020年） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．「95％ルール」 

2001年，日本弁護士連合会は『入札制度改革に関する提言と入札実態調査報告書』をとりまとめ，1990

年代以降に談合事件が多発する中にあって，落札率の平均値が 95%を超えている自治体が多いことなどを

指摘し，建設業界に談合が蔓延していると推断した．これを受けて，全国市民オンブズマン連絡会議で

は，2002年度から都道府県，政令指定都市，県庁所在地などの落札率データを収集し，これを『落札率・

談合疑惑度調査』として取りまとめて公開しはじめた．そこでは，落札率が 95％を超えている場合は，
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談合の疑いが極めて強いものとして扱っている．こうした民間団体の動きが一般市民にも認知されるよ

うになり，公共調達において落札率が 0.95を越えていれば，談合の可能性があると予測されるようにな

った．こうした状況の下にあって，協調関係を保全したいと考える入札参加者の間では，落札率を 0.95

未満に抑えようとする動機が生じた．そこで，業者間の事前調整によって落札予定者とされた者のみが予

定価格の 95％未満の価格で入札し，他の者が 95％以上で入札するという共謀様式が考え出された．これ

により，落札率を 0.95未満に抑えつつ，狙い通りの落札者に落札させることができる．これが「95％ル

ール」である． 

図 3 は，愛媛県が伊方町・松野町の地域へ発注した工事を対象として，入札価格率の分布を示したもの

である．ここで入札価格率とは，入札価格を予定価格で除した値である．入札価格率は，落札した者だけ

ではなく，落札できなかった者の入札価格についても考慮できる．図 3で，黒破線が落札した者の入札価

格率の分布であり，グレーの実線が落札できなかった者の入札価格率の分布である．図 3 を見ると，落札

者の入札価格率（すなわち落札率）の分布を示す黒破線が，0.95 の直下に集中していることがわかる． 

これに対して，落札できなかったものの入札価格率は，0.95 より上に分布している．「0.95」という特定

の値を境に，勝者と敗者とが明瞭に配置されるという現象は，競争的な市場で発生するとは思えないもの

である．換言すれば，事業者間になんらかの協調関係が存在すると考えるほうが自然である．しかも，こ

の協力関係は維持するのが容易である．予定価格さえ知っていれば（愛媛県では事前公表），詳細な金額

を打ち合わせずとも，負けるべき者が負け，勝つべきものが勝てる． 

もし，95％ルールが実在するならば，入札価格率が 0.95 を下回れば勝率は 100％に近づき，入札価格

率が 0.95を上回れば勝率は 0％に近づくはずなので，0.95 を境として勝率（落札できる確率）に不自然

なジャンプが現れるはずである．この仮説を統計的に検証するため，2014年から 2022年までの愛媛県が

発注する舗装工事のデータを用いて，回帰不連続デザイン（RDD）による分析を試みた．その分析結果を

示したものが図 4である．愛媛県発注工事のうち指名競争入札においては，0.454という勝率の不連続な

ジャンプが，統計的な有意性を持って確認され，事業者間に協調行動が存在している可能性が高いことが

示された．対照的に，一般競争入札ではこのようなジャンプは確認されなかった． 

こうした分析から得られる含意は明確である．すなわち，調達制度の選択が競争性と効率性に与える影

響は大きく，指名競争入札を見直すことが，財政的な節減と公正な契約手続きの実現に資するというもの

である．具体的な政策対応としては，一般競争入札の拡大が考えられるが，さらに愛媛県発注工事であれ

ば，地域ごとの落札率の違いを利用して「参照価格」を得ることができるので，これを基にした随意契約

の活用も考えられる．たとえば，受注可能な事業者が実質的に 1者であるような地域の入札では，随意契

約を用いるものの，その予定価格の設定では，愛媛県が松山市域で発注した工事の落札価格情報を用い

る，といった形である． 
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図 3：「95％ルール」の存在可能性を示す入札価格率分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4：回帰不連続モデルによる検証結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．残された課題 

本稿の分析は特定地域の特定工種（舗装工事）に限定されているが，今後は他地域や他工種への応用と

比較を進めることで，より普遍的な知見が得られるであろう．また，95％ルールを用いた官製談合の検出

困難性については注意が必要である．官製談合によってフロア価格の事前漏洩があっても，落札率が低い

ため，それを不正（競争性の欠如）としては検知できない．また，競争性の判断は参加者数の多寡だけで

は必ずしも測れない．落札意欲のない者によって参加者数が嵩増しされる事例も多いからである．反対

に，同一業者が繰り返し落札する市場であっても，潜在的なライバルが存在しており，落札価格が低位に

抑えられているようなコンテスタブル・マーケットも存在していた． 

公共調達の効率化は，限られた財源の中でより多くの必要な事業を実施するための基盤である．その意

味で，調達制度の設計と運用を不断に見直す努力が，今後の行政運営においてますます重要になることは

間違いない．ただし，建設業の保護育成と，公共調達の効率化との間には常に緊張関係が存在することを

忘れてはならない． 
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第６節 我が国における税務データに基づく分析の意義について 

 

中央大学法学部教授 國枝 繁樹 

 

１．学術目的での税務データ利用の重要性 

 ビッグデータの利用可能性の拡大により、経済学においても、集計データではなく、個別の主体のデー

タであるマイクロデータに基づく実証分析が一般的となってきている。特に、最近では、従来のサーベイ

データに加え、行政データ（administrative data）に基づく実証研究が重視されてきている。財政学に

おいても、多くの国において、個別の納税者の匿名データ（氏名、詳細な住所等は除いたデータ）が学術

目的で利用可能となっており、そうしたデータに基づく実証分析が必須になってきている。 

残念ながら、これまで、我が国においては、個票を含む税務データの利用がほとんど許されていなかっ

たが、国税庁は、2021 年 6 月に、我が国の税・財政政策の改善・充実等に資する統計的研究を実施する

研究者を公募することを公表した。この研究においては、税務大学校職員との共同研究を前提に、国税庁

の保有する行政記録情報（税務データ）を利用した分析等を行うことができる。筆者（國枝）の属する研

究グループは、幸い、「我が国の所得税制に関する税務データに基づく分析」の共同研究のパートナーに

選ばれ、2022 年３月より共同研究を進めているところである。本稿においては、国税庁の提供する税務

データの利用の成果の一例として、最近の高額所得者の所得分布の分析について、その一端を紹介する。 

 

２．国税庁の提供する所得税データ  

国税庁は、2021 年 6 月に、我が国の税・財政政策の改善・充実等に資する統計的研究を実施する研究

者を公募することを公表した。この研究においては、税務大学校職員との共同研究を前提に、国税庁の保

有する行政記録情報を利用した分析等を行うことができる。提供される税務データのうち、申告所得税デ

ータについては、「所得税および復興特別所得税の確定申告書」（以下。「確定申告書」）第一表および第三

表に記載されている各項目のデータが利用可能である。（ただし、納税者氏名等は、プライバシー保護の

観点からアクセス不可。）今回の国税庁との共同研究で提供される税務データは、申告所得税の各所得に

つき、税額計算を行うための詳細な項目が含まれている。また、サンプル調査ではなく、ある一年間を通

した税務データが利用できることから、一年に２千万人を超える膨大な数の納税者をカバーすることが

できる。その中には、サーベイデータではおそらくあまり含まれていない超高額所得者も含まれている。

また、申告内容についても、サーベイデータと異なり、真実でない申告を行った場合には、加算税や悪質

な場合には罰則が科されるため、一定の正確性が担保されており、信頼性の高いデータとなっている。 

ただし、申告所得税の税務データには、いくつかの限界があることにも留意する必要がある。一つは、

対象が確定申告書の提出を伴う申告所得税のデータに限られる点である。我が国の課税形態には、申告書

の提出が必要になる申告総合課税や申告分離課税の他、源泉徴収により納税手続が完結する源泉分離課

税が存在し、利子所得や配当所得等に広く適用されている。このため、利子課税のほとんどについては、

申告不要であり、今回の税務データには含まれない。また、我が国には、給与所得の精巧な年末調整制度

が導入されているため、給与以外の所得のない多くの給与所得者は、源泉徴収のみで納税手続きが完結し

ており、確定申告を行っていない。ただし、現在、給与収入が 2000 万円を超える給与所得者については、

申告が義務付けられているため、給与収入 2000万円を超える給与所得者の税務データは、今回提供され

るデータに含まれており、高額所得者の所得分布の分析等を行う場合には問題がない。 



―113―

 
 

30 
 

もう一つの留意点としては、今回のデータが、税務行政のための行政記録のため、税務行政上、必要な

いデータが含まれていない点がある。例えば、確定申告書第一表・第三表には、家族構成に関するデータ

は含まれておらず、要因分析等を行う場合に、一定の制約が存在する。税務データの利用に当たっては、

これらの点に留意する必要がある。 

  

３．我が国における高所得者の所得分布のパレート係数の推計 

 一般に、高額所得者の所得分布は、パレート分布で近似できるが広く知られている。連続型のパレート

分布の確率密度関数は、(1)式で示される。 

    𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝛼𝛼𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝛼𝛼

𝑥𝑥𝛼𝛼+1                           (1) 

        （ここで、aはパレート係数、xminは分布の下限。） 

 

パレート係数αが小さいことは、所得分布の中で特に高額な所得のスーパーリッチ層に所得が集中し

ていることを意味する。このため、各国において、高額所得者のパレート係数の推計が試みられてきた。

我が国の過去の推計では、戦前には、国税庁統計年報の集計データを用いた汐見他(1941)の推計が存在

し、戦後には、高額所得者・納税者公示制度のデータ等が用いられた。例えば、國枝(2012)は、2003 年

の高額納税者公示制度のデータを用いて、パレート係数を約 2.1と推計した。しかし、高額納税者公示制

度は 2005年に廃止され、最近まで研究者が利用できる所得税の個票データは存在しなかった。 

今回の研究においては、高額所得者全体の標本が利用できることに鑑み、最尤法に基づく推計を行った

2。まず、分布の下限を 5000 万円から 10 億円の間で、5000 万円単位で設定して、2020年度の合計所得、

資本所得および労働所得について、パレート係数の最尤推定量の推計を行った3。推計結果は、第１図で

ある。 

第１図 2020年の各種所得のパレート係数の推計値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 （出所 筆者作成） 

 まず合計所得のパレート係数は、２億円を超えたあたりから、1.45 程度で安定している。これに対し、

 
2 Hill estimator とも呼ばれる。(Hill (1975)) 
3 このような図は、”Hill plot”とも呼ばれ、パレート分布の下限値を求める際に用いられる。 
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資本所得のパレート係数は、２億円を超えたあたりから、1.35 程度となる。他方、労働所得のパレート

係数は、２億円を超えたあたりから、1.95 程度で変動している。合計所得のパレート係数が、資本所得

のパレート係数に近いのは、高額所得者の所得の大半が、資本所得だからである。 

 今回の合計所得のパレート係数の推計値(1.5)は、高額納税者公示制度中止直前の 2003 年の高額納税

者公示データに基づく國枝(2012)のパレート係数の推計値 2.1 と比較すると大幅に低くなっている。先

行研究とは対象データや推計手法が異なるため、単純な比較ではできないものの、パレート係数の推計値

の推移からは、我が国において、2000 年代前半以降、高額所得者への所得集中が大幅に進んだと考える

ことができる。 

国際的な観点からは、本研究のこれらの我が国の推計値は、米国の Saez and Stantcheva (2018)の推

計値（合計所得約 1.4、資本所得約 1.38 及び労働所得約 1.6）と比較すると、資本所得のパレート係数

は、我が国の方が小さく、合計所得のパレート係数は、我が国の方が若干大きい。他方、労働所得のパレ

ート係数は、日米で明確な差があり、我が国のパレート係数の方が、米国のパレート係数よりもかなり大

きい。これは、米国企業の経営者等の報酬が一般社員よりも非常に高いのに対し、日本企業の経営者等の

報酬がある程度抑制されていることが背景にあると思われる。日米の給与体系の違い等から、我が国の所

得格差は小さいとの指摘がなされることも少なくないが、実際には、我が国の超高額所得層の所得の大半

は、資本所得であり、資本所得まで勘案して、所得格差を考える必要がある。 

なお、今回のパレート係数の推計は、株式譲渡益や土地譲渡益を含む「合計所得」を中心に行っている

が、高額所得者への所得集中の分析において、株式譲渡益や土地譲渡益を含むべきかについては、議論が

ある。しかし、最近では、経営者の報酬は、未公開株式の上場やストックオプションの利用等、株式譲渡

益の形で支払われることも多い。また、過去においては、株式会社の自社株式取得は事実上制限されてい

たが、現在では、自己株式取得により株式譲渡益の形で利益還元を行うことは、配当と並び、株式会社の

主要な利益還元の方法であり、株式譲渡益を除外し、配当のみを勘案して、資本所得を捉えることには問

題が多い。こうした点に鑑み、本研究では、株式譲渡益・土地譲渡益を含んだ合同所得および資本所得の

パレート係数につき推計している。 

 以上の点も含め、Kunieda (2025)は、 所得税データを用いて、より詳細な我が国の高額所得者の分析

を行っており、様々な興味深い点を指摘している。 

 

４．まとめ 

今回、国税庁の提供する申告所得税の個票データを利用し、合計所得のみならず、資本所得および労働

所得についてもパレート係数を推計した。2020年の合計所得のパレート係数は 1.45程度、資本所得のパ

レート係数は 1.35 程度および労働所得の 1.95 程度となっている。合計所得のパレート係数は、高額所

得者・高額納税者公示制度に基づく過去の推計値と比較して大幅に低下している。これは、高額所得者の

所得の大半が、資本所得であるため、資本所得の超高額所得者への所得集中を反映したものである。この

ように、高額所得者のデータを十分含まないサーベイデータでの分析と異なり、税務データを利用するこ

とで、我が国においても、超高額所得者への所得集中が進んでおり、我が国における所得格差の是正に

は、資本所得課税の強化が不可欠なことが明らかになった。このように、税務データに基づく分析は、学

術面・政策面で非常に有意義であり、さらなる分析を進めてまいりたい。 

  

参参考考文文献献  



―115―

 
 

32 
 

國枝繁樹(2012)「新しい最適所得税理論と日本の所得税制」、『日本経済研究』 第 67号、21-38頁 

國枝繁樹(2025)、「我が国における税務データに基づく分析の意義」、『フィナンシャル・レビュー』、 

汐見三郎・宗藤圭三・毛利英於蒐・武田長太郎(1941)、『改訂 國民所得の分配』、有斐閣  

Hill, B. (1975), “A Simple General Approach to Inference about the Tail of  Distribution,” Annals of  Statistics, Vol.3, No.5, 

pp. 1163-1174 

Kunieda, S. (2025), “A Tax-data based Analysis of  Japanese High-income Earners,” Discussion paper, National Tax 

College of  Japan 

Saez, E., and S. Stantcheva (2018), “A Simple Theory of  Optimal Capital Taxation,” Journal of  Public Economics, Vol. 162, 

pp. 120-142 

 

  



―116―

 
 

33 
 

第７節 いわゆる「年収の壁」と所得課税における控除について 

 

東京大学大学院経済学研究科教授 林 正義 

 

現在の税制や社会保険料制度では，配偶者を含む扶養家族の年収が一定の金額を超えると，納税者の人

的控除が無くなったり，扶養家族が新たに社会保険料を支払ったりすることで，世帯の可処分所得が減少

する．このことから，そのような負担を回避するために扶養家族は就労時間を調整していると主張され

る．つまり，税・社会保障料制度が人々の就業を抑制する「年収の壁」を生み出しているらしい．最近は

社会保険料の被扶養認定基準による「130万円の壁」が重視されているが，以前は配偶者控除による「103

万円の壁」に対する批判が激しかった．時代により「103万円」に相当する金額は異なるが，そのような

批判は八代（1983）まで遡れよう．そこでは，パートなどで働く有配偶女性が年収 100万円付近で就業調

整をしている点が指摘される．確かに，既婚女性パート就労者による給与収入（年収）の分布を見ると，

100 万円付近で不自然な塊が存在する． 

しかし，配偶者控除ほど誤解の多い制度はない．以前は，納税者の配偶者からの給与収入が年間 103万

円を超えると，納税者の配偶者控除が無くなり，配偶者による追加収入により世帯の手取り収入が減少し

ていた．しかし，配偶者特別控除が 1987年に導入され，1988 年から拡大されたことで，この問題は大き

く緩和された．ただし，現在と同様，当時の配偶者特別控除も階段状に減少していたため，階段が変わる

収入の閾値（103 万円を含む）では，少額ではあるが手取りの逆転は起こっていた．そして 2004 年に配

偶者特別控除の上乗せ部分が廃止された後は，103万円で配偶者控除が無くなっても，配偶者特別控除が

適用され，105万円までは配偶者控除と同額であった．つまり，103万円は意味のある閾値ではなくなっ

た．当時の配偶者特別控除は 105 万円から減額を始めていたので閾値を強調したいならば「105 万円の

壁」とすべきであった．そして，2018年に配偶者控除適用の閾値（103万円）はそのままに，配偶者特別

控除額が減額を始める閾値が 105 万円から 150 万円へと大幅に増額され，2025 年の改正に至る．それに

もかかわらず，2018 年の改定後のパート有配偶女性の所得分布を見ると，未だ 100 万円付近での就業調

整が確認されている（近藤・深井 2023）． 

つまり，2004年以降の配偶者控除・特別控除は，制度上，103万円で壁をつくってはいなかった．しか

し，それが世帯の予算制約を拡大していたことは事実であるため，当該控除が所得効果を通じて配偶者の

就業を抑制していることは否定できないであろう．2017 年までの制度を前提としたものではあるが，こ

の点を探るために，幾つかの研究は配偶者控除制度全廃の効果を探り，女性労働が増加することを示して

いる．しかし，その程度は小さい．「パートタイム労働者総合実態調査」を用いた Akabayashi（2006）で

は 1.91～5.53%，「消費生活に関するパネル調査（JPSC）」を用いた高橋（2010）では 0.7%となっている．

これらは労働時間の調整（内縁調整）のみを考慮する分析であるが，就労の開始・停止という外縁調整に

ついても考慮した研究では，更に小さい効果となっている．「全国消費実態調査」の 2人以上の世帯（60 

歳以上の世帯および配偶者が存在しない世帯は除外）を用いた足立･金田（2016）では 0.64%，「就業構造

基本調査」の 25～55歳の既婚男性（被雇用者）が世帯主である世帯を用いた Bessho and Hayashi（2014）

では 0.19%である．つまり，これらを総合すると，配偶者控除を全廃しても女性配偶者の労働供給の増加

率は 1%にも満たないことが分かる． 

上記の諸研究は比較的短時間における意思決定を対象とした静学的な分析である．配偶者の対応が長

期にわたるならば，異なった結果が得られるかもしれない．例えば，配偶者控除・特別控除の存在によっ
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て，結婚や出産した女性が家庭内に留まることを選択すると，家庭外の仕事や人的投資を通じて達成され

る家庭外の仕事に資する能力の向上は見込めなくなる．そもそも，そのような女性は，家庭に入ることを

読み込んで，生徒・学生時代から家庭外の仕事に資する人的投資を行わないかもしれない．この議論が正

しければ，配偶者控除の存在は人的資本蓄積を鈍らせ，日本経済の生産能力を損なうことに通じる． 

Kitao and Mikoshiba（2024）は，このような長期的観点から，第 3 号被保険者制度や遺族年金制度と

ともに配偶者控除・特別控除の効果を数値的に検証している．ここでは，女性による人的資本の蓄積を明

示的に扱いながら，日本経済をカリブレートし，配偶者控除・特別控除の全廃が女性（25～60 歳）の行

動に与える効果をシミュレートしている．その結果は，控除廃止により就労率が平均 8.1%ポイント増加

（64.1%→72.2%）するというものである．これを正規と非正規に分けると，正規は 0.9%ポイントのみの

増加で（26.7%→27.6%），大部分は非正規が吸収する（37.4%→44.6%）というものである．収入でみると

平均 10.3%の増加となり，増加率は壮年層（50～64 歳：7.7%）より若年層（25～49 歳：12.1%），独身者

（6.1%）より既婚者（11.9%），そして，大卒以上（6.9%）より高卒以下（11.2%）のほうが高い（なお，

100 万円の収入が 130万円に増えただけでも増加率は 30％となる点に注意）． 

収入増加は労働時間の増加（他の条件が等しければ苦痛の増加）を意味するので，それと同時に消費が

増加したとしても，収入増加がそのままプラスの効果を意味するとは限らない．そこで，収入ではなく厚

生の変化を見る必要がある．同研究において厚生の変化は消費等価変分として（＝消費額を単位にして）

計測されている．控除の撤廃は増税を意味するから，当然，一次的な効果として厚生は減少する．しかし，

長期的な人的資本形成の影響も考慮すると，生産性の増加を通じた賃金率の増加が見込めるため，増税

（配偶者控除・特別控除の撤廃）の効果を相殺する厚生の増加が期待できるかもしれない．しかし，この

期待に反して厚生は平均して 1%減少することが示されている．そして，学歴別にみると大卒以上（-0.8%)

より高卒以下（-1.0%）のほうが減少が大きい．一方で，増税分が定額還付される場合，厚生の変化は増

加に転じる．税・給付制度は何らかの歪みをもつため，この結果は特筆すべきことではない．ただ，この

厚生増は消費単位で測られているにもかかわらず平均 0.3%しかない．特に高卒以下（0.2%）は大卒以上

（0.4%）の半分となっており，殆ど変化がないと言って良い水準である． 

上記の研究から分かるように，配偶者控除・特別控除が大きな影響を経済に与えているとは言い難い．

そこで，異なった角度から批判が行われるようになっている．例えば，ある会合の議事録には「個人所得

課税の配偶者控除，特別扶養控除が本当に所得再分配の機能を果たしているのか，本当に困った人たちを

助けているのか，別にいい制度があるのではないのか」との記録がある．このような議論に対しては，所

得控除は垂直的公平性（再分配）ではなく水平的公平性の為にある点を強調したい．所得課税では担税力

に応じて課税が行われる．同一の「所得（＝収入－経費）」を稼得する個人でも担税力が異なる場合があ

る．例えば，同一の「所得」であっても，扶養家族をもつ個人は，扶養家族がない個人よりも担税力は弱

い．また，より多くの医療費を必要とする傷病者は，同一「所得」の健常者よりも担税力は小さいと見做

せる．このような「所得」に現れない担税力の違いを調整するのが所得控除の役目である．つまりそれは，

同じ担税力の者は同じ税負担をすべきという水平的公平性のための仕組みである．  

担税力を適切に表す所得概念として，しばしば Haig-Simons の所得概念が引き合いに出される．ここ

で所得は消費と資産純増の合計値として定義される．日本の所得課税は個人単位課税であるから，これら

所得・消費・純貯蓄は個人（＝納税者）単位で把握される．したがって，納税者個人の消費に資さない，

配偶者を含む扶養家族への世帯内移転（扶養にかかる費用）は課税所得からは控除される（これが配偶者

控除や扶養控除の根拠のひとつ）．その一方で，例えば，利他性に基づく世帯内移転や，納税者へ対して
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扶養家族が世帯内で生産するサービスの対価として解釈できる世帯内移転など，納税者個人の消費に資

する移転は控除されない．このような納税者の消費に資する世帯内移転の規模を検証することは，適正な

配偶者控除や扶養控除の金額を算定するためにも重要である． 

この所得控除の根拠は，しばしば耳にする「専業主婦の比率が少なくなったから配偶者控除を見直すべ

き」という議論とは全く関係ない．そもそもこの議論は「少数派専門の制度は必要ない」もしくは「少数

派を配慮する必要はない」という常軌を逸した主張である．配偶者控除の見直しは否定すべきではない

が，その根拠として「少数派だから」という理屈を利用することは憚られるべきであろう． 

また，所得控除については，超過累進課税下の税の軽減額は，税額控除では所得にかかわらず一定であ

るが，所得控除では高所得者ほど大きくなる，と批判される．これは税軽減の度合いを「額」で測るか

「率」で測るかという根源的な基準が欠けた議論である．また， Haig-Simonsの所得概念に基づく限り，

控除前の所得を税額の算定に用いることは適切ではない．なお，第 1 ブラケットにおける税の軽減額に

合わせて所得控除から税額控除に転換すると，控除額の分だけブラケットクリープが発生する．高額所得

者の負担を増やしたいならば，このようなサイレント増税的な方法ではなく，正面から正々堂々と（控除

はそのままに）税率表を改訂するべきであろう． 

加えて，貧困対策として還付型税額控除が注目され，所得控除から税額控除への転換が主張される場合

がある．しかし，例えば，フリードマンによる「負の所得税」が還付型ならば税額控除と所得控除のいず

れとしても再現できるように，税額控除と所得控除には，低所得者層への給付という観点からは本質的な

違いはない．また，「税の還付」に拘る必要も無い．例えば，消費税の逆進性対策として言及されるカナ

ダの GST/HST クレジットの実質は低所得者に対する給付である．加えて，米国の勤労所得税額控除（EITC）

も還付型の税額控除の典型例とされる場合が多いが，その本質は低所得者に対する賃金率補助である．し

たがって，公的資金を用いて低所得者に対する市場の賃金率に上乗せができれば，必ずしも還付型の税額

控除として実施する必要は無い．多くの国では課税当局に個人所得の情報が集まるため，これらの給付や

補助が「還付」として実施されている訳ではあるが，上記の「給付」や「賃金補助」は各国の行政インフ

ラに応じて設計されるべきであろう． 
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第２章 社会保障 〔総論〕 

 

慶應義塾大学経済学部教授 駒村 康平 

 

１．はじめに 

日本の社会保障制度は、人口動態、就業構造、家族形態、そしてグローバル化の進展に伴い大きな変革

期を迎えている。とりわけ 2040 年にかけての「団塊の世代」が 85歳に到達する一方で、「団塊ジュニア

世代」が退職年齢に到達し、労働人口は急減する。このあたりで高齢者数はピークを迎える。労働人口、

財政面でも極めて深刻な状況になる。こうしたなか年金、医療、介護、税制、労働市場の制度改革をそれ

ぞれ個別に行っても、持続可能な社会保障制度を構想できない。本稿では、駒村康平、大森正博、山重慎

二、和泉徹彦の 4名の研究成果を踏まえ、社会保障制度改革の方向性を論じる。 

 

２．2040年を乗り越えるために 

日本の社会保障制度における最大の危機は 2040年に訪れる。2040年には、人口の多い団塊の世代が 85

歳を超え、要介護リスク、認知症リスクは急激に上昇する。同時に団塊ジュニア世代が 65 歳を迎え、退

職を開始する。人口の多い二つの世代が高齢期になることで、高齢者人口が 4,000万人に迫る。 

厳しい高齢化を乗り越えるためには、社会保障横断的な改革を行うとともに、労働面では高齢者、女性

の就業率の引き上げ、外国人労働者の比重を上げる必要がある。 

 

３．団塊ジュニアの老後問題と年金改革 

2040 年には団塊ジュニア世代が退職を開始する。この世代は、就職氷河期世代と重なるため、現役時

代に非正規雇用の期間が長く、年金納付履歴が脆弱、持ち家率も低く、資産形成も不十分である。また未

婚率高いため老後の貧困リスクが高い。加えて、マクロ経済スライドによる基礎年金給付水準の低下はこ

の世代を直撃する。 

2025 年に実施された年金改革では、短時間労働者への厚生年金の適用拡大、在職老齢年金制度の支給

停止基準の緩和、遺族年金のジェンダー格差是正などが実施された。しかし、基礎年金水準の低下への措

置は 5年後に対応するとされ、ほかマルチワーカーへの厚生年金の適用、高所得者への年金給付適正化、

国民年金第三号被保険者制度の是非など多くの課題が残された。厚生年金の積立金を活用した基礎年金

給付水準の底上げは、団塊ジュニア世代の老後の貧困問題への対応、生活保護受給者増加への対応の準備

として不可欠であるが、必ずしも多くの国民にその意義が理解されているわけではない。次回の年金財政

検証が行われる 2029年までに、基礎年金の給付水準の低下を抑制するための厚生年金の積立金の活用の

意義について社会的コンセンサスを得る必要がある。 

 

４．医療制度の財政持続性と国際比較 

年金はマクロ経済スライドにより、持続可能性の確保が行われているが、医療と介護にはこうした仕組

みはない。医療、介護で共通する問題は、都市と地方間の人口偏在である。都市部では人口が増加してい

るが、地方では高齢者も含めて減少しており、地方における医療、介護サービスの維持が課題となる。こ

の問題は、医療・介護人材不足にもかかわる。介護については、厚労省から全国を大都市、地方都市、地

方部を 3 分類し、それぞれにあった介護体制に再構築することが模索されている。地方部では、高齢者人
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口も減少していることから、配置基準の見直しなどが不可欠である。医療も地域間の医療機関の偏在が問

題になっているが、政府は必ずしも医療資源の偏在の克服に成功しているわけではない。 

医療、介護のいずれも、高齢化により給付費が増加することは共通である。他方、技術変化は医療と介

護では異なる影響を与える。ＡＩ、デジタル化は介護の生産性を引き上げ、介護人材不足に貢献する可能

性がある。他方、医療における技術進歩は、価値の高い医療サービスの提供につながるが、高額化にもつ

ながる。このように年金、介護とは異なる課題を医療保険制度は抱えている。 

大森論文は、医療保険制度の持続性を高める観点から、医療の財源政策、医療における公私保険の役割

分担を議論している。欧州諸国における医療制度の国際比較は、日本の制度設計への示唆を与える。とり

わけ、リスク調整型人頭払い方式、所得比例課税・保険料、多元的財源確保、公的保険と私的保険の機能

的役割分担は注目に値する。 

医療制度の持続性確保には、国全体で医療費総額の上限を設定し、リスクに応じた財源配分を行う設計

が不可欠である。また、一次医療への自己負担免除、慢性疾患や低所得者への負担軽減措置など、医療ア

クセスと公平性を高める措置も各国で導入されている点も重要である。 

地域医療の再編と医療資源の適正配分も重要である。医療サービスの提供体制の地域格差は健康格差

を生み、結果として医療費の地域偏在を招く。財政的・医療人的資源の集中と分配を両立させる制度設計

が必要である。 

 

５．ジェンダー平等と制度設計 

近年、女性の就業率は上昇しているが、多くが非正規労働者であり、女性の可能性が十分に生かされて

いるとはいいがたい。 

山重論文では、日本における「女性活躍」が進まない主因として「性別役割分業の社会規範」と、それ

を助長する税・社会保障制度を挙げる。配偶者控除や第 3号被保険者制度は、女性が非正規労働を選択す

る経済的誘因となっており、結果として女性の就業継続を阻害している。 

これらの制度により女性の所得は抑制され、結果として納税能力および社会保険料拠出能力が低下し、

制度財政にも負の影響を及ぼす。さらに、女性の貧困化は世帯全体、特に子ども世代の貧困リスクを高め

るため、最終的には社会保障支出の増加要因ともなる。ジェンダー格差の是正は公平性のみならず、効率

性・持続可能性の観点からも不可避である。 

政策的には、配偶者控除の見直しや第 3号被保険者制度の廃止、年金分割制度の拡充、育児・介護に関

する男女共同責任の徹底が求められる。こうした制度改革は、女性の経済的自立を促進し、長期的には出

生率の底上げや経済活力の維持に資する。 

 

５．移民と社会保障：制度的整合性の構築 

近年の出生率の低下、出生数の減少は中位推計の予測を上回っており、2024年の出生数は 70万人を下

回った。これは中位推計の 2039 年の数字であり、少子化が 15 年早まっている。20 年後に親になる人数

が減少している以上、日本の人口減少、労働人口は急速に減少することを所与にして社会保障制度を設計

する必要がある。そこで期待されるのが外国人労働者である。 

和泉論文は、日本が事実上の移民社会に移行しつつある現実を指摘しつつ、社会保障制度との整合的設

計の必要性を論じている。特に中長期的には、高スキル移民の受け入れが経済成長と年金財政の双方に資

することが示されており、政策的誘導が必要である。 
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現状の技能実習制度や特定技能ビザでは、制度設計が一貫しておらず、受け入れた外国労働者を生活者

としてどう処遇するのかが不明確である。特に社会保険の適用範囲や年金一時金制度も方針が明確では

ない。例えば、厚生年金脱退一時金制度は、短期的には財政貢献するものの、長期的な定住を前提とする

設計とは整合しない。これは外国人労働者を長期的に移民として受け入れるのか方針が曖昧であること

に原因がある。移民（生活者）として長期定住を求めていくならば、それを踏まえた社会保障制度にすべ

きである。社会保障協定の活用、公的年金適用の透明化、地域単位での教育・医療・保育の受け皿整備も

含め、移民の定住化に対応する包括的制度再編が必要である。 

 

６．制度横断的な再設計の必要性 

駒村論文は、社会保障制度横断的な改革の重要性を論じている。社会保障制度の改革は部分最適ではな

く、制度横断的な整合性が求められる。税制、労働市場政策、年金、医療、介護を包括した政策パッケー

ジが不可欠である。 

特に、本報告書で各論が述べているように、高齢期の就労促進策を連携させた政策設計、女性活躍促進

と年金制度改革の接続、移民政策と地方自治体の福祉政策との連携など、制度間の齟齬を最小化し、政策

効果の最大化を目指す必要がある。 

国民に対する制度説明責任・透明性、予測可能性の高い改革スケジュール提示も、制度信頼の確保が不

可欠である。このため与野党議員・有識者・関係省庁担当者がフラットな立場で、長期ビジョンを議論す

る会議体、例えば 2001年まで存在した「社会保障制度審議会」のような会議体が不可欠である。 
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社会保障 〔各論〕 

 

第１節 男女格差と税・社会保障制度 

 

一橋大学経済学研究科／国際・公共政策大学院教授 山重 慎二 

 

1. 男女格差と男女差別 

男女格差に関する世界経済フォーラムの国際比較調査は、日本の男女格差が極めて大きいことを示し

ている（2023 年は 146 カ国中 125 位）。今後とも人口減少が急速に進むと考えられる日本経済において、

「女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること」と定義される「女性活躍」

は、極めて重要な政策課題になっている。日本の女性の活躍は、日本の成長率や財政の持続可能性を高め

るための重要な鍵になる。男女格差を生み出し温存している男女の役割分担の社会規範を見直し、女性だ

けを優遇する差別的な税制や社会保障制度を見直していくことで、持続可能な経済そして財政を創って

いくことが重要である。 

 

2. 男女格差の原因：社会規範 

日本で男女格差が残る最も根源的な要因は、「夫は外で、妻は家で働くことが望ましい」という「性別

役割分担の社会規範」にあると考えられる。「社会規範」の定義として、ここでは「自分がそれに従うこ

とを他者が期待し、違反したら罰せられるだろうと考え、行為者たちがそれに従うことを望む行動規則」

という Bicchieri (2005) の定義を用いる。 

たとえば女性の場合、「結婚し子どもが生まれたら母親が家で育児・家事をすることが望ましいと周り

から期待され、子どもが生まれても働き続けると周りからペナルティ（陰口や評価など）を課せられるだ

ろうと予想し、子どもが生まれたら家で子育てや家事をすることを望む」ようになる社会の空気（雰囲

気）があることが、「性別役割分担の社会規範」だ。 

この社会規範（社会の空気）は弱まってきたが、今なお育児や家事は女性が行うのが望ましいと考える

男性は多く、女性もそのような空気に抵抗することなく、家事・育児に男性よりもはるかに多くの時間を

割いている（図１）。このような状況が今後とも続くなら、「女性がその個性と能力を十分に発揮して職業

生活において活躍すること」は難しい。 

さらに、そのような社会規範が残ることで、職業生活で役立つ能力を習得するための若年期の投資が低

い水準にとどまり、女性が経済的に自立することが難しくなる。そして夫との死別や離別を機に、女性自

身やシングルマザーの子どもたちが貧困に陥るリスクが高まる。 

 

3. 男女格差と税・社会保障制度 

そのような社会規範が生み出す問題に対応するために、政府は、「女性のみ」を対象とする控除や給付

の制度を創設してきた。性別役割分担の社会規範を受け入れる国民は、上記のようなリスクへの対応とし

て制度に賛成し、女性だけが恩恵を得られる税制や社会保障制度が創設・維持されてきた。そして、性別

役割分担の社会規範の問題を緩和する差別的な税制や社会保障制度が創設されると、今度はそれが性別

役割分担の社会規範の持続に貢献することになる。 

こうして、日本では、女性のみが特別な恩恵を受けられる「寡婦控除」という税制の仕組みや、「遺族
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年金」という社会保障制度の仕組みが生まれ存続している。さらに、「配偶者控除」や「第３号被保険者」

といった制度は、法律上は女性のみを対象とする制度ではないので、法律上は男女差別とは言えないが、

性別役割分担の社会規範の下で、恩恵を得る者のほとんどが女性であるという意味で、社会規範そして男

女格差の持続に貢献してきたと考えられる。 

 

4. 男女格差がもたらす問題 

日本で今なお存在する男女格差は、公平性、効率性、持続可能性という３つの観点から大きな問題を抱

える。第１に、性別役割分担の社会規範のために、経済的自立が難しい選択を女性が強いられることは、

女性や子どもが貧困に陥るリスクを高めるため、不公平と考えられる。また、キャリア選択の機会が男女

で異なることは、女性だけでなく、男性にとっても不公平と考えられる。そして、能力に応じた経済参加

ではなく、性別による経済参加は、経済に非効率性をもたらす。特に、女性の能力の開発・活用が低くと

どまることは、日本経済にとっては大きな損失だ。さらに、そのような非効率性の結果、国内での付加価

値生産が低水準にとどまり、税収や社会保険料収入が伸び悩むとともに、低所得の女性や子どもを支援す

るための支出が高止まりすることになる。経済や財政の持続可能性にも、負の影響を与えることが懸念さ

れる。 

このような問題を考えると、日本でも女性が結婚・出産後も正規労働者として仕事を続けられる経済環

境の整備が重要となる。根源的な問題の一つが、性別役割分担に関する社会規範にあることを考えると、

政策としては、「結婚し子どもが生まれたら母親が育児・家事をすることが望ましい」という社会の雰囲

気がなくなるような取り組みを行うことが効果的と考えられる。そのような政策として、男性の育休取得

推進は良い取り組みの一つと考えられるが、社会規範を持続させる一因となっている税制や社会保障制

度（配偶者控除制度や第３号被保険者制度なども含む）の見直しも必要と考えられる。制度の見直しは、

社会規範の変化をもたらす重要な要因になるからだ。 

 

5. おわりに：女性活躍の推進 

女性が育児休業や時短勤務を取得しやすくする法律の制定を通じて「両立支援」に取り組んできた政府

は、2016 年、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」）を公布し、

労働者数 301人以上の事業主に、女性が活躍できる行動計画の策定・公表を義務づけた。法律は 2022年

に改正され、労働者数 101～300 人以下の事業主にも行動計画の策定・公表が義務化された。 

「女性活躍」の推進は、「経済活力の停滞」、「人口減少、少子・高齢化の進行」、「格差の拡大」、「財政

問題」といった日本の構造的問題を改善するための重要な鍵になる。 

近年、女性の就業率は高まったが、正規雇用で働く女性の割合は出産期以降大きく低下する現状があ

る。女性が非正規で働く職場では、女性の能力が生かされず、経営層の多様性も高まらず、「経済活力の

停滞」が起こりやすい。女性が低所得に留まることで「格差問題」が生じるとともに、税収や社会保険料

収入が伸び悩み「財政問題」の一因にもなる。女性が結婚して低所得となる場合、子育ての金銭的余裕が

なくなったり、そのような状況に追い込まれる結婚を女性が望まなくなったりすることで、「少子化・人

口減少」が深刻化する。 

女性活躍推進法が示唆するように、女性活躍が進まない主な要因は「性別による固定的な役割分担等を

反映した職場における慣行」にある。しかし固定的な性別役割分担の考えは、税・社会保障制度にも反映

され、全国の女性の活躍意欲を低下させていると考えられる。女性社員の昇進意欲が低いため、活躍を促
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すことが難しいという話はよく聞く。 

職場慣行の見直しも重要だが、女性の活躍意欲を低下させる政策を、政府はまず見直すべきだろう。例

えば、配偶者控除や第 3 号被保険者制度の存在が、女性の労働参加の意欲を抑制してきたとの指摘は多

い。大きな「壁」があったわけではない。しかし、職業生活で活躍しなくても税・社会保障制度が保護し

てくれる「専業主婦の母」がロールモデルとなり、性別役割分担の社会規範が存続してきた。若い学生の

間でも、性別役割分担意識は根深い。 

性別役割分担の規範に従う女性の保護を意図した税・社会保障制度が、日本経済の構造的問題の背後に

ある「女性の経済力の弱さ」の一因となっている。人口減少によって、これまで経済で活躍してきた男性

の絶対数は減少し続ける。政府は、企業に変革を求めるだけでなく、女性の経済力の向上そして活躍を促

すような税・社会保障制度を再構築していく必要がある。 

 

Bicchieri, C. (2005) The Grammar of  Society: The Nature and Dynamics of  Social Norms. Cambridge University Press. 

 

  

 

  

（注）各国、左が男性、右が女性 （15歳～64歳） 

（出所） OECD_stat (Time Use Data, Latest) 

 

図 1：男女別の有償労働時間と無償労働間 
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第２節 移民受け入れに伴う社会保障制度改革の課題 

 

嘉悦大学経営経済学部教授 和泉 徹彦 

 

日本には体系的な移民政策が存在せず、各業界の人手不足対応としてなし崩し的に外国人労働者受け

入れが拡大している。社会保障制度の持続可能性の観点からは、経済成長に貢献する高スキル移民の受

け入れを積極的に進める一方で、移民と国民の社会保障制度を統合した形で運用することが望ましい。

移民政策を経済成長戦略と整合的に決定し、社会保障制度を移民と国民の共生と統合の象徴とすること

が、日本の持続的な経済成長と共生社会の構築につながる。 

 

１．日本の外国人労働者受け入れの現状と課題 

日本政府は「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れ

ることによって国家を維持していこうとする政策については、専門的、技術的分野の外国人を積極的に

受け入れることとする現在の外国人の受入れの在り方とは相容れないため、これを採ることは考えてい

ない」と公式に表明している。つまり、日本には移民政策が無い。 

しかし実態としては、技能実習制度から育成就労制度への移行や特定技能ビザの対象職種拡大など、外

国人労働者の受け入れは着実に拡大している。2023 年の外国人労働者数は過去最高の 204 万 9 千人に達

し、在留外国人は 322万 4千人となっている。 

外国人労働者の在留資格は多様化しており、専門的・技術的分野の在留資格（主に大卒者）、技能実習、

資格外活動（留学生や家族帯同者の週 28時間までの就労）、特定技能ビザなどがある。産業別では製造業

が最多で、サービス業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業が続く。国籍別ではベトナム、中国、

フィリピン、ネパール、ブラジルの順となっている。 

外国人人口比率が 20%を超える群馬県大泉町や 10%を超える東京都新宿区・埼玉県蕨市など、外国人と

の共生が急務となっている地域も出現している。外国人労働者に帯同する家族には未成年の子どもも含

まれ、教育や言語習得の課題も生じている。外国にルーツを持つ日本在住者が多様化する中、地方自治体

任せではない明確な国家方針の策定が求められている。 
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２．人口減少と移民の経済効果 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によれば、日本の人口は 2020 年の 1 億 2615 万人から

2070 年には 8700 万人に減少する見込みである。外国人入国超過数が毎年 25 万人に達したとしても人口

減少を止めることはできず、総人口 1 億人割れを 8 年ほど遅らせる効果に留まる。ただし、2050 年代に

は外国人人口割合は 10%を超えると予測されている。 

経済効果については、複数の研究から移民受け入れ、特に高スキル移民が経済成長に正の影響を与える

ことが示されている。米国の研究では理数系移民が全要素生産性の向上に貢献し、OECD 諸国の分析では

移民のスキルレベルと一人当たり GDPの間に正の相関が確認されている。カナダの研究でも、中スキル・

高スキル移民が長期的な経済成長に貢献することが示されている。 

日本は高度人材ポイント制を導入して高スキル移民を優遇する一方、技能実習や特定技能といった中

低スキル労働者の受け入れも拡大している。これらの労働者は人手不足解消に貢献する反面、生産性の

低い産業を延命させる懸念もある。他方、日本での生活による国内消費拡大効果も無視できない。 

 

３．移民と社会保障制度の関係 

日本の社会保障制度（公的年金、医療保障、社会福祉）は国籍要件を設けておらず、日本に生活の本拠

がある外国人も適用対象となる。若くて健康な移民の受け入れは医療保障への短期的影響は限定的だが、

定住化した場合の公的年金への長期的影響は無視できない。 

外国人介護労働者の受け入れが厚生年金財政に与える影響を分析した研究では、厚生年金の所得代替

率が基本ケースより 7.9～10.5%ポイント上昇するとの結果が示されている。保険料を負担する現役世代

を増やす効果がある一方、長期的には定住した移民も年金受給者となることを見据えた制度設計が必要

である。 

日本は 23 か国と社会保障協定を締結し、二重加入防止などの措置を講じている。技能実習生は最長 5

年で帰国する仕組みであり、帰国後に厚生年金脱退一時金（約 50～110万円）を受け取ることができる。

特定技能ビザでは家族帯同・定住を可能にする一方で、脱退一時金による帰国インセンティブも残して

おり、制度間に整合性を欠く面がある。厚生年金脱退一時金は移民労働者が納付した厚生年金保険料相

当額となっており、雇用主負担分はそのまま厚生年金財政に貢献する格好になっている。 

移民向け社会保障制度については、シンガポールのように移民と国民の制度を分離する国もあるが、ア

メリカ、ドイツ、日本・台湾・韓国など多くの国では国民と共通の制度を適用している。移民労働者は景

気変動で急激な増減があり得るため、移民のみの社会保障制度設計は給付と負担の予測が困難になるお

それがある。 

 

４．今後の移民政策と社会保障改革の方向性 

日本の現状では高スキル移民と中低スキル移民がほぼ同じ増加率で増えており、産業界の要請により

特定技能ビザの対象職種も拡大している。先行研究が示す通り高スキル移民の受け入れは経済成長に貢

献するが、国際的な人材獲得競争の中で日本型雇用慣行（終身雇用・年功序列）は不利に作用している。 

また、円安の進行により日本円で稼いで母国に送金する移民労働者にとっては厳しい環境となってお

り、ベトナム人労働者獲得を巡って台湾などと競争が生じている状況である。 

社会保障制度の持続可能性には日本の経済成長が前提となるが、逆に日本の充実した社会保障制度（公

的年金、医療保障、子育て支援、教育無償化）は定住を希望する移民にとっての魅力となり得る。出産育

児一時金 50万円、育児休業給付金、3歳以上から大学卒業までの保育料・授業料無償化（所得制限あり）
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など、欧州諸国に引けを取らない制度が整備されている。 

移民政策を経済成長戦略と整合的に決定し、社会保障制度を移民と国民の共生と統合の象徴とするこ

とで、日本の持続的な経済成長と共生社会の構築が可能となる。現在のように明確なビジョンなくなし

崩し的に移民を受け入れるのではなく、体系的な移民政策の確立と社会保障制度改革の一体的推進が求

められている。 
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第３節 医療サービスの費用負担のあり方について……国際比較の視点 

 

お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授 大森 正博 

 

１． はじめに 

 本稿では、医療財政において「公的医療保険」を採用している事例として、ドイツ、オランダ、フラン

ス、「税方式」を採用している事例として英国、イタリア、スウェーデンを取りあげて、医療財政のあり

方を見てきた。 8つの論点について、理論的に各国の医療財政の比較を行った。 

 

 

２．医療財政の国際比較 

（1）公的医療制度の財政運営 

「公的医療保険」、「税方式」のいずれも、国が予想される医療費を推計し、医療財源の確保等、医療財

政運営に責任を持ち、関わっていることは共通している。 

また、「公的医療保険」、「税方式」のいずれも、保険料、税、自己負担の設定など医療財源の設定、公的

医療制度でカバーする医療サービスの設定など、国が基本的な制度設計を行っている。ただし、スウェー

デンについては、サービスの自己負担を州に決定させているところが特徴的である。 

その一方で、財政運営については、「税方式」を採用しているスウェーデン、イタリアは、州の裁量で医

療財源の税率を決定できるようにする等、地方分権を推進していることが注目に値する。 

 

（2）公的医療制度による居住者のカバー 

 「公的医療保険」を採用しているドイツ、オランダ、フランスは、居住者全てを「公的医療保険」に加

入させる国民皆保険を採用しており、「税方式」の英国、イタリア、スウェーデンも、言うまでも無く居

住者全てを公的医療制度でカバーしている。ドイツ、オランダは、一定所得以上の者は加入が任意だった

時期もあるが、それぞれ 2009年、2006年に国民皆保険に移行した。医療サービスが、人が社会生活を営

んでいく上で不可欠な健康を実現することを重視する考え方が定着している方向性から考えて、「公的医

療保険」、「税方式」にかかわらず、居住者全てが公的医療制度でカバーされる方向性があると考えてかま

わないだろう。 

 その中で問題になるのは、特に、「公的医療保険」を採用している国々における無保険者の存在である。

無保険者を防ぐために、保険料の減免を行っているのが、ドイツ、オランダである。ドイツでは、収入が

1178 ユーロ/月（2024 年）未満の人の保険料は減免される。オランダも、18 歳未満の定額保険料を無料

に し て い る ほ か 、 居 住 者 の 資 産 、 所 得 が 一 定 の 基 準 以 下 で あ る 場 合 に 医 療 手 当

（Zorgtoesalgen,Healthcare Allowance）を支給することにより、「公的医療保険」への加入を促進して

いる。一方、フランスは、無保険者になる可能性のある属性を持った人々に対して、きめ細かな「公的医

療保険」を準備している。学生、年金受給者、など「公的医療保険」でカバーされにくい人々には PUMA、

低所得者には C2S、不法移民には AMEを整備している。 

 

（3）保険料、税について 

「公的医療保険」における保険料、「税方式」における租税ともに所得比例の形態を採っている点が共

通している。「公的医療保険」のドイツ、オランダ、フランスは、所得比例保険料を採用し、「税方式」の
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英国、イタリア、スウェーデンは、英国は国民保険税、イタリアは、州が国税に上乗せする所得税、スウ

ェーデンは州と地方自治体の所得比例税を課している。 

その一方で、各国共に、財源が、所得比例保険料・税のみならず多様化していることは注目に値する。 

「公的医療保険」を採用しているドイツ、オランダは、医療費の大きな部分を所得比例保険料に依存し

ている一方で、それぞれ追加保険料、定額保険料を課している、フランスは、アルコール・たばこ税、製

薬会社の売上税、付加価値税に加え、金融資産所得、投資所得、年金所得、失業・障害給付、ギャンブル

など幅広い所得を対象とした一般社会税（CSG）を導入している。「税方式」を採用している国々も、英国

は、付加価値税、イタリアは、法人賦課価値税の IRAPを導入している。医療費の財源としての理論的な

正当性の検討は必要であるが、医療費を安定的に賄う財源を各国が模索している様子を見て取れる。 

 

（4）「財政規律」について 

医療サービスの需要とそれに伴い発生する医療費は患者の受診のあり方に依存しているが、それを賄

う医療財源とのバランスは重要である。今回取りあげた 6 カ国共に「公的医療保険」、「税方式」を問わ

ず、いずれも国が主要な役割を果たしている。 

ドイツ、オランダは、「規制された競争」を導入することによって、財政規律を実現しようとしている。

国が、所得比例保険料と国の補助金から成るマクロ医療予算を設定し、国が準備する医療費のパイを設

定した上で、リスク調整型人頭払い方式で保険者に予算を与え、各保険者は、実際の医療費からの不足分

をそれぞれ、人頭払いの追加保険料、定額保険料を被保険者から徴収することで財政規律を働かせよう

としている。 

一方、フランスは、国会の財政責任を明確化し、強制医療保険の支出目標としての ONDAMを設定し、医

療費の調節を試みている。 

英国は、イングランドを例に取ると、保健・社会サービス省が、マクロ医療予算をリスク調整型人頭払

い方式のバーネット公式を用いて NHS England に配分し、その予算内で医療サービスの需給を行わせる

ようにしている。 

イタリアは、国が推計して設定した医療サービスの予算をリスク調整型人頭払い方式で州、地方自治体

に配分し、州、地方自治体に、その予算内で医療サービスの需給を行わせようとしている。 

スウェーデンは、州が独立した医療財源としての比例所得税の財源を持ち、医療財政の責任が明確化さ

れている。 

 

（5）公的医療制度の財政調整 

「公的医療保険」、「税方式」いずれにおいても、医療サービス需要による費用とその負担のアンバラン

スが、サービス利用者の年齢等のリスク指標、所得等の属性によって、発生することから、財政調整が必

要になることを本稿の冒頭の理論的枠組みの説明において示した。 

今回取りあげた国々の中では、「公的医療保険」のドイツ、オランダ、「税方式」の英国、イタリアで、

リスク調整型人頭払い方式を財政調整の手段として用いていることが特徴的である。リスク調整型人頭

払い方式は、保険料、租税などで徴収した医療財源を居住者の健康リスク等に応じて分配を行うことに

よって、徒に高齢者と若年者、低所得者と高額所得者の対立と分断を招くことなく財政調整を行うこと

ができる財政調整の方法である。 

  

（6）保険料の減免措置、無保険者対策 
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「公的医療保険」を採用しているドイツ、オランダ、フランスでは、国民皆保険を実現するために保険

料の減免措置を実施している。ドイツは、月額の収入 1178ユーロ（2024年）未満の人は保険料を減免さ

れる。また、オランダは、子ども（18 歳未満）は定額保険料は無料にし、低所得者に対する配慮を行っ

ている。フランスは、PUMA、AME（不法移民など）、C2S（低所得者）を準備して対応している。 

 

（7）自己負担 

「公的医療保険」のドイツ、オランダ、フランス、「税方式」の英国、イタリア、スウェーデンいずれ

の国々も自己負担を導入している。 

いずれの国にも共通する傾向があるのは、一次医療、出産看護には自己負担を求めないことである。日

常的な体調の不良に対処できる一次医療、出産については、自己負担を無くして、医療サービスを需要し

やすくする、各国の配慮が見て取れる。スウェーデンのみ一次医療に自己負担がある。 

専門医の外来サービスについては、6カ国の中で英国以外の国々は自己負担を求めており、入院サービ

スについては、「税方式」の国々では、英国、イタリアが自己負担を 0にし、スウェーデンも低額に抑え

ている。 

また、ドイツ 18 歳未満、オランダ 18 歳未満、英国は、16 歳未満、就学中の 16～18 歳、イタリア 14

歳以下、スウェーデン 20歳未満と対象年齢に差はあるが、子どもの自己負担を無料としている国々が多

い。 

また、慢性疾患罹患者に対しては、「公的医療保険」のドイツ、オランダ、フランス、「税方式」の英国、

イタリア、スウェーデンのいずれも自己負担軽減措置を採っている。 

失業者、低所得者に対して明示的に自己負担の軽減措置を採っているのは、英国、イタリア、スウェー

デンといった「税方式」採用の国々であることが特徴的である。 

医薬品費、大人の歯科医療、眼鏡などは、「公的医療保険」、「税方式」を問わず概ね全ての国々が自己

負担を求めている。 

  

（8）私的医療保険 

「公的医療保険」、「税方式」の公的医療制度に対して、私的医療保険の役割について考察を行いたい。

6 カ国共に、私的医療保険は、公的医療制度でカバーされていないサービスをカバーする補完的役割を担

っている。フランスの私的医療保険は、公的医療制度の自己負担をカバーする役割の重要性が高い。そし

て、各国共に、国が私的医療保険の保険料設定等、規制を行っており、国が政策的に私的医療保険に一定

の役割を担わせていることが分かる。その一方で、私的医療保険への加入者は、オランダ、フランスのよ

うに居住者の 90％以上が加入している国がある一方で、他の国々の居住者の加入割合は必ずしも高くな

い。 

  

 以上、8 つの論点について、医療財政の国際比較を行ってきたが、我が国の医療制度改革、医療財政改

革を考えるにあたって、示唆するところは大きいように思われる。 
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第４節 2025年年金制度改革と残された課題 

 

慶應義塾大学経済学部教授 駒村 康平 

 

1．概要 

日本の公的年金制度は、1961 年の国民皆年金の実現以降、5年ごとのパラメーター調整と概ね 20年ご

との大改革を組み合わせて現在の姿となっている。過去の大改革とは、1961年の国民年金制度導入、1985

年の基礎年金制度導入、2004年の保険料固定方式とマクロ経済スライド導入であった。 

こうした大改革にもかかわらず、近年の少子高齢化、就業構造の多様化、世帯構成の変化により、制度

の持続可能性と公平性への懸念が高まっている。こうした中で、2025 年の年金改革は厚生年金の適用範

囲拡大、在職老齢年金の調整、報酬上限の引き上げ、遺族年金制度の見直し、基礎年金の給付水準低下へ

の対応が行われた。 

 

2．2025 年改革の概要 

短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大では、賃金要件（月 8.8万円）を廃止し、週 20 時間以上働

く者すべてを対象とした。既存の短時間労働者への厚生年金適用の従業員規模要件も段階的に縮小され、

2035 年には完全撤廃される見込みであるが、5 人未満の個人事業所やマルチワーカーへの対応は先送り

された点で問題は残っている。 

適用拡大により労働市場の中立性が高まり、老後の所得保障が強化された。ただし、事業主負担軽減の

ための財源投入が年金財政からなされた点には課題も残る。 

在職老齢年金制度では、賃金と年金の合算が一定額を超えると年金の支給が停止される仕組みが、高齢

者の就業意欲を損ねているとの批判があった。今回の改革では、支給停止の基準額を 50 万円から 62 万

円に引き上げたが、制度の完全廃止は見送られた。在職支給停止部分が繰下げ受給増額の対象外である

点も未解消である。 

報酬月額の上限も段階的に 75万円へ引き上げられるが、賞与との調整による保険料逃れへの対処はな

されず、今後の課題として残る。 

遺族厚生年金制度では、性別による受給要件の差を是正する改革が行われた。60 歳未満の男性配偶者

も新たに対象としつつ、子のいない若年配偶者については 5 年の有期給付とする措置を導入し、段階的

に将来、その対象を 60歳未満に拡大する。中高齢寡婦加算も 25年かけて廃止される。また、子の遺族基

礎年金の支給停止要件の撤廃、老齢基礎年金への子の加算の新設、第 3 子以降の加算充実などが盛り込

まれた。 

改革で見送られた課題の一つが、国民年金の加入期間の延長である。現行は 20〜59 歳の 40 年だが、

就業期間の延長に合わせて 45年とする案があった。しかし、第 1号被保険者の新たな保険料負担や国庫

負担の増加が懸念され、厚労省により取り下げられた。厚生年金加入者は 60〜69歳も保険料を支払って

おり、実質的な不公平が生じている。このギャップの解消には、国民・基礎年金加入期間の見直しが不可

欠である。 

2004 年導入のマクロ経済スライドの影響で、基礎年金の給付水準が長期にわたり低下する可能性があ

る。特にデフレ下ではスライドが機能せず、調整が先送りされた結果、報酬比例部分と定額給付（基礎年

金）部分の間でマクロ経済スライドの適用期間の乖離が生じた。2024 年の財政検証では、厚生年金のス

ライド終了は 2026 年度だが、国民年金は 2057 年度まで続くとされており、所得再分配機能の低下が懸
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念される。これに対応するため、厚生年金の積立金を活用して、基礎年金への拠出金を増やし、調整期間

の短縮と給付水準の底上げを図る案が検討された。この案は一度与党によって削除されたが、3党合意に

より 2029年の財政検証で必要性が確認されれば法制化するという附則が加えられた。附則には、基礎年

金給付水準が大幅に低下する見込みがある場合には、調整期間を統一し、影響緩和措置を講じる旨が明

記されている。この制度間の調整には、国民への丁寧な説明が不可欠である。さらに、基礎年金の財政を

めぐっては、給付水準を維持するための国庫負担の確保が論点となる。 

日本の障害年金や遺族年金も基礎年金に依存しており、その低下は社会全体の貧困率を上昇させ、生活

保護受給者の増加を招く。特に就職氷河期世代の高齢化に伴い、低年金・低資産・健康不安を抱える層が

大量に退職を迎える。彼らが生活保護に流入すれば住宅・医療・介護扶助が追加的に発生し、財政負担が

大きくなる。選別的制度である生活保護の財源を増税で賄うのは社会的合意が得にくい。基礎年金に必

要な公費を消費税などで賄う方が政治的コストが低い。また、高所得者への基礎年金給付が非効率とい

う批判については、年金課税や医療・介護保険料の調整といった制度横断的対応で是正可能である。実際

に、衆議院の付帯決議でも、高所得層に対する老齢基礎年金の支給停止の検討が示されている。 

 

3．制度横断的な議論の必要性 

今後の課題は、制度設計だけでなく、改革の進め方そのものである。部分制度ごとの改革では国民の将

来不安が払拭できず、社会保障全体を見通す枠組みが求められている。 

そこで必要になるのが、「社会保障制度審議会」の復活である。かつて 2001年まで存在したこの会議体

は、与野党代表、政府関係者、有識者がフラットな立場で継続的に議論することで、制度改革が政争化す

ることを防ぎ、国民への透明性を確保していた。現在のように制度ごとの個別的改革ではなく、税制や労

働・居住政策も含めた包括的議論が可能となる。具体的には、①厚生年金適用のさらなる拡大と国民年金

の役割の限定化、②年金生活者支援給付金の拡充、③第 3 号被保険者制度の段階的廃止と年金分割制度

の導入、④マクロ経済スライドによる給付水準低下を回避するための支給開始年齢引上げとの同時実施

が必要とされる。これらを実現するには、改革の指向性と国民への中長期的なビジョン提示が欠かせな

い。 

今回の 2025 年改革は一定の成果を上げたが、持続可能で公平な年金制度、社会保障制度の実現には、

制度横断的かつ連続的な議論の枠組みの整備が急務である。 
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おわりに 

 

慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗 

 

 本報告書に盛り込まれる論稿の基となる研究発表が終わったのが 2025 年 7 月 10 日だった。本報告書

が刊行されるのはその後だが、2025年 7月 20日には参議院選挙が行われた。今般の参議院選挙での主要

な争点の１つが、一律給付か消費税減税かだった。 

 確かに、30 年ほど経験していない物価上昇が日本経済を襲った。物価上昇に賃金上昇が追いついてい

ないこともあり、物価上昇下で購買力が奪われる消費者も多い。そのような状況下で、「増税」を想起さ

せることさえ口にすると叩かれるという世相となった。もしかすると、このような世相は、戦前にわが国

が軍国主義に走った時代でも似たようなところがあったのかもしれないとさえ思う。 

 政策について好き嫌いがあるのはわかる。しかし、気に入らない政策を客観性もなく議論の俎上に載せ

ることさえ許さないという風潮は、放置してよいとは思わない。財政健全化は、財政や社会保障を将来に

わたり持続可能にするために欠かせないことである。財政健全化は、「増税」だけを意味するものではな

いにもかかわらず、財政健全化は「増税」と同一視して、議論の俎上に乗せることさえ許さないという風

潮があるのが、2025年の日本である。。 

 わが国は、国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス）を黒字化するという財政健全化目標

を、2011年度に達成することを 2006年に閣議決定した。しかし、リーマンショックに端を発する世界金

融危機の影響もあって、実現には至らなかった。その後、2020年度に達成することを 2013 年に閣議決定

した。しかし、消費税率を 10％に引き上げる際に増税分の使途を変更することに伴って実現が困難とな

った。そして、2018年に目標年次を 2025年度とすることを閣議決定して今日に至っている。 

 2025 年度の目標達成は、本報告書刊行時点では、困難であるとの見通しとなっている。それは、2024

年度に大型の補正予算を組み、その一部の予算執行が 2025年度に後ろ倒しされたことから、財政収支を

悪化させるからである。 

 いつまでも、基礎的財政収支の黒字化が実現できないままなのか。財政破綻しなければ、わが国の財政

は何をやってもよいというわけではない。多くの国民は、納めた税金を無駄遣いしないでほしいと考えて

いる。無駄遣いを防ぐためには、野放図に歳出予算を出さないようにする財政規律が必要である。本報告

書の中でも、わが国の財政運営では、財政規律、財政健全化の重要性が示唆されている。この報告書の内

容が、国民に広く浸透することを願う。 

 最後に、財政経済研究会のメンバーに学問的な議論を行う貴重な機会を提供して頂いている、日本租税

研究協会の関係者の皆様方に深く謝意を表したい。 
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財政経済研究会／委員名簿 

 

令和７年９月時点 

 

座 長 慶應義塾大学 経済学部  教授 土居 丈朗 

  嘉悦大学 経営経済学部 教授 和泉 徹彦 

  お茶の水女子大学 基幹研究院人間科学系 教授 大森 正博 

主 査 
(財政･税制) 

中央大学 法学部 教授 國枝 繁樹 

主 査 
(社会保障) 

慶應義塾大学 経済学部 教授 駒村 康平 

 
上智大学 経済学部 准教授 中里 透 

  専修大学 経済学部 教授 中野 英夫 

  青山学院大学 経済学部 教授 西川 雅史 

  東京大学大学院経済学研究科 教授 林 正義 

  武蔵大学経済学部 教授 広田 啓朗 

 早稲田大学政治経済学術院 教授 別所俊一郎 

  一橋大学経済学研究科／国際・公共政策大学院 教授 山重 慎二 
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討論会 3 � 9 月18日㈭・午後

税制改革討論会：
税制改革を巡る現状と課題

岩﨑 氏（司会）

青木 氏 寺﨑 氏

佐藤 氏 平野 氏

●参加者

	 財務省主税局長	 青木　孝德
	 総務省自治税務局長	 寺﨑　秀俊
	 一橋大学大学院・経済学研究科教授	 佐藤　主光
	 株式会社三菱UFJ 銀行特別顧問（租研副会長）	 平野　信行

	 明治大学専門職大学院法務研究科教授	 岩﨑　政明

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編 29頁～128 頁」に掲載されています。
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はじめに

（岩﨑）　ご紹介いただきました岩﨑政明でご
ざいます。明治大学の法科大学院で租税法を担
当しております。本年度も討論会で司会進行を
務めさせていただきます。どうぞよろしくお願
いいたします。

さて，昨年度末ぎりぎりの今年 3 月31日に令
和 7 年度税制改正法が国会において可決，成立
いたしました。この改正は政府原案がいったん
衆議院に上程された後に与党が修正案を再提出
し，その修正を反映する形でようやく可決され
るという極めて異例な展開を経て成立し，その
改正内容も完了形ではなく，近い将来において
抜本的改正を予定しているものとなっておりま
す。

まず令和 7 年度税制改正法の附則において，
「所得税の抜本的な改革に係る措置」という見
出しの下，第81条に次の検討課題が定められて
おります。第 1 項で「政府は，我が国の経済社
会の構造変化を踏まえ，各種所得の課税の在り
方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り
方の見直しを含む所得税の抜本的な改革につい
て検討を加え，その結果に基づき，必要な法制
上の措置を講ずるものとする」，第 2 項で「前
項の検討に当たっては，基礎控除等の額が定額
であることにより物価が上昇した場合に実質的
な所得税の負担が増加するという課題への対応
について，所得税の源泉徴収をする義務がある
者の事務負担への影響も勘案しつつ，物価の上
昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上
げるという基本的方向性により，具体的な方策
を検討するものとする」とされております。現
在，政府税制調査会においてこの方針に沿って
議論が行われつつありますが，本日の討論会に
おいてもこの問題について取り上げられる予定
でございます。

こうした所得税の改革の課題に加えて，人口
減少・少子高齢化が進む中，自立的老後に向け

た資産形成を支援するための税制改正や子育て
支援に係る政策税制の拡充が検討されなければ
なりません。

また経済産業の発展のためには，地域経済を
支える中小企業関連税制の見直しや新規事業の
創出のためのスタートアップ促進税制，資産運
用立国を目指した投資関連税制の検討も継続さ
れなければならないと思います。

さらに，政治的論点の 1 つとなった自動車関
係諸税の見直し，これは国税も地方税も関係す
る話ですが，本年中に結論を得ることになろう
と思います。

加えて地方財政については，人口の偏在化と
地方の高齢化が解消されない現状を踏まえて，
地方行政を支える安定的財源と地方税制の在り
方も検討されています。

他方，目を世界に向けると，近時の不安定な
国際情勢に備えるための防衛力強化に係る財源
措置の検討や国際取引の公平公正を図るための
BEPS包摂的枠組みの発展的継続を図るための
諸政策も検討されるべきことでございます。

このように，検討されるべき税制の諸課題は
山積しております。こうした検討課題について
近年，政治的には情緒的主張が声高になされて
いることが気がかりです。こうした傾向は日本
だけではなく諸外国でも同じです。そうした結
果，社会情勢の不安定化を引き起こしています。
こうした感情論に対抗するためには客観的なデ
ータと事実認定に基づく実証的検討，すなわち
EBPMの取り組みが不可欠であると思います。
政策の立案者や経済実務の執行を担当される方
におかれては，こうした確実な方策の検討を願
っております。

本日は，そうした社会経済の不安定さがある
中，国及び地方に関する税制について進められ
ている取り組み状況につきまして，青木孝德財
務省主税局長及び寺﨑秀俊総務省自治税務局長
をお迎えしてご説明いただいた上で，これに対
して財政学・公共経済学の専門的立場から佐藤
主光一橋大学大学院教授に，また経済実務の観
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点から平野信行三菱UFJ銀行特別顧問，租研副
会長にそれぞれご意見を開陳していただきなが
ら討論させていただこうと思います。

進行に当たっては前半と後半の 2 つに分けて，
前半においては国の税財政について青木主税局
長からご説明いただいた上でこれに基づき討論
をし，後半において寺﨑自治税務局長に地方の
税財政についてご説明いただいて討論するよう
に執り行わせていただきます。

それでは早速，国の税財政に関する中長期的
な課題と現下の問題解決の方策につきまして，
青木主税局長からご説明をお願いいたします。

Ⅰ．税制の現状と今後の課題

1．はじめに
（青木）　ただ今ご紹介いただきました主税局
長の青木でございます。租税研究協会の皆さま
方には日頃から大変お世話になっております。
この場をお借りしましてまず御礼申し上げます。
また今日はこのような機会を与えていただきま
して大変光栄に思います。

それでは，30分ほどお時間を頂戴しておりま
すので，税制の現状それから今後の課題につき
ましてざっとご説明させていただきたいと思い
ます。

租税研究協会で，私は多分年明け，ちょうど
1 月だったと思いますが，令和 7 年度の税制改
正の政府案をまとめて，これから法案を国会に
提出し，ご議論いただくというところで中身に
ついてご説明させていただきました。実はその
ときもそうですし今もそうですけれども，少数
与党の下でいろいろ与野党協議を重ねて，国会
で修正もあり得るということを申し上げました。
実際そういう展開になって 2 月， 3 月と国会で
税法の修正という形になってきましたので，そ
のあたりから今に至るまでのいろいろな経緯，
現状をご説明させていただきたいと思います。

資料は，全般的に 7 年度改正，それから103

万円の壁，ガソリン，消費税の減税問題といっ
たものについてざっと関係する資料，それから
経緯も含めてずっとクロノロジーもわかるよう
に取りそろえておりますが，時間の関係もござ
いますのでいろいろかいつまみながらご説明さ
せていただきます。

2 ．所得税の基礎控除等（103万円の壁）
〔国民民主党案〕財務省（15ページ）

まず，103万円の壁についてです。これは国
民民主党の玉木代表のXを抜粋したものですが，
手取りを増やす，それから最低生計費には課税
しないという考え方で基礎控除を48万円から
123万円へと75万円引き上げるという案です。
その根拠は，1.73倍，この間95年から今に至る
まで最低賃金の金額がこれぐらい伸びているか
らというものです。財源としては 7 ～ 8 兆円程
度と私どもからすると大変大きな金額ですが，
最近の税収増分を還元すればできるのではない
かという意見でした。

16ページをご覧ください。実際にこの国民民
主党案を実施しますと，これは国税，地方税両
方を合わせた金額ですけれども，こういった減
税になるというものです。この先も2,400万円
ぐらいまで実はこの基礎控除の引き上げの影響
はありますので，例えば2,000万円を超えるよ
うな一般的には高額の所得者の方になりますと
減税規模が大体75万円の半分ぐらい，36万円と
か37万円とかぐらいになるという，それぐらい
の減税規模で，与党の方からはこれだけの財源
を使って高所得者に優遇になるような減税が本
当に適切なのかどうかというようなご議論の中
で展開をされていったところです。

〔主要国の基礎控除等の物価調整〕財務省（17
ページ）
他方で基礎控除に該当するような控除につい

て諸外国では毎年，物価水準に応じて調整をし
ているということが一般的です。
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〔消費者物価指数（総合，基礎的支出）の推移〕
財務省（18ページ）
1995年から足元までの間，日本の場合はCPI

の総合で 1 割ぐらい伸びているのですけれども，
こういったことも踏まえながら政府案というの
ができているところです。

〔物価上昇局面における税負担の調整及び就業
調整の対応〕財務省（22ページ）
基礎控除10万円，給与所得控除の最低保障額

も10万円，大学生については扶養控除を配偶者
特別控除と同じような形で階段方式にすること
によって，年収の逆転現象が起きないように対
応するといった見直しが政府案として出された
ところです。政府案は，あくまで諸外国と同じ
ように物価の状況を踏まえた調節だということ
です。それを国会に提出いたしまして与野党協
議になってまいります。

〔自公国税制協議〕
26ページをご覧ください。ここからが実際の

協議の中身ですが，まず 2 月18日に自民党から
このような案が提案されております。給与収入
で200万円以下相当の方にはさらに37万円控除
の金額を上乗せするということ。これは恒久的
な措置で，さらに給与収入500万円までの方な
ら10万円上乗せする。これは令和 7 ， 8 年の時
限措置として物価高に給与の上昇が追い付いて
いないような状況を踏まえた対応ということで
す。

これによりまして，課税最低限は160万円に
なります。この160万円の水準なのですが，そ
の根拠としては東京都の全国の中でも一番高い
地域の生活扶助の基準が大体これぐらいの金額
だからという考え方でした。

これが高所得層に及びますと大きな規模にな
るものですから財源のことも考えますし，かつ
高所得者優遇にならないようにという自民党案
です。これでもなかなか与野党協議が進まず 2
月21日に公明党から27ページにあるようなさら

に上乗せの金額と上乗せの対象者をもう少し広
げる又は上げるというような調整案が出されて
おります。

〔基礎控除等の引き上げと基礎控除の上乗せ特
例の創設〕
それを絵にしたものが28ページです。複雑で

はないかというご批判もありますけれども，こ
ういう形にすることによって，29ページにあり
ますように，政府案と公明党が出された与党の
上乗せ案で大体，2.4万円とか 2 万円と減税額
の水準が書いてありますが，あらゆる給与収入
階層で同じぐらいの減税規模になるようにした
ものです。

さらに30ページをご覧いただくと，これが終
わりではなくて，所得税の諸控除の部分につい
ては物価の上昇を踏まえて適時に引き上げると
いう基本的な方向性で具体的な方策を検討する
とか，さらに各種控除の在り方，各種所得の課
税の在り方，人的控除をはじめとする各種控除
の在り方の見直しを含む抜本的な改革にも取り
組むということが附則に書かれています。

〔自公維　幹事長合意〕財務省（31ページ）
それでも国民民主党との間で合意するにはな

かなか至らず，どうなるかというタイミングだ
ったのですが，自公維の 3 党の間で教育の無償
化について合意がなされたところです。維新と
合意に至ったことを踏まえて，その 1 週間の間
に維新に税法の方にも賛成していただくという
やりとりをさせていただいて， 3 月 3 日に自公
維で税法についてもご賛成いただくことになり，
幹事長合意をさせていただいたというところで
す。結局，公明党が出された案を与党修正案と
して出されて，今回見直しに至っています。政
府案で大体6,000億円，さらに与党修正で6,000
億円，合わせて 1 兆2,000億円程度の所得税減
税を行っているところです。

私どもとしては令和 8 年度税制改正に向けて，
先ほど附則に書かれていた所得税の抜本的改革
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の 1 つとして，物価に合わせて適時に見直して
いく仕組みのようなものをしっかり議論し，成
案を得ていくことが課題だと思っています。

3 ．ガソリン減税
続いてガソリンの関係です。最初に，全般的

に自動車関係諸税全体の構成などを説明したい
と思います。

〔自動車関係諸税収（国・地方）の内訳〕財務
省（33ページ）
税収としては全体で 5 兆8,000億円です。車

体と燃料に分かれていて，そのうち燃料につい
ては薄く網掛けしているところが当分の間税率
で上乗せされている部分であり，根っこの部分
に本則の税率の部分がそれぞれあります。当分
の間税率の部分は，下の赤いところにあるよう
に全体で揮発油税と軽油引取税でそれぞれ 1 兆
円と5,000億円程度，合わせて1.5兆円ぐらいの
金額になっています。

〔揮発油等の当分の間税率〕財務省（34ページ）
当分の間税率というのは実は平成22年度改正

において，それまでの暫定税率の時代には10年
とか 5 年の期限を付した特例として上乗せ税率
を張っていたのですが，このときに当分の間税
率ということで期限を付さない形で見直しされ
ています。

このときは民主党政権です。当時，民主党政
権は暫定税率を廃止するというマニフェストを
出して政権を取ってからいろいろ検討されたの
ですが，財源の問題もありますし，地球温暖化
対策との関係でガソリン，軽油に係る税率を低
くすることがどうなのかというさまざまな議論
があって，財政事情と地球温暖化対策の観点も
踏まえて税率水準を維持するという決定を当時
の民主党政権ではされました。

〔自公国　幹事長合意（令和 6 年12月11日）〕
財務省（35ページ）
昨年秋の総選挙の際に，国民民主党は暫定税

率の廃止も訴えておられました。選挙が明けて
自公国の幹事長間で12月11日に，こういった
103万円の壁と暫定税率の廃止について合意を
しました。103万円の壁については178万円を目
指して来年，つまり令和 7 年から引き上げ，ガ
ソリンの暫定税率については廃止する，具体的
な実施方法などについては引き続き誠実に協議
を進めることになっていました。

昨年末，103万円の協議を自公国で毎週のよ
うにしていたのですが，その際には実はガソリ
ンについてはそれほど突っ込んだ議論は行われ
ていませんでした。103万円の壁の方に議論は
集中していたわけですが，それでもこの話は引
き続き幹事長合意を踏まえながらどういうふう
に検討していくか，また協議していくかという
のは課題としてはあったわけです。

〔立憲・国民提出　税法修正案（要綱）（令和
7年 3月 3日）〕財務省（36ページ）
先ほど申し上げた103万円の壁について税法

を出してからも 2 ～ 3 月に協議して最終的に通
るのですが，その間， 3 月 3 日に立憲と国民が
共同して税法の修正案を出されています。 3 月
3 日というのは，先ほど維新と 3 党で合意した
という31ページの記述があったと思いますが，
あれと全く同じ日です。つまり，税法が自公維
の合意でまとまるというタイミングで，立憲と
国民が共同して税法の修正案を出されています。
これが 3 月 3 日の時点で 4 月 1 日から揮発油税
と地方揮発油税，ここでは軽油は入っていませ
んが，廃止するという法案を出されました。

〔維新提出　揮発油及び地方揮発油税の税率の
特例の廃止に関する法律案（要綱）（令和 7
年 3月 3日）〕財務省（37ページ）
同時に，維新も 3 月 3 日には暫定税率につい

て法律案を出されています。これは令和 8 年 3
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月31日，つまり 1 年かけて議論して中身を詰め
ていこうという法案を出されていました。立
憲・国民の修正案については，自公維で反対し
て通りませんでした。一方で先ほどの 3 月 3 日
の自公維幹事長合意に基づいて， 3 月末から 6
月通常国会いっぱいにかけて自公維の税制協議
が計 6 ～ 7 回ぐらい行われていました。

〔自公維　税制協議〕財務省（39ページ）
自公維協議の中で暫定税率を廃止するために

乗り越えるべき課題として整理されたものです。
地方財政との関係，温暖化対策，インフラの維
持管理の財源等々です。その中身について簡単
に論点をご説明したいと思います。

〔地方団体の意見〕財務省（40ページ）
地方団体からの意見を付しております。 6 団

体，それから知事会の意見です。代替となる恒
久財源をきちんと用意してもらわないと地方財
政に多大な影響が及ぶということです。本当は
国の財政についても全く同じことがいえるわけ
ですが，地方団体は当然ながらそういう意見を
出していただいております。これが地方との関
係の資料です。

〔温暖化との関係〕財務省（41ページ）
続いて，温暖化との関係です。私はいろいろ

なところでお会いする皆さんにお聞きしている
のですが，「日本のガソリンの値段は世界中で
どれぐらい高いと思いますか」と質問すると，
ほとんどの方は「日本は石油を輸入している国
だから相当高いのですよね。G 7 でいえば上か
ら 2 番目とか 3 番目ですか」とおっしゃるので
すが，実際にはそんなことはなくて，これは2024
年第 4四半期ですけれども，日本はOECD35カ国
の中でアメリカに次いで値段としては安い国だ
ということです。税金ももちろんなのですが，
値段としてもこういう水準にあるということで
す。

〔当分の間税率を廃止した場合のCO2排出量へ
の影響（2025）〕財務省（42ページ）
最近になって環境省が試算を出されたのです

が，仮に暫定税率を廃止しますと，元々日本が
目標にしている温暖化対策，CO2削減目標に多
大な影響が生じます。従って，同等以上の環境
保全効果を確保するための所要の措置をぜひ検
討してくださいということを環境省は言ってい
ます。ここが温暖化対策との関係であり，これ
も非常に大きな問題だと思っています。

〔原因者負担・受益者負担〕財務省（43ページ）
これは，いわゆる道路の維持管理に要するコ

ストを一体誰から頂いてやっていくかという話
です。自動車関係の税金については元々，道路
利用による受益者の負担，道路損壊などに対す
る原因者負担の性格を有してこういう税金が課
されています。もちろん平成21年に一般財源化
されておりますので，歳出と税収の直接的な関
係はありませんが，一方で道路若しくは自動車
の関係で税金を頂いているのはそういう趣旨で
す。

一般財源化以降，道路の歳出の方がどんどん
増える一方で，税収の方は減っています。この
差額というのは一時的には借入れで道路の維持
管理や整備にお金を使っているわけなのですが，
最終的にはそれは税金で賄うことになりますの
で，道路の利用者以外の方からの税金も頂きな
がらこういう道路関係の予算を使っているのが
現状です。

〔今後の社会資本の維持管理等について〕財務
省（44ページ）
社会資本の維持管理・更新費がこれからどん

どん増えていくという試算を国交省が出された
ものを取り上げておりますが，昨今道路に大変
大きな穴が開いたというケースが全国で生じて
いるわけです。道路そのものもそうですし，道
路の下にある上下水道の管が，古くから整備さ
れたものは建設から50年以上たつようなものも
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特に都市部では結構あるのですけれども，そう
いったものはしっかり点検して維持補修をしっ
かりしていかないと，人の命に関わるような話
です。これが今までかかっていた道路関係の予
算に加えて非常にお金がかかるわけです。もち
ろん新しい道路をこれからもどんどん整備して
いく時代ではないので，歳出の効率化もやって
いく必要はあろうかと思いますが，それでも維
持補修にかかるお金は相当な額に上ります。そ
ういう状況の中で，ガソリンや軽油の税金を本
当に下げることはどうなのかというのは一度き
ちんとご議論いただければというのが私どもの
スタンスではあります。

それから45ページは，流通や販売の現場に与
える影響です。これは短期的な話なので割愛さ
せていただきます。

〔与野党国対委員長合意（令和 7年 7月30日）〕
財務省（46ページ）
先ほど， 3 月から自公維の 3 党でずっと税制

協議をしてきたという話がありましたが，最終
的にはなかなか合意には至りませんでした。特
に恒久的な財源の部分をどうするのかというの
が一番大きな課題としてあったのですが，維新
とも 5 月の末ぐらいに至ってもなかなかまとま
らず，通常国会の会期末を迎える段階で維新も
他の野党と一緒に暫定税率の廃止法案を提出し
ました。

会期末の最終日の土曜日まで国会を開けてそ
の法案を議論し，最終的には参議院で，与党が
多数だったものですから否決されました。

通常国会が終了して，参議院選挙も与党にと
っては厳しい状況だったわけですけれども，そ
れを受けて， 8 月の頭に臨時国会を開会する直
前の 7 月30日に与野党の国対委員長間で合意さ
れたものがこちらです。財源，流通，地方財政
といった課題を含め，速やかに与野党合意の上
で法案を成立させ，今年中のできるだけ早い時
期に実施するということが合意されています。

〔野党 7党提出 ガソリン暫定税率廃止法案（令
和 7年 8月 1日）〕財務省（47ページ）
8 月 1 日，臨時国会の冒頭に野党 7 党が11月

1 日からガソリンの暫定税率を廃止する法案を
提出しております。46ページにあるようなさま
ざまな課題についてできるだけ合意の上でやり
ましょうという合意を与野党でしています。

8 月 1 日にこの法案が出て以降， 5 回協議が
行われております。今の協議の状況を簡単にご
説明しますと，野党の中にも財源について相当
スタンスに幅があります。「恒久的な財源は必
要ない。プライマリーバランスの黒字を使えば
いいではないか。税収の上振れで可能だ」とい
う党から，恒久的な税財源で賄うべきだと言っ
て，例えば租税特別措置の見直しなどで恒久財
源を確保すべきだという党までいろいろ幅があ
り，与野党全てが一致する方向がなかなか見え
ていないという状況です。

これから自民党の総裁選があって，新しい総
裁が選ばれて，首班指名の国会が開会されます
ので，最終合意なのか，ある一定の方向性なの
かわかりませんが，何らかの方向性をこの臨時
国会までにまとめないといけないという状況で
す。

4 ．消費税の議論
続いて，消費税についてご説明させていただ

きたいと思います。

〔各党の主張（立憲，国民，維新，参政）〕財
務省（49ページ）
通常国会では物価高対策として消費税をとい

う声も，幾つかの党からの国会での総理への質
問でいろいろ議論が行われていました。また，
4 月に入ってトランプのいわゆる相互関税の発
表があり，どういう影響がこの国にあるのかわ
からないから冷静に状況を見極めてというのが
政府のスタンスであったのですが，これは大変
だということで参議院選挙を前に各党消費税に
ついてもかなり踏み込んだ提案をされています。



―143―

それをまとめたのが49ページです。
立憲は食料品を 1 年間ゼロにするとしていま

す。ただ，食料品を 1 年間ゼロにするといって
も消費税の改正にはそれなりに期間がかかるの
で，それまでの間は歳出の一律給付みたいなも
ので対応し，その後，食料品を 1 年間ゼロにし，
最終的には消費税の逆進性対策としては給付付
き税額控除に移行するという， 3 段方式を言っ
ておられます。公約にもそう書かれています。

維新は食料品を 2 年間ゼロにするとしていま
す。これも期限付きでゼロにするという案です。
国民民主党は食料品だけでなく一律全ての消費
税について 5 ％にするという案です。参政党は
段階的に廃止するという案です。

自民党内も，有志の先生方が食料品をゼロに
すべきだという提言を党の執行部に出したり，
参議院の先生方がこれをやるべきか否かという
アンケートを取られて，その結果なども執行部
に提出されたり，党内でもさまざまな議論があ
りました。各野党さまざまな議論が行われてい
ることを受けて，自民党の税制調査会が 5 月に
勉強会という形で消費税減税の課題や問題点を
まとめた資料を提出して議論をされたというこ
とがありました。その関係の資料の中から幾つ
かピックアップして50ページ目以降に付けさせ
ていただいています。

〔税率変更に伴う実務上の課題〕財務省（50
ページ）
税率を引き下げる場合には，事業者の方々は

当然ながらまず価格改定をしなくてはいけませ
ん。そのための準備が相当かかります。それか
ら，経済的には買い控え，駆け込み，そしてそ
の反動ということが，下げるときと上げるとき
の両方起こります。

〔課題③価格転嫁〕財務省（52ページ）
次に価格転嫁の問題です。例えば食料品 8 ％

がゼロになるから食料品の値段がそれだけ下が
ると世の中の方はイメージされて，消費税が下

がった日を境にしてスーパーなどに行って， 8
％下がったよね，当然下げているよねというふ
うにお店に言われると思います。しかし赤いと
ころに書いてあるように，昨今は原材料費や人
件費が非常にアップする中で，各事業者はそれ
をそのままコストに上乗せして値上げするかど
うかというのは非常に悩まれて，値上げを我慢
されている経営者の方もたくさんいらっしゃる
と思いますが，そういう状況の中で税率が引き
下げられたからといって小売価格が本当に 8 ％
分だけ下がるかどうかというのは事業者の方々
の判断によると思います。期待しているような
物価高対策になるかどうかというのはわからな
いところもあるということです。

〔課題⑤税率変更に伴うレジ・システムの改修
工程〕財務省（53ページ）
これは特に大手のコンビニやスーパーといっ

たところですが，当然ながらレジやPOSシステ
ムも改修が必要になってきます。レジを作って
いる会社の方にヒアリングをしたのですが，相
当高度なものを作られているところは「それな
りに時間がかかるのです」という話をお聞きし
ました。従って，今までは税率引き上げという
ことだけでしたが， 1 年以上，準備期間を設け
ているわけなのですが，そうなると機動的な物
価対策になるのかどうかという問題があろうか
と思います。

〔課題⑥税率差が大きくなることによる影響，
課題④税率変更が免税事業者に与える影響〕
財務省（54-55ページ）
それから食料品の軽減税率のみを下げたとき

に，外食産業は引き続き10％ですけれども，外
食産業といわゆるテイクアウトやお弁当を売っ
たりする事業者間で相当混乱が生じ得る可能性
があります。また，食料品だと小規模な農家，
免税事業者としてやっておられる方にとっては
手取りが減ってしまう可能性もあります。手取
りを減らさないようにするには，課税転換して
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ちゃんと確定申告して還付を受けることが必要
になります。零細だから免税事業者という制度
があるわけですが，そういう方に課税転換せよ
と求めるような改正になるということです。

今まで申し上げてきたのは実務の話で，ここ
から先はいわゆる財政の話です。

〔社会保障 4 経費と消費税収の関係（令和 7
年度予算）〕財務省（56ページ）
消費税収は全体10％分で31.4兆円あります。

これは国と地方でそれぞれ分かれて，国税の部
分は，交付税で地方に配分されるものを除いて
全体で20.1兆円で，全額社会保障の 4 経費に使
われています。貴重な全世代型社会保障の財源
であるということを申し上げている絵です。

全体の 4 割ぐらいは地方の財源にもなって，
地方自治体の大事な財源ということですので，
これを仮に減税するとなると，大変大きな影響
が国と地方の財政にそれぞれ及び得るというこ
とです。

〔消費税率の引き下げによる減収等〕財務省
（57ページ）
これは，もう少し減税したときの減収額のイ

メージを持っていただくための資料です。消費
税 1 ％当たりの消費税収は，標準税率の部分で
2.7兆円，軽減税率の部分で0.6兆円です。0.6兆
円× 8 で大体 5 兆円ぐらいですけれども，この
5 兆円を仮にゼロにすると財源としてなくなる
ということです。

従って，立憲や維新が食料品を 1 年若しくは
2 年ゼロにすると言っているところの必要とな
る財源というのは 1 年間で大体 5 兆円です。そ
れから国民民主党が言っておられる全体を 5 ％
にするには，15兆円ぐらいかかるという計算に
なるわけです。これが国や地方の財政に与える
影響というか，社会保障の財源に与える影響で
す。

〔収入階級別の消費税の負担状況〕財務省（58
ページ）
消費税を減税すると，それぞれの収入階層ご

とで各世帯にどれぐらい減税の効果が及ぶのか
というのをわかっていただくために，各収入階
級別の消費税の負担状況を付けさせていただい
ています。食料品など軽減税率分は薄いオレン
ジ，濃いオレンジに比べると高所得者と低所得
者の間での差は小さくはなりますが，それでも
一番上と一番下ぐらいで倍ぐらいの差がある，
消費税の減税効果は高収入でたくさん消費をさ
れている方に手厚くなるという資料です。ここ
までが自民党税調の勉強会で使用された資料で
す。

〔消費税に係る各紙の主張〕財務省（59-60ペ
ージ）
最後は，全国紙の新聞社が消費税減税の議論

が盛り上がっていたときにどういう社説を書い
ておられたのかをまとめたものです。東京新聞
が「時限的なものはやむを得ない。ただし，代
替財源をきちんと確保して，与野党合意に基づ
いて元に戻す責任をきちんと取るべきだ」と言
っています。元に戻すのが大変だというのはわ
かった上で書かれていると思います。それ以外
の新聞社は全て，いろいろ問題があると言って
います。

5 ．今後の展開
今後103万円，それからガソリン，消費税の

問題についてどういう展開になっていくかなの
ですが，まだなかなか見えないというのが現状
ではありますが，今までご説明したように，税
制の観点でいろいろ問題点，財源，財政的な面
でもいろいろ課題があります。そういったこと
をきちんとやって，将来に禍根が残らないよう
にしていくことが大事なのかなというのが私ど
ものスタンスです。
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6 ．その他の課題
最後の最後に，大変恐縮ですが，61ページ以

下はその他の課題として，実はその他の課題だ
けを取り上げると例年であればもうこれだけで
30分きちんと話ができるような内容なのですが，
それぞれ宿題になっている事項であったり，税
制改正要望が多分出てくるであろう事項であっ
たりといったものを踏まえて簡単に付けさせて
いただいた資料です。こちらについては適宜ご
覧いただければと思います。大体お時間となり
ましたので私のご説明は以上で終わらせていた
だきます。どうもありがとうございました。

Ⅱ．�税制の現状と今後の課題に対
する意見・質問

（岩﨑）　ありがとうございました。大変錯綜
する政治状況も踏まえて現在の税財政の改革の
方向についてご説明をわかりやすくしていただ
きました。ありがとうございました。

それでは，ただ今のご説明に対しましてまず
佐藤教授からご質問・ご意見を開陳していただ
ければと思います。よろしくお願いします。

（佐藤）　包括的なご説明ありがとうございま
した。私の方から 5 ～ 7 分程度，コメントにな
るかと思いますけれども幾つかさせていただけ
ればと思います。

まず，所得税の基礎控除の見直しに関して申
し上げますと，これまでの所得税改革が不完全
だったということも原因としてあるのかなと思
っております。今から10年ぐらい前だったと思
いますが，政府税制調査会において，当時配偶
者控除の見直しに絡んで所得控除の税額控除化
の議論があったのです。加えて，税額控除を個
人の間で，例えば家族の間で移転可能にしよう
といった議論もありました。

今回ご指摘のあったとおり，単純に基礎控除，
今の所得控除である基礎控除をそのまま上げれ

ば，当然のことながら所得の高い方々が大きく
減税になってしまうわけです。でも，これが税
額控除だったら初めから減税額は全ての所得階
層において一定だったはずです。今回まさに上
乗せ特例のところはそうなるように階段を設け
たということになります。これは制度を複雑に
して何とか減税額をそろえようとしたというこ
とです。元々税額控除の仕組みになっていれば
こんなことはしなくてもよかったはずというこ
とになります。

それから今日はあまりご説明がありませんで
したけれども，扶養控除のところでも特定扶養
控除制度を新たに創設して激変緩和措置を講じ
ているということになります。これは配偶者特
別控除と同じ仕組みになっているわけです。し
かし，これも元々控除が移転可能な仕組みであ
れば，例えば子ども或いは所得のない配偶者に
基礎控除を与えておいて，でも税金で引けない
ので，それを家計の主たる世帯主の所得から引
き，子どもや配偶者の所得が増えていって課税
対象になれば，順次その控除を配偶者なり子ど
もに移していくという仕組みになるわけですが，
こういう移転可能な控除があれば激変緩和措置
というのもいちいち議論しなくてもよかったは
ずなのです。

その意味においては，言葉は過ぎるかもしれ
ませんけれども，税制改革の不作為が今回ある
意味露呈したのかなという気がしています。今
からでも遅くないという言い方はこの状況にお
いてできるのかわかりませんが，特に政府税制
調査会においても所得税の抜本改革として改め
て税額控除化の議論はしていく必要があるのか
なと思います。

そもそも，若い方々にとって重いのは，所得
税ではなくて実は社会保険料の方であり，恐ら
く政治の世界においてはわかりやすいというこ
と，それから税法の見直しだけで減税ができる
ことから所得税がターゲットになっているのか
と思います。しかし，本来の負担が重いのは社
会保険料の方であるとすれば，特に勤労者の社
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会保険料をどうやって軽減していくかというこ
とを考えていく必要があると思います。

その意味においては，本当は所得税と社会保
険料の一体改革が本来あるべき姿だったはずで
す。政府税制調査会で議論できるのは税制だけ
ですので，なかなか議論する場がなくて話が進
んでいませんでした。もっとも，オランダなど
では，1990年代に税と社会保険料を一体的に改
革して課税ベースをそろえるといったこともし
ています。また，これを給付付き税額控除とい
ってもいいかもしれませんけれども，所得税か
ら差し引けなかった控除分は社会保険料から控
除してあげるという仕組みもつくったりしてい
るわけです。その意味においては，これからは
単に所得税だけでなく社会保険料を併せた議論
をしなければならないのではないかと考えてい
るところであります。

確かに物価高対策として基礎控除を引き上げ
るのは理にかなっているように見えますが，逆
にデフレのときにどうするのだろうと思ってい
ます。インフレのときには控除を上げるという
ことであれば，デフレのときには下げるのでし
ょうけれども，過去10年間そんな議論はしませ
んでした。なので，もしこれを今後所得税制の
中でビルトインしていくのであれば，デフレの
ときにどうするのかという議論も併せてやらな
いとあまり対称性がないという気がしています。

私は基礎控除のところにある程度物価調整が
入るのは別に構わないと思うのですが，忘れて
はいけないのは所得税にはわれわれの言葉を使
うとビルトインスタビライザーの効果があるこ
とです。つまり，景気が過熱して所得が増えた
ときに，インフレの影響などでも所得が増えた
ときに，あえて税金を上げることによって経済
の変動を抑える役割があるはずなので，物価調
整を完全に入れてしまうとビルトインスタビラ
イザーの効果を損なうことになります。特に累
進構造のところ，税率10％或いは 5 ％のところ
はそういう物価調整をしてもいいと思うのです
が，それを超えた累進課税のところについては

ある程度残しておかないと，つまりブラケット
調整をあまりしないようにしておかないと，ビ
ルトインスタビライザー効果を損なうことにな
るのではないかと。

次にガソリン税の暫定税率ですけれども，こ
れについては経済学者の間でも廃止はあまり評
判が良くなくて，もちろん 1 兆円の税収を失う
というものもあるのですが，やはり地球温暖化
対策にかなわないのではないかという指摘があ
ります。既にガソリン税は一般財源になってい
るわけですから，必ずしも道路のための財源で
はありません。ではそれは今，経済学的にはど
う位置付けられるかというと環境税の 1 つなの
だと思うのです。

そう考えると，まさに環境省の試算にあると
おりでありまして，ガソリン税の暫定税率の廃
止というのは，これから脱炭素と言っている流
れに逆行するのではないかということになりま
す。だから新税をというのは違うではないかと
いう議論もあるかもしれませんけれども，もし
ガソリン税の暫定税率を廃止するのであれば，
それに代わる形で何らかの形での環境税の創設
或いは強化が必要だと思います。具体的には，
今であれば地球温暖化対策税もありますし，或
いは石油石炭税というのもあるわけですので，
このあたりをある程度強化していかないと脱炭
素という政府の方針に適わないかと存じます。

それから物価高対策になっているかといわれ
ると，これは当たり前なのですけれどもガソリ
ン税の減税で恩恵を被るのは車を持っている
方々です。しかも燃費があまり良くないガソリ
ン車を持っている方々になりますので，果たし
てこの減税は本当にフェアなのかということも
問われてくると思います。当然のことながら，
せっかくEV車を買った方々は全くこの恩恵は
受けられないことになります。

もちろん車というのは地方の足ですので，地
方圏の人にとってみればこれは助けになるので
はないかというご意見もあるかもしれません。
しかし，地方圏で進んでいるのは高齢化です。
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高齢者にはむしろ免許返納もお願いしているわ
けです。むしろ，これからやらなければいけな
いのは公共交通の充実或いは再建であります。
先ほどインフラ更新のためのお金がなくなるの
ではないかというご指摘がありましたが，もう
一方で新たな財政ニーズとして出てきているの
が公共交通の再整備なのです。こちらの財源を
確保していくということも新たな課題としてあ
るわけですので，そういった観点から見ても日
本の置かれた現状に必ずしもそぐわない対応で
はないかなという気がしています。

結局，地方の言葉を使えば代替財源という言
葉になりますし，われわれの言葉を使えば新た
な税金ということになるかもしれませんけれど
も，やはり地球環境問題，地球温暖化対策，そ
れからもちろん地方の公共交通の充実，インフ
ラ投資，インフラ更新といったものに充てるた
めの財源確保は進めていく必要性があるという
ふうには思います。

最後に，時間も限られていますので消費税に
ついてです。これも経済学者の間で非常に評判
が悪くて，「エコノミクスパネル」というのを
日本経済新聞がやっているのですが，そちらの
アンケート調査でも大多数の経済学者は消費税
減税に反対です。物価高対策になっているかと
いうと，既にご指摘のあったとおり税率を変え
るのに時間がかかるということ，それから価格
転嫁がどうなるかわからないということがあり
ます。これも諸外国の実証研究などを見ても，
確かにリーマンショックのとき或いはコロナ禍
において減税を行った国があります。例えばイ
ギリスやドイツなどです。ただ，それが物価の
引き下げになったかといわれると必ずしもそう
でもなかったという実証研究もあります。これ
は，ある意味で当たり前で，ご指摘のとおり人
件費も上がってきている，原材料費が上がって
きている中において，減税したからといってそ
のまま価格を下げるということは事業者の方々
もなかなかやりにくいということがあるわけで
す。税金が戻ったときにまたお金を上げられる

のかということも現場では不安なところもあり
ますので，そういう意味においては物価高対策
にもなりにくい面があるかなという気がしてい
ます。

それから私も個人的に気になっているのは食
料品に対するゼロ税率です。食料品に対する軽
減税率の廃止ですけれども，これは 2 つの意味
で問題があって， 1 つは既にご指摘のとおり，
現場が多分混乱すると思います。外食産業は困
るし，それからコンビニのイートインコーナー
はどうするのかという話がまた出てくるし，お
もちゃ付きの駄菓子などはうちの子も買います
けれども，これは一体どちらなのかという話に
なってくるわけです。まさにこの線引きの問題
が，あの軽減税率のときに散々出てきた線引き
の問題がまた改めて顕在化すると思います。今
は，言葉は悪いけれども 2 ％の差なので事業者
の方々もあまり負担なく対応できていると思う
のですが，さて税率差が10％になったらどうか
ということがあります。

トランプ関税に対する対策としてもこれは全
く意味がありません。というのは，対米輸出の
うち食料品の占める割合は 1 ％しかないので，
食料品に支援して国内需要でそれを支援すると
いうのはあまり筋が良くないわけです。ご案内
のとおり，対米輸出の 3 割は自動車関係なので，
もし支援をしろと言われたら，これは自動車産
業に対する支援でしょうということになると思
いますので，その意味においてはトランプ関税
対策にもなりません。そういう意味では政治的
にアピールするためのものであって，経済効果
ということで言わせてもらえば物価高対策にも
ならないし，トランプ関税対策にならないとい
う気がしています。その意味においてちょっと
気になるのは，政治的に税制が決められていく
ことです。もちろん税は政治そのものではある
のですが，その経済効果は問われなければなら
ないという気がしています。
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（岩﨑）　佐藤教授，ありがとうございました。
時間がかなり経過しているので，続いて平野租
研副会長からご意見を頂いた後，併せてお答え
いただければと思います。では，平野副会長，
よろしくお願いします。

（平野）　ありがとうございます。平野でござ
います。先ほど青木局長からは，今年の秋の臨
時国会で最もホットな話題になりそうな 3 つの
点に絞って非常にわかりやすくお話しいただき
ました。ありがとうございました。

私ども日本租税研究協会では，例年政府が次
の年度の税制改正を検討しておられるこの時期
に，その時点時点でわが国が抱えている社会，
経済，財政上の構造的な問題とその解決に向け
た方向感を踏まえた上で，租研意見として，あ
るべき税制を提言してまいりました。今回も，
昨日，租研意見をとりまとめ公表したところで
す。

今回の租研意見では，現状のさまざまな課題
に対応するためには歳出も含めた財政全体，そ
して歳入のサイドも税だけではなくて，先ほど
佐藤さんからもお話がありましたけれども，社
会保険料も含めて一体的に捉える必要があると
いう観点から，総論で 4 つの課題，第 1 に日本
経済の活力強化，第 2 に人口減少及び少子化へ
の対応，第 3 に経済格差への対応，第 4 に財政
の健全化を設定した上で，各論では税目ごとに
税制改革の在るべき方向性を提言しております。

詳しくは租研意見をお読みいただきたいので
すが，私からはその構成に従って 6 つの点につ
いて意見を申し述べます。

まず 1 点目，財政健全化です。長年の財政赤
字によって債務残高が拡大してGDPに対する
公的債務残高の比率が先進国中最悪の水準であ
ります。これは周知のとおりでありますが，一
方でここ数年は，わが国も長いデフレから脱却
して経済は回復の兆しを見せており，税収も大
きく改善しているわけです。だから，国民に還

元するという議論に走るのではなくて，今こそ
財政運営を正常な状態に戻すというまたとない
好機と捉えるべきだと思っています。すなわち，
いつ起こるかわからない大規模自然災害，それ
から地政学的なリスクに備えて財政余力を持つ
ためにも，政府は財政健全化の具体的な目標，
例えば公的債務残高対GDP比率の目標水準を
設定した上で，その実現に向けた工程表を策定
し，国民の理解を得て達成に取り組むべきだと
考えています。

2 点目，拡大かつ固定化しつつある経済格差
への対応です。 1 点目として述べた財政健全化
への取り組みに当たっては，国民の不満や不安
の根底にある経済格差或いは不公平感への対処
を同時に進める必要があります。現役世代に重
くのしかかる社会保険料負担が特に若い働く世
代の不満を生む一方で，いざというときのセー
フティネットである社会保障制度の持続可能性
に対する信頼の低下が将来不安を招き，積極的
なチャレンジをためらわせる原因ともなってい
るのではないかと考えるからです。

以上，財政健全化と経済格差への対応の 2 点
から，租研意見では次の 3 つのことを提言しま
した。

1 つ目の提言は，税と社会保障の一体改革で
あります。財政と社会保障，税と社会保険料の
全体像を国民に対してわかりやすく説明するこ
とによって理解を求め，制度全体の再構築を行
うべきです。逆に，負担の議論を先送りにしか
ねない，いわゆるステルス増税的な安易なアプ
ローチは慎まなければいけないと思います。

2 つ目の提言は，応能負担です。社会的な公
平を実現するために税，社会保障ともに給付と
負担の両面において所得，資産の双方を考慮し
た応能原理を強化する必要があると思います。

3 つ目の提言は，そのために必要な国民の所
得資産の把握であります。つまりデータです。
税と社会保障の一体改革と応能負担の強化を実
現するための制度として，給付付き税額控除的
な制度の導入とガバメント・データ・ハブの整
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備を提言しています。前者についての説明は割
愛しますが，後者に関しては，いわゆる関係す
る国・地方の行政機関，さらには必要な情報を
有する金融機関などの民間団体を含め，国民の
所得，資産，世帯構成など税・社会保険料の適
切な制度設計や賦課・徴収，そして給付の実施
などの行政事務の遂行に必要なデータを取得利
用することができる共通の情報基盤をガバメン
ト・データ・ハブと呼び，早期に構築し活用す
ることを提言しています。マイナンバーの利用
をベースにしてこれを構築することができれば，
ばらまきではなくて真に必要とされる人々に的
を絞ったターゲット型の迅速な給付も可能とな
るはずです。給付付き税額控除的な制度とガバ
メント・データ・ハブの導入についてどうお考
えか伺えればと思います。

それから，本日述べたい 6 つの点の 3 つ目が
消費税です。膨張する社会保障或いは公共サー
ビス，社会インフラの維持の費用を賄い，安定
した財政運営を継続する上で，消費税収の強化
は不可欠だとわかっているわけですが，一方で
逆進性を問題視する声が強いのも事実です。そ
の使途は社会保障に限定されているわけなので，
一方で社会保障給付は低所得者に対しても一律，
或いは所得との対比で見ればより手厚くなされ
るので，トータルで見れば必ずしも逆進的とは
いえないという見方もあります。基幹税である
消費税の拡充を議論する上では，この逆進性の
問題をわかりやすく説明する必要があると思う
のですが，財務省はこれについてどうお考えか
伺えればと思います。

それから，逆進性への対応として各国で軽減
税率が導入されていますが，先ほどからも議論
されているとおりで制度の複雑性が懸念される
ところです。租研としては，先ほど申し上げた
給付付き税額控除的な制度を活用すれば消費税
の逆進性への対応にもつながるのではないかと
考えておりますが，ご見解を伺えればと思いま
す。

次に 4 点目，法人税率です。これもガソリン

暫定税率の廃止などの関係で財源論として法人
増税が浮上しているようですけれども，私ども
租研としては，法人税の税率或いは課税ベース
は各国とイコールフッティングな水準にすべき
とかねて申し上げてまいりました。わが国の法
人実効税率は主要先進国比で高い水準にあり，
少なくとも実効税率は現行水準にとどめるべき
だと考えております。

一方で，財源は必要です。従って，所要の財
源については政策の全体最適化と財政健全化の
観点から，いわゆるアウトカム・オリエンテッ
ドな志向でスクラップ・アンド・ビルドを断行
すべきだと思いますし，税においても，既存と
新規のすべての租税特別措置について，エビデ
ンスを重視した客観的な効果測定に基づいて優
先順位を付け，優先度の低い租税特別措置を廃
止していくことも必要ではないかと考えていま
す。資料の中でも適用枠と税収の減少額の比較
がなされていますけれども，各措置によって期
待された経済の活性化は具体的にどの程度達成
されたかを測定する評価基準を明確化，可視化
して判断することが重要だと思っております。
このあたりについてもお考えをお聞かせいただ
きたいと思います。

5 点目，研究開発税制です。わが国における
長期にわたる経済低迷の一因が投資の欠如にあ
ったとすれば，企業のR&D（研究開発）を支
援する研究開発税制の改善強化は最も有効な成
長戦略の 1 つだと思います。税額控除の金額規
模或いは対象範囲の拡大も重要ですけれども，
企業がリスクとコストをかけて中長期的に
R&Dを継続することを促す上では，制度を透
明化しつつ恒久化して税による安定的な支援が
得られる環境を整備することが重要だと考えて
います。

最後 6 点目にグローバル・ミニマム課税です。
グローバル・ミニマム課税が導入されて，企業
はこのルールの複雑さ，或いは申告及び付随す
る決算，開示などに関する事務負担の増加に直
面しております。足元でもわかりやすいガイダ
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ンスなどの整備が進んでいますけれども，国内
法が国外ルールであるOECDモデルルールに依
拠していることもあって，通常の法人税よりも
さらに条文解釈が難しくなっています。従って，
企業にとっての予見可能性と簡素さの点で課題
が多いように感じております。税務署におかれ
ましては，国税庁など課税当局とともに企業の
求めに応じてOECDモデルルールを敷衍し，詳
細かつ迅速に解説していただけるよう体制の整
備をご検討いただきたいと思います。

（岩﨑）　ありがとうございました。大変鋭い
ご意見だったのですが，今お答えいただける範
囲で結構ですので，青木局長からご回答いただ
ければと思います。

（青木）　ご意見の部分とご質問の部分の両方
があったと思うのですが，主にご質問の部分に
お答えするということにしたいと思います。佐
藤先生から幾つか，例えば個人所得課税につい
て今までもう少しちゃんとしておくべきだった
ことをしていなかったので，今回のようなこと
になっているということでございます。所得控
除方式，税額控除方式，さまざま控除の仕方は
あると思いますが，先ほどご説明した税制改正
の附則にありますように抜本的な改革に取り組
んでいくということですので，その中で専門的
な知見も幅広く伺いながらしっかり対応してま
いりたいと思います。ぜひともよろしくお願い
いたします。デフレのときにまたどうするのか
ということもその際に併せてのご議論になるか
と思います。

ガソリン税の暫定税率の廃止につきましては，
大変鋭い貴重なご意見を頂いて，参考になりま
す。しっかり訴えていきたいと思いますが，お
っしゃるように地球温暖化対策との関係である
とか，そもそも物価対策として本当にどうなの
かといったことをしっかり考えてまいりたいと

思います。
引き続きご支援よろしくお願いいたします。
消費税についてご指摘いただいた点も含めて

議論になるように努めてまいりたいと思います
のでよろしくお願いいたします。

それから平野副会長から頂きましたご意見で，
まず質問の部分で幾つかご説明させていただき
ます。給付付き税額控除のいろいろな課題につ
いてはよくご承知のことと思いますが，社会保
障と税を一体で考えて本当に負担が重い，メリ
ットを受けられていない層があるのだとすれば，
本当に必要な改革としてどういうことができる
のかというのを考えてまいりたいと思います。
それから共通の情報基盤の部分についてですが，
これも個人情報保護の観点からさまざま論点が
あろうかと思います。そういったことも踏まえ
てわれわれも参加してまいりたいと思います。

それから，消費税の逆進性について受益も含
めた面で見ればというお話がございました。ま
さにそのとおりだとわれわれとしては思ってお
ります。消費税だけ捉えれば確かに逆進性とい
う批判はあろうかと思いますが，一方で消費税
が財源として充当されている社会保障給付も含
めれば受益の部分はまさに低所得者ほど手厚い
ので，そういったことも併せて評価すべきもの
だというふうにわれわれとしても考えておりま
す。

それから軽減税率制度も，例えば給付付き税
額控除を入れられれば逆進性対策になるという
のも 1 つのご意見だともちろん思います。そう
いう意味で，先の一体改革のときには幾つかメ
ニューの中で給付付き税額控除的なものもメニ
ューとしてあったわけです。今後，自公立の，
若しくは他の野党も入ってくるかもしれません
けれども，そういった中でご議論賜ればと思い
ます。

それから法人税についても幾つか，税率又は
租税特別措置についてご意見，ご質問がござい
ました。これは与党税調の今の取りまとめをご
紹介するだけで，それを踏まえてこれからご議
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論ということに尽きるわけですが，これまでの
法人税改革の効果の検証を与党の方でもされて，
投資や雇用，賃上げに結び付いてきたのかとい
う厳しいご意見があったと思います。これを踏
まえて今後の法人税の在り方については，法人
税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対
応を実施するなどメリハリのある法人税体系が
構築されていくというふうにされているところ
であります。こうした与党税制改正大綱の考え
方であるとか，経済情勢，国際的な動向などを
踏まえてしっかり議論していく必要があろうか
と思います。

それから，租税特別措置については，本当に
必要性や政策効果などをきちんとEBPMの観点
で計量的に検証した上で，不断の見直しをして
いくということに尽きようかと思います。例え
ば暫定税率などの財源をどうするのかといった
ときに候補に挙がるわけなのですが，そういっ
たきちんとした検証を踏まえた見直しがまずは
大事だというふうに考えております。

研究開発税制について，恒久制度としてとい
うご意見もございましたが，租税特別措置で租
税原則の例外的に設けられている措置なもので
すから，必要性や効果を見極めながら適時に見
直していくことが必要ではないかと考えます。

最後にグローバル・ミニマム課税についてご
意見を賜りました。ルールの簡素化というのは
大変大きな課題だと思っております。これは今，
IF（BEPS包摂的枠組み）におきまして議論が
行われているところですので，わが国の立場と
しても日本企業にとって事務負担，競争力の観
点に十分留意してこの議論に参加してまいりた
いと思っております。一方で，まさに税制改正
で対応した部分について，税制改正の解説や国
税庁公表のQ&Aといった取り組み，それから
経済団体等への説明会にしっかり取り組むとと
もに，企業ごとに色々な対応，ご質問がござい
ますので，国税局において個別照会の窓口を設
置し，しっかり対応してまいりたいと考えてお
ります。何とぞご協力をよろしくお願いいたし

ます。

（岩﨑）　ありがとうございました。提起され
た問題点というのは非常に重要なのですが，議
論すべきことがたくさんあって時間に限りがあ
るものですから，今日のところはこれでいった
ん国税に関する論点については切り上げさせて
いただきたいと思います。青木局長，ありがと
うございました。

それでは，引き続きまして，地方の税財政に
関する現状と課題につきまして，寺﨑自治税務
局長からご説明いただいて，その後議論させて
いただきたいと思います。では，寺﨑局長，よ
ろしくお願いいたします。

Ⅲ．�地方財政・地方税制の現状と
課題

（寺﨑）　ご紹介いただきました自治税務局長
の寺﨑でございます。租研の皆さま方には日頃
から大変お世話になっております。本日は，こ
のような貴重な機会を頂きましたので，地方財
政，特に地方税制に関してお話し申し上げます。

1 ．�総論：地方財政・地方税制の現状と課題
総論

〔令和 8 年度地方財政収支の仮試算【概算要
求時】〕総務省（ 5ページ）
まず，地方財政につきまして，これは令和 8

年度に向けた地方財政の仮試算と言っています
が，いわばマクロの地方財政の見通しです。先
ほどの青木局長のお話にもありましたが，最近
のさまざまな政党間の議論の中で，減税の財源
として税収の上振れといったことが指摘される
わけですが，税収の上振れとともに歳出の方も
増えているのだということについてご理解賜り
たいと思います。

5 ページの上の方ですが，地方財政は基本的
に学校教育や警察，消防，福祉といった人的な
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サービスが大きくあります。当然これらの人件
費は民間企業と同様に上げていかなければいけ
ないということでありますし，さらには委託費
といったものも地域経済に非常に大きく影響す
るわけですが，こういったものが今後増えてく
ることについても十分ご留意いただく必要があ
るのではないかと思っております。

〔令和 6 年度地方税収入決算見込額〕総務省
（ 8ページ）
さらに，これは直近の地方税収全体です。国

税ほどではないのですが地方税収も確実に上が
ってきているのですが，この中で東京都など都
市部に税収が集中しているので，地方がみんな
潤っているわけではなくて，そこにはかなり税
収の跛行性が出てきているということも留意す
べきポイントであります。

2 ．各論：個別地方税制の現状と課題論
（1）車体課税・燃料課税
〔ガソリン，軽油等に関する税の概要〕総務省
（12ページ）
それでは，地方税制の話です。これ以下は青

木局長からの国税の課題とある意味表裏一体と
いいましょうか，今回はさまざまな議論になっ
ていることがほぼほぼ国税，地方税両方にまた
がっているということについて，私の方から地
方税に特化した話をしたいと思っています。

油に関しましては，最も揮発の高いものがガ
ソリンでありますが，実は軽油というのはガソ
リンより重たく，軽油というので普通軽く見え
るのですが，実はこれは灯油と重油を混ぜても
軽油ができます。このために，蔵出し課税であ
るガソリンとは違って末端のガソリンスタンド
でかけなければいけないという特徴があります。
そのため，都道府県が税金をガソリンスタンド
単位で取るということが軽油引取税の特徴であ
ります。

もう 1 つは，元々農林漁業は道路特定財源の
頃から道路を走らないということで軽油を使う，

いわゆるディーゼルエンジンを使うものについ
ては免税という扱いにしております。現在は道
路特定税源ではありませんけれども，引き続き
免税ということをやっておりまして，ガソリン
スタンドに免税証を持っていくと，これらの事
業の方々，例えば農業のトラクターや漁船に使
う軽油は免税で売っているということです。

何を申し上げたいかといいますと，最近の議
論は補助金ではなく，いわゆる原油に対する補
助ではなくて，暫定税率の廃止で対応せよとい
うことなのですが，実は軽油引取税に関しては
暫定税率を廃止すると，いわゆる税金がかかっ
ている分は確かに下がるのですが，同時に補助
金がなくなるため，結果としてほとんど価格が
変わらないことになります。一方で，農林漁業
などがお使いの軽油は今より高くなるという現
象が起きるということも，軽油に関する状況に
ついて留意すべきポイントであります。

下の方の箱にありますように，ガソリン税の
一部が地方揮発油税ということで地方の財源に
なっておりまして，このうちいわゆる上乗せ分
が325億円，軽油引取引税の上乗せ分が4,793億
円，合わせて約5,000億円です。ですから，ざ
っと申しまして暫定税率の議論というのは，国
が 1 兆円，地方が5,000億円ということで議論
のターゲットとなっているわけです。

〔地方団体の意見〕総務省（14-15ページ）
先ほどもありましたが，地方団体からは，暫

定税率を廃止するのであればしっかりとした恒
久財源を措置すべきであるということです。一
時的な補填では駄目だということを強く地方団
体が申し上げているということであります。

〔自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の概
要〕総務省（18ページ）
話を飛ばしまして，自動車関係諸税全体の姿

をご覧いただきますと，実は燃料課税と車体課
税を合わせたものですけれども，地方の財源が
非常に多くなっています。色を塗った部分が地
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方税です。

〔車体課税（地方税）の税収推移〕総務省（19
ページ）
一方，これらの中でも特に車体課税について

は，税収自体はずっと減少傾向にあるというの
が特徴です。ピーク時は平成 8 年度に2.4兆円
ありましたけれども，現在は合わせて1.9兆円
になっています。いうなれば，さまざまな物価
が上がっている中でこれらの税はほぼ定額のも
のが多く，さらには減税等も行った結果，税収
自体は下がってきているということにもご留意
いただきたいと思います。

〔自動車に関する行政サービスと自動車関係諸
税（車体課税＋燃料課税）の状況〕総務省（20
ページ）
自動車関係諸税はもちろん道路特定財源では

ないのですが，地方は道路に関して非常に大き
な役割を担っております。歳出全体が5.7兆円
ありますが，今申しました自動車関係諸税は燃
料課税も合わせて歳入が3.4兆円です。これだ
け既に歳出と歳入に差が出ている，歳入が不足
している状況です。

〔地方の道路インフラにおける維持管理の現
状〕総務省（21ページ）
これもあまりご存じない方が多いのですが，

日本の道路の97％は地方が管理しています。国
道といえば国が管理しているように思われるの
ですが，国が管理しているのはわずか 3 ％の高
速自動車国道・直轄国道であり，補助国道は地
方の管理となりますから，地方にとって道路の
財源確保は非常に大きな問題であるということ
がいえます。

〔環境性能割に関する論点〕総務省（23ページ）
続いて環境性能割は，自動車の取得に係る際

に環境性能に応じて環境性能の悪い車からは税
を取り，そうでない車は非課税とするという制

度です。この環境性能割が取得時にかかるもの
ですから，現在車体課税の見直しの中で 1 つの
ターゲットになっています。

〔パワートレイン別の自動車税環境性能割の税
率適用状況〕総務省（24ページ）
これが一番わかりやすいのですが，それぞれ

どのような税負担になっているかというもので
す。EVやPHEVなどは100％非課税です。ハイ
ブリッド車もほとんどが非課税となっています。
一方，税金が課税されているのはいわゆるガソ
リン車です。今後全ての新車を電動車にしてい
こうということですから，ガソリン車からある
程度の税を取得時に頂くというのは非常に理に
かなっているのではないかとわれわれは考えて
おります。

〔環境性能割を廃止した場合のCO2排出量への
影響（環境省試算）〕総務省（26ページ）
環境省も先般，もしこの環境性能割を廃止し

てしまって他の措置を講じない場合には，CO2

排出量が100万～130万t増加するという試算も
発表していただいています。

〔電気自動車等の税負担の状況〕総務省（29
ページ）
毎年お支払いいただいている，いわゆる自動

車税といわれている種別割なのですけれども，
電気自動車が最近非常に話題になっております。
実は電気自動車は，この表でわかりますように
電池を積んでいるために重く，重い車というの
はその分だけ道路の損傷の割合が高くなります。
一方，電気自動車というのは，従前より一律で，
最も安い 2 万5,000円の税率区分で課税されて
います。一方，ガソリン車やハイブリッド車は
排気量が大きくなればなるほど税額が増えます。

〔電気自動車（EV）に対する自動車税種別割
の現状と課題〕総務省（30ページ）
最近1,000万円以上の高級EVがかなり増えて
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きまして，物によっては2,000万円，3,000万円
もするようなEVもあります。しかし，これら
は全て 2 万5,000円という税額になっており，
これらの税負担の在り方についてどのように考
えるかという論点があります。

〔地方財政審議会「自動車関係税制のあり方に
関する検討会」〕総務省（31ページ）
そこで自動車関係税制のあり方に関する検討

会を開いて，今年の年末に向けて私どもは省内
で議論を深めており，この年末には車体課税の
全体を見直します。これは税収中立の下で行う
ということが与党の税制改正大綱にありますの
で，その中でどういった議論になるか，われわ
れも十分議論に備えてまいりたいと思っており
ます。

（2）地方消費税
32ページ以降は地方消費税です。

〔地方消費税について〕総務省（33ページ）
これについては先ほどの青木局長の話とほぼ

同じです。申し上げたいのは，消費税収の約 4
割は地方分であるということです。

〔都道府県ごとの地方消費税収等（試算）〕総
務省（37ページ）
各都道府県の地方消費税の税収を載せており

ますけれども，地方消費税の半分は都道府県か
ら市町村へ交付されます。いうなれば，都道府
県も市町村も地方消費税に大きく財政的に依存
しているということであります。

〔地方団体の意見（消費税減税）〕総務省（38
ページ）
この減税議論に関しては，地方への影響を十

分に考慮し，将来世代の負担に十分配慮した丁
寧な議論が必要だということで地方団体からも
強い意見が出ています。

（3）いわゆる「103万円の壁」
駆け足ですが，次に「103万円の壁」に関し

てです。

〔物価上昇局面における税負担の調整及び就業
調整への対応〕総務省（42ページ）
これが今回の結論ですが，国税については政

府案から，さらにいわゆる与党の修正が行われ
ているわけですけれども，個人住民税に関して
は所得税とは異なり，今回変わったのは①の給
与所得控除のところと③のいわゆる特定扶養控
除関係，そして④の所得要件の引き上げ，これ
は所得税と同じですが，一番大きな論点になっ
た基礎控除については改正をしませんでした。
これは地域社会の会費的性格ということについ
て，また基礎控除を見直した場合，地方財政に
大きな影響があるということから，今回このよ
うな判断になったものと考えております。

〔個人住民税の概要等〕総務省（43ページ）
ここには全体のブラケットが書いてあります。

実はご案内のとおり，日本人の6,000万人のい
わゆる納税者に住民税をご負担いただいている
わけですが，約 8 割は所得税よりも住民税の方
が多くなっています。これは10％フラットです
ので，そのような統計になりますけれども，こ
れの一番下の課税最低限が所得税は160万円に
引き上がるわけですが，住民税は給与所得者の
場合，100万円から110万円への引き上げです。
ということで，110万円から160万円ということ
でかなり差が開いたというのが現時点での姿で
あります。

これをどう評価するかいろいろご議論があろ
うかと思います。45ページに基礎控除だけを書
いたものがありますけれども，元々基礎控除も
所得税と住民税は一緒でした。しかし，所得税
が累次の減税を行う際に地方財政への影響を遮
断しようということで，ちょっと古い話ですが
昭和35年，地方税独自の金額をつくったという
のが経緯であり，それ以降は所得税と違う道を
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歩んでおります。上げるときには一緒に上げた
り，若干遅れて付いていったり，分割して上げ
たりということをしていましたが，今回はただ
今申し上げましたようにかなりの額の差が出ま
したので，これをどのように考えるかというの
は論点ですが，同じように引き上げますと地方
財政に大変大きな影響が出るものですからなか
なか難しい問題だろうと考えています。

（4）�地方団体間の税収の偏在や財政力格差の
状況の原因・課題の分析

さてここからは地方税オリジナルの話という
ことで，いわゆる税源の偏在問題ということで
あります。

〔令和 7年度税制改正大綱（抜粋）〕総務省（49
ページ）
まず昨年の大綱を載せておりますけれども，

偏在問題というのは，ざっくり申しますと税収
が偏在しているから偏在を是正しなければいけ
ないという話が前段の部分であります。以下，
「特に」と書いているところは，偏在是正では
なく税収の帰属の適正化です。本来入るべきと
ころに税収が入っていないではないか，それを
適正化しようという話であります。

〔個人住民税（割毎）に係る東京都シェアの推
移〕総務省（51ページ）
実は個人住民税の中に利子割という税があり

ますけれども，利子所得から上がってくる税は
現在口座所在地で納めることになっております。
本来であれば住所地なのですけれども，残りの
株式等譲渡所得割や配当割，所得割は住所地課
税が実現しておりますが，利子割については口
座の中で100％まだ住所が確定していない，実
態を反映していない，把握できていない等々の
理由から，金融機関の口座所在地で納めていた
だくことになっています。このためであろうか
と思うのですが，東京都のシェアが昨今異常な
ほど拡大しており，どう考えても株式等譲渡所

得割と利子割がこんなに差が開くことはあり得
ないと思うのですが，この背景としていわゆる
インターネット銀行が考えられます。

〔利子割における税収帰属の適正化に係る対
応〕総務省（54ページ）
例えばA県（鹿児島県）にお住まいの方がイ

ンターネット銀行に口座を開きます。しかし，
そのインターネット銀行は東京都（B県）にし
かないので，ネット銀行の口座で上がった利息
は全て東京都（B県）に納められることになり
ます。

〔あるべき税収帰属地と課税団体〕総務省（52
ページ）
こういった食い違いが起きているものですか

ら，本来は住所地課税を実現すればいいのです
が，こういったずれについて，実は地方消費税
の制度も本来在るべき最終消費地の都道府県に
入るべきなのですが，課税団体が本店等所在地
の都道府県となっており，この差を埋めるため
に清算という制度を入れています。今回，個人
住民税利子割についても清算制度を導入すると
いうことで私ども省内における検討会での報告
書が出ておりまして，現在具体的な制度設計に
向けて議論しているところであります。

あくまでも住所地課税が本来の原則であろう
かと思いますが，われわれは全銀協等いろいろ
ヒアリングをさせていただいて，今すぐそのよ
うにすることはできないと私どもは伺っており
ます。それまでの間，先ほど申したような乖離
を放置するわけにいきませんので，清算制度を
導入したいと考えております。今年の暮れにそ
ういった議論を行いたいと思っております。

〔令和 7 年度与党税制改正大綱（令和 6 年12
月20日）（抄）〕総務省（55ページ）
そうした税収帰属の適正化とは別の，いわゆ

る偏在是正の部分であります。



―156―

〔全国に占める東京都の税収シェアの推移〕総
務省（57ページ）
これは現在の東京都の税収シェアです。一番

上の折れ線グラフが 2 つに分かれております。
点線の部分が本来の法人二税の東京都のシェア
なのですが，これまでにさまざま行ってきまし
た偏在是正の取り組み，いわゆる法人関係諸税
を国税化して譲与税，交付税で地方に配分する
ということをしておりますが，この偏在是正の
取り組みによってこのように下がっているとい
うことであります。

一方，下にある個人住民税，固定資産税はず
っと右肩上がりになっています。地方消費税に
ついては清算基準の見直し等を行いました結果，
現在このようにほぼほぼ偏在が感じられるよう
な数字になっておりませんけれども，残りの税
収シェアはそのような状況であります。

〔東京都の税収の推移〕総務省（58ページ）
一方，東京都の税収は非常に伸びを示してお

り， 1 年間で5,000億円を超える増収です。い
わゆる増加分だけで5,000億円であります。

〔全国に占める東京都の地方税（法人二税，固
定資産税）の税収シェアの推移〕総務省（59-
60ページ）
これは，それぞれのシェアの推移を示してお

ります。

〔東京都・特別区の財源超過額等の推移〕総務
省（61ページ）
これは，東京都と特別区の財源超過額です。

特別区は普通の市町村とは異なり，東京都とセ
ットでこういった財源超過をカウントする，交
付税を計算することになっておりますけれども，
私どもの交付税の算定では東京都の財源超過額
がご覧のとおりどんどん増えており，単年度で
1.9兆円以上あるという姿になっています。

〔地方団体の一般財源（地方税等と地方交付税）
の構造〕総務省（63ページ）
これは一般財源，地方税と交付税の関係を示

したものです。通常の団体でも地方税の一定割
合は留保財源ということで基準財政収入額に算
定しないわけですけれども，一番右の不交付団
体を見ていただきますと，留保財源もかなり大
きくなる上に，先ほど申しましたような財源超
過額があるということで，これらが非常に行政
サービスの格差を生んでいます。最近では子ど
も 1 人当たり月5,000円を配ったり，水道の基
本料金部分を無料にしたり，さらにはクーラー，
冷房機器の購入に補助を付けたりということで，
住民に対する給付サービスを東京都がかなり積
極的にやっておられますので，特に近隣の神奈
川，埼玉，千葉あたりから，東京都との行政サ
ービス格差，多摩川格差という議論もあろうか
と思いますけれども，こういったことについて
非常にご指摘が多いということであります。

〔各指標で見る東京都への経済活動の集中〕総
務省（64ページ）
各指標でざっと見ていただきますと，ここで

は東京都における経済活動の集中状況をお示し
しております。

〔企業の本社等の大都市への集中〕総務省（65
ページ）
各企業の大法人の本社，例えば大法人は1.8

万社ありますが，東京都に半分集中しておりま
す。さらに所得金額では 6 割を占めているとい
うことですので，この集中度合いは誰が見ても
明らかだと思っております。

〔電子商取引の拡大，企業の組織形態の多様化
（フランチャイズチェーン）〕総務省（66-67
ページ）
さらに，指摘されているように電子商取引の

拡大やフランチャイズチェーンの話があります。
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〔地価の状況〕総務省（68-69ページ）
別の角度で申しますと，地価の状況もお見せ

しております。東京の平均価格の突出ぶりがご
覧いただけると思いますが，69ページで見てい
ただきますと，100万円以上の地価公示価格の
うち約60％の地点を東京都が占めています。

〔商業地等の状況〕総務省（71ページ）
面積ベースで見ると東京のシェアは2.3％に

過ぎませんが，評価額で見ると32.2％になって
おります。これは皆さまの実感と一緒だと思う
のですが，果たして東京の地価が高くなってい
るのは東京都の行政サービスが良いからなのだ
ろうか，すなわちそこに受益と負担の関係が本
当にあるのだろうか，全国の何らかの経済活動
の結果として東京の地価が上がっているのでは
ないかといったことも今後，私どもは原因・課
題の分析と呼んでおりますけれども，しっかり
と深めてまいりたいと考えています。

（5）ふるさと納税
さて72ページ以下は，話題でありますふるさ

と納税についてです。仕組みについては割愛さ
せていただきます。

〔ふるさと納税受入額及び住民税控除額の上位
20団体（市区町村別）〕総務省（75ページ）
足元で 1 兆2,000億円の規模にまで寄附が拡

大したということで，恐らく日本人が最もお使
いになっている税制の措置ではないかと思って
おります。利用者の数も1,000万人を超えてい
ます。

〔ふるさと納税受入額及び住民税控除額の上位
20団体（市区町村別）〕総務省（77ページ）
一方，この寄附もかなり一部の団体に集中し

ているということが指摘されており，ページの
左側にある上位20団体で全体の寄附額の大体 2
割を占めています。1,700団体ありますので，
その集中度合いがわかると思うのですが，この

ように集中しています。一方，右側の大都市部
を中心に出ていっているということで，かなり
税収の奪い合いになっているのではないか，さ
らには返礼品合戦によって官製ショッピングサ
イトになっているのではないかというご批判を
多く頂いているところであります。

〔ふるさと納税の募集に要した費用（全団体合
計額）〕総務省（80ページ）
全体の 1 兆2,000億円の中身がどうなってい

るかということなのですが，実は自治体の財源
になっているのは53％にとどまっています。返
礼品が25.2％で，残りは事務費です。これは，
地方税法で縷々裁判などもあって，私どもは現
在，法律や総務大臣の告示に適合するところの
みを指定させていただき，そうでないところは
指定取り消しや不指定にするというルールにな
っておりますが，大きなルールとしては返礼品
が上限 3 割，募集経費，事務費とのトータルで
上限 5 割となっています。

これをご覧いただくと，募集経費の中で，ポ
ータルサイトがいろいろありますけれども，ポ
ータルサイトの事業者に払っている割合が全体
の28％です。ですから，返礼品に配られるより
もポータルサイトや中間事業者などの事業者に
払っているコストがどんどん上がっています。
本来寄附金の額がどんどん増えるとそういった
コストは下がってしかるべきではないかと思う
のですが，むしろ返礼品よりも食い込んできて
いるということになっております。

そのため，私どもはこの10月から，いわゆる
ポイントを付すような募集をするのを禁止する
ということで，ポイント規制を行うのが10月 1
日からなのですが，ある特定の社からは私ども
に訴訟を起こしている状況ですし，最近テレビ
やインターネットをご覧いただきますと，駆け
込みで非常にあおるような，「100％還元します
よ」「今だけポイントが付きますよ」というよ
うなサイトが非常に乱立しています。私どもは
これは非常にゆゆしきことだと思っておりまし
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て，本来ふるさと納税というのはお世話になっ
た自治体，又は思いを寄せる自治体に対して応
援しようという気持ち，さらには使途をある程
度納税者が選択するという気持ちを表すために
つくった制度なのですが，明らかにちょっと違
った形になっているのではないかと私どもも強
く実感しているところであります。

一方，これだけ大きな規模になっております
ので，急激な方向転換が難しくなりつつあるの
も事実なのですが，特に事務費の増嵩について
私どもは大きな問題意識を持っており，何らか
の対応が必要ではないかと考えているところで
す。大変雑ぱくでございますが，私からの最初
のプレゼンは以上でございます。

Ⅳ．�地方財政・地方税制の現状と
今後の課題に対する意見・質問

（岩﨑）　寺﨑局長，ありがとうございました。
地方税財政に関する重大な問題点をビジュアル
というか，目で見てすぐわかるような資料を作
っていただいて大変わかりやすくご説明いただ
きました。

それでは，ただ今の説明に関する討議に入り
たいと思います。最初に佐藤教授からご意見・
ご質問をお願いいたします。

（佐藤）　ご説明ありがとうございました。時
間も限られていますので，できるだけ端的にコ
メントさせていただければと思います。

現在の地方税制の全体に関していうと，極め
て昭和という印象です。これをもっと令和の時
代にアップデートする必要性があるのではない
かというのが私のコメントです。

例えば，車体課税です。今の車体課税という
のは基本的には排気量といいますか，要するに
エンジンの大きさに応じて課税する仕組みにな
っています。この制度ができたのが昭和15年
（1940年）であり，当時は恐らく徴税能力が限

られていたので，ボンネットを開ければわかる
ようなエンジンに応じて課税したという仕組み
だと思います。中世ヨーロッパには窓に税金を
かけたということがありますので，これは外的
な基準に基づく課税だったのだろうと思います。

しかし今は令和の時代になっております。先
ほど高級EV車についてのご指摘がありました
けれども，本来であれば経済価値に基づいて課
税をします。もし自動車を資産だと思うのであ
れば，それは家屋と同じ考え方でありまして，
要するに経済価値に基づいて課税するのが本来
妥当であろうと思います。或いは，車というの
は一般庶民にとってみればただの消費財の 1 つ
だということであれば，受益との関係，つまり
道路を利用したことに対して何らかの応分の負
担をしてもらうという視点もあってしかるべき
です。

であれば，最近は走行税などという言葉を使
いますが，道路の利用に対して課税するという
のもあってよいだろうと思います。例えばご案
内のとおりロンドンやストックホルムなどでは，
路上のカメラを使って走行の有無を確認して税
を課す仕組みもありますし，今ならプライバシ
ーの問題がありますけれどもGPSを使えばどこ
を走っているかわかるわけですから，ドイツな
どではアウトバーンでGPSを使って，特にトラ
ックなどを対象に課税を行う例もありますので，
今のこういうデジタル技術を使えばそういう走
行に応じた課税も可能になってくると思います。
なので，そういう意味では経済価値に応じるか，
走行距離に応じるかという形で，車体課税の在
り方というのは抜本的に見直す時期に来ている
のではないかと思います。

もう 1 つ，昭和な基準であるが故に偏在性の
問題になっていると思っているのが法人二税の
分割基準です。つまり，東京に本社があるけれ
ども地方でもいろいろな経済活動をしていると
ころはあるわけです。今は事業所の数，或いは
従業員の数に応じて課税所得が分割されるわけ
ですけれども，これもやはり物なのです。しか
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し，今はビジネスモデルも相当変わって，従業
員がいない，工場がないところでも経済活動が
行われるということは当然あり得ます。フラン
チャイズもそうですし，それから物販，電子商
取引なども典型的にそうだと思います。

そこを考えると，やはり物に着目した分割基
準もいいかげん見直すべき時期が来ていて，例
えばご案内のとおりアメリカやカナダでは基本
的には売り上げと人件費と資産価値に応じて分
割するというのが既に定着しているわけであり
ます。特に，今は売り上げに比重を上げている
ところが多いのです。売り上げに応じた分割基
準というとOECDの国際課税のフレームワーク
の中にあるPillar 1 がそうであります。市場国
課税という言い方をしますけれども，要するに
課税権を市場国，簡単に言うと売り上げのあっ
た国で認めるというのは 1 つの考え方だと思い
ます。もちろん企業の中で地域別に売り上げを
把握できているかというのも若干問題はあるの
ですが，従業員の数などではなく売り上げや経
済活動の価値に応じた形での分割基準をするこ
とが税源配分の適正化につながると思います。

ただ，それを踏まえても，なおかつ東京には
富が集まり過ぎているというのはいかんともし
難く，恐らくこれは偏在問題ではなくて東京都
問題というふうに置き換えてもいいのだと思い
ます。これはもはや税制の枠の中だけで議論で
きることではなく，交付税の中にマイナスの交
付税を入れて東京都から拠出金を求めるのか，
或いは東京都に関しては例えば国庫負担金のよ
うな仕組みがありますけれども，これを廃止し
て「東京の中における教育や医療や介護は全額
自己負担で，自前の財源でやってくださいね」
というやり方にするか，税制以外のところでの
対応が求められてくると思います。確かに東京
に富が集まり過ぎているというのは，恐らく東
京の経済活動の実績を表すというよりは経済の
ビジネスモデルの変化というのも大きいですし，
そのあたりがあると考えるとすれば，ちょっと
本腰を入れて議論をしていく必要があると思い

ました。
最後に一言だけ言いますと，ふるさと納税は

返礼品の問題に何らかの決着をつけた方がいい
と思います。返礼品というのは本来，名前のと
おり通販と同じで買い物ですから，返礼品に当
たる部分は本来税額控除を認めるべきではない
わけです。地方自治だからというのは多分言い
訳で，各自治体もある意味防衛的に返礼品を充
実させているわけです。東京の自治体などもそ
うではないですか。財源の流出を避けるために
あえて返礼品競争に参加しているわけなので，
自治体からしても強いられた競争になってしま
っているわけです。であれば，地方自治だから
放っておいていいというわけではない問題で，
これは国として，総務省として，大変だと思い
ますけれども根本的な見直しが求められている
時期ではないかと思いました。

（岩﨑）　ありがとうございました。それでは，
続きまして平野租研副会長からご意見・質問を
お願いいたします。

（平野）　寺﨑局長，大変わかりやすくご説明
いただきましてありがとうございました。時間
もないので私からは 2 点だけ，今の話題にも一
部重複しますけれどもお話しします。

まず 1 点目は，今日触れられなかった話題で，
地方財政と国の財政の在り方という点です。先
ほども申し上げましたけれども，わが国の一般
政府債務残高の対GDP比率は，IMFの推計値
でありますけれども令和 7 年度が235％で，皆
さんご存じのとおり先進国の中でも突出して高
く，かつPBの黒字化も先送りが続いてきたわ
けです。

ところが内訳を見ると，これは資料の総論で
も幾つかの図表をお示しいただいていますけれ
ども，地方財政はいわゆる一般財源総額実質同
水準ルール，或いはコロナの交付金に代表され



―160―

るような危機時の財政移転によって健全化が進
んでいるということで，PBはコロナ期も含め
て黒字を続けているわけです。結果として臨時
財政対策債（赤字地方債）の発行も抑制されて，
債務残高も国が増え続けているのに地方は減り
続けています。

それ自体はもちろん大変結構なことではある
のだけれども，地方もその一部であるわが国の
公的セクター全体のことを考えれば，手放しで
喜んでいるわけにはいかないのではないかと思
います。現実に地方の人口が減少する中で地方
財政のさらなる改善，特に支出の最適化を図る
必要があるのではないでしょうか。具体的に申
し上げれば，仮に現行の一般財源総額実質同水
準ルールを維持するとしても，自治体の効率化
を促す仕組みを地方財政の制度に何らかの形で
盛り込むべきではないかと考えています。

これは 2 点目に述べる税収の地域格差の問題
にも関連しますけれども，東京都は不交付団体
であるために一般財源総額実質同水準ルールの
適用対象外となっています。その結果もあって，
大盤振る舞い的な施策がこのところ横行してい
て，多摩川格差の問題も生じています。これに
対して何らかの規律付けが必要ではないかと考
えます。若干乱暴な議論かもしれないけれども，
法人事業税を地方税から国税にすることで東京
都も交付団体にしてはどうかと言っている方も
おられますけれども，そうしたことも含めて総
務省の地域格差問題，東京都の問題に対する認
識と検討しておられる対策があればお聞かせい
ただきたいと思います。

2 つ目は今の問題にも絡みますが，eコマー
ス或いはネット銀行の増加によって，サービス
利用者の住所地ではなくてサービス提供側の企
業の事業所数や従業員数で按分されている法人
住民税，法人事業税の問題，それから銀行に関
していえば個人向けの預金利子などの利子割税
収入が東京に集中しているという問題です。こ
れは先ほどもご説明があったとおりで，早急に
解決すべきだと思います。特にこれから金利が

上昇してくるとこの金額がかなり大きくなって
くるので，明らかに早急な対応が求められる課
題だと思っています。

取りあえず，先ほど53～54ページで清算制度
を考えておられるということでした。先ほども
申し上げたようにガバメント・データ・ハブな
どによってデータの整備が進めば直接の課税も
可能になると思います。銀行にも，現状では住
所地の把握などが難しいなどの課題はあろうか
と思いますので，一定のステップを踏む必要は
あるかと思いますが，やはり着地点を見極めた
上でそれに向けて制度の整備を進めていくこと
が必要だと思います。そのあたりについてのご
意見も伺えればと思います。

（岩﨑）　ありがとうございました。それでは，
ただ今の質問・ご意見について，現在お答えで
きる範囲で結構ですので寺﨑局長からご回答を
お願いします。

（寺﨑）　それぞれ大変鋭いご質問をありがと
うございます。まず順番に車体課税の話は，お
っしゃるとおり古い課税体系をどうするのか，
では何に対して税負担を求めるのかということ
なのですけれども，地方の立場からすると，車
を使っている方は道路を使っておられるわけで
すから，道路をどのように使っておられるのか
ということに本来リンクすべきだろうというこ
とだと思います。おっしゃいますように自動車
税は昔は軸距といって，排気量の前は長さで測
っていた時代もあったのですが，今日的に電気
自動車が入ってきた中で排気量に重きを置くの
は変だろうということで，佐藤先生からも走行
量や経済価値などいろいろな議論がありました。

そういった議論も含めて，われわれはタブー
はないと思っております。ただ，税収中立をわ
れわれは求めたいと思っておりますので，自動
車工業会などからは重量に特化してシンプルな
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税体系にして，その中で環境性能に応じて税負
担を増減することをご提案頂いており， 1 つ非
常に傾聴に値する議論だなと思っています。い
ずれにしてもさまざまな論点がありますので，
トータルを見据えながら車体課税，さらには燃
料課税の在り方を今後議論してまいりたいと思
っております。

偏在の関係については，分割基準等いろいろ
ご示唆を頂きましてありがとうございました。
私も過去，分割基準の見直しをずっとやってき
た人間の 1 人なのですが，結局問題は，企業の
皆さまにそれぞれの事務所があるところに応じ
て分割基準を適用して申告していだきますので，
企業の方が申告できるかに懸かっているわけで
あります。それも全ての企業が可能な制度にし
なければいけないということが，われわれが制
度をつくる際に非常に難しくて，例えばわかり
やすいのは，鉄道軌道などは軌道の延長キロメ
ートルで分けています。これは非常にわかりや
すいです。多分そういうふうに受益もあるのだ
ろうと見なせるのですけれども，本当は輸送密
度ではないかということも考え出すと，輸送密
度ごとに市町村を切れるのかという問題があり，
結局法人課税が都道府県だけではなくて市町村
にもあるというところが 1 つの大きなミソであ
ります。

ただ一方で，できないということではありま
せんので，絶えず分割基準の見直しも念頭に置
きたいと思っているのですが，売り上げに応じ
て分割基準を適用するご苦労を企業の方にお願
いするというのは正直申し上げてなかなか現実
的ではないということですので，先ほどから申
しましたように，今までは法人事業税，法人住
民税の一部を国税化して交付税化し譲与税化す
るということでやっております。先ほど平野先
生からもご指摘がございましたようにそれをさ
らに拡大すべきなのか，例えばですけれども固
定資産税は非常に市町村の基幹税でありますけ
れども，東京都は固定資産税を徴収している唯
一の都道府県であり，特別区分の固定資産税は

東京都が取っておりますので，そういう在り方
もどう考えるのか，さまざまな議論があり得る
と思います。

現在総務省では，まず東京一極集中の原因・
課題が何かということと，それに対するソリュ
ーションが何かということが次の段階で議論す
べきだと思っていますけれども，先ほどから申
しますように，この格差がなかなか看過できな
い状態にまでなっているということをわれわれ
は強く認識しておりますので，さらに議論を深
めてまいりたいと思っております。またご示唆
を賜れればと思っています。

一方，平野先生から先ほどと関連して地方財
政の話もありました。地方の行革努力も大変必
要なのですが，先ほど申しましたように結局大
盤振る舞いしているのは，ふるさと納税でかな
り稼いでおられる自治体なのですけれども，残
りのいわゆる小さな町村は，人口がどんどん減
っていきますから行政コストが非常にかかりま
す。そこは潤っているかというと決してそんな
ことはありません。では，地方財政の在り方と
してどこをターゲットにするのかというときに，
地方財政全体を行革努力がもっと反映されるよ
うにという指摘はあるのですが，それをやれば
やるほど小さな過疎地の地方部の自治体が傷ん
でしまいます。一方，都市部は傷みませんから
人口がどんどん流れてきます。

では，日本の在るべき体系として，国家の体
制としてどういう姿がいいのかというのも併せ
て考えなければいけないと思っています。最近
税収が増えたり，今回臨時財政対策債もなくな
りましたので地方財政が改善しているのは事実
ですけれども，国と地方は財政の両輪ですから，
国が赤字でいいということは全くないわけなの
ですが，地方財政の中でも都市と地方がどのよ
うな役割分担をして，どういった体系で税財政
をつくっていくのかということをわれわれもし
っかりと考えていきたいと考えております。

あと，先ほどマイナス交付税という話が佐藤
先生から出ました。実は最近，韓国の内政関係
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者の方々と議論する際に，韓国ではソウル，仁
川，あと京畿道といった，東京都に存在するよ
うな首都圏が地域相生発展基金というものを拠
出して，地方消費税の一定割合を拠出してそれ
を地方のために使う，いうなれば水平調整的な
ことをやっておられるという話を伺いました。
ソウルも日本と同様に一極集中が進んでいると
ころであり，さらに少子化も進んでいるという
ことで，少子化と一極集中はかなりリンクもあ
るのではないかということでさまざまな意見交
換をしているのですけれども，いろいろなアイ
デアを含めて本来税財政の在り方としてどのよ
うな体系がいいのかということについて，われ
われも海外の事例も含めてしっかりと勉強して
いきたいと思っているところであります。

あちこち行きまして，すみません。先ほどふ
るさと納税の話も出ました。返礼品については
われわれもすごく深い問題意識を持っておりま
す。一方で，返礼品を送ることによって地域産
業が活性化したりという面があるのも事実であ
ります。ただ，それを官製ショッピングサイト
のような現行の状況が本当にいいのかという問
題意識は持っています。急激にハンドルを切る
わけにいかないのですが，適正化に向けて一歩
一歩われわれも作業を進めていきたいと考えて
います。

平野先生から，さらに先ほど預金の話もあり
ました。結局利子に関しましても本来は住所地
課税をするのが本筋ですので，私どもはその道
行きを絶対に諦めたくないと思うわけですが，
現時点においてはなかなかすぐにできないとい

うことと，やはり利子がある世界になりました
ので，どんどん利子割の税収が増えていく中で，
体制の整備を待っていると東京への集中がどん
どん放置されることになりますので，早急な対
策として清算制度を導入しなければいけないと
いう思いでいるところです。全体に対してお答
えできたかどうか，漏れがあるかもしれません
が以上でございます。ありがとうございました。

まとめ

（岩﨑）　ありがとうございました。本日は青
木局長，寺﨑局長から国税，地方税に関する税
財政の改革の状況について大変わかりやすいご
説明を頂きました。これに対して佐藤教授と平
野租研副会長から大変ダイナミックな改革のご
意見を頂きました。ダイナミック過ぎてすぐに
回答はできないということもあろうと思います
が，近い将来やらなければいけないという方向
性として非常に有益かつ重要な論点を示してい
ただいたと思います。政策当局の両局長におか
れましては，少しでもこれを活かしていただい
て，より良い改革を進めていただければありが
たいと思っております。

皆さまのご協力のおかげで，本日も終了時間
内に終わることができました。両局長のご説明
と，お二人の討論者の方々のご協力に感謝申し
上げます。では，本日の討論会はこれにて終了
とさせていただきます。どうもありがとうござ
いました。
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全体の概観
「２本の柱」の解決策

Ⅰ 国際課税を巡る最近の動向

（ 4ページ）

（ 3ページ）
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 市場国に物理的拠点（PE︓Permanent Establishment）を置かずにビジネスを⾏う企業の増加
 現在の国際課税原則「PEなくして課税なし」の下で、市場国で課税が⾏えない問題が顕在化。

 低い法⼈税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き
 法⼈税の継続的な引下げにより各国の法⼈税収基盤が弱体化。
 税制⾯において企業間の公平な競争条件を阻害。

 OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み（IF）」（現在は147か国・地域が参加）において議論が
進められ、2021年10⽉、2本の柱の解決策（※）に合意。
（※）「第1の柱」（市場国への新たな課税権の配分）及び

「第2の柱」（グローバル・ミニマム課税）により構成。
 2021年12⽉、グローバル・ミニマム課税のモデルルールを公表。国内法での対応が求められており、各
国において法制化が進⾏中。
（※）⽇本においては、2023年に所得合算ルール（IIR）を法制化。2025年に軽課税所得ルール

（UTPR）及び国内ミニマム課税（QDMTT）を法制化。
 2023年10⽉、「第１の柱」の多数国間条約の案⽂を公表。
 2025年１⽉、国際課税に係る⽶国⼤統領覚書の公表。4⽉、IF声明を公表、議論の継続に合意。
 2025年６⽉、「グローバル・ミニマム課税に関するＧ７声明」の公表。IFにおいて具体的な解決策を
議論中。

国際課税に関するOECD/G20「「BEPS 包摂的枠組み」 ２本の柱について

経緯

6

親親会会社社

≪Ｂ国(親会社所在地
国)≫

≪Ｃ国（軽課税国）≫

子子会会社社

≪Ａ国（市場国）≫

Ａ国
税務当局

売売上上（（パパタターーンン①①））

売売上上
（（パパタターーンン②②））

オンライン音楽配信、
デジタル広告、
オンライン

プラットフォーム
の提供など

● 国内に外国法人の支店や工場などの物理的拠点(=PE）がある場合に限り、そのPEに紐づく

事業所得に課税することができる。

※ PE : Permanent Establishment （恒久的施設）

● しかし、経済の電子化により市場国で課税が行えない事例が顕在化（パターン①）。また、

軽課税国から事業を行うことで最低限の課税が行えない事例も発生(パターン②)。

経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応について

ＰＥ
なし

ＰＰＥＥががなないいたためめ
課課税税ででききなないい

5

（ 6ページ）

（ 5ページ）



―6―

OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」声明（仮訳）（2025年４⽉11⽇公表）

1. OECD/G20 BEPS包摂的枠組みは、４⽉７⽇から10⽇に、南アフリカ ケープタウンにて第17
回総会を開催した。会合には135の国・地域を代表する449名、及び11の国際機関からオブ
ザーバーが参加した。

2. BEPSパッケージの10周年を記念して、 会合は、４⽇間にわたり、BEPSの実施、経済のデジタル
化から⽣じる課税上の課題に対処するための「２本の柱」の解決策、及び将来の検討課題につい
て、メンバーの積極的な関与と建設的な議論とともに⾏われた。

3. メンバーは、特に第２の柱の実施と進⾏中の第１の柱の交渉に関し、国際課税システムにおける
確実性と安定性の確保が決定的に重要であることを認識し、この⽬的の推進のために議論を継
続することに合意した。

4. また、メンバーは、グローバル・モビリティや、税と不平等と成⻑の関係性を含む、共通の関⼼のある
新たな分野への取組について、段階的な根拠に基づくアプローチを⽤いて探求するための協働と機
会のためのプラットフォームとしての、包摂的枠組みの継続的な価値を認識した。有効性及び包摂
性を⾼めるための、包摂的枠組みの運営プロセスとガバナンスの改善が歓迎された。

5. メンバーは、現在までのBEPSの作業の進捗状況を確認することに合意し、2025年後半にG20
へ共有予定の報告書を構成する、初期の考察及びアイデアを提供した。ビジネス、シビルソサイエ
ティ、アカデミア、国際機関を含む、独⽴したステークホルダーによる洞察も共有された。

6. 会合は、「税に関する協働のためのプラットフォーム（PCT︓IMF、OECD、国連、世銀による共
同イニシアティブ）」が有益な貢献を⾏っている、国内資⾦動員および成⻑⽀援に関する⼀連の
議論を終えて、終了した。

8

⽶国の動向等

〇 本年１⽉、⽶国は国際課税に係る⼤統領覚書を公表。
〇 本年４⽉の「BEPS包摂的枠組み（IF ）」総会において、⽶国を含むIF参加国は、特に「第２の

柱」の実施と進⾏中の「第１の柱」の交渉に関し、国際課税システムにおける確実性と安定性の確保の
ため、議論の継続に合意した旨、公表。

〇 ⽶国議会の動きとして、本年５⽉に下院で可決された財政調整法案（⼀つの⼤きく美しい予算法
案、One Big Beautiful Bill Act︓OBBBA）には、⽶国が「不公平」と考える税制をもつ外国の政
府・企業等に対し、追加課税等の「対抗措置」を課する規定が含まれていた（通称「899 条」）。

〇 6⽉28⽇、上院案（※）から899 条が削除され、並⾏して29⽇、G7 声明が公表。
（※）財政調整法案は、7⽉1⽇に上院にて可決、7⽉3⽇に下院にて再可決、7⽉4⽇⼤統領署名を経て成⽴。

＜「899条」（下院案）の主な内容＞
⽶国が「不公平」と考える税制をもつ外国の居住者等が⽶国において稼得する所得に対する課税について、その税
率を適⽤⽇から毎年5％ずつ引き上げ、法定税率に加えて最⼤20％まで引き上げる。
 不公平な税制

①グローバル・ミニマム課税の⼀部である軽課税所得ルール（UTPR）、②デジタル・サービス税（DST）等
 適⽤対象者
「不公平な税制」をもつ外国の政府、居住者（個⼈・企業）、これらに保有されている外国企業 等

7
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GG2200財財務務大大臣臣・・中中央央銀銀行行総総裁裁会会議議声声明明（（仮仮訳訳抜抜粋粋））
（（22002255年年77月月1177--1188日日 於於::南南アアフフリリカカ・・ダダーーババンン））

国際課税

我々は、全ての関係者にとって受け⼊れ可能な、均衡ある、かつ実⽤的な解決策を⾒出すという共有された⽬標を
もって、「第２の柱」のグローバル・ミニマム課税に関する懸念に対処することに建設的に関与することを継続する。解
決策の実現は、実質ベースの税制上の優遇措置の公平な取扱いに関する議論を含む、公平な競争環境の観点か
ら特定されうる重⼤なリスク、及び、税源浸⾷と利益移転のリスクが対処されることを確保することへのコミットメントを
含む必要があるとともに、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に関する建設的な対話を含む、国際課税システムを
安定させるための更なる進展を促す。これらの取組みは、全ての国の課税主権を保持しつつ、OECD/G20「包摂的
枠組み」（IF）のメンバー間の緊密な協⼒によって進められる。我々は、税の透明性に関する実績評価に係る
OECD及びグローバル・フォーラムによるレポート、BEPSに関する実績評価に係るIFによるレポート、脱税や租税回避
と闘うための不動産に関する⾃主的な情報交換に係るOECDによるレポート、技術⽀援を強化するための能⼒開発
の枠組みの強化に関する進展に係る「税に関する協働のためのプラットフォーム（PCT）」によるレポート、国内資⾦
動員（DRM）の向上のための歳⼊⾏政の強化に関するIMFによるレポートを期待する。我々は、PCTが、DRMに
焦点を当てた「税と開発カンファレンス」を、来年、東京で開催することを発表したことを歓迎する。

我々は、「国際租税協⼒に関するG20リオデジャネイロ閣僚宣⾔」を想起しつつ、グローバルな移動について研究し、
税制、格差、及び成⻑の相互作⽤を理解するために、段階的かつ証拠に基づいたアプローチを採⽤するというIFの決
定を歓迎する。また、IFの有効性及び包摂性を⾼めるための議論についても歓迎する。我々は、国際租税協⼒に関
する国連枠組条約を策定するための進⾏中の交渉に留意するとともに、参加しているG20メンバーは、不要な努⼒
の重複を避けるよう努めつつ、幅広いコンセンサスを得る、及び、既存の成果、プロセス、及び他の国際機関において
現在進⾏中の作業を基礎とするという⽬的を再確認する。

10

グローバル・ミニマム課税に関するG7声明（抄）（2025年６⽉28⽇（⽶国時間）公表）

○ 「⼀つの⼤きく美しい予算法案（One Big Beautiful Bill Act︓OBBBA）」の上院修正案（2025年6⽉16⽇提
出）において最近提案されている⽶国の国際課税システムへの変更の考慮、OBBBAの上院版における899条の削除、
及び、国内ミニマム課税（QDMTT）の実施の成功とその影響の考慮を含めた、両ミニマム課税制度の分析に基づいて
⾏われたこの問題に関する議論を踏まえ、共存システムは、将来にわたり、税源浸⾷と利益移転に対処する中で「包摂的
枠組み（IF）」 の法域が得た重要な成果を維持し、国際課税システムにおけるより⼤きな安定性と確実性を提供しうる
という理解が共有されている。

○ この理解は、潜在的な税源浸⾷及び利益移転のリスクに対処するために、「包摂的枠組み」を通じて共に協働することへ
の我々の継続的なコミットメントを基盤とするものであり、以下の受け⼊れられた原則に基づく︓
- 共存システムでは、⽶国親会社グループの、⽶国内利益および⽶国外利益の双⽅について、UTPRおよびIIRから完

全に免除する。
- 共存システムでは、その共通の政策⽬的を保持するため、公平な競争環境の観点から特定される重⼤なリスク、また

は税源浸⾷と利益移転のリスクが対処されることへのコミットメントを含む。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」全般に係る執⾏とコンプライアンスの枠組みの⼤幅な簡素化の実

現と並⾏して⾏われる。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」における実質ベースの還付無税額控除の取扱いが、還付付税額

控除の取扱いとより整合的になることを確保する変更を検討することと、並⾏して進められる。
○ 共存システムの実現は、デジタル経済の課税に関する建設的な対話及びすべての国の課税主権の保持を含む、国際課

税システムの安定化のさらなる進展を促進する。
○ 我々は、これらの問題がより広範な法域グループにとって関連性を持つことを認識しており、「包摂的枠組み」において、すべ

ての当事者が受⼊れ可能かつ実施可能な解決策に迅速に達する観点から、この理解及びそれが基づく原則について議論
し、発展させることを期待する。

9
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第１の柱 （市場国への新たな課税権の配分）

課税対象は、収⼊200億ユーロ（約3.3兆
円）超、利益率10％超の⼤規模・⾼利益⽔
準のグローバル企業グループ（全世界で100社
程度）
⼤規模なグローバル企業グループの通常利益
（収⼊の10％）を超える残余利益の25％を
市場国に配分

・ 物理的拠点がないため
課税できない

・ 市場国で⽣み出された
価値に⾒合った課税が
できない

グローバル
企業

収 ⼊

＜企業所在地国＞＜市場国＞

課 税

残余利益

通常利益

費⽤等

配分利益
（利益A）

物理的拠点の有無によら
ず、収⼊に応じて市場国
間で配分

市場国ビジネス
の提供

税務当局

【通常利益】
収⼊の10％

【残余利益】
通常利益を
超える利益

【配分利益】
残余利益の
25％

備考︓１ユーロ＝166円で換算（裁定外国為替相場2025年8⽉適⽤）。端数は四捨五⼊。 12

第１の柱（利益A、利益B）
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OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」共同議⻑声明 概要（2025年１⽉13⽇公表）

「第１の柱」最終パッケージの進展について、「BEPS包摂的枠組み(IF)」による進捗状況を報告する。
利益A
 経済のデジタル化から⽣じる課税上の課題に対応し、納税者のために安定性と確実性を強化し、デジタル・サービス

税（DST）等を撤廃・停⽌する、持続可能で協調的な国際課税改⾰となるよう設計。
 2023年10⽉に多数国間条約（MLC）の条⽂案等が公表され、2024年6⽉には、各国国内におけるコンサル

テーションからのフィードバックを踏まえて修正された条⽂案が、IFに回付された。条⽂案の主な修正点は以下のとおり。
 DST等の定義の明確化
 ⾮国家地域とその国際関係に責任を負う国（本国）を⼀体的に取り扱う選択的規定の導⼊
 ⼆重計上調整（所得⽔準の低い市場国における超過利益の計算⽅法）の修正

 条⽂案については議論が収束した状況であり、利益Bの枠組みの残存論点解消に向けた交渉が焦点。
利益B
 基礎的マーケティング・販売活動に対する移転価格税制における独⽴企業原則の適⽤に係る簡素化・合理化アプ

ローチ。
 2024 年２⽉にOECD移転価格ガイドラインに組み込まれた、各国選択制の利益Bを基に、MLC参加国による義

務的な利益B（「利益B枠組み」）に関する議論が継続中。残存論点は、以下のとおり。
 MLCと利益Bの関係性の反映⽅法
 利益Bに係る紛争のリスクが低い国を（利益Bの対象から）除外する基準
 既存の（定量的）基準に加えて選択的に適⽤される、定性的基準の詳細
 現在の利益率表の適⽤が不適当な結果に繋がると考える少数国の懸念への対応

※上記に加え、「『第１の柱』パッケージの早期妥結のため、利益Bの枠組みにおける、残り少ない論点を解消すべく交渉
を続けるとともに、交渉妥結後に、MLCの速やかな実施を⽀援する準備ができるようコミットし続ける。」旨の記載有。

14

（参考）「第１の柱」の多数国間条約案における廃⽌対象の既存措置の概要

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2019年１⽉施⾏。同措置に反対する⽶国に配慮し、
2020年1⽉に徴税を2020年末まで延期することを決定。
その後徴税を再開。フランス

デジタル・サービス税
• 域内のオンライン広告売上に５％を課税。
• 2019年10⽉法案が可決。2020年１⽉施⾏。オーストリア

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に２％を課税。
• 2020年４⽉施⾏。

英国

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年10⽉法案が可決。2021年１⽉施⾏。

スペイン

平衡税（オンライン広告サービス）
（Equalisation Levy）
• 2016年４⽉から外国法⼈に⽀払うオンライン広告等の
⽀払いに６％を源泉徴収していたが、2025年４⽉１⽇
以降の取引に対しては適⽤しない。

平衡税（電⼦商取引）
（Equalisation Levy）
• 2020年４⽉からeコマースの提供等を⾏う外国法⼈の売
上に２％を課税していたが、2024年８⽉１⽇以降の取
引に対しては適⽤しない。

インド

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に7.5％を課税。
• 2019年12⽉公布。2020年３⽉施⾏。トルコ

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年１⽉施⾏。イタリア

○ 「第１の柱」の多数国間条約の発効⽇から６か⽉の期間が満了した時以後に開始する最初の年の初⽇からデジタル・サービス
税等を適⽤することができない。

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年１⽉施⾏。チュニジア

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2024年6⽉施⾏（2022年に遡って適⽤）。
• 2025年６⽉29⽇、同⽉30⽇納付期限の初回徴収を
停⽌し、DST法を廃⽌することを表明。カナダ

13
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国連

≪B国≫

国外関連取引
（商品の卸売）

従来の移転価格税制の適⽤例

≪A国≫

利益B:移転価格税制の適⽤に係る簡素化・合理化のイメージ

親会社

⽐較できる取引等から
独⽴企業間価格を算定

≪B国≫
【国内で販売活動】

国外関連取引
（商品の卸売）

⼦会社

利益Ｂの適⽤例

グループ外顧客

≪A国≫

産業分類や財務指標に応じて
予め定められた利益率を使⽤

親会社

○ 利益Ｂは、グローバル化に伴う移転価格税制に係る紛争の増加等に対応し、税の安定性を⾼めるため、販売会社による卸売販
売等の単純な取引について、産業分類や財務指標に応じて予め定められた共通の利益率を⽤いることにより、移転価格税制の
適⽤の簡素化・合理化を図るもの。

※ 移転価格税制とは、クロスボーダー取引について、海外の関連企業との間の取引（国外関連取引）を通じた所得の海外移転を防⽌するための措置。
関連者間における価格を、第三者と取引した場合の価格（独⽴企業間価格）と同⽔準の価格に引き直すことで、取引価格を是正する。

【国内で販売活動】

⼦会社 グループ外顧客

2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照
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Ⅱ 第2の柱（グローバル・ミニマム課税）
情報交換 等

【経緯と現状】
⃝ 2023年、国連総会において、国際租税協⼒に関する決議。枠組条約の交渉に向けた基本的事項（ToR）案の策定等を要請。
⃝ 2024年12⽉、国連総会において、早期議定書の１つめのトピック等を含むToR案を含む決議案が採択（※1）。

（※1）国連総会の採択に対する投票の内訳
賛成︓119票（アフリカ諸国、BRICS等）反対︓９票（⽶・英・加・豪・ＮＺ・韓・イスラエル・亜・⽇）棄権︓43票（EU諸国、スイス、⼟、UAE等）

○ 2025年２⽉、枠組条約交渉の準備会合において、早期議定書の２つめのトピック及び交渉の意思決定⼿続が決定（※2, 3）。
（※2）意思決定⼿続を単純多数決等に基づくものとする議⻑提案に対し、コンセンサスのみに基づくものとする修正提案を英・仏等が提出したが、否決

され（賛成42票（⽇を含む先進国等）、反対98票、棄権10票）、議⻑提案通り可決。
（※3）⽶国は、準備会合初⽇に今後の交渉から離脱する旨表明。

○ 2025年8⽉、 国連政府間交渉委員会において、枠組条約及び早期議定書の正式交渉を開始。

国連における国際租税協⼒に係る議論について

【準備会合における決定事項】
早期議定書のトピック
⃝ ２つめの早期議定書のトピックは「租税に関する紛争の予防・解決」とする。

※ １つめのトピックは「デジタル化・グローバル化経済における国境を越えた役務の提供から⽣じる所得の課税」。
今後の交渉の意思決定⼿続
⃝ 交渉委員会は、コンセンサスに⾄る努⼒を尽くすものとする。
⃝ 議定書にかかる決定については、コンセンサスに⾄る努⼒を尽くしたとビューロ（各地域の代表国による会議体）が勧奨した場合のみ

投票へ進むこととし、２／３の多数決により決する。
⃝ 枠組条約本体など、その他の決定については単純多数決とする。

【今後の⽇程】
⃝ 2025年〜2027年に、少なくとも毎年３回の政府間交渉委員会を開催し、枠組条約と２つの早期議定書を策定。

国連総会の第82回会合第１四半期（2027年９⽉〜12⽉）に提出。
17

（18ページ）

（17ページ）



―12―

○ 年間総収⼊⾦額が7.5億ユーロ（約1,208億円）以上の多国籍企業が対象。⼀定の適⽤除外を除く所
得について各国ごとに最低税率15％以上の課税を確保する仕組み。

同⼀グループ関連企業

同⼀グループ関連企業

≪日日本本(通常の税率)≫

子子会会社社等等

親親会会社社
子子会会社社等等

日本
税務当局

親親会会社社等等
関関連連企企業業日本

税務当局

≪ＸＸ国国≫

所得合算ルール（IIIIRR))

軽課税所得ルール（UUTTPPRR))

⼦会社等の税負担が
最低税率（15％）に⾄るまで課税

親会社等の税負担が
最低税率（15％）に⾄るまで課税

同⼀グループ関連企業
日本

税務当局

国内ミニマム課税（QQDDMMTTTT))

※ 令和５年度改正にて創設。
※ 令和6，7年度改正でも制度の明確化等の観点から
⾒直し。

※ 2024年4⽉より施⾏（注）。

Ｘ国
税務当局

⾃国に所在する事業体の税負担が
最低税率（15％）に⾄るまで課税

15％未満
の軽課税
の場合

15％未満
の軽課税
の場合

15％未満の
軽課税の場合

第２の柱（グローバル・ミニマム課税）

※日本でQDMTTが課税された場合、
IIR・UTPRの課税は行われない。

※ 令和7年度改正にて創設。
※ 2026年4⽉より施⾏（注）。

※ 令和7年度改正にて創設。
※ 2026年4⽉より施⾏（注）。

（注）申告期限は対象会計年度の終了から１年３⽉後（ただし、初回に限り１年６⽉後）。 20

第２の柱

（20ページ）
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軽課税所得ルールの概要

【軽課税所得ルール (UTPR: Undertaxed Profits Rule)】
• ⼦会社等の所在地国で当該⼦会社等に対して、グループ内の親会社
等の実効税率が最低税率15％に⾄るまで課税。

• 所得合算ルール/軽課税所得ルールのいずれも、税額の計算⽅法は
同様（右図参照）。

（税額の計算⽅法のイメージ）
税率

課税
ベース

最低税率
15%

グループ内会社等の
所在地国の実効税率

グループ内会社等が
所在地国で⽀払う租税

最低税率15％までの
上乗せ課税部分

【適⽤除外】
課税ベースから有形資産と⽀払給与額の⼀定割合を除外

（※）導入当初は有形資産（簿価）の8%、支払給与額の10%とし、
いずれも10年間で5%まで逓減

（参考）所得合算ルール (IIR: Income Inclusion Rule)
• 親会社等の所在地国で当該親会社等に対して、グループ内の⼦会社等の実効税率が最
低税率15％に⾄るまで課税。

 軽課税所得ルールは、多国籍企業グループについて最低税率15％以上の課税を確保するため、親会社等に課
税する所得合算ルールを補完して、⾃国に所在する⼦会社等に課税する仕組み。

 所得合算ルールの導⼊国にある親会社等と軽課税国にある⼦会社等を⼊れ替えることによる課税の潜脱を防
ぐもの。

22

所得合算ルール (IIR: Income Inclusion Rule) のイメージ

○ 軽課税国に所在する⼦会社等の税負担が国際的に合意された最低税率(15%)に⾄るまで、
親会社の所在する国において課税を⾏う制度

（※）所得合算ルールの課税ベースは、調整された財務諸表の税引前利益を使用

⼦会社等が居住地国
で⽀払う租税

子会社等居住地国
の実効税率

合合意意さされれたた最最低低税税率率
（（15%））

親会社居住地国の
法人税率

（日本の場合、29.74%（国・地方））

税税率率
国際的に合意された最低税率までの
「上乗せ（トップアップ）課税」部分

（適⽤除外が考慮された⼦会社等の例）

課課税税ベベーースス（（※※））

適適用用除除外外

所得合算ルールの対象から、
有形資産と⽀払給与の⼀定割合を除外

有形資産（簿価）と支払給与の5%
（導入当初は有形資産（簿価）の8%、支払給与の10%とし、

10年間で5%まで逓減）

21
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第第一一 令令和和７７年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

３． 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

（３）経済のグローバル化・デジタル化への対応

① 新たな国際課税ルールへの対応

（前略）

このうち、グローバル・ミニマム課税（「第２の柱」）については、わが国企業の国際競争力の維持及び向上につながるもので

あり、令和７年度税制改正においても国際合意に則り、軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ：Undertaxed Profits Rule）及び国内ミニ

マム課税（ＱＤＭＴＴ：Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）の法制化を行う。適用開始時期は、対象企業の準備期間を確

保する観点等から、いずれも令和８年４月以後に開始する対象会計年度とする。あわせて、ＯＥＣＤにより発出されたガイダンス

の内容等を踏まえ、制度の明確化等の観点から所要の見直しを行う。引き続き令和８年度以降の税制改正において、今後発出され

るガイダンスの内容等を踏まえた見直しを検討するとともに、「第２の柱」との関係を踏まえて適正な課税を確保する観点から既

存の税制について必要な検討を行う。

外国子会社合算税制については、国際的なルールにおいても「第２の柱」と併存するものとされており、「第２の柱」の導入以

降も、外国子会社を通じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。他方、「第２の柱」の導入により対象

企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、令和７年度税制改正においても引き続き見直しを行う。令和８年度以降の税制

改正においては、「第２の柱」の実施等に伴う環境の変化を踏まえつつ、国際的な経済活動により生じる課税上の問題に適正に対

処する観点等から必要な検討を行う。

「２本の柱」の解決策のうち「第１の柱」については、市場国への新たな課税権の配分等に関する多数国間条約の早期署名に向

けて、引き続き国際的な議論に積極的に貢献することが重要である。今後策定される多数国間条約等の規定を基に、わが国が市場

国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、地方公共団体に対して課税権が認められることとなる場合の課税のあり方、

条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。移転価格税制の適用に係

る簡素化・合理化については、今後、国際的な議論及び各国の動向を踏まえて対応を検討することとし、当面は実施しない。他国

が本簡素化・合理化を実施する場合については、現行法令及び租税条約の下、国際合意に沿って対応する。

（後略）

令和７年度与党税制改正⼤綱（抜粋）

24

国内ミニマム課税の概要

国内ミニマム課税（QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）は、多国籍企業グループに属す
る⾃国内の会社等について、他国の所得合算ルール/軽課税所得ルールに優先し、国内の実効税率が最低税
率15％に⾄るまで課税する仕組み。
国際合意に沿った国内ミニマム課税を導⼊していれば、他国から⾒た⾃国内の会社等に係る15％に満たな

い部分の⾦額（上乗せ税額）はゼロとみなされる。
他国において軽課税所得ルールに係る税務申告が必要になる場合でも、現地法令に基づいて求められる⾃

国の実効税率や上乗せ税額の計算は⼀律に不要になる。

（⽇本に最終親会社等がある多国籍企業グループのイメージ）

最終親会社

⼦会社A ⼦会社B ⼦会社C

実効税率計算 実効税率計算 実効税率計算

X国 Y国 Z国

⽇本
（国際合意に沿った国内ミニマム課税を導⼊）

現地の軽課税所得ルールにおける
⽇本の実効税率等の計算が⼀律不要に

23
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IIR・QDMTTの適格国リスト（2025年8⽉時点）
○ IFは、各国国内法のモデルルール等への整合性（コモンアプローチ）を確保する観点から、IIR・QDMTTについ
て、暫定適格レビューを実施。2025年1⽉、適格国リストが公表され、⽇本のIIRの適格性が認定。同年8⽉、
適格国リストが更新され、⽇本のQDMTT及びQDMTT SHの適格性が認定。

＜IIR適格国＞
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ジブラルタル、ギリシャ、ガーンジー、ハンガリー、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス

欧州

インドネシア、⽇本、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムアジア
オーストラリア、ニュージーランドオセアニア
カナダ北⽶・中南⽶
南アフリカアフリカ

＜QDMTT/QDMTT SH適格国＞
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ジブラルタル、ギリシャ、ガーンジー、ハンガリー、アイルランド、マン島、イタリア、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス

欧州

インドネシア、⽇本、マレーシア、シンガポール、タイ、アラブ⾸⻑国連邦、ベトナムアジア
オーストラリアオセアニア
バルバドス、ブラジル、カナダ北⽶・中南⽶
南アフリカアフリカ

（注）下線は、IIRかQDMTTいずれかのリストにのみ掲載された国。 26

グローバル・ミニマム課税に関するOECDのルール等（IFで承認されたもの）

2021年12⽉ GloBEモデルルール

2022年３⽉ コメンタリー

2023年12⽉ 執⾏ガイダンス③

2023年７⽉ 執⾏ガイダンス②、GloBE情報申告書

2024年６⽉ 執⾏ガイダンス④

引き続き、継続的に議論

2022年12⽉ セーフハーバー、GloBE情報申告書・税の安定性パブコン

2023年２⽉ 執⾏ガイダンス①

2025年１⽉ 執⾏ガイダンス⑤、GloBE情報報告書、適格国リスト（IIR、QDMTT）

25
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UTPR セーフハーバー

 令和７年12⽉31⽇までに開始する対象会計年度において、多国籍企業グループの最終親会
社の所在地国の法⼈所得税の名⽬税率が20％以上（地⽅税も勘案可）であるときは、
UTPRトップアップ税額には、当該最終親会社の所在地国に係る部分の⾦額を含まない。

最終親会社
(軽課税)

X 社

A国
名⽬税率

20%

B国 X国

Y 社
（軽課税)

適格UTPR
導⼊国

UTPRトップアップ税額
に含む

UTPRトップアップ税額
に含まない

税務当局

UTPR課税

A国は最終親会社所在地国であり、名⽬税率が20％以上
→UTPRセーフハーバーを適⽤

B国は最終親会社所在地国ではない
→UTPRセーフハーバーは適⽤されない

2023年7⽉公表
ガイダンス⽂書参照

28

 執行関連公表物の作成
 パンフレット（改正のあらまし） 【2023年４月】

 令５法令解釈通達 【2023年９月】、Q&A【2023年12月】

 令５法令解釈通達趣旨説明【2024年４月】

 課税申告書様式【2024年５月】

 GIR記載要領【2024年６月】

 令６法令解釈通達【2024年８月】、 Q&A（改訂）【2025年１月】

 令６法令解釈通達趣旨説明【2024年11月】

 パンフレット⑵（改正のあらまし）【2025年４月】

 GIR記載要領（改訂）【2025年６月】

 GIR記録要領、記録手順【2025年９月】

 潜在的な納税者に対する周知
 経済団体等に対する説明会

国税庁ホームページ「グローバル・ミニマム課税関係」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/global-minimum/index.htm

グローバル・ミニマム課税に関する周知・広報活動

27
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外国⼦会社合算（CFC）税制

次の要件の全てを満たすこと。
 CbCRにおける国別の総収⼊⾦額が1,000万ユーロ未満
 CbCRにおける国別の税引前当期利益の額が100万ユーロ 未満

次の式で計算される簡素な実効税率が15〜17%以上であること。

簡素な実効税率 ＝
連結等財務諸表に係る法⼈税等
及び法⼈税等調整額の国別合計額簡素な実効税率 ＝ CbCRにおける国別の

税引前当期利益の額

グローバル・ミニマム課税制度には、制度導⼊当初における多国籍企業グループのコンプライアンスコスト軽減の観点から、⼀定期間
のみ暫定的に適⽤できる移⾏期間CbCRセーフハーバーが存在。国別報告事項に係る情報（CbCR:多国籍企業グループの国別
の所得・納税額の配分等、多国籍企業グループの国別の活動状況に関する情報）を計算の⼀部で使⽤するもの。

2026年12⽉31⽇以前に開始し、2028年６⽉30⽇以前に終了する会計年度のみ適⽤可。わが国においては令和5年度改正
において措置済み。

移⾏期間CbCRセーフハーバーの制度終了後にGloBEルールの本則計算の適⽤によるコンプライアンスコストの⼤幅な増加を避ける
ため、GloBEルールによる計算を基礎として、信頼性を損なわずに複雑な計算を簡略化する恒久的セーフハーバーについて、議論が
⾏われている。

CbCRにおける国別の税引前当期利益の額が、実質ベースの所得除外
額以下であること。

恒久的セーフハーバー移⾏期間(暫定的)CbCRセーフハーバー

デミニマス要件

簡素な実効税率要件

通常利益要件

令和5年度
改正で措置済み

移⾏期間CbCRセーフハーバーと恒久的セーフハーバー

次の要件のいずれかを満たした国⼜は地域のトップアップ税額を零とみなす。 次の要件のいずれかを満たした国⼜は地域のトップアップ税額を零とみなす。

※１ 上記は2022年12⽉公表ガイダンス⽂書に記載の枠組み。
※２ 「簡素な計算」については、将来の執⾏ガイダンスで提⽰予定。

2022年12⽉公表
ガイダンス⽂書参照

次の要件の全てを満たすこと。
 「簡素な計算」に基づく国別平均収⼊が1,000万ユーロ未満
 「簡素な計算」に基づく国別の平均所得・損失額が100万ユーロ未満

次の式で計算される簡素な実効税率が15%以上であること。

「簡素な計算」に基づく
国別調整後対象租税額

「簡素な計算」に基づく
国別グループ純所得の額

「簡素な計算」に基づく国別グループ純所得の額が実質ベースの所得除外額
以下であること

デミニマス要件

簡素な実効税率要件

通常利益要件

29
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第第一一 令令和和７７年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

３． 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

（３）経済のグローバル化・デジタル化への対応

① 新たな国際課税ルールへの対応

（前略）

このうち、グローバル・ミニマム課税（「第２の柱」）については、わが国企業の国際競争力の維持及び向上につながるもので

あり、令和７年度税制改正においても国際合意に則り、軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ：Undertaxed Profits Rule）及び国内ミニ

マム課税（ＱＤＭＴＴ：Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）の法制化を行う。適用開始時期は、対象企業の準備期間を確

保する観点等から、いずれも令和８年４月以後に開始する対象会計年度とする。あわせて、ＯＥＣＤにより発出されたガイダンス

の内容等を踏まえ、制度の明確化等の観点から所要の見直しを行う。引き続き令和８年度以降の税制改正において、今後発出され

るガイダンスの内容等を踏まえた見直しを検討するとともに、「第２の柱」との関係を踏まえて適正な課税を確保する観点から既

存の税制について必要な検討を行う。

外国子会社合算税制については、国際的なルールにおいても「第２の柱」と併存するものとされており、「第２の柱」の導入以

降も、外国子会社を通じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。他方、「第２の柱」の導入により対象

企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、令和７年度税制改正においても引き続き見直しを行う。令和８年度以降の税制

改正においては、「第２の柱」の実施等に伴う環境の変化を踏まえつつ、国際的な経済活動により生じる課税上の問題に適正に対

処する観点等から必要な検討を行う。

「２本の柱」の解決策のうち「第１の柱」については、市場国への新たな課税権の配分等に関する多数国間条約の早期署名に向

けて、引き続き国際的な議論に積極的に貢献することが重要である。今後策定される多数国間条約等の規定を基に、わが国が市場

国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、地方公共団体に対して課税権が認められることとなる場合の課税のあり方、

条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。移転価格税制の適用に係

る簡素化・合理化については、今後、国際的な議論及び各国の動向を踏まえて対応を検討することとし、当面は実施しない。他国

が本簡素化・合理化を実施する場合については、現行法令及び租税条約の下、国際合意に沿って対応する。

（後略）

令和７年度与党税制改正⼤綱（抜粋）

32

⽇本企業Ａ国企業

○ 我が国の内国法⼈等が、実質的活動を伴わない外国⼦会社等を利⽤する等により、我が国の税負担を軽減・回避する⾏為に対処
するため、外国⼦会社等がペーパー・カンパニー等である場合⼜は経済活動基準のいずれかを満たさない場合には、その外国⼦会社等
の所得に相当する⾦額について、内国法⼈等の所得とみなし、それを合算して課税（会社単位での合算課税）。

○ また、外国⼦会社等が経済活動基準を全て満たす場合であっても、実質的活動のない事業から得られる所得（いわゆる受動的所
得）については、内国法⼈等の所得とみなし、それを合算して課税（受動的所得の合算課税）。

※ ただし、事務負担に配慮し、外国⼦会社等の租税負担割合が⼀定（ペーパー・カンパニー等は27％、それ以外の外国⼦会社等は
20％）以上の場合には合算課税の適⽤を免除。

外国⼦会社合算税制について

経済活動基準
① 事 業 基 準︓主たる事業が株式の保有等でないこと
② 実 体 基 準︓本店所在地国に⼀定の固定施設を有すること
③ 管理⽀配基準︓本店所在地国において事業の管理等を⾃ら⾏っていること
④ 所在地国基準︓主として本店所在地国で事業を⾏っていること
⼜は⾮関連者基準︓主として⾮関連者との間で事業を⾏っていること

使⽤料20

⼦会社
所得20

Ａ国企業

⽇ 本 Ａ 国

右図を例にとると、本制
度は、⼦会社所得20
を、⽇本の親会社の所
得に合算する制度

⽇本企業
所得20

⽇ 本 Ａ 国
無形資産の
使⽤許諾

使⽤料20

Ｂ 国

無形資産の
使⽤許諾

外国⼦会社等を利⽤しない場合 外国⼦会社等を利⽤した場合

無形資産
の移転
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（32ページ）

（31ページ）



―19―

外国⼦会社合算税制に係る所得の合算時期の⾒直し

【改正事項】
 外国⼦会社合算税制（CFC税制）における外国関係会社に係る課税対象⾦額等の合算時期について、その外国関係会社の事業年度終了
の⽇の翌⽇から４⽉（現⾏︓２⽉）を経過する⽇を含む内国法⼈（親会社）の事業年度とする改正を⾏った。

（注）内国法⼈の令和７年４⽉１⽇前に開始した事業年度に係る外国関係会社の課税対象⾦額等（外国関係会社の令和６年12⽉１⽇から令和７年１⽉31⽇ま
での間に終了する事業年度に係るものに限る。）について、その外国関係会社の事業年度終了の⽇の翌⽇から４⽉を経過する⽇を含むその内国法⼈の
同年４⽉１⽇以後に開始する事業年度において外国⼦会社合算税制の適⽤を受けることができる経過措置を講じている。

《改正前》現⾏のCFC税制では、外国関係会社の所得は、その事業年度終了の２か⽉後に内国法⼈（親会社）に合算して課税される。
→12⽉決算の外国関係会社を持つ３⽉決算の親会社にとって、期末直前に外国関係会社の所得が合算される。

外国関係会社
（12⽉決算） Y1年12⽉期 Y2年12⽉期

親会社
（３⽉決算） Y2年3⽉期 Y3年3⽉期

Y1年 Y2年

２か⽉後に合算

Y1年12⽉期 Y2年12⽉期

Y2年3⽉期 Y3年3⽉期 Y4年3⽉期

Y1年 Y2年

《改正後》外国関係会社の所得が親会社に合算して課税される時期を、外国関係会社の事業年度終了の４か⽉後に伸⻑する。

外国関係会社
（12⽉決算）

親会社
（３⽉決算）

期末直前に所得合算が⽣じることで
過重な事務負担が発⽣

期末直前に合算が⽣じる状況を解消

２か⽉後に合算

４か⽉後に合算 ４か⽉後に合算

34

 グローバル・ミニマム課税（「第２の柱」）について、軽課税所得ルール（UTPR）/国内ミニマム課税（QDMTT）の導⼊等により対象企
業に追加的な事務負担が⽣じること等を踏まえ、令和５年度及び令和６年度に引き続き、令和７年度税制改正においても⾒直しを⾏った。

【令和５年度改正事項】
① 適⽤免除要件である租税

負担割合の閾値引下げ
30％→27％

【令和６年度改正事項】
ペーパーカンパニー特例の要件のうち「収⼊割合要件」につい
て、外国関係会社の収⼊がゼロの場合には満たすことができな
かった点を改正により⾒直し。

【令和７年度改正事項】
① 外国関係会社に係る所得の合算時期の⾒直し

外国関係会社の事業年度終了の⽇の翌⽇から「２⽉を経過する⽇」→「４⽉を経過する⽇」。
② 書類添付・保存義務の緩和︓⼀定の書類を添付・保存義務の対象から除外

27％
未満

収⼊がゼロの場合に必要だった租税負担割合の計算と、そのた
めの情報収集等の作業に係る事務負担が軽減

租税負担割合の確認が
必要な外国⼦会社数が減少

② 合算⾦額がないなどの
⼀定の部分対象外国関
係会社について、書類
添付義務を保存義務に
緩和

③ 書類添付義務を課され
ている外国関係会社に
関する書類の記載内容
を⼀部⾒直し

添付書類の作成等に係る
事務負担が軽減

→12⽉決算の外国⼦会社を持つ３⽉決算親会社において、所得合算から申告までの間に⼗分な
期間が確保され、申告準備に係る事務負担が分散・軽減される（①）とともに、添付書類作成
に係る情報収集等の作業に係る事務負担が軽減（②）。

外国子会社合算税制（CFC税制）の見直し（令和７年度改正）
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［日本から外国への情報提供のイメージ］ 【報告制度】

≪OECD、G20での議論≫

○ 暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、2022年、OECDは、各国の税務当局が自国の暗号資産交
換業者等から報告される非居住者の暗号資産等取引情報を租税条約等に基づいて税務当局間で自動的に交換するための国
際基準（Crypto-Asset Reporting Framework;｢CARF｣)を策定し、承認・公表。

○ 2023年、G20首脳宣言が、「税の透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラム（｢GF｣：172か国・地域が参加する
OECDの関連組織）」に対し、2027年の情報交換開始を原則とするCARF実施スケジュールの検討を要請。

≪上記議論を受けた日本の対応≫

○ 暗号資産交換業者等による、非居住者の暗号資産等取引情報の報告制度を整備。

○ 暗号資産交換業者等の準備期間を考慮し、2024年立法→2026年施行→2027年初回情報交換（2026年分の取引情報）のス
ケジュールとする。

１．暗号資産等取引実施者は、その者の居住地国等の情報を記載した届出
書を暗号資産交換業者等に提出

２．暗号資産交換業者等は、一定の条約相手国を居住地国とする暗号資産
等取引実施者の取引情報等を国税庁に報告

３．報告制度の実効性を確保するため、以下の事項を整備

⑴ 暗号資産等取引実施者の居住地国の特定に関する記録の作成・保存
義務

⑵ 暗号資産交換業者等の報告に関する調査のための質問検査権

⑶ 報告事項の提供回避を主たる目的とする行為等に対する特例

⑷ 罰則（届出書の不提出、暗号資産交換業者等の不報告、調査に係る
検査忌避等）

４．令和８年（2026年）１月１日から適用

（注）暗号資産交換業者等から報告を受けた情報は、租税条約等の情報交換に係
る規定及び租税条約等実施特例法の規定に基づき、条約相手国に提供。

⾮居住者に係る暗号資産等取引情報の⾃動的交換のための報告制度の整備等

36
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BEPS包摂的枠組み（Inclusive framework on BEPS）参加国・地域 （2024年10⽉現在）

38

参考資料
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40

X国（最終親事業体所在地国）

通常利益

残余利益
二重計上
調整

Y国（市場国）

Z国（⼆重課税除去国）

通常利益

残余利益

残余利益

通常利益
（収⼊の10%）

費⽤等

収⼊に応じて
市場国に配分されうる利益A

既に課税

既に課税
新たに課税

Ｙ国に割当 ⼆重課税除去
税務当局

税務当局①

① グローバル企業グループ全体の収⼊から、市場国（Ｙ国）に配分されうる利益Ａの⾦額を算定。
② 市場国（Ｙ国）におけるグループの利益には、市場国（Ｙ国）において既に計上され、課税対象となっている利益Ａ

が含まれることから、その⾦額を①の⾦額から減額（⼆重計上調整）。
③ ⼀⽅、新たに市場国（Ｙ国）に配分される利益Ａについては、他国（Ｚ国）において既に課税対象となっている利益

であるため、Ｚ国において⼆重課税除去を実施。

②

③

配分利益
（利益A）

（残余利益の25%）

「第１の柱」の多数国間条約案の適⽤イメージ

「国際租税協⼒に関するG20閣僚リオデジャネイロ宣⾔」の概要

今後の対応の⽅向性

• 可能な限り早期に多数国間条約に署名するため、第１の柱の迅
速な最終化に引き続きコミット。

• 第２の柱のグローバル・ミニマム課税（GloBE）ルールの実施を
⽀援。

• 「２本の柱」の解決策の最終化及び迅速な実施に向けたコ
ミットメントを確認。

• 第１の柱の交渉は、多数国間条約の署名開放を可能とする
ため、移転価格税制の執⾏の簡素化・合理化（利益B）の
枠組みの残る論点の解決により、迅速な妥結を奨励。

• 第２の柱の実施は、利益移転と法⼈税率引下げ競争の可
能性を限定し、国際課税を取り巻く状況を安定化させる。

２本の柱

• ①広範なコンセンサスに達することによる包摂的で効果的な国際
租税協⼒の促進、②合意に達しやすい課題を優先、③DRMの
向上と能⼒開発に焦点を当てることの重要性を強調。

• 他の国際機関における既存の成果、プロセス、進⾏中の作
業を基礎とし、不必要な努⼒の重複を避けるよう努める。国連枠組条約

交渉に向けた議論

• 各国の課税主権を尊重しつつ、超富裕層への効果的な課税（注）

のために協⼒し、G20等で議論を継続。

• 暗号資産の報告制度等の迅速な実施及び税⽬的の不動産関
連の情報を⾃主的に交換する可能性をOECDで検討。

• 技術⽀援の強化はDRMの促進に不可⽋であり、税の能⼒開発
の枠組強化を求める。

• 累進課税は、国内の格差を是正し、SDGsの達成を促進する
ための重要な⼿段。国内税制改⾰と国際租税協⼒は、効果
的で公平かつ累進的な税政策を推進するために重要。

• 租税回避や脱税は依然として課題であり、暗号資産や不動
産に関連する情報を含め、税の透明性を⾼めることが重要。

• 各国は、税の能⼒開発の促進等による、税執⾏の有効性の
向上のために取り組む。

SDGs達成の
ための⽅策

基本的な考え⽅

 2024年7⽉25・26⽇開催のG20財務⼤⾂・中央銀⾏総裁会議（議⻑国︓ブラジル）において、「国際租税協⼒に関するG20
閣僚リオデジャネイロ宣⾔」が採択された。宣⾔の主な内容は以下の通り。
１．「2本の柱」の解決策の最終化及び迅速な実施へのコミットメントを確認。
２．国際租税協⼒に関する国連枠組条約の交渉に向けた指針の議論にあたっての留意点として、広範なコンセンサスの重要性等を
指摘。

３．不平等是正を含む持続可能な開発⽬標（SDGs）達成のための⽅策として、国内資⾦動員（DRM）の向上、累進課税の
強化、超富裕層への効果的な課税の促進（注）等を提案。

（注）仏経済学者ズックマン⽒は、超富裕層に対するグローバル・ミニマム課税（世界総資産10億ドル超を保有する個⼈を対象とし、対資産額最低2％を課税）の導⼊を提案。 39

（40ページ）

（39ページ）
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MLC発効のために各国・地域が持つポイントの割合

ポイントの割合（注）国・地域
48.6%⽶国
9.4%中国
8.8%⾹港
5.6%フランス
4.9%英国
4.7%⽇本
4.5%ドイツ
3.4%スイス
2.1%アイルランド
1.5%インド
1.5%オランダ
1.5%スペイン
1.1%韓国
0.9%ベルギー
0.6%カナダ
0.4%デンマーク
0.2%サウジアラビア
0.2%メキシコ
0.0%その他
100.0%合計

（注）四捨五⼊の関係上、計数の和が合計値と⼀致していない。 42

「第１の柱」の多数国間条約案の概要（2023年10⽉公表）

○市場国への新たな課税権配分ルール（利益Ａ）
【課税対象】
• 全世界収⼊が200億ユーロ（約3.3兆円）超、かつ、利益率が10%超のグローバル企業グループ。
※ 規制された⾦融機関、採掘事業、防衛事業、外国事業が僅少で国内メインの企業等は除外。

• 収⼊閾値について条約発効7年後にレビューを⾏い、円滑な制度の実施を条件として100億ユーロ（約1.7兆円）に引下げ。

【配分割合】
• 収⼊の10%を超える残余利益の25%を、ネクサス（課税上のつながり）を有する市場国に配分。

【ネクサス（課税上のつながり）】
• 市場国での100万ユーロ（約1.7億円）以上の収⼊。
※ GDPが400億ユーロ（約6.6兆円）未満の国は25万ユーロ（4,150万円）以上の収⼊。

【税の安定性】
• グローバル企業グループに対して、利益Ａの適⽤について安定性（税務当局がその課税関係について変更を加えることがない状
態）を付与し、多数国間の紛争を未然に防⽌するメカニズム等を提供。

【⼀⽅的措置】
• 多数国間条約の締約国は、全ての企業に対する既存のデジタル・サービス税及びその他の関連する類似の措置を廃⽌し、また、
将来にわたり導⼊しないよう所要の措置を定める。

【発効要件】
• Critical Massを満たす国の承認が必要→利益Aの対象となるグローバル企業グループの数を最終親事業体の所在地国別に
指数化したポイント数で６０％以上を占める３０以上の国が条約を承認した後、これらの国が所要の⼿続により条約発効⽇を
決定。

備考︓１ユーロ＝166円で換算（裁定外国為替相場2025年8⽉適⽤）。端数は四捨五⼊。
41

（42ページ）

（41ページ）
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44

利益Bの価格適⽤表

- 産業分類(横軸)や財務指標(縦軸)に応じて予め定められた利益率を使⽤

2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照

2025年1⽉1⽇以降に開始する事業年度から各国が選択適⽤適⽤開始時期

簡素化・合理化アプローチの適⽤を選択した国
（例︓当局のリソースや⽐較対象企業の情報が不⾜する国等）

適⽤国

適⽤国が、いずれかの⽅法を選択可能
①納税者による任意適⽤
②原則適⽤

執⾏⽅法

適⽤国における簡素化・合理化アプローチの結果に相⼿国は拘束されない適⽤国の相⼿国における効果

原則として、⼆国間租税条約に基づく相互協議にて、対応的調整を⾏う⼆重課税排除の⽅法

43

利益B︓執⾏⽅法 2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照

（44ページ）

（43ページ）



―25―

GloBE (Global Anti‐Base Erosion)ルルーールル（（ググロローーババルル・・ミミニニママムム課課税税））のの概概要要

GloBEルール適⽤プロセス

多国籍企業グループがGloBEルールの適⽤対象かを判定し、グループを構成する事業体（構成事業体）とその所在地国を特定。

Step1︓適⽤対象となるグローバル企業グループ及び構成事業体(Constituent Entity)の特定

財務諸表上の純損益からスタートし、⼀定の調整等を通じて各構成事業体のGloBE所得・損失を決定。
Step2︓GloBE所得・損失(GloBE Income or Loss)の決定

国・地域別のETRを計算し、最低税率（15%）を下回る国・地域について、各構成事業体のトップアップ税額を計算。
Step4︓実効税率(ETR)及びトップアップ税額(Top up Tax)の計算

財務諸表上の対象租税(Covered Taxes)を特定し、⼀定の調整等を通じて各構成事業体の調整後対象租税を決定。

Step3:調整後対象租税(Adjusted Covered Taxes)の決定

Step4のトップアップ税額の割当てを受けた国・地域において、IIR/UTPRによって課税。
Step5︓所得合算ルール(IIR)と軽課税所得ルール(UTPR)の適⽤

一国・地域の
GloBE純所得

一国・地域の
実効税率（ETR）

一国・地域のトップアップ税率
（=最低税率（15％） ‐ ETR） 一国・地域のトップアップ税額

（=（トップアップ税率×対象所得）＋
追加当期トップアップ税額 -

適適格格国国内内ミミニニママムムトトッッププアアッッププ税税額額）
一国・地域の対象所得

（=GloBE純所得 ‐実質基準の適用除外）

一国・地域の
調整後対象租税

（（参参考考））Step4：：ETR及及びびトトッッププアアッッププ税税額額のの計計算算ププロロセセスス

46

利益B︓Pricing matrixの産業分類

45

Industry Group 3Industry Group 2Industry Group 1
 医療⽤機器
 産業機械（産業⽤、農

業⽤⾞両含む）
 産業⽤⼯具・部品

 ITハードウェア・部品
 電⼦部品・消耗品
 動物⽤飼料
 農業⽤品
 酒類・タバコ
 ペットフード
 履物・その他アパレル⽤品
 プラスチック・化学製品
 潤滑剤
 染料
 医薬品
 化粧品
 ヘルスケア・福祉製品
 家庭⽤品、家電製品
 家具
 家庭⽤・オフィス⽤消耗品
 印刷物
 製紙・梱包材
 宝飾品
 繊維製品、⽪⾰、⽑⽪
 新⾞及び中古⾞
 ⾃動⾞部品
 混合製品
 Industry Group １,３のリストにないもの

 ⽣鮮⾷料品
 ⾷料雑貨品
 家庭⽤消耗品
 建設⽤資材
 配管⽤資材
 ⾦属

2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照

（46ページ）

（45ページ）
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税制関係資料

財務省主税局
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総論（税財政の状況, 令和7年度税制改正の概要）

2

税税制制のの現現状状とと今今後後のの課課題題

２０２５年９月18日

青木孝徳
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（ 4ページ）

4

一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。点線は当初予算による。
（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減

少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するため
の年金特例公債を除いている。

（年度）
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（兆円）

一般会計税収（点線は当初予算ベース）

建設公債発行額

特例公債発行額

一般会計歳出（点線は当初予算ベース）

一般会計税収の推移

3
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6

令和７年度税制改正の概要

 スタートアップへの投資促進や「資産運用立国」の実現に向けた環境整備
 エンジェル税制について、再投資期間を最大で２年間に延長（繰戻し還付制度の創設）。
 NISAについて、つみたて投資枠のETFの最低取引単位の見直し等により、利便性を向上。

 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 安全保障環境が厳しさを増す中、わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を講ずる。

 法人税は、８年４月１日以後に開始する事業年度について、法人税額から500万円を控除した上で、税率４％（法人税率

換算１％程度）の新たな付加税。
 所得税は、５年度大綱等を踏まえつつ、引き続き検討。
 加熱式たばこの課税については、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、２段階で適正化（８年４月、８年10月）。
国のたばこ税率は３段階で引上げ（９年４月、10年４月及び11年４月に0.5円／1本ずつ）。

 新たな国際課税ルールへの対応
 「法人税引下げ競争」に歯止めをかける観点から、国際合意に則り、グローバル・ミニマム課税（最低税率15％）の導入を完了

（軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ）及び国内ミニマム課税（ＱⅮＭＴＴ）を法制化）。

 外国人旅行者向け免税制度の見直し
 制度の不正利用に対応するため、リファンド方式に見直し（課税で販売、事後的に消費税相当額返金）。
 免税店の事務負担軽減や外国人旅行者の利便性向上の観点から、免税販売要件の見直し。

6

5

令和７年度税制改正の概要
 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
 物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ。
 物価上昇や就業調整への対応として、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ。
 学生アルバイトの就業調整への対応として、19歳～22歳の子の給与収入が150万円までは親が所得控除（63万円）を受け
られる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。

 令和７年末の年末調整から適用。
→ 衆議院修正により基礎控除の特例を創設。（課税最低限を160万円に引上げ、納税者の８割強を対象に税負担軽減）

 老後に向けた資産形成の支援
 確定拠出年金（企業型DC及びiDeCo（個人型確定拠出年金））について、企業年金の有無等によるiDeCoの拠出限度額の差
異を解消。

 賃金上昇の伸びを踏まえ、会社員（２号被保険者）の共通拠出限度額（企業型DC＋iDeCo）を7000円引上げ（月額5.5万円

→6.2万円）。この結果、企業年金のない会社員のiDeCoの拠出限度額が2.7倍に（月額2.3万円→6.2万円）。
 個人事業主（１号被保険者）についても会社員と同額の引上げ（月額6.8万円→7.5万円）。

 子育て支援に関する政策税制
 住宅ローン控除・住宅リフォーム税制（７年限りの時限措置）、生命保険料控除の拡充（８年限りの時限措置）。
 高校生年代の扶養控除等の見直しは、引き続き検討。

 地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制
 地域経済に好循環を生み出していくため、売上高100億円超を目指す中小企業を対象に、中小企業経営強化税制を拡充

（対象資産に建物追加）。
 軽減税率の特例（15％）を２年延長。同時に、極めて所得が高い企業には一定の見直し（所得10億円超の企業は17%等）。
 法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件の見直し（個人版事業承継税制も同様の見直し）。

（ 5ページ）

（ 6ページ）
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令和７年度の税制改正（内国税関係）による増減収⾒込額②

上記の計数は、10億円未満を四捨五⼊している。（注１）
令和7年度税制改正による現時点の増収⾒込額を記載したもの。計数は今後変動がありうる。（注２）
所得税については、令和5年度税制改正⼤綱等の基本的⽅向性を踏まえつつ、いわゆる「103万円の壁」の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き検討することとされている。（注３）

（単位：億円）

平年度令和9年度令和8年度改 正 事 項

7,7108,2105,280１．防衛特別法人税の創設（令和8年4月施行）

2,1501,170440２．たばこ税の見直し（令和8年4月施行）

9,8609,3805,720合 計

【別掲】防衛力強化に係る財源確保のための税制措置による増収見込額

8

令和７年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額①

（注１） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。
（注２） 「１.（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」は、基礎控除の引上げ（平年度▲5,450億円、初年度▲6,310億円）、給与所得控除の引上げ等（平年度▲280億円、

初年度▲320億円）及び特定親族特別控除の創設（平年度▲100億円、初年度▲120億円）である。
（注３） 住宅ローン控除の拡充による平年度減収見込額は、令和7年の居住分について、改正後の制度を適用した場合の減収見込額と改正前の制度を適用した場合の減収見込額との差額を計上している。

（注４） 外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒しによって、法人税について、令和6年度に▲620億円の減収が生じることとなる。

（単位：億円）

改 正 事 項 平年度 初年度

１．個人所得課税

（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応 ▲ 5,830 ▲ 6,750

（２）生命保険料控除の拡充 ▲ 250 -

（３）住宅ローン控除の拡充 ▲ 290 ▲ 20

（４）企業年金・個人年金制度等の見直し ▲ 200 -

個人所得課税 計 ▲ 6,570 ▲ 6,770

２．法人課税

中小企業経営強化税制の拡充等 ▲ 40 ▲ 30

合 計 ▲ 6,610 ▲ 6,800

（参考）衆議院における所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正（所得税の基礎控除の特例の創設）

本修正による減収見込額は、令和７年度約６,２１０億円である。

7

（ 7ページ）

（ 8ページ）
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概要（見直し前） ポイントと見直し内容

103万
（税）
⇓⇓
対応

 本人の年間の給与収入が103万円を超えた場合、本人に所得税
が段階的に賦課される

 扶養される側（例 学生）の年間給与収入が103万円を超えた
場合、扶養する側（例 学生の親）が（特定）扶養控除を受け
られなくなる
※扶養される側が配偶者の場合、控除はなくならない

 本人の手取り収入は減少しない（「壁」ではない）
⇒⇒ 令和７年度税制改正（160万円への引上げ）により、

いわゆる「103万円の壁」を名実ともに解消
 扶養する側と扶養される側（配偶者を除く）を合わせた世

帯の手取り収入は減少する
※扶養される側が配偶者の場合、手取り収入は減少しない

⇒⇒ 令和７年度税制改正により、扶養される側が大学生年
代の場合にも、手取り収入が減少しない仕組みを創設

106万
(社保)
⇓⇓
撤廃

 扶養される側（被扶養配偶者（第３号被保険者））が、以下の
全ての要件を満たす場合、厚生年金・健康保険に加入（保険料
を負担）し、扶養から外れる
・雇用契約時の所定内賃金（注１）が月8.8万円（年106万円）以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・従業員50人超の企業に勤務
・学生ではない

 厚生年金・健康保険の保険料負担（労使折半）が生じるた
め、壁を超える前後で手取り収入が減少する

 厚生年金や健康保険の傷病手当金等の給付が上乗せされる
⇒⇒ 令和７年の年金制度改正法により、雇用契約時の所定

内賃金が月8.8万円（年106万円）以上という、いわゆ
る「106万円の壁」と呼ばれる賃金要件を撤廃（注２）

⇒⇒ 企業の規模に関する要件も段階的に撤廃

130万
(社保)

 扶養される側（被扶養配偶者（第３号被保険者）（注３））の年
間収入見込み額（給与所得以外の収入も含む）が130万円以上
（注４・５）となる場合、国民年金・国民健康保険に加入（保険
料を負担）し、扶養から外れる

 国民年金・国民健康保険の保険料負担が生じるため、壁を
超える前後で手取り収入が減少する

 被扶養配偶者（第３号被保険者）であったときと給付面は
変わらない

150万
(税)
⇓⇓

160万

扶養される側の配偶者の年間給与収入が150万円を超えた場合、扶
養する側に適用される配偶者特別控除が段階的に減少する

世帯の手取り収入は減少しない（「壁」ではない）
⇒⇒ 令和７年度税制改正により、基準が160万円に

いわゆる「年収の壁」のポイントと見直し

（注１）毎月支払われる基本的な賃金を指し、時間外手当や家族手当、通勤手当、賞与などは除く。
（注２）最低賃金の状況を踏まえ、令和７年6月から３年以内に撤廃（最低賃金が時給1,016円以上となると週20時間以上働く方の賃金が月8.8万円以上となり、賃金要件の意味が実質的になくなる。）。
（注３）健康保険の場合、扶養される側には配偶者以外に三親等以内の親族まで含まれる。その場合、年金は第１号被保険者となる。
（注４）今後１年間の収入を見込む際には、例えば、認定時（前回の確認時）には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近３か月の収入を年収に換算すると130万円以上となる

場合であっても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
（注５）人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が130万円を超えても、事業主の証明があれば、連続２年までは引き続き扶養にとどまることが可能（年収の壁・支援強化パッケージ）

10

所得税の基礎控除等（「103万円の壁」）

9

（ 9ページ）

（10ページ）
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課税最低限

課税最低限の趣旨
かつてわが国の国民の生活水

準が国際的に低かった時期には、
生計費からの観点が重視される
傾向にありました。その後、高
度成長期から安定成長を経て、
国民の所得水準は大幅に上昇す
るとともに、国民の保有資産も
相当程度増加してきています。
このような経済社会の構造変化
などに鑑みると、課税最低限に
ついては、生計費の観点からの
みではなく、個人所得課税を通
じて公的サービスを賄うための
費用を国民が広く分かち合う必
要性などを踏まえて総合的に検
討していく必要があります。
「わが国税制の現状と課題 －21世紀に
向けた国民の参加と選択－」（政府税
制調査会 平成12年７月）

納税者の大半を占める給与所得者について、その水準以下では課税されず、その水準を超えると課税が始まる給与収入の水
準を示す指標を課税最低限と呼んでいる。具体的には、様々な控除のうち、一般的に適用されるもの、すなわち、給与所得控除、
基礎的な人的控除（納税者の世帯構成などの事情に応じて適用される基礎控除、配偶者控除及び配偶者特別控除、扶養控
除の各控除を言います。）、社会保険料控除の各控除額を合計した額が課税最低限となる。なお、課税最低限は、控除額の積
重ねとして決まるため、世帯構成などに応じてそれぞれ異なる金額となる。

所得税の課税最低限のイメージ

給与所得控除
（55万円）

単身／扶養親族なしの場合

社会保険料控除
（約18.1万円）

基礎控除
（48万円）

給与所得控除
（約93.7万円）

夫婦片働き子１人（大学生）の場合

社会保険料控除
（約42.9万円）

特定扶養控除
（63万円）

121.1万円
社会保険料
がない場合、
103万円

285.8万円

（注）標準的な社会保険料を仮定。

基礎控除
（48万円）

配偶者控除
（38万円）

12

Ｒ７改正以前

所得税の税額計算

• 所得税は、原則として、個人の1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適
用して税額を計算している。

合計
所得金額

収入から差し引く金
額（経費等）

※給与収入の場合、
給与所得控除

収
入
金
額

課税所得金額

所得控除額

×税率

（算出）
所得税額

納付税額

税額控除額等

＜ 所得税の計算（イメージ）＞
収入金額
ー収入から差し引く金額
＝合計所得金額

合計所得金額
ー所得控除額
＝課税所得金額

課税所得金額
×所得税率
＝（算出）
所得税額

所得税額
－税額控除額等
＝納付税額

所得税率（超過累進税率）
所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者
がその支払能力に応じて公平に税を負担する仕組み

税率

課税所得金額650万円の場合

195万円×5% + 135万×10%
 + 320万円×20% = 87万2,500円

所得の種類：
不動産、事業、給与、
雑（公的年金含む） 等

所得控除の例：
・人的控除
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、扶
養、配偶者（特別）、基礎控除 等

・その他の控除
雑損、医療費、社会保険料、小規模共
済、生命・地震保険料 等

税額控除の例：
住宅ローン控除

課税所得金額（万円）
195 330

5%
10%

20%

695 900 1,800 4,000

23%

33%
40%

45%

11
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配偶者控除と特定扶養控除

控
除
額

配偶者の
給与収入
（合計所
得金額）

「扶養している」側の税負担

「扶養される側」が特定扶養親族（19～22歳の親族）の場合
（万円）63

0 103
(48)

特定扶養控除

「扶養される側」が配偶者の場合

配偶者控除 配偶者特別控除

• 「扶養する側」の税負担が増加するのは、 「扶養される側」の配偶者の給与収入が
103万円ではなく、150万円を超えた場合。

• 150万円を超えても、配偶者の収入の大きさに応じて控除額が段階的に減少する配
偶者特別控除により、世帯の手取りは逆転しない。

扶養親族の
給与収入

（合計所得金額）

控
除
額

（万円）

「扶養されている」側の税負担
• 配偶者であるか扶養親族であるかを問わず、給与収入が103万円（基礎控除（48万円）＋給与所得控除（55万円））を超えた部分に税率（国税
５％～）をかけた額

※ 学生については、給与収入が130万円以下である場合には、勤労学生控除（27万円）が適用されるため、税負担が生じない。ただし、給与収入が
130万円を超える場合には、給与収入が103万円を超えた部分について税負担が生ずる。

「扶養する側」の納税者に適用される控除は、「扶養される側」の配偶者の給与収入が
• 103万円以下の場合：配偶者控除（38万円）、
• 103万円超～201万円以下の場合：配偶者特別控除（38万～0円）

• 「扶養する側」の税負担が増加するのは、「扶養される側」の給与
収入が103万円を超えた場合。

• 「扶養される側」の給与収入が103万円を超えた場合、 「扶養す
る側」の納税者の税負担が控除額全額分（63万円に税率を乗
じた額）が一度に増加し、世帯の手取りが逆転。

38

Ｒ７改正以前

14

• 「扶養されている」側の給与収入が103万円を超えた場合、 「扶養され
ている」本人に所得税が賦課されるが、103万円を超えた部分にのみ課
税されるため、手取りの逆転はしない。

• 新たな手続きも生じない。

103万円の「壁」

収入（万円）

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

90 92 94 96 98 10
0

10
2

10
4

10
6

10
8

11
0

11
2

11
4

11
6

11
8

12
0

12
2

12
4

12
6

12
8

13
0

額面収入
所得税控除後の収入

額面収入 所得税額 所得税控除後収入

110万円 3,500円 109万6,500円

120万円 8,500円 119万1,500円

130万円 13,500円 128万6,500円

「扶養されている」側の課税最低限と手取り

各種控除：
（課税なし）

（所得控除後）
～330万円：

10％

（所得控除後）
～695万円：

20％

（所得控除後）
～195万円：

５％

●超過累進税率のイメージ

所得税負担

●所得税負担のイメージ（社会保険料支払いがない場合）

• 配偶者の所得の大きさに応じて控除額を段階的に減少させる配偶者
特別控除により、配偶者の収入が103万円を超えても世帯の手取りは
逆転しない。

世帯の手取り

配偶者を「扶養している」側の税負担と世帯の手取り

●配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み

●世帯の手取りのイメージ

配偶者の
給与収入
（万円）

103万円

（注）配偶者以外の
収入は一定と仮定

150万円

配偶者の所得の大きさ
に応じて控除額を
段階的に減少

配偶者を「扶養している」納税者の
受ける控除額（万円）

配配偶偶者者控控除除

201万円

38
配配偶偶者者特特別別控控除除

平成29年度改正に
おいて見直し

世帯の手取りは
逆転しない

給与収入
（万円）

「扶養されて
いる」配偶者
の給与収入
（万円）

Ｒ７改正以前

13
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16

玉木代表 Ｘ（ツイッター）抜粋

■２０２４年１１月１７日（手取りを増やす、最低生計費には課税しない）

・１０３万円→１７８万円は、基礎控除を４８万円→１２３万円にする話なので、学生アルバ

イトやパートさんだけでなく、すべての働く人の課税対象所得が減って減税の恩恵が広く及びます。

・１７８万円の水準は高過ぎるとの声も聞きますが、これは、今日の最低賃金の水準を１９９５

年と比較した場合、１．７３倍になっていることから導かれた数字です。

■２０２４年１２月２５日（税収増を返す）

・「１０３万円の壁」を１７８万円に引き上げるにあたっては７．６兆円の減収が見込まれると

言いますが、５年間で１７．６兆円増えた税収のうち７．６兆円を納税者に還元すればいいだ

けの話です。
15

（15ページ）
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消費者物価指数（総合、基礎的支出）の推移

【令和７年度税制改正大綱】 （令和６年１２月２０日（金））自由民主党・公明党

わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では物価が上昇傾向
にある。一般に指標とされる消費者物価指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成７年から令和５年にかけて
10％程度上昇し、令和６年も10月までに３％程度上昇しており、今後も一定の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含
む基礎的支出項目の消費者物価は平成７年から令和５年にかけて20％程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得
税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円、20％程度引き上げる。

【消費者物価指数の推移】

（出所）総務省

110.1

100.0

120.5

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0
消費者物価指数（総合）

消費者物価指数（基礎的支出項目）

（1995年=100）

（年）

18

（2025年１月現在）

米国 英国（凍結中）（注２） ドイツ フランス

基礎的な控除 標準控除 基礎控除 ゼロ税率 ゼロ税率

調整の法的根拠 物価調整制度は法定
結果は当局が公表し適用

物価調整制度は法定
結果は財務省令（注３）により
反映

物価調整は慣行
結果は法改正により反映

物価調整は慣行
結果は法改正により反映

調整頻度 毎年 毎年 毎年（注４） 毎年

参照する
指標

物価
①前年８月までの12ヵ月間におけ
る連鎖消費者物価指数（C-CPI-
U）の平均を、②基準年（注１）にお
ける同平均値で除した数（①が②
を上回る場合のみ）

物価
①前年９月の消費者物価指数
（CPI）を、②さらにその前年９月の
CPIで除した数（①が②を上回る場
合のみ）

低所得者の支出見込み額
５年に一度の家計調査等に基づく
低所得者世帯の実際の消費支出
額に基づく基準需要
調査のない年は物価等の変動率に
基づく見込み額（注４）

物価
前年のたばこを除く消費者物価指
数（CPI）の予測値を、さらにその
前年の同指数で除した数

公表時期 課税年度の
前年10～11月頃

課税年度の開始前
※規定なく、運用上もばらつきあり

課税年度の
前年11月頃

課税年度の
前年９月頃

課税年度 １月～12月 ４月６日～４月５日 １月～12月 １月～12月

給与所得に係る
源泉徴収時の

基礎控除等の勘案
あり

（１月～）

あり
（５月18日～）

※ ４月６日～５月17日は、源泉
徴収において基礎控除等の物価調
整を考慮しなくともよいとされている

あり
（１月～）

※ 源泉徴収に関するプログラムの公
表が遅れた場合には、１～２か月
程度の猶予期間が設けられる場合
がある

源泉徴収時の税率は前年所得の
確定申告に基づき税務当局から通
知される税率を用いるため、源泉徴
収義務者はインフレ調整への対応
不要

（注１）各規定によって異なるが、標準控除及びブラケットの調整については、2017年を基準年としている。
（注２）英国では、財源確保策の一環として、2022年度以降、基礎控除額等における物価調整は行われていない。
（注３）上記の枠組みによる基礎控除等の物価調整は、財務省令により行われることが法律上定められている。
（注４）ドイツでは、 5年に一度の家計調査等に基づく低所得者世帯の実際の消費支出額に基づく基準需要（調査のない年は物価等の変動率に基づく見込み額）に基づき、物価上昇による最低生活費の変動を示す報告書

（1996年～）及び所得税負担への影響を示す報告書（2015年～）がおよそ２年に一度公表され、議会は両報告書において示された指標に基づき、向こう２年のゼロ税率の閾値及びブラケット等を調整する法案を可
決している。予想を上回る上昇率であった年については、例外的に進行年度中に再度の調整が行われる場合がある。

主要国の基礎控除等の物価調整

17
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0 20 40 60 80 100

総人口 8,377万人

就業者数 4,273万人

納税者数 4,407万人

※総人口の51.0％

※総人口の52.6％

就業者数：納税者数＝100：103
0 20 40 60 80 100

総人口 6,792万人

就業者数 3,347万人

納税者数 3,330万人

※総人口の49.3％

※総人口の49.0％

英国

0 20 40 60 80 100

総人口 3億4,059万人

就業者数 1億6,698万人

納税者数 1億6,057万人

※総人口の49.0％

※総人口の47.1％

米国

0 20 40 60 80 100

総人口 1億2,532万人

就業者数 6,707万人

納税者数 5,569万人

(%)

※総人口の53.5％

※総人口の44.4％

就業者数：納税者数＝100：83

（2022年現在）

主要国における所得税の納税者数について

（注）フランスは所得税に関して、世帯単位の課税であり、他４か国と比較が困難であることから除外している。
（出典）総人口はUN ”World Population Prospects 2024”、就業者数はILO “Employment by sex and age” （2025年３月11日取得）、納税者数は英米独につ

いてはOECD“Tax Administration 2024”、日本は“令和５年度市町村税課税状況等の調”による。

(%)

日本

就業者数：納税者数＝100：99 (%) (%)

就業者数：納税者数＝100：96

ドイツ

20

主要国における基礎控除等の金額の変化

（2024年１月現在）

日本 米国 英国 ドイツ フランス

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

基礎控除等
の金額

（1996⇒2024）
103万円 103万円 6,550

ドル
14,600
ドル

3,525
ポンド

12,570
ポンド

7,207
ユーロ

12,834
ユーロ

4,787
ユーロ

12,548
ユーロ

物価の変化
（1995⇒2023） 1.10倍 2.00倍 1.94倍 1.68倍 1.64倍

平均賃金の
変化

（1995⇒2023）

0.98倍 2.58倍 2.45倍 1.86倍 1.88倍

501万円 491万円 31,058
ドル

80,115
ドル

17,563
ポンド

43,073
ポンド

25,994
ユーロ

48,301
ユーロ

23,170
ユーロ

43,592
ユーロ

（注１）単身者における、各国の基礎控除及び給与所得者を対象とした概算控除に相当するもの（各年１月時点）を考慮している。
（注２）日本については、基礎控除と給与所得控除を合計した金額を記載。
（注３）米国については、人的控除及び標準控除を合計した金額を記載。なお、人的控除は、2017年の減税及び雇用法により、2025年まで停止されているため、2024年は標準控除のみを考慮している。
（注４）英国については、基礎控除の金額を記載（給与所得者を対象とした概算控除制度は存在しない）。
（注５）ドイツについては、 ゼロ税率が適用される閾値及び被用者概算控除の額を合計した金額を記載。
（注６）フランスについては、ゼロ税率が適用される閾値、必要経費概算控除の額及び給与所得控除（2007年廃止）の額を合計した金額を記載。なお、必要経費概算控除の計算は社会保険料等を控除した後の

給与収入をもとにを行うが、表中の数値は社会保険料等の支払いがないものと仮定して計算した結果を記載している。
（注７）物価の変化はIMF ”World Economic Outlook Database” （2024年10月）による。平均賃金の変化は、OECD Statによる。
（備考）1995年・1996年当時は、ドイツの通貨単位はマルク、フランスの通貨単位はフラン。基礎控除等の金額については、比較のため、欧州連邦銀行が定める換算レート（１ユーロ＝1.95583マルク、１ユーロ＝ 

6.55957フラン）を用いてマルク・フランからユーロに換算している。なお、端数は四捨五入している。

1.00倍 2.23倍 3.57倍 1.78倍 2.62倍
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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

• デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実
質的な税負担が増えるという所得税の課題に対応

• 源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用

所得税の基礎控除の引上げ

• 最後の基礎控除引上げ（平成７年）からの消費者物価指数等の物価動向を勘案
• 現行の最高48万円から10万円（20％程度）引き上げ、最高58万円に。

大学生年代の子の親への特別控除の創設

• 人手不足の中、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応
• 大学生年代（19～22歳）の親向けの特別控除の創設。
子の給与収入が、 150万円以下→63万円
子の給与収入が、 150万円超 →控除額が段階的に逓減

• 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応
• 最低保障額を現行の55万円から10万円引き上げ、 65万円に。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

22

諸外国における国民負担率（対国民所得比）の内訳の比較

（注１）日本は令和４年度（2022年度）実績。諸外国は、OECD “Revenue Statistics ”、同 “National Accounts ”及び米国商務省経済分析局資料による。
（注２）租税負担率は、国税及び地方税の合計の数値。また、個人所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
（注３）老年人口比率は、日本は総務省「人口推計」、諸外国は国際連合 "World Population Prospects 2024"による。
（注４）四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

9.0%
15.7% 13.5% 14.1% 13.9%

17.8%
6.6%

2.6%

4.3% 3.2% 4.1%

5.1%10.0% 5.8%
14.4% 14.3%

17.1%

18.4%

3.9% 3.7%

5.5%
1.5%
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19.0%
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12.0% 22.8%

23.8%
5.0%48.4%
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55.5%
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80%

日本
(2022年度)

米国
(2022年)

英国
(2022年)

ドイツ
(2022年)

フランス
(2022年)

スウェーデン
(2022年)

租税
負担率
29.4% 27.8%

〔22.5%〕〔老年人口比率〕 〔16.9%〕 〔18.9%〕〔29.0%〕 〔21.4%〕 〔20.3%〕

37.8%
33.1%

44.3%
50.5%

個人所得課税
法人所得課税

消 費 課 税

資産課税等

社会保障負担

国民負担率
（対国民所得比）

21

（21ページ）

（22ページ）



―43―

給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、物価の上昇とともに賃金が
上昇すれば、控除額も増加する。しかしながら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除
額は増加しない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を
55万円から65万円に10万円引き上げる。
源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用する。

65

引上げのイメージ

0

100

200

0 500 1,000

（万円）

（万円）

55

最低保障額：55万円 ⇒ 65万円

給与収入 控除額

180万円以下 給与収入×40%－10万円

360万円以下 給与収入×30%＋８万円

660万円以下 給与収入×20%＋44万円

850万円以下 給与収入×10%＋110万円

850万円超 195万円

給与所得控除額

給与収入

850162.5

195万円

子育て世帯の場合：210万円

190

（控除額）

給与所得控除の最低保障額の引上げ

24

（控除額）

所得税の基礎控除の引上げ

所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課
題がある。
わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では

物価が上昇傾向にある。一般に指標とされる消費者物価指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた
平成７年から令和５年にかけて10％程度上昇し、令和６年も10月までに３％程度上昇しており、今後も一定
の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成７年から令和５年に
かけて20％程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58
万円に10万円、20％程度引き上げる。
源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用する。

（万円）

（所得金額）

48

（万円）
2,400

2,500
2,450

32

16

0
0

引上げのイメージ

2,350

58

23
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（１）令和７年分及び令和８年分の所得税について基礎控除の特例を創設する。
・ 給与収入２００万円相当以下 ： ３７万円上乗せ
    ※恒久的な措置
・ 給与収入２００万円相当～５００万円相当以下 ： １０万円上乗せ

    ※令和７年分及び令和８年分の措置
（注）給与所得者については、年末調整において適用する。
（参考） 課税最低限は160 万円（一般的な社会保険料支払いがある場合、188 万円）となる。

（２）今後の対応
・ 令和９年以降の本特例の取扱いについては、令和８年度予算編成及び税制改正において、所得税の抜
本的な改革に係る検討と併せて、歳入・歳出両面の取組による財源の確保とともに検討する。

（参考） 我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各
種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討する。

・ 物価上昇局面における税負担の調整について、源泉徴収義務者への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を
踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げることとし、所得税の抜本的な改革において具体案を検討する。

2月18日 自公国税制協議⑦ 自民党案（抜粋）

26

（注）上記の給与収入及び合計所得の金額は、令和７年度改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ（+10万円）適用後の金額である（【改正前】の部分を除く。）。

特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設等（令和７年度改正）

新たな控除のイメージ
（万円）

63

150
(85)

155(90)61

51

41

31

21

11

6
3

160(95)

165(100)

170(105)

175(110)

180(115)

185(120)

188
(123)

0 （万円）

188(123)

納税者本人の
受ける控除額

特定扶養控除 特別控除（創設）

被扶養者の給与収入
（合計所得金額）

123
(58)

103
(48)
【改正前】

特定親族特別控除
の創設

基礎控除引上げを
踏まえた扶養親族の
対象の所得要件の
引上げ

現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっていると
の指摘がある。このため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が85万円（給与収入
150万円に相当）までは、親等が特定扶養控除と同額（63万円）の所得控除を受けられ、また、大学生年
代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組み
（特定親族特別控除）を導入する。
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額であった48万円（給

与収入103万円に相当）を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円（給与収入123万円に相当）とする。
源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用する。

25

（25ページ）

（26ページ）



―45―

基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設

10万円（基礎控除の引上げ）

10万円

0 200 475 665

30万円

給与収入
（万円）

控除額の
引上げ幅
（万円）

850

5万円

37万円

１．低所得者層の税負担への配慮（恒久的措置）
生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、課税最低限を160万円に引き上げ
２．中所得者層を含めた税負担軽減（令和７年・８年）
物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、高所得者優遇とならないよう工夫して上乗せ

限界税率5% 10% 20%

※単身の給与所得者の場合

特例の対象：納税者の８割強
（4,600万人）

基礎控除等の引上げの対象
5,600万人

基礎控除の
上乗せ特例

デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実質的な税負担が
増えるという所得税の課題に対応。これにより課税最低限は103万円から123万円に
・ 基礎控除：48万円から10万円引き上げ、58万円に ※物価上昇を勘案し20％の引上げ
・ 給与所得控除の最低保障額：55万円から10万円引き上げ、65万円に

基礎控除等
の引上げ

給与所得控除の最低保障額
55万円 → 65万円（最大10万円引上げ）

000～200万円：37万円の上乗せ 300万人 
200～475万円：30万円の上乗せ 2,500万人 
475～665万円：10万円の上乗せ 1,200万人 
665～850万円： 5万円の上乗せ 600万人 

⇒ 単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で２万円以上（２～４万円）の税負担減
     令和７年12月の年末調整から適用

＋47～57万円
＋40万円

＋20万円
＋15万円

←給与収入190万円未満の者

2545

28

令和７年分及び令和８年分の所得税について基礎控除の特例を創設し、政府案と合わせて控除の金額を
以下のとおり引き上げる。

① 給与収入200万円相当以下  ： ＋47万円
（政府案に37万円上乗せ）

② 給与収入200万円相当～475万円相当以下 ： ＋40万円
（同30万円上乗せ）

③ 給与収入475万円相当～665万円相当以下 ： ＋20万円
（同10万円上乗せ）

④ 給与収入665万円相当～850万円相当以下 ： ＋15万円
（同5万円上乗せ）

（注１）①の上乗せは恒久的な措置。②～④の上乗せは令和７年分及び令和８年分の措置。
（注２）給与所得者については、年末調整において適用する。その他所要の措置を講じる。
（参考）課税最低限は160万円（一般的な社会保険料支払いがある場合、188万円）となる。

2月21日 自公国税制協議⑨ 公明党案

27
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附則

（所得税の抜本的な改革に係る措置）

第８１条 政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人
的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検
討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

２ 前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実
質的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義
務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を
適時に引き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。

（所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置）

第８２条 政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控
除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に
基づき、必要な措置を講ずるものとする。

所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）

30

収入階層ごとの単身給与所得者一人当たり減税額（所得税）

給与収入

減税額

政府案

上乗せ
収入～200万円：37万円控除

～475万円：30万円控除
～665万円：10万円控除
～850万円： 5万円控除

合計

200万円 0.5万円 1.9万円 2.4万円

300万円 0.5万円 1.5万円 2.0万円
400万円 0.5万円 1.5万円 2.0万円
500万円 1.0万円 1.0万円 2.0万円
600万円 1.0万円 1.0万円 2.0万円
800万円 2.0万円 1.0万円 3.0万円

850～2,545万円 2.0～4.0万円 0.0万円 2.0～4.0万円
2,545万円超 0.0万円 0.0万円 0.0万円

（注１）税額は、所得税のみを含んでいる。
（注２）単身の給与所得者を想定。税額の計算に当たり、所得控除については、一定の社会保険料控除及び基礎控除のみを勘案している。 29
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「ガソリン減税」

32

自公維 幹事長合意（令和７年３月３日）

自由民主党、公明党、日本維新の会は、以下の通り合意する。

Ⅰ．自由民主党、公明党は、いわゆる「１０３万円の壁」への対応をはじめ、政党間協議について、
令和７年度税制改正大綱（令和６年１２月２０日自由民主党、公明党）（別紙）に明記さ
れている「引き続き、真摯に協議を行っていく」との姿勢を変えることなく、今後とも誠実に対応する。

Ⅱ．上記Ⅰを前提に、自由民主党、公明党提案の令和７年度予算及び令和７年度税制改正法
の修正案について、年度内の早期に成立させる。

（別紙）令和７年度税制改正大綱（抄）（令和６年１２月２０日 自由民主党、公明党）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

なお、衆議院における令和６年度補正予算の採決に当たり、令和６年12月11日に自由民主党、公明
党及び国民民主党の幹事長間で、以下の合意がなされた。

「一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる。
一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。
上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。」

自由民主党・公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく。

31
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揮発油税等の当分の間税率

○ 当分の間として措置されている現在の税率水準については非常に厳しい財政事情や地球温暖化対策の観点も踏まえ、
引き続き維持する。

○ いわゆる「トリガー条項」（指標となるガソリン価格の平均が、連続３ヶ月にわたり、160円／ℓを超えることと
なった場合に燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置）については、東日本大震災の復旧及び復
興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、凍結中。

〔２８．７円／ℓ〕

〔５３．８円／ℓ〕

租税特別措置法
旧措法８９条（揮発油税等）

揮発油税法等
揮発油税法（９条）

地方揮発油税法（４条）

平成22年度改正前 現 行

〔５３．８円／ℓ〕

〔２８．７円／ℓ〕

揮発油税法等

（参考）
・軽油引取税（地方税法144の10）
・自動車取得税（旧同法119）

租税特別措置法
措法８８条の８（揮発油税等）

（参考）
・地方税法附則12の2の8（軽油引取税）

〔暫定税率〕
（10年間の措置）

〔本則税率〕 〔本則税率〕

（当分の間の措置）

（参考）
・旧地方税法附則12の2の5（軽油引取税）
・旧同法附則12の2の2（自動車取得税） 34

（注１）税収は、国については令和７年度予算額、地方については令和７年度地方財政計画額。
（注２）当分の間税率については、揮発油税等のほか、自動車重量税にも設定されており、エコカー減税

対象車以外の車に最大6,300円／0.5t・年が適用される。
（注３）自動車税及び軽自動車税には環境性能割を含む。
（注４）地方揮発油税は、全額地方譲与となる。
（注５）計数は四捨五入しているため合計が一致しない。

自動車関係諸税収（国・地方）の内訳

自動車関係諸税（国・地方） 5兆8,027億円

〔車体課税 2兆7,076億円〕

〔燃料課税 3兆951億円〕

自動車重量税
7,153億円

（うち地方譲与分 3,083億円）

自動車税 1兆6,551億円
うち 環境性能割 1,652億円

種別割 1兆4,899億円

軽自動車税
3,372億円
うち 環境性能割

237億円
種別割
3,135億円

石油ガス税
80億円

（うち地方譲与分
40億円）

軽油引取税
8,997億円

揮発油税等
２兆1,874億円

（うち地方揮発油税 2,114億円）

（当分の間税率） （当分の間税率）

◎揮発油税等及び軽油引取税の当分の間税率分の税収
国分：揮発油税等 1兆205億円（うち地方揮発油税325億円）
地方分：軽油引取税 4,793億円

合計：1兆4,998億円

国税 地方税

53.8円/ℓ
本則税率 28.7円

（うち地方揮発油税4.4円）
上乗せ分 25.1円

（うち地方揮発油税0.8円）

税率 税率
32.1円/ℓ

本則税率 15.0円
上乗せ分 17.1円

33
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立憲・国民提出 税法修正案（要綱）（令和７年３月３日）

一 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止

揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を

削除すること。（租税特別措置法第88条の8等関係）

二 地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止に伴う措置

政府は、地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地

方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収

を補填するために必要な措置を講ずるものとすること。（改正法附則第81条関係）

三 施行期日

令和7年4月1日から施行すること。

36

自公国 幹事長合意（令和６年12月11日）

自民党、公明党及び国民民主党は、以下に合意する。

一、いわゆる「１０３万円の壁」は、国民民主党の主張する１７８万円を目指して、
来年から引き上げる。

一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。

上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議
を進める。
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自公維 幹事長合意（令和７年３月３日）

自由民主党、公明党、日本維新の会は、以下の通り合意する。

Ⅰ．自由民主党、公明党は、いわゆる「１０３万円の壁」への対応をはじめ、政党間協議について、
令和７年度税制改正大綱（令和６年１２月２０日自由民主党、公明党）（別紙）に明記さ
れている「引き続き、真摯に協議を行っていく」との姿勢を変えることなく、今後とも誠実に対応する。

Ⅱ．上記Ⅰを前提に、自由民主党、公明党提案の令和７年度予算及び令和７年度税制改正法
の修正案について、年度内の早期に成立させる。

（別紙）令和７年度税制改正大綱（抄）（令和６年１２月２０日 自由民主党、公明党）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

なお、衆議院における令和６年度補正予算の採決に当たり、令和６年12月11日に自由民主党、公明
党及び国民民主党の幹事長間で、以下の合意がなされた。

「一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる。
一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。
上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。」

自由民主党・公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく。

38

維新提出 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に関する法律案（要綱）（令和７年３月３日）

一 趣旨
この法律は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特

例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止について定
めるものとすること。（第1条関係）

二 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止
租税特別措置法第88条の8に規定する揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例については、令和8年

3月31日限り廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならな
いこと。（第2条関係）

三 地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う措置
政府は、二に定める措置を講ずる場合においては、地方揮発油税の収入の減少が地方公共団体の財政

に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置
を講ずるものとすること。（第3条関係）

四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。（附則関係）

37
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地方団体の意見

『いわゆる「ガソリンの暫定税率」廃止に関する緊急提言』（抄）

いわゆる「ガソリンの暫定税率」による税収は、揮発油税、地方揮発油税のほか、軽油引取税をあわせて約

１．５兆円と見込まれており、地方の道路整備や維持管理、老朽化対策等にも充てられる重要な財源となって

いる。また、このうち地方の財源は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税を合わせて約５千億円と試算されてお

り、財源の乏しい地方にとって極めて貴重なものとなっている。

地方は「地方創生２．０基本構想」に対応し、安心して生活できる持続可能な地域づくりに取り組む必要が

ある中、社会インフラの更新や老朽化対策、防災・減災事業などに対する財政需要は今後一層高まっていくと

見込まれることを考慮すると、財政需要に対応した安定的な地方財源が確保されなければ、地方の存続そのも

のが危ぶまれる事態に陥る。

また、各地方自治体においては既に当該財源をもとに令和７年度予算を編成し、各種事業を実施する中、唐

突な廃止は財源不足を招き、地方行政が機能不全に陥ることも懸念される。

加えて、暫定税率の廃止はガソリンの消費拡大につながりかねず、二酸化炭素の排出削減の取組が後退する

など、脱炭素化に逆行するとの指摘もある。

このようなことから、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、安定的な行政サービスの提供及

び財政運営を担う地方への影響等を十分に考慮し、財源論なき減税が行われることがないよう、地方の減収に

対しては代替となる恒久財源を措置するなど、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提に、将来

世代の負担にも十分配慮の上、責任ある議論を丁寧に進めていくことを強く求める。

地方六団体等による緊急提言抜粋（令和７年８月２７日）

全国知事会「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」抜粋（令和６年８月２日）

『 ２１ 地方分権改革の推進について』（抄）

国の政策が地方税財政に影響を及ぼす場合は、国が確実に財源を措置し、その際には自主財源比率を低下させ

ないよう、地方税源の充実を行うことを基本ルールとすること。 40

令和７年４月11日 自公維税制協議③与党提出資料

乗り越えるべき課題

１．地方財政との関係

２．地球温暖化対策との関係

３．社会インフラの維持管理等の財源確保等との関係

４．手持品控除の取扱い及び流通に与える影響

５．事業者（バス・トラック、ガソリンスタンド等）向け交付金の取扱い

39

（39ページ）

（40ページ）



―52―

当当分分のの間間税税率率をを廃廃止止ししたた場場合合ののCCOO22排排出出量量へへのの影影響響（（22002255））

○ 今般国立環境研究所が行った試算では、 ２２００５５００年年ネネッットト・・ゼゼロロ及及びび２２００３３００年年度度４４６６％％減減のの達達成成をを前前提提
に、現行の地球温暖化対策計画（令和７年２月１８日閣議決定）に位置付けられているああららゆゆるる対対策策・・施施
策策をを講講じじたたとしても、当当分分のの間間税税率率をを廃廃止止した場合には、２２００３３００年年にに６６１１００万万トトンンＣＣＯＯ２２のの排排出出量量増増加加が見
込まれることとなった。

○ したがって、当当分分のの間間税税率率のの廃廃止止はは我我がが国国のの排排出出削削減減目目標標のの達達成成にに大大ききなな影影響響をを与与ええ得得るることから、
その廃止に当たっては、同同等等以以上上のの環環境境保保全全効効果果をを確確保保すするるたためめのの所所要要のの措措置置を検討する必要がある。

当当分分のの間間税税率率廃廃止止にによよるるCCOO22排排出出量量へへのの影影響響試試算算（（国国立立環環境境研研究究所所（（22002255））））

22003300年年 （（参参考考））22004400年年

排出量の
増加

全全部部門門：：661100万万トトンンCCOO22ee
（（22003300年年度度ののエエネネルルギギーー起起源源CCOO22排排出出量量のの約約１１％％にに相相当当））

全全部部門門：：223300万万トトンンCCOO22ee
（（22004400年年度度ののエエネネルルギギーー起起源源CCOO22排排出出量量のの約約00..66％％にに相相当当））

運運輸輸部部門門：：336600万万トトンンCCOO22
（（22003300年年度度のの運運輸輸部部門門CCOO22排排出出量量のの約約22..55％％にに相相当当））

運運輸輸部部門門：：220000万万トトンンCCOO22
（（22004400年年度度のの運運輸輸部部門門CCOO22排排出出量量のの約約22..55～～55％％にに相相当当））

※（）内の値は地球温暖化対策計画（令和７年２月18日閣議決定） 関連資料１の排出量の部門別の目標・目安の数値を用いて算出

＜＜試試算算のの前前提提等等＞＞

• ガソリンについては、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率（53.8円/ℓ）と本則税率（28.7円/ℓ）の差分（25.1円/ℓ）、軽油については、軽油
引取税の当分の間税率（32.1円/ℓ）と本則税率（15.0円/ℓ）の差分（17.1円/ℓ）がそれぞれ減税された場合を想定。その他、将来のGDP成長率等
のマクロフレームは、経済財政諮問会議の成長移行ケースをもとに設定。また、当分の間税率を維持した場合の温室効果ガス削減量は、日本
のNDC（2030年度に2013年度比46％削減、2035年度に同60％、2040年度に同73％削減）に準拠している。

• 運輸部門におけるCO2排出量への影響は、ガソリン及び軽油の直接消費によるもの、運輸部門以外への影響は、それ以外の商品やサービス
の消費、生産活動の変化によるもの。いずれも、当分の間税率を維持した場合の排出量と比べた増加分を示す。

• 2013年度の日本のエネルギー起源CO2排出量＝1,235百万トン（うち運輸部門は224百万トン）、地球温暖化対策計画（2025）における2030年度
の日本のエネルギー起源CO2排出量の目安は677百万トン（うち運輸部門146百万トン）。

• 留意点として、NDC達成を前提としており経年で排出削減が進むことから、2040年における税率廃止の影響は2030年よりも小さくなる。

環境研究総合推進費 2-2302 「わが国の脱炭素
社会実現に向けた都道府県の脱炭素計画に係る
課題の統合的分析」
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ノルウェー 53.4%
フランス 55.0%

ポルトガル 56.0%
スイス 51.9%
英国 55.9%

ベルギー 55.5%
エストニア 49.7%
オーストリア 56.2%
スロベニア 54.6%
ラトビア 53.2%

スロバキア 52.2%
ルクセンブルク 51.7%

スペイン 47.5%
チェコ 53.4%

スウェーデン 51.8%
リトアニア 48.9%
ハンガリー 46.9%
ポーランド 48.3%

ニュージーランド 41.3%
韓国 44.0%
チリ 41.7%

トルコ 42.7%
コスタリカ 40.1%
日本 41.3%

オーストラリア 34.6%
カナダ 32.6%
米国 16.7% ※税負担額順

個別間接税額（数字は小売価格に対する税負担率）
付加価値税額（数字は小売価格に対する税負担率）
１ℓ当たり小売価格（税込）

OECD加盟国（35ヵ国）におけるガソリン１ℓ当たりの価格と税の比較（2024年第４四半期）

（注１）原則、IEA “Energy prices and taxes”から2024年第４四半期のデータを記載。リトアニア、スペイン、エストニア、スロベニアについては、2024年第３四半期のデータを記載。なお、OECD加盟国のうちコロンビア、
アイスランド、メキシコについては、比較可能なデータが存在しないため、掲載していない。

（注２）個別間接税にはエネルギー消費に課される付加価値税に相当しないすべての税（例：エネルギー税、炭素税）が含まれ、日本の個別間接税は、揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税である。なお、ガソリンに
係る日本の石油石炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球温暖化対策のための課税の特例により、2.8円/ℓとなっており、本比較では、これを基に計算している。

（注３）日本の消費税及び地方消費税は、付加価値税に区分している。なお、米国は、連邦における付加価値税は存在せず、地方税として小売売上税は存在するものの、IEAによると平均的な小売売上税を計算するため
に必要な細分化された消費データが入手困難なため、上記グラフでの付加価値税額には含まれていない。

（注４）四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
（備考）邦貨換算レートは、基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：データに対応する四半期の平均値を適用。

税負担額 （円）

（税負担率：計）

日本の位置［35カ国中]
高い方から

① 小 売 価 格 ： 34位
② 税 負 担 額 ： 32位
③ 税 負 担 率 ： 30位
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○ 社会資本の維持管理及び更新に必要な支出は、2018年から2048年にかけて、事後保全では最大2.4倍、
予防保全では最大1.3倍の増加が見込まれる。

○ また、建設後50年以上経過する社会資本の割合は、将来的に増加していく見込み。

今後の社会資本の維持管理等について

＜建設後50年以上経過する社会資本の割合＞

（出典）国土交通省ＨＰ「インフラメンテナンス情報」を基に作成。

＜将来の社会資本の維持管理・更新費の推計結果＞

2024年
３月

2030年
３月

2040年
３月

道路橋
（橋長２ｍ以上） 約３９％ 約５４％ 約７５％

トンネル 約２７％ 約３５％ 約５２％
2018(平成30)    2028                2038                2048

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

（兆円）

約5.2兆円

約6.5兆円
～

約5.9兆円

（出典）平成30年11月30日「経済・財政一体改革推進委員会 国と地方のシステ
ムワーキング・グループ」国土交通省提出資料等を基に作成。

約12.3兆円
～

約10.9兆円

［事後保全の場合］
最大２．４倍

（年）

［予防保全の場合］
最大１．３倍

27%
28%

31%
33% 33% 33%

34% 35% 36% 36%

40% 41%
43%

44%

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4

維持的経費の割合が
40％を超える

【出典】 国土交通省 「道路統計年報」を基に作成。

＜道路投資額（国・地方）に占める維持的経費の割合＞
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10.0

歳出 税収 歳出 税収 歳出 税収

6.5

7.8

6.2

9.0

7.0
5.9

2.0

原因者負担・受益者負担

＜国・地方の自動車関係税収と道路関係の歳出の推移＞

（注１）いずれも決算額であり、歳出については予算補正追加額を含む。端数処理の関係で合計が一致しない。
（注２）旧道路特定財源制度において道路財源ではなかった歳入項目（自動車税や自動車重量税の一部）や旧道路特定財源が充当されていなかった歳出項目（救急、交通安全対策、災害復旧、農林道等）を含む。
（注３）歳出項目のうち「道路整備（直轄事業等）」については、決算書等をもとに一定の仮定を置いて試算したものである。なお統計上の制約から、道路関係の災害復旧事業費として一部計上できていない部分があり、また地方への補助事業分を除いていない部分がある。その

他の歳出は総務省試算。
（注４）燃料課税（国税）は揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、燃料課税（地方税）は軽油引取税、車体課税（国税）は自動車重量税、車体課税（地方税）は自動車税、軽自動車税、自動車取得税を指す。

（兆円）

H24年度 H29年度 R４年度

〔歳入項目〕
燃料課税（国税）
燃料課税（地方税）
車体課税（国税）
車体課税（地方税）

救急
交通安全対策
道路関係（農林道含む）
道路整備（直轄整備等）

〔歳出項目〕

○ 自動車関係諸税は、道路利用による受益者負担、道路損壊等に対する原因者負担の性格を有している。
○ 平成21年度の一般財源化以降、道路関係の歳出が増加する一方、税収は減少。
 【【令令和和７７年年度度与与党党税税制制改改正正大大綱綱（（抄抄））】】

自自動動車車関関係係諸諸税税をを負負担担すするる自自動動車車ユユーーザザーーのの理理解解ににもも資資すするるよようう、、受受益益者者負負担担・・原原因因者者負負担担とといいっったた課課税税のの考考ええ方方やや、、
ここれれままででのの沿沿革革等等をを踏踏ままええつつつつ、、使使途途のの明明確確化化をを図図るるととととももにに、、受受益益とと負負担担のの対対応応関関係係をを分分かかりりややすすくく説説明明ししてていいくく

（参考）「道路に関する世論調査」 （令和３年７月内閣府）によれば、道路整備等の費用を車利用者が負担することについて、約７割が

「適切である」「やむを得ない」と回答。
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与野党国対委員長合意（令和７年7月30日）

ガソリン暫定税率廃止法案に関連し、以下のとおり合意する。

１．財源確保、流通への影響、地方財政への配慮等の課題を含め、すみやかに与野
党合意の上、法案を成立させ、今年中のできるだけ早い時期に実施する。

２．このため、与野党の実務者間で法案内容及び実施に必要な施策について協議す
る場を８月１日開会の臨時国会中に設置し、閉会中にも精力的に検討を行い、早
期に実施できるよう合意を目指す。

46

流通や販売の現場に与える影響 （2008年4月～ 暫定税率失効時）
• 2008年4月の１か月間、暫定税率一時失効時において、ＳＳの現場で混乱が発生。

 値下げになったガソリンを購入するため、全国各地のＳＳ周辺の道路で渋滞が発生し、近隣
住民等からＳＳに苦情が寄せられたり、在庫切れになったＳＳが閉店。

 失効前の高い税率で仕入れていた在庫を「旧税率での販売」として価格を維持しようとしても、
結果的に安値で売らざるを得ず、各地のSSで損失発生。

▲ 暫定税率失効により「皆様に
ご迷惑をおかけする恐れがある」
旨事前告知しているSS

（2008年3月26日・岐阜市内）

▲ 暫定税率失効直後にSSに殺到した車列
（2008年4月1日・名古屋市内）

平均して1SSあたり50KL程度の手持ち在庫が存在

上記の場合１SSあたり120万円程度※の損失が発生

複数SSを所有する事業者ほど多大な損失が発生

渋滞の発生、在庫切れSSの閉店 在庫分についての損失発生

失効前に仕入れた在庫分について
は旧税率に基づいて販売をする旨
の告知

（2008年４月1日東京都内）

暫定税率復活直後に
    在庫切れ閉店となったSS
（2008年5月1日・大阪市内）

※ １SSあたりの在庫約50kL × 25.1円/L
棚卸資産の手持期間の平均:11.1日（石油協会経営実態調査（2023年4月～2024年3月決算））、
年間の国内向け販売量4,450万kL（石油統計 2023年度）、
SS数27,414（2023年度末時点登録事業者数）を元に算出 45
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消費税の議論

48

野党７党提出 ガソリン暫定税率廃止法案（令和７年８月１日）

47
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① 価格改定等の対応

⑤ 各種システムの設定変更・改修

④ 免税事業者に与える影響

② 買い控え・駆け込みと反動

③ 価格転嫁

税率変更に伴う実務上の課題

税率を引き下げる場合

○ 我が国では、消費税の税率変更は適切に価格に反映されることが重要。消費税の税率変更に事業者が対応す
るためには、税率変更を踏まえた価格改定やシステム改修等の対応が必要。
（注）過去の税率変更時（3→5％、5→10％）は消費税転嫁対策特別措置法を制定するなど、転嫁拒否等の行為の取締り等、円滑かつ適正な価

格転嫁を実現するための各種施策を実施。

○ こうした対応には十分な準備期間が必要となることから、過去の税率変更時は、改正法公布から少なくとも１年
半の期間をおいて施行。

⑥ 税率差が大きくなることによる影響

⑦ 事業者の資金繰りに及ぼす影響

（追加的課題）
軽減税率のみ引き下げる場合

各党の主張（立憲、国民、維新、参政）

立民 維新 国民 参政

所得税 ・高校生の扶養控除額の
維持

・Ｎ分Ｎ乗方式の導入
・年少扶養控除の復活

・基礎控除を178万円に引
き上げ
・基礎控除の所得要件を撤
廃
・年少扶養控除の復活、高
校生の扶養控除の堅持

・年収の壁の見直し
・第一子より段階的に減税
し、第三子より非課税世帯
化（子育て減税）

ガソリン
税 ・暫定税率の廃止

・暫定税率廃止
・自治体へ財源措置の上、
軽油引取税を含め全て廃
止

・暫定税率廃止
・二重課税の廃止
・本則税率の地方税化

消費税
・食料品を一年間０％
・給付付き税額控除に移行
※経済情勢を踏まえて一回
のみ延長が可能

・食料品を２年間０％
・一律５％（実質賃金が
持続的にプラスになるまで）
・インボイス廃止

・段階的廃止
・インボイス廃止

出典 「物価高から、あなたを守り抜く」 「社会保険料から、暮らしを変え
る」 「手取りを増やす夏」 「日本人ファースト

これ以上、日本を壊すな！」

49
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課題③ 価格転嫁

○ 過去の税率引上げ時（5→8％、8→10％）においては、下請等の事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われないよう、消費税
転嫁対策特別措置法に基づき、転嫁拒否等の行為を禁止したほか、公取委等による監視・取締り等の対応を実施。

○ 他方で、8→10%の引上げ時には、税率引上げの前後で、駆け込み需要・反動減が抑制されるよう、事業者の価格設定のタイミン
グ等が規制されるものではない旨、政府のガイドラインで周知したところ。

○ 仮に物価高対策として消費税率を引き下げる場合、事業者は、税率引下げ相当分の値引きを消費者から期待されると考えられる
が、事業者の経営上の判断も踏まえた価格設定のタイミング等をどこまで規制できるか、といった論点があると考えられる。

・ 税率が下がれば、買い手から税率引下げ相当分の価格引下げを求められることが想定される。
・ さらに、ＢtoＢ取引において、価格交渉力の弱い事業者は、原材料費の上昇等に伴い販売価格の改定が必要な状況
であっても、税率引下げに伴う値下げを理由に、買い手から税抜価格の据え置きを求められ、実質的に税率引下げ分以上
の値引き（買い叩き）を強いられる可能性。

※ 税率引下げ分を超える値引きや一方的な価格据え置きについては、独占禁止法における優越的地位の濫用等に該当する可能性。

税率引下げにより生じ得るBtoB取引の課題

BtoC取引における論点

・ 税率を引き上げる場合（主にBtoB取引上、強い立場にある買い手の買い叩き等を規制）と異なり、例えば、税率が引
き下げられても、原材料費の高騰や賃上げの原資を確保するといった経営上の判断から小売価格を据え置く場合など、
ＢtoＢ取引を含め、売り手が値下げしないことを規制できるのか等、十分な検討が必要。

51

課題② 税率変更に伴う買い控え・駆け込みと反動

○ 税率引下げ前には買い控えが生じ、引下げ後にはその反動増が生じるおそれ。
・ 税率引下げが決定してから施行まで、一定の準備期間を要することから、住宅や耐久消費財をはじめ、高額な財・サービスを中心
に、買い控えが長期間続く可能性。

・ 税率引下げ後の急激な需要増により、需給のひっ迫や供給不足による生産・流通・販売現場の混乱が生じる可能性。

○ 時限措置とした場合、終了前の駆け込み購入と、再引上げ後の反動減が生じるおそれ。
・ 終了前の買いだめ、前倒し購入により、品薄やそれに伴う価格高騰が消費に混乱を及ぼす可能性。

（注）前回の税率引上げ（8→10％）に際しては、需要変動の平準化を図るため、中小小売業等へのポイント
還元や住宅・自動車の購入に対する税制・予算措置を実施。

（参考）前回の税率引上げ時（8→10％）の対応

《臨時・特別の措置》 （令和元年度当初予算：国費2.0兆円）

・ キャッシュレス・消費者還元事業
・ 低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券
・ 住宅購入者等に対する支援（すまい給付金、次世代住宅ポイント制度）
・ 防災・減災、国土強靱化

《税制上の措置》 （減収見込額：①1.1兆円程度／②③0.3兆円程度）

① 軽減税率制度の実施
② 住宅ローン控除の拡充（控除期間の延長等）
③ 自動車税の取得時及び保有時の税負担の軽減

（51ページ）
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課題⑥ 税率差が大きくなることによる影響

○ 物価高の中、テイクアウトや惣菜・弁当等の中食の割安感が増すことから、外食の売上げに影響する可能性。
○ イートイン（10％）とテイクアウト（８％）の価格差が大きくなる場合、コンビニ等の店頭での確認手続きを、公
平性のために従来以上に丁寧に行うことが消費者から求められる可能性。

○ 大手フランチャイズ・チェーンでは、イートイン（10％）、テイクアウト（８％）の税込価格を統一している場合があ
る。仮に軽減税率対象品目の税率を０％とする場合、値札の貼替えに加え、標準税率との税率差が大きくなること
から、イートイン・テイクアウトの値段設定の検討等が必要となる。

ハンバーガーチェーン

コーヒーチェーン

牛丼チェーン

外食チェーンにおける価格設定例

うどんチェーン

（注）価格を統一した上で、容器代を別途請求している。

（参考）価格表示の状況

消費者向け取引では、「総額（税込価格）」を表示す
る義務がある（税抜き価格も併せて表示することは可）
⇒ 税率変更に伴って値札の張り替え等が必ず必要。

（参考１）飲食料品を扱う事業所数（令和３年総務省経済センサス）

飲食料品の小売業 89.1万者
飲食料品の卸売業 10.0万者
料理・飲食業 43.0万者

（参考２）小売業者における価格表示の状況
消費者庁の令和３年３月物価モニター調査結果では、

食料品の７割以上で税抜価格・税込価格の双方が表示
されている。

軽減税率のみを引き下げる場合
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大手システム事業者からの聴取内容（課題⑤ 税率変更に伴うレジ・システムの改修工程）

○ 過去の税率引上げ時に、税率に関して自由度の高い「POSレジ」システムを構築しているため比較的短期間で対応
可能とする事業者もあった一方、そのようなシステムを構築していない事業者からは、全顧客でのシステム改修を終える
までには相当の期間を要するとの見立てが示されている。

※ 主に小規模事業者が用いる「一般的なレジ」については、税率変更に伴う設定の変更をユーザー自身がマニュアル等をもとに行えることが多いため、比較的短
期間で対応可能ではないかとの見立てが示されている。

改修作業に相当の期間を必要とする場合の工程（イメージ）

具体的な
内容・時期
が決定

開発に必要な
人員・予算
の調整・確保

標準POSシステム
向け開発

カスタマイズされたPOSシステム
向け開発・インストール

税率
変更

（標準システム改修完了から順次着手）

※ 税率が新たに１つに増え
る場合と同じ開発が必要
（返品対応のためには変
更前税率が必要）

＋

１ 非課税売上

２ 10％売上

３ ８％売上

４ ○％売上

標準POSシステムへのインストール

※ 他の各種システムに接続しているケースが多く、
その状況に応じたチューニングが必要。

※ 接続先システムの改修を経てからでないと開発
できないケースもある。

〔標準ユーザー向け〕

〔大手スーパー・コンビニ向け〕

（53ページ）
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（注１）合計額が一致しない箇所は端数処理の関係による。
（注２）年金の額には年金特例公債に係る償還費等約0.3兆円を含む。
（注３）地方分の使途は、上図の社会保障４経費を含む、「社会保障施策に要する経費」（地方単独事業を含む）とされている。
（注４）酒類・外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞については軽減税率８%（国分：6.24%、地方分：1.76%）が適用され
ている。

年金

医療

介 護

子ども・子
育て支援

地 方

年金
医療
介護

子ども・子育て支援

14.3兆円
12.3兆円
3.7兆円
3.6兆円

［34.0兆円］

消 費 税
7.8 ％

24.9兆円

地方消費税
2.2 ％

6.5兆円

消 費 税
（国・地方）

10 ％

31.4兆円

社会保障４経費

（国・地方）

［47.9兆円］

地方消費税

地方交付税として地方へ

地方消費税
１ % 分

従来分：2.6兆円
増収分（５%→８％） ：1.5兆円
増収分（８%→10％）：0.8兆円

消費税（国分）

地方交付税

計 47.9兆円

消費税収（地方消費
税１％分を除く）
28.3兆円との差額は
19.5兆円

国

税率構造

20.1兆円
従来分：10.7兆円

増収分（５%→８％） ：6.1兆円

増収分（８%→10％）：3.2兆円

国で徴収して地方へ

社会保障４経費へ

             4.9兆円

             3.4兆円

計 8.3兆円

［13.9兆円］

令和７年度税収

社会保障４経費と消費税収の関係（令和７年度予算）

令和７年度予算においては、
・ 地方交付税分を除いた国分の消費税収は、２０．１兆円である一方、
・ 国の社会保障４経費（年金、医療、介護、少子化対策）は３４．０兆円と
税収を大幅に上回っており、

・ その差額は、１３．９兆円。

（消費税の19.5％分）

平成24年度
7.3兆円

平成24年度
22.8兆円
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課題④ 税率変更が免税事業者に与える影響

○ 免税事業者においても、消費税引下げ分の値下げを期待する販売先から、値下げが求められる可能性があり、それに応じた場合、免
税事業者においては利益が減る場合がある。

○ 仕入れ時に支払った消費税相当分を回収するためには、課税事業者に転換した上で還付申告する必要がある。

仕入代金 880

農産物の出荷苗・肥料等の仕入れ

売上代金 1,080

本体価格 800
＋10％税 80

具体例（農家の場合）

軽減税率のみを引き下げる場合

※値下げによって利益が80減少

仕入代金 880
本体価格 800
＋10％税 80

利益200（=1,080－880）

利益120（=1,000－880）
値下げ後の売上代金 1,000
引下げ前の価格1,080から
▲８％相当分80（1,080 × 8/108）
の値下げが求められた場合

軽減税率８％が０％
に引き下がった場合

課税転換した場合
仕入代金 880
本体価格 800
＋10％税 80

利益200（=1,000－880＋還付80）
売上代金 1,000
本体価格 1,000
＋０％税 ０

（注）「苗・肥料等の仕入れ」と「農産物の出荷」 （売上げ）のみの取引を想定し、これらの売上げと仕入れの差額に還付される税がある場合はそれを足した
金額を「利益」と表記。

（55ページ）
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収入階級別の消費税の負担状況

4.0万 5.1万 5.5万 5.6万 5.7万 6.1万 6.2万 6.4万 6.9万 7.3万 7.7万 8.3万

9.2万

12.3万
13.7万 15.2万

17.2万
18.6万

20.8万 21.9万
24.2万

26.9万

33.9万

39.5万

0

10

20

30

40

50

～200万 ～300万 ～400万 ～500万 ～600万 ～700万 ～800万 ～900万 ～1000万 ～1250万 ～1500万 1500万～

消費税負担額（軽減税率対象分） 消費税負担額（標準税率対象分）

（年間収入階級）

（万円）

13.2万

17.5万
19.2万

20.9万
22.9万

24.6万
27.0万

28.3万

31.1万

34.2万

41.7万

47.7万

世帯人員 2.37人 2.55人 2.80人 2.94人 3.08人 3.27人 3.35人 3.30人 3.46人 3.48人 3.42人 3.43人

消費税負担率 6.1% 5.4% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.7% 3.5% 3.4% 3.2% 3.1% 2.8%

うち標準税率分 4.2% 3.8% 3.3% 3.2% 3.2% 3.0% 2.9% 2.7% 2.6% 2.5% 2.6% 2.3%

うち軽減税率分 1.8% 1.6% 1.3％ 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5%

（出典）総務省「家計調査」（令和６年）「二人以上世帯のうち勤労者世帯」
（注１）消費税負担額については、家計調査における支出金額に、標準税率対象品目は110分の10、軽減税率対象品目は108分の8を乗じて算出。消費税負担率については、実収入に占める消費税負担額の割合。
（注２）一部、家計調査における各階級の計数を世帯数分布により加重平均している。
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消費税率の引下げによる減収等

⃝ 消費税収は、全世代型社会保障を支える重要な財源として社会保障給付等に充当。

税率引下げにより、その財源が損なわれる。

➣ 消費税収（令和７年度予算）

３１．４兆円（国分：２４．９兆円※、地方分：６．５兆円）

   ※ 国分のうち１９．５％が地方交付税の法定率分

➣ １％あたり消費税収（右図）（令和７年度予算）

標準税率分：２．７兆円程度（うち国：２．１兆円 地方：０．６兆円）

軽減税率分：０．６兆円程度（うち国：０．５兆円 地方：０．１兆円）

⃝ 引下げにより地方財源に大きな影響。

➣ 消費税収の配分

国 ：７８％（うち１５．２％※が地方交付税分）※ ７８％×１９.５％

地方：２２％

→ 消費税収の約４割は地方財源

10％

8％

１％
２．７兆円 ０．６兆円

（57ページ）
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【2025.5.13 消費税の減税論 各党の見識が問われている】
消費税は年金、医療、介護などの社会保障の財源に充てることが消費税法で定められている。消費税を減税する場合、別の財源を新
たに手当てしない限り、社会保障サービスを削ることは避けられないだろう。
そうした肝心の部分に触れず、参院選の受けだけを狙った減税論は無責任と言わざるを得ない。各党の見識が問われている。（中略）
また、コメの価格の急騰は農政上の問題であり、消費税の動向とは直接関係がない。
消費税と物価高を結びつけて議論することは、経済政策の方向性を混乱させかねない。（中略）
現役世代は一時的に減税の恩恵を受けることになるだろうが、国債を発行すれば、結局は将来の増税となって跳ね返ってくる。
財源を棚上げし、バラマキばかりを主張しているようでは、とても国政の舵取りは担えない。

消費税に係る各紙の主張②

日本経済新聞 【2025.5.10 参院選対策の消費減税公約は無責任だ】
すでに主な野党が消費税の減税策を競うなか、見過ごせないのは政権を担う公明党や参院自民党にまで減税論が広がっていることだ。
政策効果や財源の議論抜きに選挙目当てのバラマキに走るようでは「責任政党」とはいえない。（中略）
消費税を下げればいいというのは短絡的だ。食品に掛かる8%の軽減税率をゼロにすれば約5兆円の財源が必要になる。石破茂首相
が「高所得の方も含めて負担が軽減される。低所得の方が物価高で一番苦しんでいるのにどうなのか」と認める通り、再分配策としての効
率も悪い。（中略）
消費税は医療・年金・介護・子育て支援など社会保障や地方の財源となる基幹税で、下げたら容易に戻せない。次の選挙のために次の
世代にツケを回さないか。政治家も有権者も問われている。
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読売新聞

毎日新聞 【2025.5.23 石破政権と物価高 必要性見極め政策提示を】
消費税減税には課題が多い。野党などの案では年5兆～15兆円の税収が失われる。借金で穴埋めすれば、将来にツケを回すことにな
る。いったん引き下げた税率を元に戻すのは、政治的に難しい。
今の物価高はコメとエネルギーが主な要因だ。いずれも需給などによって変動するため、社会保障の恒久財源である基幹税に手を付け
ることには慎重であるべきだ。

【2025.4.26 消費税の減税 与野党の幅広い合意で】
時限的な消費税減税は、食料品を中心とする物価高に賃金上昇が追いつかず、実質賃金の低迷が長期化している現状ではやむを得な
い。実現に向けて与野党が協議を進めるよう求める。（中略）
消費税収は社会保障の財源に充てられている。税率引き下げが時限的でも赤字国債の安易な発行で財源を賄えば、財政規律が緩み、
将来世代に負担を押しつけることになる。時限的なはずが長期間に及び、将来世代の不安が増す事態は避けなければならない。
そうした観点からも、消費税減税は幅広い与野党の合意に基づいて、代替の財源を確保し、物価安定後には税率を元に戻す責任を分
かち合うことが必要だ。

【2025.4.27 消費税と野田氏 減税公約の重みと疑問】
そもそも、いま消費税の減税が必要な情勢なのか。物価の先行きは不透明だが、エネルギー価格の高騰は落ち着きつつあり、賃上げが広
がる。政府はこれまで所得税の減税や低所得層への給付金、ガソリン補助、備蓄米の放出など多くの対策をとってきた。それで不十分なのか、
まず精査が欠かせない。
立憲案では年５兆円もの税収減になるが、すべての人に一律で減税する手法は適切なのか。野田氏は「給付もばらまき、減税もばらまき
と言ったら、何もしないでよいのか」と強調するが、減税額は高所得層ほど大きくなる。消費税は所得の低い人に負担感の大きい税であること
は確かだが、より困っている人たちを重点的に支援するやり方に知恵を絞るべきだろう。
いったん下げた税率を予定通りに戻せるかも、不透明だ。法律で定めた消費税率10％への引き上げ時期を、安倍政権は２度先送りした。

消費税に係る各紙の主張①

59

朝日新聞

産経新聞 【2025.5.15 消費税の減税 与野党は責任ある議論を】
ただ、消費税率の変更には吟味が必要だ。消費税は社会保障を支える基幹税である。減税を訴えるなら、併せて財源などで納得できる
説明が求められるのに、各党の主張は十分とはいえない。世論受けを狙い減税を唱えるだけなら無責任である。（中略）
財源は重要である。社会保障費は現状でも消費税収だけで賄えないほど巨額だ。代替財源もないままの減税は避けるべきなのに具体案
は出てこない。赤字国債は安定財源にならない。一時的な減税なので際限なく国債を発行することにはならないとしても、期限付きの減税
でどこまで政策効果を得られるのか。減税前には買い控えも起きるし、期限が来れば増税である。税率を元に戻すのは政治的に難度が高い。
そもそも、新型コロナ禍のような危機でもないのに消費税を減税する必然性はあるか。（中略）法改正などで時間を要し、高所得世帯に
も恩恵が及ぶ消費税減税を行う意義をはっきりさせなければ論議は深まるまい。

東京新聞

（59ページ）
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扶養控除
（所得税）

扶養控除
（住民税）

15歳 16歳 18歳19歳 22歳23歳 69歳70歳～0歳

38万円

48万円

58万円
63万円

38万円

特定
扶養控除扶養控除 扶養控除

（成年） 老人扶養控除

同居老親等加算
48万円

58万円

38万円

63万円

扶養控除
（年少）

【改正後】
廃止

【改正後】
25万円縮減

15歳 16歳 18歳19歳 22歳23歳 69歳70歳～0歳

33万円

特定
扶養控除扶養控除 扶養控除

（成年） 老人扶養控除

同居老親等加算
38万円

45万円

33万円

45万円

扶養控除
（年少）

【改正後】
廃止

【改正後】
12万円縮減

33万円

38万円

45万円

○ 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族（～15歳）に対する扶養控除（38万円）を廃止。
○ 高校の実質無償化に伴い、16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（25万円）を廃止。
※ 「子ども手当」は平成22年4月から給付開始。扶養控除の見直しについては、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。

扶養控除の見直しについて（平成22年度改正）
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その他の課題
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68 

180 195 

110 

254 
300

0

50

100

150

200

250

300

350

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

給与のみ（注２）
給与所得控除額
（万円）

給与及び年金 （注１）
給与所得控除及び公的年金
等控除の合計額（万円）

年金・給与双方の収入がある場合と給与収入のみの場合の概算控除額の違い

（注１）公的年金等収入が200万円ある65歳以上の者で、給与収入が0～800万円の間で推移した場合の概算控除額。
なお、この他に所得金額調整控除（～10万円）の適用がある。

（注２）給与収入が200～1000万円の間で推移した場合の概算控除額。

控除額 〔万円〕

年収（万円）

※給与のみ：給与収入
※給与及び年金：給与収入

＋公的年金等収入

 公的年金等控除は、給与収入がある場合でも適用
 同じ収入でも給与収入のみの納税者と、給与収入と公的年金等の双方を有する納税者で税負担に差異

（万円）

64

○ 16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教
育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分（国税38万円、地方税33万円）に代えて、かつて高校実質
無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分（国税25万円、地方税12万円）を復元する。

○ 高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の
平準化を図る。

15
歳

18
歳

22
歳

～H21 H22改正後

扶養控除
（38万円）

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円）

扶養控除
⇒廃止

児童手当
拡充

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
⇒廃止

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円）

高校無償化高校生・大学生を持つ
世帯は教育費等の
支出が多いことに対応

児童手当

特
定
扶
養
控
除

～

～
16

～

今回の見直し

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円） 特

定
扶
養
控
除

扶養控除児童手当

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円）高校無償化

児童手当

高校生・大学生を持つ
世帯は教育費等の
支出が多いことに対応

15歳までと
16歳～18歳
での取扱いの
バランス

特
定
扶
養
控
除19

〔令和８年度税制改正以降において結論を得る〕「扶養控除」の見直しのイメージ（案）
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（注）確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度等に基づき支払われる退職一時金等は、退職手当等とみなし、
退職所得として課税することとされている。

○他の所得と区分して次により分離課税

・（収入金額－退職所得控除額）×1/2（注）＝退職所得の金額

勤続年数20年まで １年につき40万円

勤続年数20年超 １年につき70万円

・退職所得の金額×税 率＝所得税額
課税所得金額 税 率

195万円以下
330万円以下
695万円以下
900万円以下

1,800万円以下
4,000万円以下
4,000万円超

5％
10％
20％
23％
33％
40％
45％

（例）勤続年数30年の場合
退職一時金 2,000万円

500万円×1/2

退職所得控除額 1,500万円

〔 40万円×20年 ＋ 70万円×(30年－20年) 〕

退職所得
金額
250万円

退 職 所 得 の 課 税 方 式

（注）勤続年数５年以下の法人役員等の退職金については、２分の１課税を適用しない。（平成24年度税制改正）

勤続年数５年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち

300万円を超える部分については、２分の１課税を適用しない。（令和３年度税制改正）

所得税額
15.3万円

（備考）このほか、個人住民税が一律10％課される。

66

給与収入が高い年金受給者の合計控除額の調整（案）

公的年金収入が標準的な年金額（基礎年金：80万円、報酬比例部分：120万円）の場合の例

 給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とする
 在職老齢年金制度の見直しの帰趨を確認した上で、令和８年度税制改正において法制化する

控除額 （万円）

※給与のみ ：給与収入
給与及び年金：給与収入

＋公的年金等収入
（注）65歳以上の者と仮定。なお、この他に所得金額調整控
除（～10万円）の適用がある。
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195 

110 

300

0

50

100

150

200

250

300

350

300 400 500 600 700 800 900 1000

（参考）給与のみの場合
給与所得控除額
・給与収入が200～1,000万円で推移

給与及び年金がある場合
給与所得控除及び公的年金等控除の合
計額（注）
・年金収入は200万円で固定
・給与収入が0～800万円で推移

830万円
200

年収 （万円）

280万円

195.5

0 500 1000 1500

公的年金等控除

65歳
未満60

110

65歳
以上

年収
（万円）

200

110

195

0 500 1000 1500

給与所得控除
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控除額
（万円）

年収
（万円）

170万円

630万円

控除額
（万円）

合算
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申告納税者の所得税負担率

2.6% 2.9%
3.4%

4.4%

5.8%

7.2%

8.5%

10.0%

12.0%

14.4%

17.2%

20.9%

24.1%

25.9%
25.3%

23.1%

21.2%

20.1% 20.2%

17.5%

16.2%

0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.9% 1.1%
1.3%

1.7%

1.9%
2.3% 2.4% 3.0%

4.7%

8.0%

15.3%

28.3%

45.2%

57.0%

68.1%

88.6%
91.0%

1.0% 1.2% 1.5% 2.1% 2.7% 3.3%
4.2%

5.4% 6.8%
8.2%

9.5%

12.8%

19.6%

28.3%

35.1% 35.2%

26.1%

18.9%

8.4%

1.7% 2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

200万超～250万 ～300万 ～400万 ～500万 ～600万 ～700万 ～800万 ～1千万 ～1.2千万 ～1.5千万 ～2千万 ～3千万 ～5千万 ～1億 ～2億 ～5億 ～10億 ～20億 ～50億 ～100億 100億超～

（備考）令和５年分の国税庁「申告所得税標本調査（税務統計から見た申告所得税の実態）」より作成。
（注） 所得金額があっても申告納税額のない者（例えば還付申告書を提出した者）は含まれていない。

また、源泉分離課税の所得や申告不要を選択した所得も含まれていない。

（合計所得金額：円）

所得税負担率
（左軸）

合計所得金額のうち

株式等譲渡所得等の占める割合

（右軸）

（負担率） （割合）

合計所得金額のうち

分離長期譲渡所得（土地建物）

の占める割合（右軸）

令和５年分

668.4万人
2.8万人
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第第一一 令令和和７７年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

（２）個人所得課税のあり方

① 私的年金等に関する公平な税制のあり方

働き方やライフコースが多様化する中で、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向
けた安定的な資産形成の助けとなると考えられる。

こうした考えの下、勤務先の企業が企業年金を設けているかどうか、企業年金の形態がどうであるかといった違いにかかわらず、継
続的に、かつ、平等に資産形成をできる環境の整備を進めるため、iDeCoの拠出限度額について、「穴埋め型」による引上げを行う。

さらに、豊かな老後生活に向けて、公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割を踏まえ、賃金上昇
の状況を勘案し、確定拠出年金の拠出限度額について7,000円の引上げを行う。また、公的年金による保障が相対的に限定的な個人事
業主のiDeCo等の拠出限度額についても、同額の引上げを行う。確定拠出年金については、加入率が３分の１以下にとどまる、拠出限
度額の近くまで拠出している者の割合が低い、高所得者ほど利用者が多く拠出額も多いといった実態もある。今後、こうした実態を踏ま
え、拠出限度額の考え方について、各国の制度も参照しながら、次期年金制度改革までに検討し、結論を得る。

包括的所得課税の下では、拠出時に所得控除の対象とされる、私的年金を含む年金については、給付時において相応の課税がなさ
れることが原則と考えられる。しかしながら、現行の年金課税や退職所得課税の下では、私的年金の給付時課税が限定的となっており、
給付時課税のあり方を検討する必要がある。

また、退職金や私的年金等の給付に係る課税について、給付が一時金払いか年金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付の
あり方に中立的ではないといった指摘がある。

退職所得課税については、勤続年数が20年を超えると１年あたりの退職所得控除額が増加する仕組みが転職の増加等の働き方の
多様化に対応していないといった指摘もある。

退職金や私的年金等のあり方は、個人の生活設計にも密接に関係すること等を十分に踏まえながら、拠出・運用・給付の各段階を通
じた適正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しが求められる。例えば、各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従業員それぞ
れに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、あるべき方向性や全体像の共有を深め、具体
的な案の検討を進めていく。

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月20日）（抄）
自 由 民 主 党
公 明 党
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つみたて投資枠 成長投資枠

年間の投資上限額 112200 万円 224400 万円

非課税保有期間 制限なし（（無無期期限限化化）） 同同左左

非非課課税税保保有有限限度度額額
（（総総枠枠））

11,,880000 万円

11,,220000 万円（内数）

口座開設可能期間 制限なし（（恒恒久久化化）） 同同左左

投資対象商品
積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託

（商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限る）

上場株式・公募等株式投資信託等

投資方法 契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資 制限なし

つみたてＮＩＳＡ及び
一般ＮＩＳＡとの関係

令令和和５５年年末末ままででににつつみみたたててＮＮＩＩＳＳＡＡ及及びび一一般般ＮＮＩＩＳＳＡＡににおおいいてて投投資資ししたた商商品品はは、、
新新ししいい制制度度のの外外枠枠でで、、非非課課税税措措置置をを適適用用

併併用用可可

※安定的な資産形成につながる投資商品に絞り込む観点から、

高レバレッジ投資信託などの商品（注４）を対象から除外

（注１） 非課税保有期間の無期限化に伴い、つみたてＮＩＳＡと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。
（注２） 利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から既存の認定クラウドを活用して提出された情報を国税庁において管理。
（注３） 金融機関による「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督及びモニタリングを実施。
（注４） 高レバレッジ投資信託などの商品とは、投資信託の受益権等で、一定の目的以外でデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うこ

ととされているもの等をいう。

ＮＩＳＡ制度（少額投資非課税制度）の抜本的拡充・恒久化（令和５年度改正）

（注１）

（注２）

（注３）

つみたてＮＩＳＡ 一般ＮＩＳＡ

年間の投資上限額 40 万円 120 万円

非課税保有期間 20 年間 ５ 年間

口座開設可能期間 平成30年(2018年)～令和24年(2042年) 平成26年(2014年)～令和５年(2023年)

投資対象商品
積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託

（商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限る）
上場株式・公募等株式投資信託等

投資方法 契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資 制限なし

いずれかを選択

【～令和５年】

【令和６年～】

※※簿簿価価残残高高方方式式でで管管理理（（枠枠のの再再利利用用がが可可能能））

70

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

① 通常の所得税額

② （合計所得金額 ※ － 特別控除額（３．３億円）） × ２２．５％

※株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した金額。

※スタートアップ再投資やNISA関連の非課税所得は対象外であるほか、政策的な観点から設けられている

特別控除後の金額。

【【イイメメーージジ】】

税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置を設ける。
（令和７年分の所得から適用）

22.5％

15％

（所得税負担率）

約30億円 （合計所得金額）特別控除額
（3.3億円） 追加負担が生じる

平均的な所得水準

②②がが①①をを上上回回るる場場合合にに限限りり、、

差差額額分分をを申申告告納納税税

※令和２年分の申告データを用いて機械的に試算 69
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72

○ 中小企業の経営者の死亡に伴う株式の分散の防止や相続時の税負担に対応することで、事業承継
の円滑化を通じた雇用の確保、地域経済活力の維持や生前贈与による事業承継を促進する観点から、
中小企業の先代経営者から後継者がその会社の非上場株式等を相続・贈与により取得した場合には、
その非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税を猶予（後継者の死亡等の場合に免除）。

○ 平成30年１月～令和９年12月末までの相続・贈与については、従来の制度を抜本拡充した特例措
置が活用可能。

相
続
・
贈
与

申
告
期
限

５年間

要件を満たさなくなった場合申告・担保提供

取得した全株式に対応
する相続税・贈与税の
納税を猶予（100％）

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく都道県知事の関与

（注１）経営状況の悪化等を理由に、５年間の平均が８割を満たせなかった場合には、認定支援機関の指導助言を受ける。
（注２）猶予税額の納付に併せて利子税を納付。利子税の割合（措置法の特例適用後）は現在年0.4％。
（参考）本措置を利用した場合、当初の５年間は毎年、５年経過後は３年に１回、継続届出書を税務署へ提出する。

特例承継計画の提出
・確認

令和８年３月31日まで
特例承継計画を都道府県知事
に提出

都道府県知事の認定
会社、後継者（３人まで）
に関する要件の判定
・贈与の日までに役員就任から
３年以上経過していること
・会社の代表者であること 等

事業の継続

代表者であること
株式等の保有継続
雇用要件（弾力化注１） 等

全額納付注２

株式等の
保有継続等

後継者の死亡等
後継者の死亡
更なる後継者への贈与
経営環境が悪化した場合
の株式の譲渡 等

株式等の譲渡等

譲渡等した株式等
に対応する税額を
納付注２

猶予税額の免除

※下線部は、10年間の特例措置で拡充されている部分

【令和7年度改正後】
贈与の直前において
役員であること

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予（法人版 事業承継税制）

（
５
年
経
過
後
）

住宅ローン控除の拡充（令和７年度改正）
 現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯等

について、住宅ローン控除における借入限度額について、上乗せを行う。
※ 「子育て世帯等」とは、①年齢40歳未満であって配偶者を有する者、②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は③年齢19歳

未満の扶養親族を有する者をいう。

 子育て世帯にとっての利便性の向上や、様々な世代やライフスタイルに応じた住宅取得ニーズに対応する観点から、床面積要件に
ついて合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和する。（令和７年12月31日以前に建築確認を受けたものを対象。） 。

（注１）「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
（注２）「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
（注３）「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
（注４） 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の５％（最高9.75万円）の範囲内で個人住民税から控除する。
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74

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

（注１） 既存住宅は、①耐震基準に適合していること 又は②昭和57年以降に建築されていること が必要。
（注２） 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は1,500万円（耐震・省エネ・バリアフリー以外の住宅は1,000万円）。
（注３） 原則として贈与を受けた年の翌年３月15日までに住宅を取得する必要がある。
（注４） 適用件数 令和４年：5.0万件 令和５年：6.2万件 令和６年：4.5万件。

◯ 親・祖父母等（贈与者）から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税とする。
（令和６年１月１日～令和８年12月31日までの措置）

 住宅面積：床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋（合計所得金額が1,000万円以下の者：下限を40㎡以上に引下げ）

 受贈者 ：直系卑属（合計所得金額2,000万円以下、18歳以上）

 適用要件

 非課税限度額（令和６年度改正）

住宅の区分 非課税限度額

一定の耐震性能、省エネ性能
又はバリアフリー性能を有する住宅 1,000万円

上記以外の住宅 500万円

63 77 72 78 43 270 227 141
516

771 759 892 742 80080 51 81 110 127 224 194 230

481
397 426

443
463 453

2937
3452

2809 2661 2691

5357

0
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2000

3000

4000

5000

6000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

事業承継税制の適用件数

73
（注１）適用件数は、各年分の申告において事業承継税制を適用した相続人又は受贈者の人数であり、平成29年分以前は一般措置の件数、H30年分以降は特例措置の件数のみを集計。
（注２）計画申請件数は年度毎に集計。
（出典）計画申請件数は中小企業庁資料より、適用件数は「国税庁統計年報書」より作成。

特例措置

○ 平成30年～令和５年の特例承継計画の申請件数と事業承継税制の適用件数の差は約13,000件。
潜在的な利用見込者が特例措置の適用期限に向けて蓄積されていくことになる。

計画申請件数

適
用
件
数贈与

相続

（73ページ）

（74ページ）



―69―

76

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

小学校
入学資金

預入金

教育資金として支出

大学院
入学資金

口座（子・孫名義）親・祖父母

大学
入学資金

契約終了

（注１） 受贈者が①23歳未満である場合、 ②学校等に在学中の場合、 ③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、加算の対象外。
ただし、贈与者に係る相続税の課税価格の合計が５億円を超える場合は、受贈者の年齢等に関わらず加算。

（注２） ⑴30歳に達した日（学校等に在学・教育訓練を受講中の場合を除く）、⑵30歳に達した日後に年間で学校等に在学・教育訓練を受講した日がなかった
年の年末、⑶40歳に達した日、⑷信託財産等が零になった場合において教育資金管理契約を終了させる旨の合意に基づき終了する日、のいずれか早い日

（注３） 23歳以上の受贈者については、①学校等に支払われる費用、 ②学校等に関連する費用、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用に限定。
（参考）令和７年３月末時点の信託の利用実績延べ 契約件数：27万4,964件、信託財産設定額：約２兆1,041億円

教育費の範囲
入学金、授業料、塾、習い事など（注３）

（金融機関が領収書等をチェック）

30歳到達時など

教育資金を
一括拠出

非課税

◯ 概 要：親・祖父母（贈与者）が、金融機関（信託銀行・銀行等・証券会社）の子・孫（受贈者）名義の専用口座
  に教育資金を一括して拠出した場合には、1,500万円分まで非課税とする。

◯ 適 用 期 間：平成25年４月１日～令和８年３月31日
◯ 受 贈 者：子・孫（０歳～29歳、合計所得金額1,000万円以下）

◯ 贈与者死亡時：死亡時の残高を相続財産に加算（注１）

◯ 契約終了時：残高に対して、贈与税を課税
（注２）

75

4.1

7.1
7.3

6.4

7.5

6.5 6.6
5.9 5.8 5.8 5.8 6.0

7.0

5.0

6.2

4.5

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
１件当たり
適用額

（注１）計数は、国税庁の報道発表資料による。
（注２）非課税限度額は、平成27年から令和３年までは住宅取得等に係る契約の締結時期、それ以外の年分は贈与時期に応じて決まる金額。
（注３）「10％適用枠」とは、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10％である場合の非課税限度額をいう。

適用件数（万件）

500万

1,500万

1,000万

1,500万

1,000万

1,500万
(R2.4~R3.12)

1,500万

(H31.4~R2.3)
3,000万

(H28.1~H31.3)
1,200万 1,200万

1,000万

10%適用枠

非課税限度額（最大）

1,200万 (R4.1~R8.12)
1,000万

○ 非課税限度額の水準にかかわらず、適用件数はほぼ横ばいで推移。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用状況

468万 1,014
万

813万 891万 769万 664万 933万 808万 787万 770万 942万 1,129
万

921万 678万 723万 705万
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期限内申告者数
：190万７千人

インボイス発行事業者（個人事業者）による令和６年分消費税の確定申告状況

令和６年分申告における
インボイス発行事業者（221万人）

の期限内申告割合

約86％

令和６年分申告における
インボイス発行事業者の期限内申告割合

（参考）免税事業者からインボイス発行事業者に
なった者※※の期限内申告割合

免税事業者から
インボイス発行事業者になった者

（126万３千人）
の期限内申告割合

約81％
約93％
申告義務があると

考えられる者の申告割合

（注１）インボイス発行事業者でも、登録が年の後半であったなど、その年に申告すべき取引がなければ消費税の申告義務はないため、申告が確認できない者には、国税当局から個別に申告義務の有無等の確認
を順次実施している。

（注２）令和６年分申告における２割特例適用者は、81万１千人。（令和５年分：73万４千人）
（注３）法人については、令和５年10月～令和６年９月に決算期を迎えた課税転換者の期限内申告割合は約９割。

約95％
申告義務があると

考えられる者※の申告割合

期限内申告者数
：102万９千人

○ 令和６年分申告におけるインボイス発行事業者（221万人）のうち期限内に申告した割合は約86％（令和５年分は
約88％）であった。

○ このうち、申告義務が基本的にあると考えられる者の期限内申告割合は約95％（インボイス導入前は例年85～90％となって
いるのに対し、令和５年分は約94％）。

⇒ 令和５年分同様、インボイス導入前と比べても順調な申告状況。
（参考）免税事業者からインボイス発行事業者になった者について、申告義務が基本的にあると考えられる者の期限内申告割合：約93％（令和５年分：約91％）

※ 所得税申告において、事業所得・不動産
所得・雑所得(業務)・山林所得に関して
収入金額を申告している者

※※ 令和５年10～12月に課税事業者に転換した者及び令和６年に課税事業者に転換した者の合計

78

77

教育資金贈与信託の受託状況

◯ 利用実績は、延べ約27.5万件、約2.1兆円
◯ 新規契約数は、経済対策として導入された当初よりも減少し、足元１年間で6,782件、627億円（令和７年３月時点）
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新規契約数

（契約数：件） （信託財産設定額：億円）

（注）信託協会公表の実績による。

新規信託財産設定額
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○ 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の２割に軽減す
る激変緩和措置を３年間講ずる。

○ これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比して
も、事務負担も大幅に軽減されることとなる。

※ 免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象とし、インボイス制度の開
始から令和８年９月３０日の属する課税期間まで適用できる。（個人事業者の場合、令和８年分確定申告まで適用可）

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

売上 ７００万円
（税７０万円）

仕入 １５０万円
（税１５万円）

※通信交通費、会議費、PC購入等

納税 ５５万円－ ＝

みなし仕入 ３５０万円
（税３５万円）

※ 売上税額７０万円×５０％

〔本則課税〕

〔簡易課税（５種）〕

納税 ３５万円＝－

納税 １４万円

※ 負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、申告時に選択適用できることとする。

納税額を売上税額の
２割に軽減

※ 売上税額７０万円×２割

小規模事業者に対する負担軽減措置

（小規模事業者）

【イメージ】

税負担を軽減

▲41万円

▲21万円

R5改正

80

免税事業者からの仕入れに係る経過措置について

○ インボイス制度への円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについて、
インボイス制度実施後３年間は８割、その後の３年間は５割の仕入税額控除が
可能。

軽減税率実施

令和元年10月
（2019年）

インボイス制度実施

令和５年10月
（2023年）

令和８年10月
（2026年）

令和11年10月
（2029年）

３年
３年

４年

８割控除可能 ５割控除可能 控除不可

免税事業者からの仕入れにつき
全額控除可能

インボイス制度への円滑な移行のため、１０年間の経過措置期間を設けている
（免税事業者はこの間に、課税事業者への転換の要否を見極めながら対応を検討）

（区分記載請求書等保存方式）
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⃝ 近年、ＥＣ(※)需要が大きく伸び、その後も堅調に市場規模が拡大。更に、グローバル化やプラットフォーム経済の発展により、国外事
業者が容易に他国市場へアクセスできるようになり、国境を越えたEC取引に係る世界の市場規模は、2030年には約８兆ドル
（2021年の10倍）にも達すると指摘されている。 (※) Electronic Commerce：電子商取引

⃝ 我が国においても、BtoC-EC市場の拡大が続いており、国境を越えたEC取引を利用した国外事業者からの個人輸入による購入
も急増。通常の輸入件数が横ばいの中、消費税等が免除される少額貨物は、この５年間で５倍超に増加し、2024年で約１億７
千万件となっている。

国境を越えたEC取引の拡大について
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少額貨物の輸入金額・件数の推移

輸入金額
（少額貨物）

輸入件数
（少額貨物）

輸入件数（少額貨物以外）

（金額：億円）（件数：万件）

万件

億円

世界の越境EC市場規模の拡大予測

物販系分野のBtoC-EC 市場規模及びEC 化率の経年推移
（市場規模の単位：億円）

（出所）経済産業省「令和５年度デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）」

億円

万件

（出所）財務省関税局

少額貨物
課税価格の合計額が１万円以
下の貨物で輸入時に課される消
費税等が免除されるもの

令和６年11月13日
経済社会のデジタル化への対応と
納税環境整備に関する専門家会合

財務省提出資料

82

外国人旅行者向け免税制度の見直し

〇 免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」
への見直しについて、令和７年度税制改正大綱に基づき、税制改正法案が成立。関係法令は令和７年３月末に公布済。

〇 新制度は、令和８年11月１日から適用を開始。

リファンド方式のイメージ

⑥税関確認情報を保存

出国

免税販売管理システム
（国税庁）

免税店

免税品購入者 税関

④必要に応じ検査

⑦免税が成立し、返金を実施※

③旅券提示・確認①課税で販売

※ 承認送信事業者（改正後：承認送受信事業者）等に委託することが想定される

◆ 令和７年度税制改正大綱（抜粋）

消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことの
ない制度とするため、令和６年度税制改正大綱で示された方針を踏まえ、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販
売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。
その上で、本免税制度を引き続きインバウンド消費の拡大に向けた重要な政策ツールとして活用するため、外国人旅

行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を
廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を
講ずる。また、新方式の施行に当たっては、空港等の混雑防止確保の観点から必要な環境整備等を行うほか、関係省庁
において、業界団体等とも連携しつつ周知･広報を行う。
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令和７年度税制改正大綱（抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

３．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

（３）経済のグローバル化・デジタル化への対応

③ 国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化

近年、物品販売に係る国境を越えた電子商取引の市場は急速に拡大しているが、国外事業者による消費税

の無申告や少額輸入貨物に対する免税により、適正な課税や国内外の事業者間の競争上の公平性の確保に課

題が生じている。

こうした課題に対応するため、諸外国における制度・執行両面での対応を参考としつつ、事業者間の公平

性や通関実務への影響等を考慮の上、国境を越えた電子商取引に係る適正な消費課税のあり方について検討

を行う。

令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日
自 由 民 主 党
公 明 党

84

国境を越えたEC取引の課税関係と適正な課税に向けた課題

〇 国境を越えたEC取引には一般的に次の２つの形態が存在。
① 国外事業者が、プラットフォーム事業者（PF）が管理する国内倉庫に一旦納めた商品をECサイトを通じて販売する場合（フル
フィルメントサービス）。この場合、国外事業者が国内販売に係る消費税の納税義務を負う。

② 国外事業者から海外直送する場合。この場合、国内消費者がその引き取り時に輸入消費税の納税義務を負う（少額は免税）。
〇 ①については、多くの無申告が生じている可能性があり、②については、少額な貨物が免税対象とされており、これらの取引について
国内事業者との間に競争上の不均衡が生じているおそれがある。

【課題１】国外事業者による無申告が生じているおそれ

【課題２】少額貨物に係る国内事業者との競争上の不均衡

① あらかじめPF事業者の倉庫へ② 注文を受け配送

PF倉庫
（国内）

国外事業者消費者

納税義務者

国内に所在する資産の販売
（＝消費税の課税対象）

注文を受け海外から直送

国外事業者消費者

納税義務者

消費者が輸入者として税関に申告※
（＝課税価格１万円超の場合、輸入消費税の課税対象）

※実務的には通関業者が代理して申告

国外事業者による多くの無申告が生じているおそれ。

少額貨物（課税価格１万円以下）は消費税等が免除され
る。消費税等を納めた上で国内で取引を行う小売業者等と競
争上の不均衡が生じている。

税関

※ 国外事業者によるフルフィルメントサービスの国内市場規模をEC事業者の決算情報
等を基に一定の仮定をおいて試算すると5000億円～１兆円程度と見込まれる。

令和６年11月13日
経済社会のデジタル化への対応と
納税環境整備に関する専門家会合

財務省提出資料
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令和５年度 租税特別措置の適用実態調査報告書（令和７年通常国会提出）のポイント

対象措置数：78措置（令和４年度81措置）、適用法人数：148.3万法人（令和４年度146.2万法人）

(注１) 対象措置数78措置は、上記の合計55措置に上記の種類に該当しない措置（土地税制等）34措置を加え、税額控除と特別償却の選択制の11措置を除いたもの。
(注２) 本報告書における法人税関係特別措置の適用実態調査結果を基に、一定の前提を置いて試算した全体の減収額は、2兆8,990億円程度。

措置の種類
（措置数）

適用件数
（前年度比）

適用額
（前年度比）

（参考）
増減要因となる

主な措置
適用額

（前年度比）
減収額試算 制度改正の状況

法人税率の特例
（２措置）

108.0万件）
（＋1.2万件）

4兆5,474億円）
（＋1,117億円）

中小法人等の軽減税率
4兆5,281億円）

（＋1,262億円）
1,811億円 －

税額控除
（17措置）

31.4万件）
（＋4.3万件）

1兆7,338億円）
（＋4,049億円）

賃上げ促進税制
7,278億円）

（＋2,127億円）
7,278億円 令和４年度改正：改組・拡充

研究開発税制
9,479億円）

（＋1,842億円）
9,479億円

令和４年度改正：縮減

令和５年度改正：縮減・拡充

ＤＸ・ＣＮ投資促進税制
（一部)

103億円）
（＋25億円）

103億円
令和４年度改正：縮減

令和５年度改正：縮減

中小企業投資促進税制
（一部)

211億円）
（＋22億円）

211億円 令和５年度改正：縮減

国家戦略特区設備投資
促進税制（一部)

16億円）
（＋16億円）

16億円 －

特別償却
（26措置）

３.７万件）
（▲0.2万件）

8,280億円）
（▲89億円）

中小企業経営強化税制
（一部)

4,810億円）
（▲194億円）

726億円 令和５年度改正：縮減

特定船舶の特別償却
886億円）

（＋131億円）
76億円 令和５年度改正：縮減・拡充

中小企業投資促進税制
（一部)

1,914億円）
（＋100億円）

304億円 令和５年度改正：縮減

地域未来投資促進税制
（一部)

158億円）
（▲95億円）

16億円
令和４年度改正：縮減

令和５年度改正：縮減・拡充

準備金
（10措置）

0.4万件）
（▲0.02万件）

6,474億円）
（▲100億円）

海外投資等損失準備金
149億円）

（▲110億円）
35億円 －

86

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月20日決定）（抜粋）

自 由 民 主 党
公 明 党

１．成長型経済への移行
（３）今後の法人税のあり方

わが国では、世界的な法人税率の引下げ競争が展開される中、2010年代に、設備投資や雇用・賃上げの促進、
立地競争力の強化を図るため、法人税率を23. 2％まで引き下げた（国・地方の実効税率は29. 74%)。この
間、経済界には、法人税改革の趣旨を踏まえ、国内投資の拡大や賃上げを求めてきたが、企業部門では、収益が
拡大したにもかかわらず、現預金等が積み上がり続けた。
今般、EBPM (Evidence  Based  Policy Making :証拠に基づく政策立案）の観点からデータ分析等を行

い、法人税改革の成果について議論を行った。設備投資については、法人税改革以降、海外投資等が増加したの
に対し、大企業を中心に国内投資は低水準で推移した。賃上げについても、諸外国と比較して、長年低迷してきた。
他方、企業の利益が現預金として社内にとどまる傾向が一層強まってきた。
海外の先行研究を見ても、法人税率が設備投資や賃金に与える影響は限定的であるとの分析や、わが国の法

人税改革が国内投資の増加に効果的でなかったとの分析が示されている。また、政策対応を検討する際には、企業
の国際競争力等にも一定の配慮が求められるが、この10年間で、企業を取り巻く経済環境やそれに応じた企業行
動は大きく変化したことにも留意が必要である。
こうした振り返りを踏まえれば、法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、法人税のあり

方を転換していかなければならない。これまで現預金を大きく積み上げてきた大企業を中心に企業が国内投資や
賃上げに機動的に取り組むよう、減税措置の実効性を高める観点からも、レベニュー・ニュートラルの観点からも、
法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、メリハリのある法人税体系を構築していく。
税制のみならず、予算や制度改正等の様々な政策手段を総動員して国内投資を促し、持続的な経済成長に向け
た動きを取引先の中小企業も含め広く経済社会全体に波及させていく。 85
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（注１） 研究開発税制の適用額については、平成10年～平成17年までは2-1決算期ベース、平成18年以降は4-3決算期ベースにより算出。試験研究費の額（企業）については、4-3決算期ベースにより算出
（注２） 平成10年度から平成13年度までの適用額は会社標本調査（国税庁）の「試験研究費の控除額等」の欄を、平成14年度から平成22年度までの適用額は同調査の「試験研究費の総額」、「中小企業者等の試験研究費」等

の欄の合計額を記載
（注３） 租税特別措置の適用実態調査（平成23年度以降）、会社標本調査（国税庁）（平成22年度以前）、科学技術研究調査（総務省）
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119,838 120,100
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試験研究費の額と研究開発税制の適用額の推移

○ 平成15年度改正以降、研究開発税制の規模は大きく増加し、法人税関係の租税特別措置の中で最大の減収額となっている。特に、
足元では１兆円に迫る動き。

○ 他方、長期的に見ると、企業による試験研究費の額は概ね横ばいの動きで、必ずしも研究開発税制が試験研究費の増加につな
がっていない可能性。

○ この間、企業が有する現預金等は大きく増加（平成12～14年の平均約151兆円⇒令和３～５年の平均約311兆円）。

実績値推計値

（億円）（億円）

（年度）

試験研究費の額（企業）
【右軸】

適用額全体
【左軸】

H12~14の平均
約700億円

R3~5の平均
約7,900億円
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所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 省 略

二 賃上げ促進税制については、中小企業の実態を踏まえ、長期にわたり実施されている同税制の効果の検証を行うとともに、新たに創設された上乗せ要件
が子育てと仕事の両立支援や女性活躍支援に与える効果についても的確に把握するよう努めること。

三 新たに創設される各種の企業関係税制については、今後、各措置の適用実態を検証し、企業等の行動変容を促すインセンティブ措置
として機能しているか否か等の観点から、政策効果や必要性をよく見極めた上で、一部の企業等に対する過度の優遇にならないよう、
不断の見直しを行うこと。

四～六 省 略

＜令和６年３月２日衆議院財務金融委員会＞

＜令和７年３月４日衆議院財務金融委員会＞

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一～九 省 略

十 各種の企業関係租税特別措置については、企業等の行動変容を促すインセンティブ措置として機能しているか否か等の観点から、政策効果や必要性をよく見極めた上
で、一部の企業等に対する過度の優遇にならないよう、各措置の適用実態のより一層の透明化に向け必要な措置を講ずるよう努めること。

十一 給与等の支給額が増加した場合の所得税額及び法人税額の特別控除に関する制度については、その効果の検証を継続的に行い、その結果や賃金を巡る状況を
踏まえ、同制度の廃止を含む見直しについて検討を進め、必要な措置を講ずるよう努めること。

十二～十五 省 略
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（参考）賃上げ促進税制の概要イメージ

○企業の支払う賃金は（賃上げ分を含め）は全額損金算入されるため、黒字企業の場合、課税所得が減ることによ
り、賃上げ分の最大約３０％分の税負担が軽減される。

○ 加えて、賃上げ促進税制の適用によって賃上げ分の最大３５～４５％が税額控除されることにより、賃上げ分の
最大６５～７５％（地方法人税等を加味すれば、最大約70％～83％）につき、税負担の軽減がなされることになる。

賃金総額

賃上げ分

全額
損金
算入

賃上げ分の内訳

約30％分の税負担軽減
（法人実効税率：29.74%）

※損金算入によるもの

賃上げ促進税制の適用により
（法人税）最大35～45％分の税額控除

賃上げ分のうち
最大約65％～75%（上記の地方法人税
等を加味すれば、最大約70％～83％）の税負
担軽減 ああああああああああああああ

企業の実質的
な負担分

（賃上げ分の最大
25～35％※）

企業負担
軽減

企業負担
軽減

※ 上記の地方法人税等を加味
すれば、賃上げの最大約17％
～30％

※ その他、地方法人税、法人住民税、法人事業税で
最大約５～８％の税負担軽減あり

90

研究開発税制の適用実態

（注） 令和４年度以前において、連結法人については、企業グループ単位で申告書が提出されるため、１グループを１法人として集計している。
（出典）租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書

２３年度２４年度２５年度２６年度２７年度２８年度２９年度３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

研究開発税制
全体

9,895件11,177件12,703件12,527件12,287件12,262件11,956件10,241件 9,726件 9,230件 9,707件 16,402件 17,845件

3,395
億円

3,952
億円

6,240
億円

6,746
億円

6,158
億円

5,926
億円

6,660
億円

6,216
億円

5,574
億円

5,053
億円

6,527
億円

7,636
億円

9,479
億円

大法人
2,965件 3,633件 4,215件 4,131件 4,010件 3,980件 3,561件 3,141件 2,905件 2,761件 2,857件 4,947件 5,299件

3,104
億円

3,666
億円

5,916
億円

6,381
億円

5,769
億円

5,555
億円

6,253
億円

5,796
億円

5,182
億円

4,708
億円

6,106
億円

6,961
億円

8,665
億円

中小法人等
6,930件 7,544件 8,488件 8,396件 8,277件 8,282件 8,395件 7,100件 6,821件 6,469件 6,850件 11,455件 12,546件

291億円 285億円 323億円 365億円 389億円 371億円 407億円 420億円 392億円 344億円 421億円 675億円 814億円

適用額全体に
占める大法人
適用額の割合

91.4% 92.8％ 94.8％ 94.6% 93.7% 93.7% 93.9% 93.2% 93.0% 93.2% 93.5% 91.2% 91.4%

○ 平成25年度以降、研究開発税制は約6,000億円前後の規模で推移してきたが、足元では１兆円に迫る伸びと
なっている。

○ 試験研究費の額そのものが大きいことなど様々な要因が考えられるが、適用額全体の約９割以上が大法人に
よるもの。
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第一 令和７年度税制改正の基本的考え方
４．自動車関係諸税の総合的な見直し
（１）見直しに当たっての基本的考え方

自動車関係諸税は、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「2050年カーボンニュー
トラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、
① インフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高まり等を踏まえつつ、自動車関係諸税全体と
して、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提とする

② マルチパスウェイ戦略の下で、多様な動力源（パワートレイン）が併存していくことを踏まえた税制とする
また、自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏まえ、市場活性化や産業基盤の維持発展に配慮するとともに、イ

ノベーションを促し、質の高い電気自動車等の普及に資する税制とする
③ 二酸化炭素排出量抑制により、脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献するものとする
④ ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税の考え方や、これまでの沿革等を踏まえつ
つ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく
その際、中長期的には、自動車の枠を超えたモビリティ産業の発展に伴う受益者の広がりや保有から利用への移行

等も踏まえる
との考え方を踏まえつつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含
め総合的に検討し、見直しを行う。

（２）車体課税の見直し
車体課税については、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するものとすべく、国・地方の税収中立の下で、

取得時における負担軽減等課税のあり方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・
簡素な税負担のあり方等について、関係者の意見を聴取しつつ検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。

（３）利用に応じた負担の適正化に向けた課税の枠組み
異なるパワートレイン間の税負担の公平性や将来に向けた安定的な財源確保、ユーザーの納得感の観点から、利用に

応じた負担について、使途、執行・関係技術等を踏まえ検討し、課税の枠組みについて、令和８年度税制改正において
結論を得る。

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月20日決定）（抜粋）

92

賃上げ促進税制の適用実態

賃上げ促進税制
（所得拡大促進税制等） ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

全体

78,261件 90,594件 99,134件120,977件131,201件129,831件 99,355件138,063件215,294件254,483件

2,478億円 2,774億円 3,184億円 3,849億円 3,525億円 2,289億円 1,650億円 2,430億円 5,150億円 7,278億円

大法人

4,075件 3,980件 3,787件 3,645件 2,712件 1,802件 1,114件 1,986件 4,116件 5,268件

1,688億円 1,724億円 1,880億円 2,034億円 1,545億円 923億円 620億円 711億円 2,494億円 3,337億円

中小法人等

74,186件 86,614件 95,347件117,332件128,489件128,029件 98,241件136,077件211,178件249,215件

790億円 1,050億円 1,304億円 1,815億円 1,980億円 1,366億円 1,031億円 1,719億円 2,656億円 3,941億円

（注）計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。
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自動車重量税のエコカー減税（乗用車）

○ 燃費性能等が優れた自動車の開発を促す観点から、一定の排ガス性能を備えた自動車について、燃費性能に応じて、
新車の初回車検の際などの自動車重量税の税率を減免。

○ 平成21年度のエコカー減税導入以降、適用期限到来ごとに燃費基準を引き上げており、平均燃費は向上。足元では、
概ね新車10台中７台がエコカー減税の対象であり、また新車３台中１台が免税といった状況になっている。

初回車検 ２回目車検

ＥＶ・ＦＣＶ・ＰＨＶ・ＣＮＧ 免税 免税

ガソリン車
ＬＰＧ車
ＣＤ車

2030基準
①：120％達成
②：125％ 〃

免税 免税

2030基準
①：90％達成
②：100％ 〃

免税

2030基準
①：80%達成
②：90% 〃

▲50％軽減

2030基準
①：70％達成
②：80％ 〃

▲25％軽減

（注１）①はR6.1.1～R7.4.30、②はR7.5.1～R8.4.30の間に必要な達成度。
（注２）EV、FCV、PHV、CNGは、それぞれ電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッ

ド自動車、天然ガス自動車を指す。2030基準は2030年度燃費基準を指す。
（注３）ガソリン車等の減免対象は、一定の排ガス基準を満たす2020年度燃費基準達成車に限る。

免税

37％

▲50％軽減

25％

▲25％軽減

8％

減税対象外

30％

（出典）日本自動車工業会、対象期間： 令和5年4月～令和6年3月

【エコカー減税の概要】 【エコカー減税の対象車の割合（販売台数）】

計 356万台

94

免税
※２回目も
免税

免税
▲50％軽減

▲25%軽減

電気自動車等、
2030基準
125％達成

2030基準
100％達成

2030基準
90％達成

2030基準
80％達成

2030基準
75％達成 2030基準75％未達成

自動車重量税のイメージ
○ エコカー減税対象車及びこれに相当する環境性能を有する車は「本則税率」、それ以外の車は「当分の間税率」となっている。
○ その上で、エコカー減税対象車には、エコカー減税による減免が適用される。

2,500円 ／ 0.5t

4,100円 ／ 0.5t

5,700円 ／ 0.5t

6,300円 ／ 0.5t

当分の間税率

エコカー減税対象車及びそれと同等の環境性能を持つ自動車
※エコカーは下記のとおり減免

本則税率

当分の間税率

（注１）令和７年５月１日～令和８年４月30日までの間の制度を示したもの。
（注２）ガソリン車・ＬＰＧ車、クリーンディーゼル車の減免対象は、2020年度燃費基準達成車に限る。2030基準とは2030年度燃費基準を指す。
（注３）継続車検を受ける際、免税対象車等（＝エコカー減税対象車及びそれと同程度の環境性能を有する車両）に該当する場合には本則税率が適用される（13年超／18年

超の場合を含む）。なお、2030基準75％達成車は免税対象車等には該当しないが、経過措置として本則税率が適用されている。

当分の間税率

＜自家用乗用車の計算例＞
新規車検、車両重量が1.4t、
エコカー減税▲50％軽減の場合

【車両重量】 【税率】 【車検期間】 【エコカー減税】 【自動車重量税額】
３ × 2,500円 × ３ × 50%(▲50%) → 11,200円

継続車検、車両重量が1.4t、
当分の間税率・13年未満 ３ × 4,100円 × ２ ー → 24,600円

（100円未満切捨）

13年超 18年超
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 市場国に物理的拠点（PE：Permanent Establishment）を置かずにビジネスを行う企業の増加
 現在の国際課税原則「PEなくして課税なし」の下で、市場国で課税が行えない問題が顕在化。

 低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き
 法人税の継続的な引下げにより各国の法人税収基盤が弱体化。
 税制面において企業間の公平な競争条件を阻害。

 OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み（IF）」（現在は147か国・地域が参加）において議論が
進められ、2021年10月、2本の柱の解決策（※）に合意。
（※）「第1の柱」（市場国への新たな課税権の配分）及び

「第2の柱」（グローバル・ミニマム課税）により構成。
 2021年12月、グローバル・ミニマム課税のモデルルールを公表。国内法での対応が求められており、各
国において法制化が進行中。
（※）日本においては、2023年に所得合算ルール（IIR）を法制化。2025年に軽課税所得ルール

（UTPR）及び国内ミニマム課税（QDMTT）を法制化。
 2023年10月、「第１の柱」の多数国間条約の案文を公表。
 2025年１月、国際課税に係る米国大統領覚書の公表。4月、IF声明を公表、議論の継続に合意。
 2025年６月、「グローバル・ミニマム課税に関するＧ７声明」の公表。IFにおいて具体的な解決策を
議論中。

国際課税に関するOECD/G20「「BEPS 包摂的枠組み」 ２本の柱について

経緯
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動力源（パワートレイン）ごとの課税関係

○ 取得段階・保有段階においては、EVへの課税はCO2削減等の観点から一律／大幅に減免。利用段階においては、EV
はそもそも税制に位置づけられていないため、負担は生じない。

○ 多様な道筋（マルチパスウェイ戦略）のもとで、当面共存するガソリン車やHVなど多様な動力源（パワートレイ
ン）の間で中立・公平な税制とする必要。

（注）令和７年４月現在の課税関係を示している。

自動車税
種別割

自動車税
環境性能割

自動車重量税

燃料課税
（揮発油税・地方揮発油税）

CEV補助金

EV

一律非課税

一律で最低税率
（25,000円/年）

※取得翌年度▲75％程度
（グリーン化特例）
重量に応じて課税

（本則：2,500円／0.5t・年）

※初回・２回目車検は
一律で免税

評価に応じて
12～90万円／台

取得

保有

利用

ガソリン車

排気量に応じて課税

環境性能に応じて
取得価額の０～３％

重量に応じて課税
当分の間：4,100円／0.5t・年
本則：2,500円／0.5t・年
環境性能に応じて減免

53.8円/ℓ

HV

環境性能に応じて
取得価額の０～３％

重量に応じて課税
当分の間：4,100円／0.5t・年
本則：2,500円／0.5t・年
環境性能に応じて減免

53.8円/ℓ

排気量に応じて課税
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米国の動向等

〇 本年１月、米国は国際課税に係る大統領覚書を公表。
〇 本年４月の「BEPS包摂的枠組み（IF ）」総会において、米国を含むIF参加国は、特に「第２の
柱」の実施と進行中の「第１の柱」の交渉に関し、国際課税システムにおける確実性と安定性の確保の
ため、議論の継続に合意した旨、公表。
〇 米国議会の動きとして、本年５月に下院で可決された財政調整法案（一つの大きく美しい予算法
案、One Big Beautiful Bill Act：OBBBA）には、米国が「不公平」と考える税制をもつ外国の政
府・企業等に対し、追加課税等の「対抗措置」を課する規定が含まれていた（通称「899 条」）。

〇 6月28日、上院案（※）から899 条が削除され、並行して29日、G7 声明が公表。
（※）財政調整法案は、7月1日に上院にて可決、7月3日に下院にて再可決、7月4日大統領署名を経て成立。

＜「899条」（下院案）の主な内容＞
米国が「不公平」と考える税制をもつ外国の居住者等が米国において稼得する所得に対する課税について、その税
率を適用日から毎年5％ずつ引き上げ、法定税率に加えて最大20％まで引き上げる。
 不公平な税制
①グローバル・ミニマム課税の一部である軽課税所得ルール（UTPR）、②デジタル・サービス税（DST）等

 適用対象者
「不公平な税制」をもつ外国の政府、居住者（個人・企業）、これらに保有されている外国企業 等

98

トランプ大統領覚書（国際課税関連 概要）

OECDの税に関するグローバルな合意

米国の主権と経済競争力を取り戻すものとして、以下を規定。

-グローバル・タックスディールに係る前政権によるいかなるコミットメントも、米国議会による立

法措置なしに、米国において効力を有しないことを、OECDに通知。

-財務長官は、通商代表と協議の上、域外適用または米国企業に不均衡な影響を与える

外国の税制措置について調査し、取るべき保護手段等のオプションを作成して、60日以内

に大統領に助言を提出。

米国第一の貿易政策

(j)外国による課税の調査；内国歳入法891条（※）に基づき、外国が合衆国の国民ま

たは法人に対して差別的または域外課税を課しているかどうかを調査。

1月20日
公表

（※）内国歳入法891条は、外国が米国企業等を差別的・域外的税制の対象としていると大統領が認める場合は、大統領令に
より、当該外国の企業等に対する税率を２倍にする旨規定。
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グローバル・ミニマム課税に関するG7声明（抄）（2025年６月28日（米国時間）公表）

○ 「一つの大きく美しい予算法案（One Big Beautiful Bill Act：OBBBA）」の上院修正案（2025年6月16日提出）におい
て最近提案されている米国の国際課税システムへの変更の考慮、OBBBAの上院版における899条の削除、及び、国内ミニマム
課税（QDMTT）の実施の成功とその影響の考慮を含めた、両ミニマム課税制度の分析に基づいて行われたこの問題に関する議
論を踏まえ、共存システムは、将来にわたり、税源浸食と利益移転に対処する中で「包摂的枠組み（IF）」 の法域が得た重要な
成果を維持し、国際課税システムにおけるより大きな安定性と確実性を提供しうるという理解が共有されている。

○ この理解は、潜在的な税源浸食及び利益移転のリスクに対処するために、「包摂的枠組み」を通じて共に協働することへの我々の
継続的なコミットメントを基盤とするものであり、以下の受け入れられた原則に基づく：
- 共存システムでは、米国親会社グループの、米国内利益および米国外利益の双方について、UTPRおよびIIRから完全に免除

する。
- 共存システムでは、その共通の政策目的を保持するため、公平な競争環境の観点から特定される重大なリスク、または税源浸

食と利益移転のリスクが対処されることへのコミットメントを含む。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」全般に係る執行とコンプライアンスの枠組みの大幅な簡素化の実現と並行

して行われる。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」における実質ベースの還付無税額控除の取扱いが、還付付税額控除の取

扱いとより整合的になることを確保する変更を検討することと、並行して進められる。
○ 共存システムの実現は、デジタル経済の課税に関する建設的な対話及びすべての国の課税主権の保持を含む、国際課税システム

の安定化のさらなる進展を促進する。

○ 我々は、これらの問題がより広範な法域グループにとって関連性を持つことを認識しており、「包摂的枠組み」において、すべての当事
者が受入れ可能かつ実施可能な解決策に迅速に達する観点から、この理解及びそれが基づく原則について議論し、発展させること
を期待する。
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令和８年度の地方財政の課題

１．活力ある持続可能な地域社会の実現等に向けた重要課題への対応

「経済財政運営と改革の基本方針 」等を踏まえ、地方団体が、「地方創生２．０」やＤＸ・ＧＸの推進、防災・減災対策

の取組の強化、老朽インフラの適切な管理、地域医療提供体制の確保、物価高を踏まえた公共事業や施設管理、サー

ビス等における価格転嫁の推進など、活力ある持続可能な地域社会の実現等に取り組むことができるよう、安定的な税財

政基盤を確保。

３．地域ＤＸの推進と財政マネジメントの強化

フロントヤード改革やマイナンバーカードの利活用拡大等による住民の利便性向上、自治体情報システムの標準化、

サイバーセキュリティ対策の強化、 の利用推進、デジタル人材の確保、デジタル実装の全国展開などにより、地域ＤＸ

を更に推進。

公共施設等の適正配置や老朽化対策等の推進、財政状況の「見える化」、公営企業の広域化等の経営基盤の強化

など、地方団体の財政マネジメントを強化。

東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等の事業費及び財源の確実な確保
東日本大震災の復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確実に確保。

【東日本大震災分】

【通常収支分】

２．地方の一般財源総額の確保と財政健全化等

社会保障関係費や人件費の増加、物価上昇等が見込まれる中、地方団体が、上記１に掲げた重要課題に対応しつ

つ、行政サービスを安定的に提供できるよう、「経済・財政新生計画」、「経済財政運営と改革の基本方針 」等を踏ま

え、経済・物価動向等を適切に反映しつつ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の

総額について、令和７年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保。

地方交付税については、引き続き厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来の役割である財源調整機能と財源保障機

能が適切に発揮されるよう、総額を適切に確保。

臨時財政対策債、交付税特別会計借入金といった特例的な債務残高を縮小し、財政健全化の取組を着実に推進。

地方分権推進の基盤となる地方税を充実確保するとともに、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力

格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けた取

組を推進。

総論 ： 地方財政・地方税制の現状と課題
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一般財源総額 兆円（＋ 兆円）

水準超経費を除く交付団体ベース 兆円（＋ 兆円）

国庫支出金
＋

地方債等
（▲ ）

地方税・地方譲与税等
（＋ ）

地方交付税
＋

地地方方国国

００．．９９兆兆円円
（（＋＋００．．６６兆兆円円））

交交付付税税特特別別会会計計国国のの一一般般会会計計

１１８８．．５５兆兆円円
（（▲▲００．．２２兆兆円円））

交交 付付 額額交付税特会への

「入口」ベース
交付税特会からの

「出口」ベース

・ 交付税法定率分（国税４税）等

兆円 （▲ 兆円）

・ 法定加算

兆円 （▲ 兆円）

１１９９．．３３兆兆円円
（（＋＋００．．４４兆兆円円））

令和８年度 地方交付税の姿（概算要求）

・ 交付税法定率分（地方法人税）等
兆円 （ ▲ 兆円）

・ 特会借入金の元金償還金
▲ 兆円 （＋ 兆円）

・ 特会借入金の利払金
▲ 兆円 （▲ 兆円）

・ 機構準備金の活用等
－ 兆円 （▲ 兆円）

・ 前年度からの繰越
－ 兆円 （▲ 兆円）

【【参参考考】】令令和和８８年年度度地地方方財財政政収収支支（（仮仮試試算算）） （単位：兆円）

歳出
兆円

（＋ ）

歳入
兆円

（＋ ）

財源不足額 兆円（▲ 兆円）

※１ 表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない場合がある。
※２ （ ）内は令和７年度地方財政計画（令和７年度政府予算案等の国会修正を反映）からの増減額

給与関係経費
（＋ ）

一般行政経費
＋ ）

投資的経費
（ ）

公債費
（＋ ）

その他
（＋ ）

①① ②②

① 地方交付税（法定加算）
② 建設地方債の増発

＋＋
臨臨時時財財政政対対策策債債

００円円
（（前前年年度度同同額額））

令和８年度 地方財政収支の仮試算【概算要求時】

注）１ 地方交付税の要求の考え方等については、「令和８年度 地方交付税の概
算要求の概要」のとおりである。

２ 「一般財源」は、地方税等、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額
である。

３ 仮試算の歳出は、人件費や社会保障関係費等を除き前年度同額を計上す
るなど仮置きの計数であり、予算編成過程において、「物価上昇に合わせた公
的制度の点検・見直し」も踏まえ、経済・物価動向等を適切に反映する。あわ
せて、地域デジタル社会推進費、緊急防災・減災事業費、緊急自然災害防止
対策事業費及び脱炭素化推進事業費の取扱いも含め、「令和８年度の地方
財政の課題」、国の予算編成の動向等を踏まえ、予算編成過程において必要
な検討を行う。

４ 東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等に係る財源の確保については、
事項要求とする。

５ 表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計、増減率が一致しない場合
がある。

６ 「Ｒ７計画」は令和７年度政府予算案等の国会修正を反映したものである。

(通常収支分) （単位：兆円） （単位：兆円）

Ｒ７計画
Ａ

Ｒ８仮試算
Ｂ

増減額
Ｂ-Ａ

増減率
（％）

仮試算の考え方
Ｒ７計画

Ａ
Ｒ８仮試算

Ｂ
増減額
Ｂ-Ａ

増減率
（％）

仮試算の考え方

地方税等 給与関係経費

地方税 退職手当以外

地方譲与税 退職手当

地方特例交付金等 △0.0 △ 22.9 一般行政経費

地方交付税 補助

国庫支出金 単独

地方債
国民健康保険・後期高齢者医療制度
関係事業費

うち臨時財政対策債
新しい地方経済・生活環境創生事業
費

その他 △0.0 △ 0.2 　地方創生推進費

　地域デジタル社会推進費

うち一般財源 地域社会再生事業費

うち（交付団体ベース）
一般財源

投資的経費

直轄・補助

単独

維持補修費

公営企業繰出金

公債費

水準超経費

計

うち一般歳出

区分 区分

歳
　
　
　
　
　
入

歳
　
　
　
　
出

計

「令和８年度 地方交

付税・地方特例交付

金等の概算要求の詳

細」参照

社会保障関係費等の増

社会保障関係費、Ｒ７人

事院勧告を踏まえた会

計年度任用職員の給与

等、委託料の増を反映

※物価高への対応として

億円を計上

Ｒ７年度同額

Ｒ７人事院勧告（令和７

年８月７日）等を反映

注）２参照

「中長期の経済財政に関

する試算」（令和７年８月７

日内閣府）による各種指

標等を踏まえて試算

Ｒ７年度同額
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令和６年度地方税収入決算見込額

（単位：兆円）

令和6年度
地財計画額

令和7年度
地財計画額

対R5決算 対R6地財
（③－①） （③－②）

▲0.2

　うち特別法人
　事業譲与税

(注) １．令和6年度決算見込額（令和7年7月）は地方財政計画ベースであり、地方公共団体からの速報値を集計したものである（最終的な決算額とは異同が生じることがある）。

　　 ２．表中の計数は、超過課税分、法定外税等を含んでいない。

　　 ３．計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

　地方税計
 （特別法人事業譲与税を除く）

　その他

　　地地方方税税計計
 （特別法人事業譲与税を含む）

　地方消費税

　固定資産税

　地方法人二税
 （特別法人事業譲与税を含む）

　個人住民税

③

令和5年度
決算額

令和6年度
決算見込額
（令和7年7月）

① ②

（注）１ 各税目の％は、それぞれの合計を ％とした場合の構成比である。
２ 国税は特別会計を含み、地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。
３ 国税は特別法人事業税を含まず、地方税は特別法人事業譲与税を含む。（）内は、国税は特別法人事業税を含み、地方税は特別法人事業譲与税を除いた金額である。
４ 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

国税・地方税の税収内訳（令和７年度地方財政計画額）

（ 7ページ）

（ 8ページ）



―92―

各論： 個別地方税制の現状と課題

（注）１ 表中における計数は地方財政計画ベースであり、超過課税及び法定外税等を含まない。
２ 令和５年度までは決算額、令和６年度は決算見込額（令和７年７月）である。
３ 括弧書きは、平成 年度以降、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を除いた額。

地方税収の推移

（ 9ページ）
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揮発油税（国税）
地方揮発油税（国税）

円/ℓ
本則税率 円
上乗せ分 円

消費者
・

事業者

（注 ）地方揮発油税は、地方の一般財源として都道府県及び市区町村へ全額譲与（地方揮発油譲与税）。
（注 ）令和 年度税収について、地方揮発油税は令和 年度当初予算額（案）、軽油引取税は令和 年度地方財政計画額。

石油石炭税（国税）
円/ℓ

農林漁業用
重油は免税

灯油は免税

軽油引取税（地方税）
円/ℓ

本則税率 円
上乗せ分 円

農林業、船舶等の
用途は免税

蔵出し課税
（納税義務者は元売り）

引取り課税
（納税義務者は引取りを行う者）

原油

ガソリン

灯油

軽油

重油

令和 年度税収（注 ） うち上乗せ分

地方揮発油税（注 ） ， 億円 億 円

軽油引取税 ， 億円 ， 億 円

計 兆 ， 億円 ， 億 円

うち地方揮発油税
円/ℓ

本則税率 円
上乗せ分 円

ガソリン、軽油等に関する税の概要

１．車体課税・燃料課税

（11ページ）
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地方団体の意見

『いわゆる「ガソリンの暫定税率」廃止に関する議論等について』（抄）

暫定税率に係る地方税収は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税で約５千億円と試算されてお
り、財源の乏しい地方部ほど貴重な財源となっている。今後、政府が掲げる「地方創生２．０」に対
応し、地方としても安心して生活できる持続可能な地域づくりに取り組む必要がある中、地方の
社会インフラの更新・老朽化対策や防災・減災事業などに対する財政需要が一層増していくと見
込まれることを考慮すると、財政需要に対応した地方財源が安定的に確保されていかなければ
ならない。

また、各地方自治体においては既に令和７年度予算案において関連税収を財源として編成し、
地方議会において審議しているところであり、唐突な廃止により混乱が生じることも懸念される。

このようなことから、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、地方の安定的な行政
サービスの提供及び財政運営に支障が生じないよう、地方の意見を尊重し、地方の減収につい
ては代替の恒久財源を措置するなど、与党税制改正大綱に記載されているとおり、国・地方を通
じた安定的な財源を確保することを前提に、丁寧に議論を進めていただきたい。

全国知事会長による要請文書抜粋（令和７年３月 日）

全国知事会「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」抜粋（令和６年８月２日）

『 ２１ 地方分権改革の推進について』（抄）

国の政策が地方税財政に影響を及ぼす場合は、国が確実に財源を措置し、その際には自主財
源比率を低下させないよう、地方税源の充実を行うことを基本ルールとすること。

ガソリン暫定税率廃止に係る合意書

【参考】
令和６年 月 日自公国３党幹事長間合意書

【参考】
令和 年 月 日与野党国対委員長間合意書

（13ページ）
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当分の間税率を廃止した場合の ₂₂排出量への影響（環境省試算）

いわゆる「ガソリンの暫定税率」廃止に関する緊急提言（令和７年８月２７日）

（略）

いわゆる「ガソリンの暫定税率」による税収は、揮発油税、地方揮発油税のほか、軽油引取税をあわせて約１．５兆

円と見込まれており、地方の道路整備や維持管理、老朽化対策等にも充てられる重要な財源となっている。また、

このうち地方の財源は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税を合わせて約５千億円と試算されており、財源の乏しい

地方にとって極めて貴重なものとなっている。

地方は「地方創生２．０基本構想」に対応し、安心して生活できる持続可能な地域づくりに取り組む必要がある中、

社会インフラの更新や老朽化対策、防災・減災事業などに対する財政需要は今後一層高まっていくと見込まれるこ

とを考慮すると、財政需要に対応した安定的な地方財源が確保されなければ、地方の存続そのものが危ぶまれる

事態に陥る。

また、各地方自治体においては既に当該財源をもとに令和７年度予算を編成し、各種事業を実施する中、唐突な

廃止は財源不足を招き、地方行政が機能不全に陥ることも懸念される。

加えて、暫定税率の廃止はガソリンの消費拡大につながりかねず、二酸化炭素の排出削減の取組が後退するな

ど、脱炭素化に逆行するとの指摘もある。

このようなことから、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、安定的な行政サービスの提供及び財政

運営を担う地方への影響等を十分に考慮し、財源論なき減税が行われることがないよう、地方の減収に対しては代

替となる恒久財源を措置するなど、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提に、将来世代の負担にも

十分配慮の上、責任ある議論を丁寧に進めていくことを強く求める。

村井 嘉浩

藏内 勇夫

松井 一實

丸子 善弘

棚野 孝夫

中本 正廣廣

久元 喜造

全 国 知 事 会 会 長

全国都道府県議会議長会会長

全 国 市 長 会 会 長

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長

全 国 町 村 会 会 長

全国町村議会議長会会長

指 定 都 市 市 長 会 会 長
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揮発油税 兆 億円
地方揮発油税 億円

※全額を地方揮発油譲与税として
都道府県・市町村に譲与

：：地地方方財財源源

取 得 利 用 走 行

揮発油税

軽油引取税
（道府県税）
〔 億円〕

自動車重量
譲与税として

億円を
地方団体に譲与

・種別割
〔 兆 億円〕

・種別割
〔 億円〕

自動車
重量税

〔 億円〕

都道府県分 億円
市町村分 億円

・環境性能割
〔 億円〕

・環境性能割
〔 億円〕

自動車税（道府県税）

軽自動車税（市町村税）

保 有

【国税】 【国税】

地方揮発油税

車体課税（ 兆円）は８割超が地方財源（ 兆円）

（うち都道府県分１ 兆円、市町村分 兆円）

燃料課税（ 兆円）は４割程度が地方財源（ 兆円）

（うち都道府県分 兆円、市町村分 兆円）

※ 税額について、地方税は令和７年度地方財政計画額 （市町村分の財源には、環境性能割交付金及び軽油引取税交付金を含む。）、 国税は令和７年度当初予算額により計上している。

都道府県分 億円
市町村分 億円

自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の概要

令和７年度与党税制改正大綱 （抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

４４．．自自動動車車関関係係諸諸税税のの総総合合的的なな見見直直しし

（１）見直しに当たっての基本的考え方

自動車関係諸税については、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「 年カーボン

ニュートラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、

① ＣＡＳＥに代表される環境変化にも対応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高

まり等を踏まえつつ、自動車関係諸税全体として、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提とする

② わが国のマルチパスウェイ戦略の下で、多様な動力源（パワートレイン）が併存していくことを踏まえた税制とする

また、わが国の自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏まえ、補助金等も活用しつつ、市場活性化や産業基盤の維持

発展に配慮するとともに、電費改善等のイノベーションを促し、質の高い電気自動車等の普及に資する税制とする

③ 二酸化炭素排出量抑制により、脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献するものとする

④ 自動車関係諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税の考え方や、こ

れまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく

その際、中長期的には、データの利活用による新たなモビリティサービスの発展等、自動車の枠を超えたモビリティ産業の

発展に伴う経済的・社会的な受益者の広がりや保有から利用への移行等も踏まえる

との考え方を踏まえつつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合

的に検討し、見直しを行う。

（２）車体課税の見直し

車体課税については、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するものとすべく、国・地方の税収中立の下で、取得

時における負担軽減等課税のあり方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な

税負担のあり方等について、関係者の意見を聴取しつつ検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。

（３）利用に応じた負担の適正化に向けた課税の枠組み

異なるパワートレイン間の税負担の公平性や将来に向けた安定的な財源確保、ユーザーの納得感の観点から、利用に応じ

た負担について、使途、執行・関係技術等を踏まえ検討し、課税の枠組みについて、令和８年度税制改正において結論を得る。

令和 年 月 日
自 由 民 主 党
公 明 党
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地方団体における自動車関係諸税の税収と
自動車に関する行政サービスに要する費用

年 月 年 月 年 月

道路橋
（橋長２ｍ以上）

約 ％ 約 ％ 約 ％

トンネル 約 ％ 約 ％ 約 ％

建設後 年以上経過する社会資本の割合

※ 国土交通省ＨＰ「インフラメンテナンス情報」を基に作成。

○ 自動車に関する行政サービスに要する費用は、自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の税収を上回っている。

○ 今後見込まれる道路や橋梁、トンネルなどの更新・老朽化対策や、防災・減災事業が確実に実施できるよう、社会インフラ
財源の確保は地方団体にとって極めて重要。

（兆円）
将来の社会資本の維持管理・更新費の推計結果

〔予防保全〕
最大 倍

※平成 年 月 日「経済・財政一体改革推進委員会 国と地方のシステムワー
キング・グループ」国交省提出資料等を基に作成。

（ ） （年度）

予防保全：施設の機能等に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。
事後保全：施設の機能等に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

約 兆円
～

約 兆円

約 兆円
～

約 兆円
〔事後保全〕
最大 倍

約 兆円

自動車に関する行政サービスと自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の状況

※歳入及び歳出については令和 年度決算額。
※端数処理の関係で合計が一致しない。

新設・維持補修、
点検、除排雪 等

救急 約 兆円

交通安全対策
約 兆円

道路関係
（農林道含む）
約 兆円

地方揮発油譲与税 約 兆円

軽油引取税
約 兆円

自動車税種別割
約 兆円

自動車重量譲与税
約 兆円

環境性能割
約 兆円

軽自動車税種別割 約 兆円

歳入 約 兆円 歳出 約 兆円

（注）表中における計数は、令和５年度までは決算額、令和６年度以降は地財計画額による。

税収ピーク

車体課税 計

軽自動車税（種別割）（＋旧軽自動車税）

旧自動車取得税

自動車税・ 軽自動車税（環境性能割）

～
～

～
～

自動車税（種別割）（＋旧自動車税）

▲ 億円程度

○ 令和７年度においては１兆 億円、ピーク時の平成８年度と比較すると▲ 億円程度の減と見込まれている。

（単位：億円）

車体課税（地方税）の税収推移
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項 目 自動車税（環境性能割） 軽自動車税（環境性能割）

１．課税団体 都道府県 市区町村
※ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収を行う

２ 課税客体 自動車の取得（特殊自動車を除く） 三輪以上の軽自動車の取得（特殊自動車を除く）

３．納税義務者 自動車等の取得者

４．課税標準
自動車等の通常の取得価額
※その他バリアフリー自動車や先進安全装置を備えたバス・トラックについての課税標準の特例等あり

５．税 率 ０～３％（環境性能等に応じて税率が決定）
※営業用自動車及び軽自動車は、０～２％（当分の間の措置）

６．免 税 点 ５０万円

７．徴収方法 申告納付

８．交 付 金

都道府県に納付された税額の１００分の９５のうち、
１００分の４３を市区町村に交付
（更に政令指定都市には、国・県道管理分として、政令市特例分を交付）

※令和３年度以前は都道府県に納付された税額の１００分の９５のうち、
１００分の４７を市区町村に交付

９．税 収
１ ８８９億円（令和７年度地方財政計画額）
※自動車税環境性能割：１ ６５２億円、軽自動車税環境性能割：２３７億円

．沿 革 令和元年 消費税率１０％への引上げ（令和元年１０月）に伴い環境性能割の創設

（参考：自動車取得税）

昭和４３年 都道府県及び市町村の道路に関する費用に充てるため、目的税として創設（税率３％）

昭和４９年 自家用自動車（軽自動車を除く）に特例税率（いわゆる暫定税率）を導入（３％→５％）

平成２１年 道路特定財源の一般財源化に伴い、目的税から普通税に改め、使途制限を廃止

平成２２年 これまでの１０年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、５％の税率水準を維持

平成２６年 消費税率８％への引上げに伴う当分の間税率の見直し（自家用５％→３％、営業用及び軽自動車３％→２％）

令和元年 消費税率１０％への引上げ（令和元年１０月）に伴い廃止

自動車税・軽自動車税 環境性能割 の概要

○ 地方団体が管理する道路は国内総延長の約９ ％

○ 道路の舗装工事費の単価は、過去 年間で約１ 倍に増加

○ 老朽化した全ての橋梁に対する修繕等の措置には今後約２０年を要する見込み

地方の道路インフラにおける維持管理の現状

舗装工事費の単価は 年で約１．４倍国内の道路の管理区分

約 千万円

約 千万円

約 倍

老朽化橋梁の修繕等完了は約 年後

年度末時点
措置未完了の橋梁数
約 橋 年

１年間に減少する
判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数

約 橋 年
÷

＝ 約 年

直轄国道（約 ％）

補助国道（約 ％）

都道府県道（約 ％）

市町村道（約 １％）

高速自動車国道（約 ％）

約９７％が
地方管理

供用延長 約 （ ）
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…

約 万台

③非課税

ハイブリッド車

自動車税環境性能割の税率の適用状況 令和５年度新車新規

電動車
・ ・

ガソリン車
（ハイブリッド車を除く）

（高） （低）環境性能

○ 環境インセンティブを強化する観点から、環境性能の良い電動車（ 、 、 等）は、そのほとんどが非課

税となっている。

【出典】 「自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割に係る適用状況に関する調」に基づき推計

約 万台約 万台

①

②

非課税
③

②

①

① 適用税率
② 適用税率
③ 適用税率

非課税

パワートレイン別の自動車税環境性能割の税率適用状況

車 種 ～

（自家用乗用車） 税率区分 自動車税 軽自動車税

電気自動車

プラグイン

ハイブリッド車等

非課税 すべて

ガソリン車、

石油ガス車、

ディーゼル車

（いずれも を含
む）

非課税
年度燃費基準

％ 達成～

年度燃費基準

％ 達成～

１％ ％ 達成～ ％ 達成～

２％ ％ 達成～

３％
（軽は２％）

上記以外 又は
年度燃費基準未達成

○ 環境性能割は、自動車がもたらす 排出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的費用にかかる

行政需要に着目した原因者負担金的性格を有している。

○ 環境インセンティブを強化する観点から、自動車の環境性能に応じて税率を決定する仕組みとして設計。

⇒ 環境性能割が課税されるのは、ガソリン車等の「燃費性能の悪い（ 排出量の多い）自動車」となっている。

○ 自動車税・軽自動車税環境性能割（約 億円）は貴重な地方団体の財源となっている。

環境性能割の税収 億円

うち市町村分 ：約 億円
（ 地財計画ベース）

うち都道府県分：約 億円

（参考） ５適用件数の割合（件数）

税率区分 自動車税 軽自動車税

非課税 ％
約 万台

％
約 万台

１％
％

（約 万台）

％
（約 万台）

２％
％

（約 万台） ％
（約 万台）

３％
（軽は２％）

％
（約 万台）

半数以上が非課税

環境性能割に関する論点

（23ページ）

（24ページ）



―100―

環境性能割を廃止した場合の ₂₂排出量への影響（環境省試算）

地球温暖化対策計画（抄）（令和７年２月 日閣議決定）

第３章 目標達成のための対策・施策

第２節 地球温暖化対策・施策

１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策

（１）温室効果ガスの排出削減対策・施策

① エネルギー起源二酸化炭素

．運輸部門の取組

運輸部門における 年度の二酸化炭素排出量は、２億 万 であり、 年度比で ％減少してい

る。主な減少要因は、自動車の燃費改善や貨物輸送における輸送量の減少等であり、この排出量の減少傾向を一層

着実なものとするため、自動車・道路交通流対策、公共交通機関の利用促進、物流の効率化など、総合的な対策を推

進する。

運輸部門の二酸化炭素排出量の ％を占める自動車については、 年ネット・ゼロ実現に向け、多様な選択

肢を追求し、 年に自動車のライフサイクルを通じた二酸化炭素排出ゼロを目指す。また、物流分野における

エネルギー効率の向上、航空・港湾・海運分野における次世代燃料の活用などの取組を進めていくことが重要である。

将来の脱炭素技術の開発、実証及び実装の状況を踏まえ、適切な時期に対策の具体化・見直しを行う。

（ ）自動車単体対策

○次世代自動車の普及、燃費改善等

エネルギー効率に優れる次世代自動車（ 、 、 、ハイブリッド自動車（ ）等）の普及拡大を推進する。

そのため、現時点では導入初期段階にありコストが高いなどの課題を抱えているものについては、補助制度や税制

上の優遇等の支援措置等を行うなど、電動車・インフラの導入拡大等の包括的な措置を講ずる。蓄電池については、遅

くとも 年までに国内製造基盤 年の確立を目指して、蓄電池・部素材・製造装置の製造基盤の国内立

地・技術開発への支援等を進めていく。また、車載用蓄電池のリユースや車両からの給電設備の整備を促進し、再生

可能エネルギーの有効利用に貢献する。

こうした取組により、乗用車については、 年までに、新車販売で電動車（ 、 、 、 ） ％の

実現を目指す。また、商用車については、８トン以下の小型車については新車販売で、 年までに電動車 〜

％、 年までに電動車と合成燃料等の脱炭素燃料車で ％を目指す。８トン超の大型車については、

年代に 台の先行導入を目指すとともに、水素や合成燃料等の価格低減に向けた技術開発・普及の取組の進捗

も踏まえ、 年までに 年の電動車の普及目標を設定する。

※第７次エネルギー基本計画（令和７年２月１８日閣議決定）においても同様の記載
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平成 年度 自動車税のグリーン化特例の創設

平成 年度 軽自動車税の経年車重課の創設（適用は平成 年度から）
自動車税のグリーン化特例の重課割合を引上げ

平成 年度 軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の創設

令和元年度 種別割の税率引下げ（恒久減税）に対する地方税財源の確保策として、軽課の対象を電気自動車等に重点化
（平成 年度与党大綱において「最終的な結論」とされている。消費税率の引上げに配慮し、令和３年度取得分から適用。）

令和３年度 グリーン化特例（軽課）の対象からクリーンディーゼル車（構造要件）を除外

①これまでの改正経緯

○ 自動車税・軽自動車税のグリーン化特例は、自動車税の財産税的性格及び道路損傷負担金的性格に、環境の観

点を導入した環境配慮型税制。

電気自動車等に対して取得翌年度の自動車税・軽自動車税 種別割 の税率を軽減し、初回新規登録から一定年

数を経過した自動車の税率を重くする。

適 用 対 象 車 特 例 割 合

軽
課

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車※ ▲ ％軽減
（取得翌年度）

重
課

ガソリン車（ 年超、ハイブリッド車は含まない）、
ディーゼル車（ 年超）

登録車 ％重課

軽自動車 ％重課

②グリーン化特例の適用対象車両 ※自家用乗用車の例

※ ２年ごとに適用期限の延長、対象車両の見直し等を実施（令和５年度改正では適用期限を３年延長）。

※ 軽課については一定の排ガス性能を要求

※ 重課の対象からは電気自動車、天然ガス自動車、（混合）メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除外

取得期間（軽課）：令和５年４月１日～令和８年３月３１日

グリーン化特例の概要（種別割）

項 目 自動車税種別割 軽自動車税種別割

１．課税団体 都道府県 市区町村

２ 課税客体 自動車 二輪の小型自動車､軽自動車及び特殊自動車を除く 軽自動車､二輪の小型自動車､原動機付自転車､小型特殊自動車

３．納税義務者 自動車の所有者 軽自動車等の所有者

４．賦課期日（納期） ４月１日 （自動車税は５月中、軽自動車税は４月中において、当該地方団体の条例で定める。）

５．税 率 自動車・軽自動車等の種別、総排気量等ごとに設定 （制限税率は、標準税率の 倍）

６．税 収 兆 億円 （令和 年度地方財政計画額） 億円 （令和 年度地方財政計画額）

［税率：円］

［総排気量： ］

軽自動車税 ← → 自動車税

○ 自動車税・軽自動車税（種別割）は、財産税的性格と道路損傷負担金的性格を併せ持つ税であり、税率区分の指
標として、総排気量（乗用車）や最大積載量（トラック）等が採用されている。

自家用乗用車の標準税率

車両の価格・重量等に関わらず、電気自動車・燃料
電池自動車には最低税率（ 円 年）を適用

自動車税・軽自動車税（種別割）の概要
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車両性能の他、充電インフラ整備、アフターサービス体制の確保などの各メーカーの取組を総合評価や 推進に
向けた鋼材の導入に関する各メーカーの取組を評価（最大５万円を加算）し、ＥＶ１台当たり最大 万円を補助※
※ 車両価格が 万円以上の車両は、補助額に価格係数 を乗じた額を補助

車両価格１ 万円以上の高級ＥＶは近年増加傾向

（参考）クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 （令和６年度補正予算： 億円）

［ＥＶの税負担の例］

万円以上の車種 車種 車種

うち
万円以上～
万円未満

車種 車種

万円以上～
万円未満

車種 車種

万円超 車種 車種

（参考） 万円未満の車種 車種 車種

※一般社団法人次世代自動車振興センター
「令和４年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」及び
「令和５年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」より集計

電気自動車

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量： －

最高出力：

税 額： 円

電気自動車

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量： －

最高出力：

税 額： 円

（ 時点）

電気自動車（ に対する自動車税種別割の現状と課題

○ ガソリン車・ハイブリッド車との税負担の比較

ガソリン車（Ａ車） ハイブリッド車（Ｂ車） 電気自動車（Ｃ車）

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量：

最高出力：

税 額： 円

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量：

最高出力：

税 額： 円

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量： －

最高出力：

税 額： 円

○ 電気自動車等（ ・ ）は、エンジンを持たず総排気量の値がないため、便宜上、最低税率を適用。

⇒ この結果、その価格、出力、重量等に比して、低い税負担（ 円）となっている※。

○ 自動車税 種別割 の性格を踏まえれば、税負担の公平性（ガソリン車・ハイブリッド車との税負担の公平性、電気

自動車間でのグレード等に応じた適切な税負担の実現）について検討していくことが必要。

【出典】 各メーカー公表情報等より作成（ 時点）

※ 地方税法（昭和 年法律第 号）第 条第 項第 号ロ において総排気量が１リットル以下のものの税額は 円 年とされており、「地方税
法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」（平成 年 月 日総税都第 号総務大臣通知）において、電気自動車である乗用車に係る税率につい
ては、総排気量１リットル以下の区分の税率によることが適当であるとされている。

電気自動車等の税負担の状況

（29ページ）
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２．地方消費税

地方財政審議会「自動車関係税制のあり方に関する検討会」について

＜検討会の設置＞

地方財政審議会に「自動車関係税制のあり方に関する検討会」を設置し、令和８年度税制改正
に向けて、令和７年度与党税制改正大綱を踏まえた専門的検討を行う。

＜検討会メンバー＞

委員 小西砂千夫会長ほか、地方財政審議会委員（５名）

特別委員 赤井 伸郎 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

岡村 忠生 京都大学名誉教授

柏木 恵 キャノングローバル戦略研究所研究主幹

勢一 智子 西南学院大学法学部教授

諸富 徹 京都大学大学院経済学研究科教授

＜スケジュール＞ 月に１～２回程度のペースで開催予定

第６回 〃 ８月２２日

第７回 〃 ８月２７日

第８回 〃 ９月２日

第９回 〃 ９月１２日

＜開催実績＞

第１回 令和７年４月 日

第２回 〃 ５月 日

第３回 〃 ６月 日

第４回 〃 ７月 ３日

第５回 〃 ８月１９日

（31ページ）
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地方消費税に係る国・地方の配分の経緯

兆円
地方分

％

８％時
（平成 年４月～）

地方消費税
％

地方分
％

％時
令和元年 月～）

地方交付税分
％

地方消費税
１ ％

消費税
（国分

％）

地方分
％

５％時
（平成９年４月～）

地方分
％

３％時
（平成元年４月～）

消費税導入前
（～平成元年３月）

○ 消費税の創設に際し、個別間接税（地方税）を廃止・縮減。以降、消費税収の約４割は地方財源。

○ 現在、消費税収のうち地方分は 兆円。なお、地方の社会保障施策に要する経費（※）は 兆円。

※ 地方税法第 条の において使途として規定されている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費（地方単独事業を含む）。

－消費税収に占める
地方分の割合

※ 料理飲食等消費税

娯楽施設利用税

電気税、ガス税

木材引取税 等の地方税

％ ％ ％ ％

地方消費税
１ ％

地方交付税分
％

消費税
（国分

％）

消費譲与税
％

個別間接税※

地方消費税
１ ％

地方消費税
％

地方交付税分
％

消費税
（国分 ％）

地方交付税分
％

消費税
（国分

％）

注 ： 金額は令和７年度地方財政計画及び令和７年度予算ベース。
グラフ上の％表記は消費税率相当に換算したもの。

兆円
国・地方
合計

地方消費税について

消消費費税税収収のの約約 割割
地地方方分分
（約 兆円）

地方交付税分

地方交付税分

地方消費税

地方消費税軽軽減減税税率率

標標準準税税率率

消消費費税税収収のの約約 割割
地地方方分分
（約 兆円）

約 兆円
（合計の約 ％）

消費税

消費税

約 兆円
（合計の約 ％）

○ 消費税収の約４割（ 兆円）は地方分。なお、地方の社会保障施策に要する経費は 兆円。

合計
約 兆円

注 ： 金額は令和７年度地方財政計画及び令和７年度予算ベース。
グラフ上の％表記は消費税率相当に換算したもの。
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地方の社会保障施策に要する経費の将来見通し

○ 地方の社会保障施策に要する経費※ は、増加している。

※１ 金額は、地方財政計画ベース。 単位：兆円）
※２ 年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省平成 年５月 日）

２

（ ） （ ）

兆円 兆円

約＋ ％

１０年間で

＋ ４兆円
（約＋ ３％）

19.5

23.9

８ ９ ３０ ３１ ２ ３ ４ ５ ６

23.622.922.522.121.821.020.319.8

（参考）

我が国の社会保障給付の見通し※２

地方消費税等の社会保障財源としての活用状況

※ 金額は令和７年度地方財政計画ベース。

【主な社会保障施策】

＜医療＞

国民健康保険 ・・・ １． 兆円

後期高齢者医療制度 ・・・ ３．１兆円

障がい者医療 ・・・ ０．３兆円

＜介護＞

介護保険 ・・・ ３．６兆円

＜子育て等＞

保育所等 ・・・ ２．４兆円

児童手当 ・・・ ０．７兆円

地方の
社会保障施策
に要する経費

２３．９兆円

３１．４兆円

地方消費税
２．２％（１．７６％）

６．５兆円

消費税
※地方交付税分含む
７．８％（６．２４％）

２４．９兆円

地方交付税分
１．５２％（１．２２％）

４．９兆円

消
費
税
収
の
約

割

歳出税収
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地方団体の意見（消費税減税）

消消費費税税にに関関すするる緊緊急急提提言言

消消費費税税は、令和７年度予算ベースで約 兆円の税収が見込まれ、特定の世代に限定されることなく、
全国民、すなわち全世代共通の社会保障制度の基盤としてあらゆる世代で負担を分かち合うものであり、
地域住民の生命と生活を支える根幹たる基礎年金、高齢者医療、介護、そして次世代育成のための子育
て支援といった諸諸施施策策をを支支ええるる極極めめてて重重要要なな財財源源となっている。

また、消消費費税税収収のの約約４４割割、、約約 兆兆円円はは地地方方税税財財源源であり、その減収は、地方団体の財政運営に直接
的かつ甚大な打撃を与え、ひいてはこれらのサービスの質と量を大きく低下させることが懸念される。
少子高齢化が進行する中にあっては、これらのサービスの財源として、将来世代に負担を残すことなく
恒久的な財源を確保することが重要である。

加えて、消費税率の変更は、価格表示の変更やシステム改修、買い控え・駆け込み需要とその反動な
ど、現場に混乱をもたらす様々な課題が生じる可能性があり、これまでの累次の消費税率引上げにおい
ても、地方団体及び事業者の負担や経済への影響に最大限配慮し、相当の準備期間を設けた上で慎重に
進められてきたものである。

地地方方財財政政はは、、継継続続的的にに増増嵩嵩すするる社社会会保保障障関関係係費費にに加加ええてて、、昨昨今今のの急急激激なな物物価価高高ななどど、、増増加加すするる歳歳出出にに
対対応応ししななけけれればばななららなないい極極めめてて厳厳ししいい状状況況ににああるるが、そのような中にあっても、地地方方団団体体はは、、安安定定的的にに
行行政政ササーービビススをを維維持持ししつつつつ、、政政府府がが掲掲げげるる「「地地方方創創生生２２．．００」」へへのの対対応応ををははじじめめ、、ここどどもも・・子子育育てて政政策策
等等のの人人口口減減少少対対策策やや防防災災・・減減災災・・国国土土強強靱靱化化対対策策とといいっったた重重要要課課題題へへ的的確確にに対対応応ししてていいくく必必要要がある。

上記のとおり、消消費費税税がが社社会会保保障障制制度度のの基基盤盤ととししてて果果たたししてていいるる役役割割やや、、日日々々住住民民とと接接ししななががらら行行政政
ササーービビススをを提提供供ししてていいるる地地方方へへのの影影響響等等をを十十分分にに考考慮慮しし、、将将来来世世代代のの負負担担にに十十分分配配慮慮ししたた丁丁寧寧なな議議論論をを
強強くく求求めめるる。

令和７年６月３日
全国知事会

会長 宮城県知事 村井 嘉浩

地方税財政常任委員会

委員長 宮崎県知事 河野 俊嗣

都道府県ごとの地方消費税収等（試算）

※ 令和 年度決算統計を基に作成。なお、地方消費税は、清算後の額であり、市町村への交付分を含む。
※ 地方交付税（消費税法定率分）は、令和 年度決算額に、令和 年度の地方交付税総額（出口ベース）に対する消費税法定率分の割合（約 ％）を乗じて
機械的に算出した額。なお、同様の考え方をとると、市市町町村村分分のの地地方方交交付付税税（（消消費費税税法法定定率率分分））のの合合計計はは２２兆兆 億億円円となる。

※ 四捨五入の都合上、合計が一致しないことがある。

（参考）指定市分 （単位：億円）

団体名
地方消費税
交付金

地方交付税
（消費税法定率分）

合計

札幌市 529 322 851
仙台市 285 72 357

さいたま市 312 32 344
千葉市 246 60 307
横浜市 884 100 984
川崎市 350 1 351
相模原市 164 63 227
新潟市 202 182 385
静岡市 180 70 250
浜松市 203 86 288
名古屋市 621 22 643
京都市 360 156 516

大阪市 764 108 873

堺市 191 112 303
神戸市 370 211 581
岡山市 179 109 288
広島市 303 154 457
北九州市 231 178 409
福岡市 416 113 528
熊本市 186 134 320
計 6,977 2,286 9,262

（単位：億円） （単位：億円）

団体名 地方消費税
(市町村分含む。)

地方交付税
(消費税法定率分)

合計 団体名 地方消費税
(市町村分含む。)

地方交付税
(消費税法定率分)

合計

北海道 2,786 1,556 4,342 滋賀県 667 329 996
青森県 626 537 1,163 京都府 1,233 463 1,696
岩手県 617 549 1,166 大阪府 4,352 805 5,157
宮城県 1,156 389 1,544 兵庫県 2,591 861 3,452
秋田県 499 490 989 奈良県 579 432 1,011
山形県 552 455 1,007 和歌山県 452 453 905
福島県 985 517 1,502 鳥取県 273 356 629
茨城県 1,409 492 1,900 島根県 328 454 782
栃木県 1,000 353 1,353 岡山県 907 423 1,329
群馬県 1,006 369 1,375 広島県 1,374 474 1,848
埼玉県 3,386 639 4,024 山口県 654 441 1,095
千葉県 2,966 553 3,519 徳島県 333 380 713
東京都 7,443 0 7,443 香川県 489 315 803
神奈川県 4,238 364 4,602 愛媛県 654 439 1,092
新潟県 1,098 633 1,731 高知県 351 442 792
富山県 542 358 900 福岡県 2,505 739 3,244
石川県 589 363 952 佐賀県 398 378 776
福井県 384 339 723 長崎県 648 564 1,212
山梨県 426 347 773 熊本県 865 552 1,417
長野県 1,090 519 1,609 大分県 552 447 999
岐阜県 1,006 474 1,480 宮崎県 548 466 1,014
静岡県 1,862 457 2,319 鹿児島県 788 692 1,479
愛知県 3,839 296 4,135 沖縄県 684 555 1,239
三重県 906 395 1,301 計 62,632 22,901 85,533
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３．いわゆる「 万円の壁」

※ 各都道府県における棒グラフ上の数値は、人口一人当たりの金額
（全国平均を100とした場合）の指数を示す。
なお、人口は令和６年１月１日現在の住民基本台帳人口による。

※ 左表は課税状況調に基づく、各都道府県の令和５年度決算の値。
※ 右表は令和５年度に適用される清算基準に基づき清算を行った
場合の理論値。

清算基準
（消費に相当する額）

ウェイト

①「小売年間販売額（商業統計）注」
②「サービス業対個人事業収入額（経
済センサス活動調査）」
の合算額

５０％

③「人口（国勢調査）」 ５０％

清算

各都道府県の「消費に相当する額」に
基づき、清算を行うことで、税収の適
正な帰属が図られる

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県
合 計

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県
合 計

注 令和６年４月１日以後に行われる清算については、経済セン
サス活動調査を適用

清算前 （本社所在地において申告・納付） 清算後

地方消費税の清算制度について
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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

改正内容
個人住民税

（令和７年分所得に係る令和８年度分から適用）
所得税

（令和７年分所得から適用）

①給与所得控除の
見直し

所得税と同様の対応（※）
＜最低保障額＞
改正前： 万円 → 改正後： 万円

②基礎控除の見直し 改正なし（最高 万円）

＜給与収入 万円相当以下の場合＞
改正前：最高 万円 → 改正後：最高 万円
※収入に応じ控除額が逓減（例：給与収入 万円相当

超の場合は 万円）

③大学生年代の子等
（特定扶養控除関係）

所得税と同様の対応

① 現行「 万円まで」の子等の給与収入について、
「 万円まで」を対象とする新たな特別控除を創設

② 子等の給与収入が「 万円～ 万円」の場合、
控除額に階段を設けて控除

④扶養親族等に係る
所得要件の引上げ

所得税と同様の対応 改正前： 万円 → 改正後： 万円

非課税ライン
（単身者の場合）

基本額等 万円 万円

給与所得控除 万円 万円

計 万円 万円

基礎控除 万円 万円

給与所得控除 万円 万円

計 万円 万円

減収見込額 平年度： 億円程度 平年度： 億円程度

※給与所得控除の見直しについては、所得割に係る所得計算が所得税の計算の例によるとされているため、地方税法の改正は不要。

改正前 改正後

万円

（変更なし）

改正前 改正後

万円

万円

（注）地方税独自の非課税限度額が適用 ※給与収入 万円相当以下の場合

令和７年度税制改正大綱（抜粋）
令和 ６年 月 日

自 由 民 主 党

公 明 党

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

１ 成長型経済への移行

（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題がある。

わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では物価が上

昇傾向にある。一般に指標とされる消費者物価指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成７年から令和５年にかけ

て ％程度上昇し、令和６年も 月までに３％程度上昇しており、今後も一定の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む

基礎的支出項目の消費者物価は平成７年から令和５年にかけて ％程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基

礎控除の額を現行の最高 万円から最高 万円に 万円、 ％程度引き上げる。

給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除

額も増加する。しかしながら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しない構造であるため、物

価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の 万円から 万円に 万円引き上げる。

また、現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘

がある。このため、 歳から 歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が 万円（給与収入 万円に相当）までは、親等が

特定扶養控除と同額（ 万円）の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が 万円を超えた場合でも親等

が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する。

さらに、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎控除と同額の 万円を、基礎控除の

引上げを踏まえ、 万円とする。

以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年から適用する。

個人住民税については、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手

続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設並びに扶養親族及び

同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとし、令和８年度分の個人住民税から適用する。

上記の所得税及び個人住民税の見直しについては、デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が定

額であることに対して物価調整を行うものであることを踏まえて、特段の財源確保措置を要しないものと整理する。仮に今後、こ

れを超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、歳入・歳出両面の取組みにより、必要な安定財源を追加的

に確保するための措置を講ずるものとする。

従来、給付や負担の決定にあたって所得税及び個人住民税の所得・税額を参照してきた各種制度について、見直し後の給付や負

担の決定基準のあり方については、負担能力に応じて支え合う全世代型社会保障の考え方や給付と負担のバランスの安定性確保

の重要性等も踏まえ、所管省庁において検討し、その結果を踏まえ、必要な対応を行う。

（41ページ）
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個人住民税所得割の計算の仕組み

算出税額 納付税額

前
年
中
の

《収
入
金
額
》

所得金額の
計算

税額の
計算

前
年
中
の

《合
計
所
得
金
額
》

所
得
控
除

《課
税
所
得
金
額
》

基礎控除

扶養控除

特定扶養控除

最高 万円（所得税最高 万円）

万円（所得税 万円）

万円（所得税 万円）

など

【比例税率】 ％（県４％、市６％）

税額控除

個人住民税独自の計算

所
得
計
算
上
の
控
除

所得税と同一の計算

課税所得金額の
計算

所得控除

税 率

所得の区分・種類に応じた配慮

給与所得控除 など

所得計算上の控除

家族構成や家族の収入等の事情に応じた配慮（人的控除）

「地域社会の会費」という
性格からいずれも所得税
より低く、地方税独自に設定

個人住民税の概要等

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

５％

％

％

％

％

％

％

（給与収入：万円）

（限界税率：％）

［単身者の場合］

（個人住民税）

税収：約 兆 億円、納税義務者数：約 万人
【内訳】 市町村：約 兆円（うち、指定都市：約 兆円）、都道府県：約 兆円

市町村民税 道府県民税

標準税率 ６％ ４％

※指定都市は、市民税８％ ・道府県民税２％。

所得税

〔令和８年度～〕

（43ページ）
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大学生年代の子等に関する特別控除の創設（令和７年度税制改正）

○ 就業調整対策の観点から、国税と同様の措置として、大学生年代の子等に係る新たな控除（特定扶養
控除と同額の 万円）を創設する（令和８年度分の個人住民税から適用）。

○ 控除対象の子等の所得要件を 万円から 万円に拡大するのに合わせて、子等の所得に応じて
控除額を逓減させる仕組みを設ける。

＜＜特特定定扶扶養養控控除除とと特特定定親親族族特特別別控控除除のの対対象象＞＞

特定扶養控除 ： 給与収入 万円以下である、 歳以上 歳未満の扶養親族
（改正前：給与収入 万円以下）

特定親族特別控除 ： 給与収入 万円超 万円以下である、 歳以上 歳未満の親族等
（控除額は給与収入 万円から逓減）

＜＜控控除除イイメメーージジ＞＞
控除額
（万円）

対象となる親族
の給与収入

（合計所得金額）

特定扶養控除 特定親族特別控除

個
人
住
民
税

所
得
税

基礎控除

（単位：万円）

年度（年） 個人住民税 所得税

昭和 ～

～

〃

～ 〃

〃

～

〃

平成 元 〃

〃

～ 〃

～令和元

〃 最高

～ 最高 〃

〃 最高

【控除額の推移】 【基礎控除の沿革等】

政府税調答申（昭和 年 月）

・ 所得税の改正がそのまま住民税に影響をおよ

ぼさないよう、その各種の控除の金額に地方税

独自の金額を定めることを基本とした。

昭和 年度より、所得課税の方式をとりつつ、

所得税の影響を遮断できるよう、個人住民税独自

の基礎控除を創設（＝現行の個人住民税制度の

創設）。

※１ 平成 年度改正により、給与所得控除の 万円引下げに伴い、 基礎控除を 万円引き上げることとなった。
※２ 令和３年度分個人住民税（令和２年分所得税）より、基礎控除の控除額は、本人の合計所得金額 万円から３段階で逓減、 万円超で消失する。
※３ 収入に応じ控除額が逓減（例：給与収入 万円相当以下の場合は、最高 万円）。

※３

○ 基礎控除は、昭和 年度の個人住民税創設時（シャウプ勧告）に、所得税の計算の例によるものとして導入された。

○ 昭和 年度より、個人住民税独自の所得控除として創設され、基本的に所得税における基礎控除額の引上げ等を踏まえて、
以下のように、控除額の引上げが行われてきた。

○ 個人住民税における基礎控除は、「地域社会の会費」という個人住民税の基本的性格から、控除額を所得税よりも低く設定。

（45ページ）
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４．地方団体間の税収の偏在や
財政力格差の状況の原因・課題の分析

大綱決定を受けた各地方団体の声明

○全国知事会「令和７年度与党税制改正大綱」について（抜粋）（令和６年（ 年） 月 日）

いわゆる「１０３万円の壁」に係る個人住民税については、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設並び

に扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとされた。個人住民税が「地域社会の会

費」的な性格であることや、地方税財源への影響、税務手続の簡素化の観点等に配慮いただいたことに深く感謝申し上げる。仮に今

後、今回を超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、地方の担う行政サービスに支障を来すことがないよう、

国の責任において代替となる財源を適切に確保いただくよう強く求める。

○全国市長会「令和７年度与党税制改正大綱について」（抜粋）（令和６年（ 年） 月 日）

個人所得課税については、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、令和７年分以後の所得税の基礎控

除の額及び給与所得控除の最低保障額がそれぞれ 万円引き上げられるとともに、令和８年度分以後の個人住民税の給与所得控

除の最低保障額が 万円引き上げられるなどとされたところである。こうした見直しについては、現下の物価動向において、人手

不足等への対応として、「働き控え」の解消など様々な働き方改革の取組を進めていく中で、地方税財政への影響等を勘案しつつ、個

人住民税の「地域社会の会費」としての性格も踏まえ、とりまとめがされたことは理解するものである。

言うまでもなく、個人住民税は都市自治体における最大の税目であるとともに、住民に身近な行政サービスの基盤となっている。

今後、何らかの見直しが行われる場合においても、地方の担う行政サービスに支障をきたすことがないよう、地方交付税原資の減少

分も含め、国の責任において、地方一般財源を確保することを強く求める。併せて、地方に大きな影響を及ぼす改正を行う場合、地

方の意見を十分に踏まえて対応するよう強く求める。

○全国町村会「令和７年度与党税制改正大綱について」（抜粋）（令和６年（ 年） 月 日）

いわゆる「１０３万円の壁」については、令和７年分以後の所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額を引き上げること

とされ、令和８年度分以後の個人住民税については、「地域社会の会費」的な性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、給与

所得控除の最低保障額を引き上げるなどとされた。仮に今後、さらなる見直しが行われる場合には、地方財政への影響分について、

町村の財政運営に支障が生じないよう、必要な安定財源を確保するための万全な措置を講じていただきたい。

（47ページ）
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個人住民税の仕組み（所得類型別）

※１ 譲渡益は源泉徴収口座におけるものに限る。
※２ 所得割は住所地市町村にも納付、上場株式等の配当等は源泉徴収されるが、確定申告可能（総合課税又は申告分離）。
※３ 利子等の支払い事務を行なう営業所等の所在都道府県。昭和 年度の制度創設時においては、預金は預金者の住所

地に近い金融機関に預けられることが通常で都道府県単位での住所地とのずれはそれほど大きなものとはならないと
考えられていたことや金融機関の事務負担等の理由から、住所地課税の例外となっている。

所得類型 給与・事業所得等 上場株式等の配当 上場株式等の譲渡益 預金利子等

住民税の

種別
所得割 配当割 株式等譲渡所得割 利子割

税率
１０％

所得税 ５％～４５％

５％

所得税 １５％

納付先 納税義務者の住所地都道府県
（※２）

納税義務者の

口座所在地都道府県

（※３）

税収
（Ｒ５決算）

１３兆６８３億円 ２ ４０７億円 ２ ６８３億円 ２２２億円

（※１）

令和７年度税制改正大綱（抜粋）

令和 ６ 年 月 日
自 由 民 主 党
公 明 党

○ 令和７年度税制改正大綱（抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

２．地方創生や活力ある地域経済の実現

（３）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくりとして、地方税の充実確

保を図る。また、東京一極集中が続く中、既に地方に居住している人の流出を防止するととも

に、都市部から地方への移住を拡大する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくるこ

とが重要である。このため、行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方

公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在

性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む。

特に、住所地課税の例外となっている道府県民税利子割については、インターネット銀行の

伸長等の経済社会の構造変化により、あるべき税収帰属との乖離が拡大していることから、金

融機関等の事務負担に配慮するとともに、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適

正化のための抜本的な方策を検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。

（49ページ）
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あるべき税収帰属地と課税団体

個人住民税所得割 個人住民税利子割 （参考） 地方消費税

①あるべき税収帰属地
納税義務者の

住所地都道府県等
納税義務者の
住所地都道府県

最終消費地の
都道府県

課税団体と
できない理由

なし
利子等の発生の大量性、
口座の住所地把握の困難さ、
利子課税全体の合理性 等

膨大な課税取引ごとに、
県境税調整を行う必要 等

②課税団体
納税義務者の

住所地都道府県等
納税義務者の

口座所在地都道府県
本店等所在地の
都道府県

あるべき税収帰属地に
税収を帰属させるため
の制度

なし
なし

（①と②が概ね一致すると
の考えに基づく）

清算

インターネット銀行の伸長等の社会経済の構
造変化により、①と②の乖離が拡大

→ 清算制度を導入することが考えられる

一致

個人住民税（割毎）に係る東京都シェアの推移

配 当 割

所 得 割

株 式 等
譲渡所得割

利 子 割

＜参考＞東京都人口シェア ％

※１ 決算統計データを基に作成。
※２ 東京都人口シェアは令和 年度国勢調査人口等基本集計に基づき作成。
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○道府県民税利子割について、課税団体（金融機関等の営業所等所在地）とあるべき税収帰属地
（納税義務者の住所地）との間に乖離が生じる構造となっている。

○この乖離を都道府県間で調整するための地方税制上の措置として「清算制度」を導入すべき。
○清算基準は、利子等の発生源である預貯金との相関が見られる所得に関する課税データを用
いることが考えられる。

利子割における税収帰属の適正化に係る対応

口座名義人
（納税義務者）

県 県

（Ａ県に本店所在）

ネット上の
銀行口座
に預金

インターネット銀行

（Ｂ県が住所地）

利子割
を納付

（Ｂ県の支店口座）

利子割
を納付

住所地の
銀行口座
に預金

住民以外の
利子割税収も
すべて 県に
帰属する構造

住民の利子割
税収がネット
銀行所在地へ
帰属

県庁 県庁

銀行等

地方税制のあり方に関する検討会 道府県民税利子割に関する中間整理（概要）令和７年７月

与党税制改正大綱を踏まえ、道府県民税利子割の課税団体とあるべき税収帰属地との乖離が生じている状況に対
応するための方策について検討を行った。その概要は以下のとおり。

道府県民税利子割における現状と課題

具体的な対応策・清算制度の導入

⚫ 利子割は、納税義務者の住所地（あるべき税収帰属地）と預貯金の口座所在地が概ね一致するとの制度創設
時の考えから、住所地課税の例外として、預貯金の口座所在地都道府県で課税

⚫ 近年、インターネット銀行の伸長等の経済社会の変化により、あるべき税収帰属地と課税団体との間に乖離
が生じる構造となっている

⚫ まずは住所地課税の実現が検討されるべきだが、金融機関・地方団体の事務負担や所得税を含めた利子課
税全体の合理性を踏まえ、直ちに実現することは困難

⚫ 利子割の現状に早急に対応するため、あるべき税収帰属地と課税団体との乖離を都道府県間で調整する地
方税制として、清算制度を新たに導入すべき

⚫ 清算基準は、信頼性、安定性、簡素さ等が求められるところ、利子等の発生源である預貯金との相関がある、
住所地ベースの所得に関する課税データを用いることが考えられる

⚫ 詳細については、実務的な観点から、地方団体の事務負担に配慮し検討することが望ましい

○ 利子割税収の東京都シェアは令和４年度～令和６年度（速報値）で ％超の状況が継続
➢ 他の個人住民税（所得割・配当割・株式等譲渡所得割）はいずれも近年 ％程度で推移
➢ 住所地都道府県別の預貯金額シェアの推計値も近年 ％程度で推移

○ 本店以外の営業所等を持たない「インターネット銀行」の口座や実店舗が存在しない支店である「インターネット支店」に
紐付いた口座に係る利子割は、口座開設者の住所地にかかわらず、本店所在地に納入される構造

（53ページ）
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「骨太方針 」

○ 経済財政運営と改革の基本方針 ５（令和７年６月１３日、閣議決定）（抄）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針

（５）持続可能な地方行財政基盤の強化

急速な人口減少や東京一極集中により深刻化する地方公共団体における地域の担い手を始めとする資源の
不足や偏在に対応し、将来にわたり持続可能な形で行政サービスを提供していく観点から、市町村に対する
垂直補完、市町村間の水平連携、多様な主体との連携、デジタル技術の活用といった取組を推進し、地方公
共団体における事務執行上の課題に対応するため、国・都道府県・市町村の役割の見直しを含めた課題解決
に向けた議論を促進する。また、地方公共団体が連携して地域に必要な人材を確保・育成する取組や複数団
体による広域的な公共施設の集約化・複合化や共同利用を進めるための取組を推進する。

東京一極集中が続き行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収の
偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系
の構築に向けて取り組む。

地方公共団体が行う公共事業や施設管理、サービス等における価格転嫁の推進等や、地域を支える老朽イ
ンフラの適切な管理、地域医療提供体制の確保等のための取組を進めるとともに、地方の一般財源の総額を
確保して、地域における賃上げを起点とした成長型経済の実現を支える地方行財政基盤の持続性を確保・強
化する。

持続可能な地方行財政に向け、地方における生産性向上を推進するとともに、計画策定の効率化、経由事
務の廃止、経由調査の見直し、デジタル技術の活用といった事務の簡素化・効率化を進め、地方分権改革に
取り組む。

令和７年度与党税制改正大綱（令和６年 月 日）（抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

２．地方創生や活力ある地域経済の実現

（３）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくりとして、地方税の充実確保を図る。また、

東京一極集中が続く中、既に地方に居住している人の流出を防止するとともに、都市部から地方への移住を拡大

する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくることが重要である。このため、行政サービスの地域

間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題

の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む。

特に、住所地課税の例外となっている道府県民税利子割については、インターネット銀行の伸長等の経済社

会の構造変化により、あるべき税収帰属との乖離が拡大していることから、金融機関等の事務負担に配慮する

とともに、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討し、令和８年度

税制改正において結論を得る。
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東京都の税収の推移

（注） 令和５年度までは決算額、令和６年度は予算額及び 末現在の収入済額、令和７年度は予算額であり、特別法人事業譲与税等を含まない。

（出所）東京都 より

３

兆円

（主な内訳）
○地方法人二税

４７億円
○個人都民税

億円
○地方消費税

３５億円
○固定資産税・都市計画税

２億円

＋ 億円

予算 予算見込

全国に占める東京都の税収シェアの推移

地方消費税

個人住民税

固定資産税

地方法人二税
（譲与税含む）

地方法人二税
（譲与税除く）

（注）１ 税収額については決算額であり、超過課税及び法定外税等を除いた額並びに地方消費税清算後ベースである。
２ 平成 年度以降の地方法人二税の点線は、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を除いた額。
３ 東京都の税収は、東京都及び都内区市町村の税収である。

偏在是正の
取組による
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※総務省 「徴収実績調」（ ３０以前）、「地方財政状況調査」（ 以降）の決算額より

○ 全国に占める東京都の固定資産税の税収シェアは年々拡大。特に土地については、この
年間で＋ ％となり、令和５年度では全国の２５％を超えている。
○ 家屋・償却資産はほぼ横ばいとなっている。

全国に占める東京都の固定資産税収シェアの推移

年間で
％

土地 家屋 償却資産 合計

（注） 東京都の税収は特別区及び都内市町村における決算額の合算額であり、税収には超過課税及び法定外税等を含まない。

法人事業税

所得割（外形）

付加価値割

資本割

所得割（非外形）

その他

全国に占める東京都の地方法人二税の税収シェアの推移

法人住民税 法人事業税

（注）１ 東京都の税収は東京都及び都内区市町村における決算額の合算額であり、税収には超過課税及び法定外税等を含んでいない。
２ 法人事業税には、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を含んでいない。
３ 法人事業税の「その他」は、収入割が課される法人に係る税収である。

法人住民税

均等割

法人税割

注

注：所得割（外形）の シェアは、外形拡大（所得割
の税率引下げ）等のにより異常値が生じているため
表示していない。

（59ページ）
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東京都の基金残高の推移

○ 東京都の基金残高は、近年、高い水準で推移している。
（単位：億円）

東京オリンピック・
パラリンピック開催準備期金

東京 大会
レガシー基金

＜特目基金のうちオリンピック関連基金（単位：億円）＞

元

財政調整基金 減債基金 オリパラ関係基金 特定目的基金（オリパラ関係基金除き）

東京都・特別区の財源超過額等の推移

（単位：億円）

※ 東京都にあっては、地方交付税法第 条の規定により都及び特別区の基準財政需要額、基準財政収入額をそれぞれ合算して算定。
３～ 年度は再算定結果による。

○ 東京都・特別区の財源超過額は、令和７年度で 兆円。
偏在是正措置を講じる前の水準（平成 年度、 兆円）を大きく上回っている状況。

財源超過額：普通交付税の算定において、基準財政収入額が基準財政需要額を上回る額

（61ページ）
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各指標で見る東京都への経済活動の集中

○ 東京都では、法人の新設数が高い水準にあるほか、大法人が多く所在すること等を反映して企業所得も集中
している状況。

（出所）①法務省「 登記統計」、②日本取引所グループ「東証上場会社情報サービス（ 時点）」、
③内閣府「 県民経済計算」、④総務省「 住民基本台帳」、⑤⑥総務省「 経済センサス基礎調査（速報値）」より作成

東京都

道府県

東京都

道府県

①株式会社設立登記数 ②プライム市場上場企業数 ③民間法人企業所得

東東京京都都

道府県

東東京京都都

道府県

東東京京都都

道府県

④④人人口口 ⑤⑤企企業業数数 ⑥⑥従従業業者者数数（（参参考考））

東京都

道府県

地方団体の一般財源（地方税等と地方交付税）の構造

○ 地方交付税制度を通じて、地方団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも標準的な行政サー
ビスを提供できるよう財源を保障。

○ 地方団体の標準的な行政サービス以外の財政需要については、「留保財源 」（地方税収入見込額の原則

％）により対応。加えて、不交付団体においては標準的な水準の行政サービスの提供に必要な財源を上回る
「財源超過額 」が存在。

地方交付税標
準
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

基
準
財
政
需
要
額

※ 各地方団体の基準財政収入額は、地方税等収入の原則として ％であるが、一部（個人住民税の一部、地方消費税の一部など） ％のものもある。

財政力が弱い団体

独

自

施

策

等

独 自 施 策 等

財政力が強い団体

地

方

税

等

２５％ ７５％

留
保
財
源

地
方
交
付
税

地

方

税

等

留

保

財

源

留

保

財

源

基準財政
収入額

基準財政
収入額

基準財政
収入額

財源超過額

＋ → 独自施策等に充てられる財源

歳出 ← → 歳入

［ 交付団体 ］ ［ 交付団体 ］

［ 不交付団体 ］

地

方

税

等

２５％ ７５％ ２５％ ７５％
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電子商取引の拡大

○ 電子商取引（ ・ ）の進展により、店舗を必要としない事業形態が拡大。

○ 特に 分野においては、コロナ禍以降 化率が大きく増加。

市場規模（注１）

化率（注２）

（注１）物販系分野、サービス系分野、デジタル系分野の合計額
（注２）物販系分野の 化率

市場規模

化率

（兆円） （兆円）

（出所）経産省「電子商取引に関する市場調査」より作成

市場規模 及び 化率の推移 市場規模 及び 化率の推移

企業の本社等の大都市への集中

○ 大法人の本社の多くが東京都に集中し、課税ベースも東京都に集中。

（注）東京都本社所在法人のデータであり、実際の税収は、分割基準に基づき関係道府県に分割して納税される。

大法人数 万法人 所得金額 兆円

付加価値額 兆円 資本金等の額 兆円

東京都道府県
東京都

道府県

東京都
道府県

東京都
道府県

（出所）総務省「令和５年度 道府県税の課税状況等に関する調」における外対象法人に係る課税実績より作成
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○ 東京都（特別区）の商業地の地価水準は、全国平均の約８． 倍となっている。

地価の状況（商業地・県庁所在地）

※１ 令和７年度地価公示の実施状況（国土交通省）をもとに作成 ※２ 全国平均は県庁所在地（東京都は特別区）の額の平均値

③ 福岡市
平均価格： 円

① 東京都（特別区）
平均価格： 円

ああああ： 万超

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万 ～ 万以下

② 大阪市
平均価格： 円

④ 京都市
平均価格： 円

⑤ 名古屋市
平均価格： 円

令和７年度
全国平均 円／㎡

企業の組織形態の多様化 （フランチャイズチェーン）

○ フランチャイズ事業の売上高は、コロナ禍により外食業・サービス業を中心に減少に転じたが、足下では増加。

（出所）日本フランチャイズチェーン協会 「ＪＦＡフランチャイズチェーン統計調査」より作成

※サービス業には、レジャー･ホテル、リース･レンタル、その他サービスが含まれる。

売上高の推移 （単位：兆円）

コンビニ除く
小売業

コンビニ

外食業

サービス業

小売業
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商業地の平均価格の推移

千

東京都 大阪府 愛知県 地方圏 全国 特別区

（千円／㎡）

※１ 地価公示は、地価公示法に基づき、毎年１月１日を調査時点として国土交通省（土地鑑定委員会）が評価主体となって行うもの。
※２ 「平均価格」とは、地点ごとの１㎡当たりの価格の合計を総地点数で除して求めたものをいう。
※３ 地方圏とは、三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）を除く地域をいう。

ミニバブル

リーマンショック
（平成 年 月）

新型コロナウイルス
流行

（特別区）

（東京都）

○ １００万円以上の地価公示価格の地点（商業地）のうち、約 ％を東京都が占めている。

地価公示価格の分布（商業地・全国）

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

地価公示価格

東京都

地点

（ ％）

大阪府

８地点

神奈川県

５０地点

道府県

地点

【 万円／㎡以上の都道府県内訳】

（地点数）

（
円
／
㎡
）

（計 地点）

（出所）「令和７年度地価公示」（国土交通省）をもとに作成
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．ふるさと納税

（出所） 総務省「令和６年度固定資産の価格等の概要調書」をもとに作成

○ 商業地等に関する東京都のシェアは、面積ベースでは、全国で ％だが、土地の評価額
ベースでみれば、 ％と集中している。

面積ベース 評価額ベース

その他

府県

％

①北海道

％

②愛知県

％

①東京都

％

②大阪府

％

③千葉県

％

⑰東京都

％ その他

道府県

％

③愛知県

％

（※） ①、②、③・・・はシェアの順位を表している。

④神奈川県

％

商業地等の状況
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ふるさと納税制度の見直し（指定制度の導入）について【令和元年６月～】

ふるさと納税受入額（億円）

ふるさと納税受入件数（万件）

、 の２度にわたる
総務大臣通知において
良識ある対応を要請

法律改正前 法律改正後（令和元年６月１日施行）
返礼品競争
の過熱

制度の
健全な発展を図る必要

○地方団体への寄附は、

全てふるさと納税の対象

・「寄附額－ 円」（一定の上限あり）

を、住民税及び所得税から軽減

・ 実質 円の負担で、納税先を

選択可能

○ふるさと納税の対象となる地方団体を

総務大臣が指定

○指定を受けない地方団体への寄附金は、

ふるさと納税の対象外

○受入額及び受入件数の推移

募集適正基準

返礼割合３割以下基準

地場産品基準

基準①

基準②

基準③

○総務大臣による指定の基準

① 制度趣旨に沿った募集の方法
② 経費総額５割以下
③ 食品の産地名の適正な表示確保

兆 億円
住民税控除額（億円）

控除適用者数（万人）

○住民税控除額及び控除適用者の推移

億円

※各地方団体は、指定を受けている期間を

通じて各基準に適合した募集を行う必要

⇒ 基準のいずれかに適合しなくなった

又は適合していなかったと認めるとき

には、指定を取消し

万件
８０万人

（年度） （年度）

（億円）
（億円）

基準④
基準⑤

指定日前１年
基準適合等基準

制度の趣旨

ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、又は税の使

い途を自らの意思で決めることを可能とするもの。

【ふるさと納税の流れ（イメージ）】

税制上の寄附金控除の仕組みを活用し、個人が地方団体に対して寄附金を支出した場合に、

「寄附額－ 円」（一定の上限あり）を、個人住民税（地方税）及び所得税（国税）から軽減

することによって、 実質 円の負担で、納税先を選択可能とする仕組み。

制度の基本的な仕組み

ふるさと納税制度
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ふるさと納税に係る住民税控除額及び控除適用者数の推移（全国計）

※ 各年度の計数は、前年中（例えば、令和６年度については、令和５年 月 日～令和５年 月 日の間）のふるさと納税に係るその翌年度の控除の適用状況である 。

※ 表中（ ）内の数値は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用実績である。

※ 令和５年度までの計数は、各年度の「市町村税課税状況等の調」をもとに、令和６年度の計数は、現況調査の結果をもとに算出している。

○ふるさと納税に係る住民税控除額及び控除適用者数（全国計）の推移は、下記のとおり。

○令和６年度課税における控除額の実績は約 億円（対前年度比：約 倍）、控除適用者数は約 万人（同：約 倍）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

住民税控除額（億円）

控除適用者数（万人）

（単位：万人）（単位：億円）

（単位：万人、億円）

課税年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

住民税控除額

控除適用者数

○ ふるさと納税の受入額及び受入件数（全国計）の推移は、下記のとおり。

○ 令和６年度の実績は、約 兆 億円（対前年度比：約 倍）、約 ９万件（同：約 倍）。

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

ふるさと納税受入額（億円）

ふるさと納税受入件数（万件）

（単位：億円）

※ 受入額及び受入件数については、地方団体が個人から受領した寄附金を計上している。

※ 平成 年東北地方太平洋沖地震に係る義援金等については、含まれないものもある。

※ 表中（ ）内の数値は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用実績である。

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 年度

受入額
（

受入件数
（

（単位：億円、万件）

（単位：万件）

ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移（全国計）
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都道府県名
令和６年度 令和５年度

受入額 受入件数 受入額 受入件数

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

（単位：百万円、件）

都道府県名
令和６年度 令和５年度

受入額 受入件数 受入額 受入件数

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

合 計

ふるさと納税の受入額及び受入件数（都道府県別） ※都道府県分と市区町村分の合計

（単位：百万円、件）

団体名 寄附受入額 寄附件数

兵庫県 宝塚市※

北海道 白糠町

大阪府 泉佐野市

宮崎県 都城市

北海道 別海町

北海道 根室市

愛知県 名古屋市

宮崎県 宮崎市

北海道 紋別市

宮城県 気仙沼市

静岡県 焼津市

京都府 京都市

山梨県 富士吉田市

岩手県 花巻市

福井県 敦賀市

北海道 千歳市

山梨県 甲府市

新潟県 南魚沼市

茨城県 守谷市

静岡県 富士宮市

（単位：百万円、人）

団体名 住民税控除額 控除適用者数

神奈川県 横浜市

愛知県 名古屋市

大阪府 大阪市

神奈川県 川崎市

東京都 世田谷区

埼玉県 さいたま市

福岡県 福岡市

兵庫県 神戸市

北海道 札幌市

京都府 京都市

東京都 港区

千葉県 千葉市

広島県 広島市

東京都 大田区

東京都 江東区

東京都 杉並区

東京都 品川区

宮城県 仙台市

東京都 渋谷区

東京都 練馬区

○ ６年度におけるふるさと納税受入額 上位２０団体 ○ ７年度課税における住民税控除額 上位 団体

ふるさと納税受入額及び住民税控除額の上位 団体（市区町村別）

※宝塚市によると、寄附受入額約 億円には、市立病院に対する市民２人からの約 億円の寄附を含んでいる。
※ 「 ６年度におけるふるさと納税受入額」は、 ６年度（ ６ 月～ ７ 月）の受入実績。「 ７年度課税における住民税控除額」は、 ６年中（ ６ 月～ ６ 月）の

ふるさと納税に係る住民税控除の適用実績。
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令和６年度受入実績

兆 億円

送付・広報・決済
億円

自治体財源
億円

事務費等
億円

ふるさと納税の募集に要した費用（全団体合計額）

返礼品
億円

上限３割 地方税法で規定

上限５割 総務省告示で規定

区 分

令和 年度 令和 年度

①－②
金 額

受入額に
占める
割合
（①）

金 額

受入額に
占める
割合
（②）

返礼品の調達に
係る費用

％ ％ ▲

返礼品の送付に
係る費用

％ ％ ▲

広報に係る費用 ％ ％ ▲

決済に係る費用 ％ ％ ▲

事務に係る
費用等

％ ％

合計 ％ ％ ▲

（単位 億円、ポイント）

うちポータルサイト運営事業者に支払った費用 億円

（寄附金額に占める割合： ％）

（募集費用に占める割合： ％）

（単位：百万円、人）

都道府県名
令和 年度課税

住民税控除額 控除適用者数

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計

都道府県名
令和 年度課税

住民税控除額 控除適用者数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況 ※都道府県分と市区町村分の合計
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ふるさと納税の指定基準の見直し【令和７年６月 日付け告示第 ２０号】

指定対象期間（略）において第一号寄附金の募集に

要する費用（略）の額の合計額が、当該指定対象期間

において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分

の五十に相当する金額以下であること。

地場産品基準［平成 年告示第 号第５条］

募集適正基準［平成 年告示第 号第２条第２号］

・ ふるさと納税の規模拡大に伴

い、募集費用が 億円を

超える規模に拡大しており、透

明性の向上が必要

・ 付加価値の算出方法が地方

団体により様々となっており、

真に区域内で価値の過半が生

じているか疑義が生じている

・ 単に市町村名等を記載したも

のについて、広報への活用実

態にかかわらず返礼品等とし

ているケースが見受けられる

三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、

加工その他の工程のうち主要な部分を行うことに

より相応の付加価値が生じているものであること。

ただし、当該工程が次に掲げるものである場合には、

それぞれに定めるものに限ることとする。

五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団

体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他こ

れらに類するものであって、形状、名称その他の特

徴から当該地方団体の独自の返礼品等であること

が明白なものであること。

指定基準等の現状・課題
見直し内容
［ ～］

② 価格に基づく算出を原則とし、製

造者から当該返礼品の価値の過半

が区域内で生じたことを証明すると

ともに、地方団体が証明事項を公表

［告示改正 ～］

③ 広報に活用されているかの判断基

準を明確化（広報目的には、返礼品

提供は含まない）

➣返礼品等として提供する数量が、
直近１年間に、広報目的で自ら調

達・配布・販売を行った実績数量を

超えないこと

➣指定対象期間において、当該対象
品目を広報目的で自ら調達・配布・

販売する計画を定めていること
［告示改正 ～］

① 透明化を促進するため、募集費用

の支払先・支払額・支払目的を公表

［告示改正 ～］

○ ふるさと納税制度の適正な運用を確保する観点から、指定基準となる告示等を改正。

事務効率化［地方税法施行規則第１条の 第３項］

３ 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がない

と認める場合には、当該都道府県等について、前項

各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させるこ

とができる。

・ 返礼品等の確認件数は、約

万件を超え、地方団体か

らも確認事務の効率化・簡素化

に係る要望があがっている

④ 返礼品の確認で基準不適合が

なかった団体について、 指定手

続から一部書類の提出を省略（返礼

品の事前確認を行わない）
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